
 

 

（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

（白糠町、幼・２校、小・３校、中・３校、高・１校、

特別支援・１校） 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

(1) 安全手法の開発 

    モデル校において次の３つのポイントで既存

の防災学習及び避難訓練の見直しを行った上で

実践し、全道の学校に普及させるための「実践

的安全教育モデル（防災）」を構築した。 

ア 専門的な視点を加えた避難経路及び避難場

所の検証 

     防災教育を専門とする大学教員及び気象台

職員に「防災教育アドバイザー」を依頼し、

教育委員会職員、モデル校の教職員を含めた

ワーキンググループを編成し、様々な視点で、 

    ① 避難経路上にあり、災害時に被害を受け、

児童の避難行動の妨げとなる箇所 

    ② 避難後に、児童の安全確保の妨げとなる

箇所 

の検証を行うフィールドワークを実施した。 

     この検証により、大地震の際には、避難経

路上にある橋の両端部分が崩れ、通行できな

くなる可能性のあることや津波襲来の直前

に河川を渡ることの危険性、指定緊急避難場

所は、全ての児童が避難できる十分な広さが

あり、災害時用の備蓄品もあるが、季節や天

候によっては、長時間の避難が困難であるこ

となどについて確認した。 

   イ ピンポイントの災害想定に基づく避難訓練

の構築 

     フィールドワークの結果及び気象台から提

供のあった「北海道が想定する最大級の地震

津波」におけるモデル校近辺の詳細な津波高、

到達予想時間のデータを基に、 

    ① 大地震により校内放送設備が破損し、緊

急地震速報後は全校一斉の指示が不可 

    ② 避難経路上の橋が崩落し通行不可 

    ③ 津波の遡上高影響開始が地震発生の 17

分後 

    など最も困難な状況を想定し、避難経路及び

避難場所も従来のものから変更して、その中

でも児童生徒が、臨機応変に、迅速かつ確実

に安全な避難行動をとることができるように

なることを目的とした避難訓練を計画した。 

   ウ 避難訓練に向けた事前指導と環境整備 

     従来から行っている避難訓練とは避難まで

の手順や経路が変更となっていることから、

中休み等を利用し、児童が実際に新たな避難

経路の確認をおこなう予備訓練を行ったり、

Ｊ－ＡＬＥＲＴによる速報や警報の意味な

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

北 海 道 

 教育委員会等名：北海道教育委員会 

 住  所：北海道札幌市北３条西７丁目 

 電  話：０１１－２０４－５７５５ 

○人口：5,376千人（うち児童・生徒数：518千人） 

○市町村数：179市町村    

○学校数：幼稚園459園   小学校1,074校 

     義務教育学校2校 中学校622校 

     高等学校284校 中等教育学校2校 

  特別支援学校69校 
○主な災害 
●平成５年  北海道南西沖地震 

●平成12年 有珠山噴火 

●平成15年 十勝沖地震 

●平成18年 佐呂間町竜巻 

●平成25年 オホーツク、根室管内暴風雪 
●平成28年 北海道暴風雨及び豪雨 等 

本道は、わが国の最北部に位置し、西は日本海、

北東はオホーツク海、南東は太平洋の３海域に囲ま

れ、海岸線距離は4,377kmに達し、北海道本島の他、

周辺の島々を含めた面積は83,452㎢である。 

広大な面積ゆえ想定される災害は各地域により

異なるが、本事業においては約500年間隔で津波の

発生が確認されており、今後M8.6 の超巨大地震が

予想される地域で、最大規模の地震が発生した場

合、対策が必要となる白糠町をモデル地域として指

定し、白糠小学校において事業を実施した。 
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どを学んだりする学習を行った。   

     また、住宅地の中を通る道路を新たな避難

経路としたことから、付近の自治会役員等に

安全管理員を依頼するとともに、学校におけ

る防災の取組について周知する機会とした。 

     なお、モデル校には保育所が併設されてい

るため、実際の災害時を想定した合同避難訓

練とし、園児も一緒に避難を行うこととした。 

  (2) 取組の普及 

   ア 検討会の開催 

     全道の教職員や行政職員、防災関係機関の

職員等を対象としたモデル検討会を実施し、

モデル校における実践を基に構築した「実践

的安全教育モデル（防災）」について説明し、

参加者からも意見をもらうなどして、より実

践的な内容とするなどの検討を行うととも

に、各校でのモデルの活用について促した。 

   イ 報告書（モデル指導案）の作成 

     「実践的安全教育モデル（防災）」及びその

作成過程、実践授業に係る資料等を掲載した

報告書を作成・配付し、モデル指導案の活用

を促した。 

  (3) アドバイザーの派遣 

    ２名、１校、４回 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 成果 

  (1) 専門家の視点による避難経路や避難場所の検

証、モデル校周辺の詳細な災害想定を行うこと

で、教職員だけでは認識が難しい危険箇所や必

要な行動について洗い出すことができ、より実

践的な避難訓練を計画し実施することができた

こと。 

  (2) Ｊ－ＡＬＥＲＴの活用や、防災関係機関との

連携など、既存の計画に一工夫加えることで、

より実際の災害の想定に即した避難訓練を実施

することができたことにより、今後、多くの学

校で活用が可能なモデルを示すことができたこ

と。 

  (3) 自治会との連携や、役場の防災担当課の協力

を基に訓練を実施したことにより、今後の発展

的な連携への道筋ができたこと。 

 ２ 課題 

  (1) 今回は小学校のみをモデル校としたが、同じ

校区にある中学校や高等学校とも連携した、継

ぎ目のない継続的な防災学習の開発に取り組み、

そのモデルを全道に示すこと。 

  (2) 今回の避難訓練では、自治会には避難経路の

見守りを依頼したが、実際の災害時には地域住

民とともに避難行動をとることとなるため、訓

練を自治会と協働で行うなど地域全体で取り組

む活動として実施し、いざという時に機能する

地域における連携体制の整備までを念頭におい

たモデルを構築し全道に示すこと。 

  (3) 今回は大地震及び大津波を想定したモデルを

構築したが、今後は、火山災害、暴風雪など、

北海道の地域性に鑑み、他のハザードを意識し

たモデルについても構築し、全道に示す必要が

あること。 

   

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：八雲町、幼・２校、小・

11校、中・５校、高１校） 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

(1) 安全手法の開発 

    モデル校において次の４つのポイントでこれ

までの交通安全教育の見直しを行った上で実践

し、全道の学校に普及させるための「実践的安

全教育モデル（交通安全）」を構築した。 

ア 現状の把握 

     交通を専門とする大学教員に「通学路安全

対策アドバイザー」を依頼し、道路管理者や

教育委員会職員、モデル校の教職員を含めた

ワーキンググループを編成し、様々な視点で、 

① 学校区や通学路における交通事故の発

生状況や危険箇所の把握 

    ② 関係機関と連携した現状の把握 

○通学路の特徴 
 本道は都市間距離が長く自動車走行速度が速い

特徴がある。都市部では徒歩又は自転車での通学、

農村部ではスクールバスで通学する学校もある。 
今回モデル地域となった八雲町落部地区は、道

幅が狭い上に、漁港から国道への抜け道となって

おり、大型車が頻繁に通る危険な状況にあった。 
○登下校中における主な交通事故 

平成 28 年９月 自転車運転中に乗用車と接触

し、ドクターヘリで救急搬送 

平成29年１月 スクールバスがトラックと衝突

し生徒6人が軽傷 
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を行うフィールドワークを実施した。 

     この検証により、通学路の危険箇所を把握

するとともに、外側線や交差点表示等の修繕

が必要な箇所等について確認した。 

   イ 児童生徒や保護者等の実態、認識の把握 

     いわゆる「ヒヤリ・ハット」や児童生徒の

交通安全に関する実態等について把握する

ため、保護者に対するアンケート調査を実施

することにより、 

    ① 交通安全に関する児童生徒の通学時の状

況の把握 

    ② 地域の交通安全に関する実態は保護者、

地域住民の認識の把握 

    などを行った。 

   ウ 課題解決の具体的な方策の明確化と実地検証 

     把握した現状や児童生徒等の認識を踏まえ、 

    ① 関係機関と連携し、危険箇所等を把握す

るための合同点検の実施 

    ② 交通安全に係る課題解決のための具体的

な手立ての明確化 

    に取り組むため、町教育委員会の担当者や道 

路管理者等の関係機関が連携し、危険箇所等 

の改善に向けた具体的な方策を明らかにす

る取組を行った。 

   エ 実践と取組状況の周知（普及・啓発） 

     課題解決に向けた具体的な取組を 

    ① 「学校だより」などを活用した広報活動 

    ② 関係機関等と連携した計画的、継続的な

整備等に係る取組の推進 

    に取り組み、学校だけなく、地域や関係機関

が一体となった交通安全教育の充実に資す

るための方向性を明らかにした。 

  (2) 取組の普及 

   ア 検討会の開催 

     全道の教職員や行政職員、交通安全に係る

関係機関の職員等を対象としたモデル検討

会を実施し、モデル校における実践を基に構

築した「実践的安全教育モデル（交通安全）」

について説明し、参加者からも意見をもらう

などして、より実践的な内容とするなどの検

討を行うとともに、各校でのモデルの活用に

ついて促した。 

   イ 報告書（モデル指導案）の作成 

     「実践的安全教育モデル（交通安全）」及び

その作成過程、実践授業に係る資料等を掲載

した報告書を作成・配付し、モデル指導案の

活用を促した。 

 (3) アドバイザーの派遣 

   １名、２校、７回 

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

(1) 取組のポイント 

   合同点検実施に当たっては、事前に専門家であ

るアドバイザーを交えたワーキンググループにお

いて通学路の現地調査を実施し、学校で危険であ

ると認識している地点を含めた路線全体を確認す

ることとした。   
(2) 八雲町実践委員会 

ア 構成員 
   アドバイザー、警察、町道管理者、道道管理

者、町交通安全担当課、学校、町教委ほか 
 イ 開催回数 ２回   
(3) 合同点検の実施 

ア 点検員  
アドバイザー、実践委員、学校、町教委、 

ＰＴＡほか 計22名  
イ 実施日 

平成28年９月29日（木） 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

  (1) 落部地区が通学路として危険であることにつ

いて、関係機関が共通認識をもつことができた。 
(2) 経年劣化により消えたり薄くなったりしてい

た外側線等の引き直しや、設置場所が悪いため

効果を発揮していなかった「飛び出し注意」表

示の更新が予定されるなど、通行者に対し通学

路であることをアピールできる改善案が関係機

関から示された。 
  (3) 地域住民が現地調査や合同点検の様子を見る

ことで、地域住民による地域の交通に対する関

心や、課題意識が高まり、通学時間帯には車に

乗らない、通学時間帯には注意して通行すると

いった行動につなげる住民も出ている。 

２ 課題 

(1) 必要に応じて鉄道など民間の機関も委員に入

るよう働きかける必要があること。 
(2) 合同点検を中心とした通学路の改善ととも

に、長期的視点に立った計画的な通学路改修・

整備が必要であること。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（校種毎の数：小・４校、中・４校、高・10校、特支

１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）目的 

  児童生徒に災害から生き抜く力と共助の精神を身

に付けさせ、地域防災を支える人材を育成するため、

各学校で地域の災害リスクや学校の実情を踏まえ

た教育計画を立て、効果的な防災教育のあり方の指

導方法等を開発・普及する。 

（２）具体的な取組 

ア 小中学校のモデル校指定 
  小学校４校、中学校４校のモデル校を指定し、

効果的な防災教育計画の作成、家庭・地域の連携

のあり方等の教育手法の開発を行った。 

〔主な取組例〕 

○ 「ふるさと八幡平を愛し、その復興・発展に向

けて進んでかかわっていこうとする子ども」の育  

成を目指して、複数

年度を見通した年間

指導計画を作成した。

また、「いわての復興

教育副読本」を活用

した授業を通して、

地域で想定される火山災害について関心を高め、

岩手県立大学の教授による「キッチン火山実験」

や土砂流模型実験装置等で災害発生のメカニズ

ムについて、体験を通して理解を深めた。（八幡

平市立寄木小学校） 
○ 避難所運営ゲームによる机上訓練を行った後、

１・２年生を避難者に見立てて避難所運営を実際

に行った。ポリエチレン袋を使用した炊き出し実

習、避難者の受入や疾病者の処置、支援物資の配

布等を行い、災害への対処方法について中学生と

してできることを考えた。（八幡平市立西根第一

中学校） 
○ 総合的な学習の時間を柱に各教科等との関連

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

岩手県 

 教育委員会等名：岩手県教育委員会 

 住  所：岩手県盛岡市内丸10-1 

 電  話：019-629-6206 

○人口：129万人(うち児童・生徒数：124,512人) 

○市町村数：33    

○学校数：幼稚園49園 認定こども園57園 

小学校332校 中学校164校 

義務教育学校１校 高等学校67校 

特別支援学校14校 

○主な災害 

● 明治29年 明治三陸大津波 

● 昭和３年 昭和三陸大津波 

● 平成20年 岩手・宮城内陸地震 

● 平成23年 東日本大震災津波   

● 平成28年 台風10号豪雨災害 等 

 本県は、南北189㎞、東西122㎞と広い県土で、

西側に奥羽山脈があり、これと並行して北上高地

が広がり、東側は太平洋に面している。 

東日本大震災津波では、甚大な被害を受けた。

また、平成25年8月には、大雨による土砂災害、

平成26年には森林火災が頻発し、被害を受けた。

さらに、平成28年には観測史上初めてとなる台風

の直接上陸となった台風10号豪雨により山間部

も含めた広域で甚大な被害を受けた。 

また、東日本大震災津波後の余震やアウターラ

イズ地震の発生、土砂災害(14000箇所)や河川の

氾濫、火山災害(４つの活火山)の発生等が懸念さ

れている。 

本事業においては、様々な地域の災害リスクに

応じた防災教育を推進するため、県内の４地域の

小中学校８校と県立学校11校をモデル校として

指定し、事業に取り組んだ。 

なお、地域選定に当たっては、火山災害を想定

し、岩手山、栗駒山に近い学校も指定し、事業を

実施した。 
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を図り、教科横断的な防災教育を実践した。岩手

大学教授が年間を通して指導助言し、栗駒山にお

いて現地調査を行い、火山噴火、水蒸気爆発等へ

の理解を深めた。一年間

の学習のまとめとして

地域の方に成果を発表

し、地域防災についての

考えを共有した。（一関市立本寺中学校） 
イ 県立学校のモデル校指定 

  高校10校と特別支援学校１校をモデル校とし

て指定し、学校教育の集大成段階における高校

（高等部）における防災教育のあり方等の教育手

法の開発を行った。 

〔主な取組例〕 

○ 内陸部に位置し至る所に土砂災害危険区域が

あり、高校生として自分の命を守るとともに地域

住民への支援について必要な知識や技能を身に

付けておく必要があることから、非常時炊き出し

訓練や防災体験学習を実施し、地域を担う一員と

しての自覚をもたせることができた。（住田高校） 
○ 家庭科の「家庭基礎」において、「救助が来る

までの３日間」を生き延びるために必要な非常持

ち出し品について考えさせ、新聞紙を利用した

「簡易トイレ」の製作を実習として行い、吸水力

を段階的に検証する実験も行い、限られた資源で

臨機応変に対応できる能力の育成を図った。（県

立大東高等学校） 
○ 総合学科高校としての各系列の特長をいかし、

学習の成果を総合化するために総合学科委員が

「野田村復興支援交流のつどい」の活動に取り組

み、支援の心や学びの意欲を高めるとともに、「人

の絆の大切さ」や「地域づくり」、「社会参画」の

重要性を学ぶことができた。（県立一戸高等学校） 
○ 避難訓練において、初めて生徒代表が職員と一

緒に計画段階から参加した。実施時間帯や予告な

しの訓練を生徒が主体的に計画し、内容について

生徒の目線で評価し振り返ることができた。（県

立釜石祥雲支援学校） 
 
ウ 普及・啓発 
  モデル校の取組成果を、県内の学校に普及する

ため、次の取組を行った。 
（ア）各教育事務所における復興教育研修会 

   ２つの教育事務所における研修会において、

それぞれモデル校から実践発表を行うとともに、

自校の教育計画を見直し、どのように改善を図

っていけばよいか協議した。【参加者：360名】 

（イ）成果報告会 

国立教育政策研究所の山森光陽総括研究官

による基調講演「いわての復興教育のこれから」、

モデル校の実践発表（小1校、高1校、SC）、地

域の実情、発達段階に応じた取組について共有

し、防災教育とカリキュラム・マネジメントを

テーマとしてシンポジウムを行った。【参加者：

141名】 

  

２ 学校防災アドバイザー活用事業 

（１）目的 

 防災の専門家を学校に派遣し、学校に対して指導

助言、講話等を行うことにより、家庭・地域と連携

した学校防災体制の確立、防災教育の充実を図る。 

（２）具体的な取組 

  学校防災アドバイザーとして、岩手大学地域防災

研究センター、岩手県立大学、盛岡地方気象台、岩

手河川国道事務所等の職員を委嘱した。派遣校数は、

小学校8校、中学校11校、高等学校10校、幼稚園1校

で、延べ3,685人の児童生徒、教職員が指導・助言、

講話等を受けた。 

〔活用例〕 

ア 教職員研修（危機管理について、防災教育のあ

り方、図上訓練、避難所運営等） 

イ 児童生徒への講話等（防災に関する講話、地域

の危険箇所確認、防災マップ作成等） 

 

３ 災害ボランティア活動の推進・支援事業 
（１）目的 

  被災地でのボランティア活動や、被災地と内陸の

生徒の交流学習を推進・支援し、「共助」の精神を

養い、地域防災を支える人材を育成する。 

（２）具体的な取組 

  中学校1校、高等学校11校、特別支援学校2校が

災害ボランティア活動に取り組んだ。 

〔取組例〕 

○ 被災地の花壇整備活動を通して、被災地に思いを

寄せ命の大切さを考え、震災の教訓を語り継ぐ態度

を育てた。（一関市立本寺中学校） 

○ 被災地での交流活動を通じて、共助の精神を培う

とともに岩手の高校生として何ができるかという

ことを生徒一人ひとりが深く考えた。（県立盛岡第

二高等学校） 

○ 被災地の児童館における子ども達とのふれあいゲ

ームなどの活動について、企画から運営、活動報告
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までを有志の生徒達が行い、高校生としてできるこ

とを実施したことで自己有用感の高まりが見られ

た。（県立盛岡南高等学校） 

○ 沿岸被災地でのボランティア活動を計画していた

が、急きょ台風10号によ

る被災地でのボランテ

ィア活動に切り替え、被

害の甚大さを実感する

と共に地域に役立って

いるという実感をもった。（県立葛巻高等学校） 

○ 陸前高田市において、津波到達ラインを示すため

の桜ラインの植樹作業のボランティア活動に取り

組んだ。（県立住田高等学校） 

○ 支援学校の生徒が、被災地における復興状況の視

察、仮設住宅の窓ふきの清掃活動に取り組み、社会

貢献の大切さを学んだ。（県立盛岡峰南高等支援学

校） 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１）本県で推進している「いわての復興教育」と防

災教育を関連付け、教科横断的な視点でカリキュ

ラムを作成し、効果的な指導を行うことで、自然

災害についての理解を深め、児童生徒の主体的に

行動する態度の育成を図ることができた。 

（２）学校防災アドバイザー等の専門家と連携し、地

域の災害リスクの特性に基づいた実践的な防災教

育を展開することで、児童生徒の興味・関心が高

まり意欲的・探究的な態度の育成を図ることがで

きた。 

（３）東日本大震災の被災地のみならず台風10号豪雨

災害の被災地での災害ボランティア活動におい

て、被災や復興の現状について理解を深め、防災

意識の向上が図られるとともに、参加した児童生

徒の自己肯定感の高まりにもつながり、自己の生

き方・あり方を考える機会となった。 

（４）モデル校の取組について、随時、通信をとおし

て県内全ての公立学校に紹介し、取組成果を研修

会や成果報告会等の機会を通じて示すことで、啓

発・普及を図ることができた。 

２ 課題 

（１）学習教材が東日本大震災そのものだけでなく、

復旧・復興の様子なども学習対象とするなど時間

の経過とともに復興教育・防災教育の内容の見直

しが必要である。 

（２）指導時間の確保が難しい状況において、防災教

育を継続していくためには、発達段階に応じた効

果的な防災教育を展開していくためのカリキュ

ラム作成や指導方法の開発が必要である。 

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

  １ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 交通安全を確保するための体制の構築と合同

点検の実施 

（１）取組のポイント 

  ・再委託市においては、通学路安全対策アドバイ

ザーの助言のもと、安全対策について学校、市教

委、道路管理者、警察が共通認識をもち、通学路

の整備及び安全指導を推進する。 
  ・ＰＴＡより通学路の交通安全確保に係る要望が

出されている県立特別支援学校について、その対

策のあり方を推進委員会の場で協議する。 
（２）推進委員会 

ア 構成員 
 ・岩手県立大学総合政策学部講師 

通学路安全アドバイザー    宇佐美誠史 
 ・通学路安全アドバイザー    若槻 吉夫 

○通学路の特徴 
 本県は最大面積を有する県であり、山間部と  

平野部、都市部と地方等、通学路に関して多様  

な危険状況があることが特徴である。 
 都市部においては、通学路が狭隘なことを主     
因とする危険状況がある一方、地方においては、

街灯がない等、通学路に関する安全対策が不足し

ていることを主因とする危険状況や、歩道の整備

が進んでいないことを主因とする危険状況があ

る。また、東日本大震災津波で被災した沿岸部で

は、津波により道路が被害を受けている中で、復

興工事の推進に伴う工事車両の増加によって、通

学路が危険な状況になっているものが多い。さら

に、内陸部の豪雪地帯では、歩道は整備されてい

るものの、冬季の降雪や路面凍結によって通学路

が危険な状況になっているものもある。 
○登下校中における主な交通事故や県内事故件数 
 平成28年度、本県では登下校中も含め、児童生

徒の死亡事故は発生していない。 

 平成28年度の事故件数は、幼児及び小中学生が

145件、高校生が101件となっている。 
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 ・国土交通省東北地方整備局 
  岩手河川国道事務所副所長   木越 養一 
 ・同三陸国道事務所副所長    舩木  仁 
 ・岩手県道路環境課総括課長   千葉 行有 
 ・岩手県警察本部交通規制課長  佐々木雅夫 
 ・奥州市教育委員会学校教育課長 朝倉 啓二 

  ・同指導主事          千葉 重徳 
  ・岩手県教育委員会事務局学校教育室 
   首席指導主事兼生徒指導課長  菊池 広親 
  ・同指導主事          上田 淳悟 
イ 内容 
（ア）第１回推進委員会（７月29日） 

 ・今年度の事業についての確認 

 ・通学路安全アドバイザーを派遣する地域の決定 

 ・県立特別支援学校の通学路における安全対策に 

  関する協議 

 ・交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組

の実施状況について確認 

（イ）第２回推進委員会（２月７日） 

 ・再委託市からの取組報告 

 ・県立特別支援学校の通学路における安全対策に 

  関する報告 

 ・全国成果発表会の報告 

 ・今年度の成果と課題のまとめ 

（３）再委託市における連絡委員会【奥州市】 

ア 構成員 

・岩手県立大学総合政策学部講師 
通学路安全アドバイザー    宇佐美誠史 

・通学路安全アドバイザー    若槻 吉夫 
・国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 
 水沢国道維持出張所長     小野寺政和 
・同管理第二係長        伊藤 修也 
・県南広域地方振興局土木部 
 道路河川環境課長       千葉 信英 
・同総括主任主査        砂川  智 
・水沢警察署交通課課長代理   今野 秀一 
・江刺警察署交通課交通主任   後藤 明子 
・奥州市立水沢小学校長     髙橋 豊和 
・奥州市ＰＴＡ連合会長     中田 宗徳 
・水沢区ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ     佐藤 辰男 
・江刺区ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ     今野  誠 
・前沢区ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ     鈴木  例 
・胆沢区ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ     佐藤 英男 
・衣川区ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ     佐々木金男 
・奥州市都市整備部維持管理課長 渡辺 恭志 
・同道路河川係主任技師     小野寺浩二 

・奥州市教育委員会学校教育課長 朝倉 啓二 
  ・同課長補佐兼主任指導主事   吉田 博昭 
  ・同指導主事          千葉 重徳 
イ 内容 

（ア）第１回連絡協議会（９月16日） 

 ・奥州市における児童生徒の交通事故発生状況の

説明 

 ・前年度の合同点検の結果及び対策推進状況の確

認 

 ・今年度の合同点検の実施について 

（イ）合同点検（10月12日～26日） 

 ・計64か所を６日間に渡り点検を実施 

（ウ）合同点検確認会議（10月28日） 

 ・前年度までの対策状況の確認 

 ・今年度合同点検結果への対策予定の確認 

  （事業主体及び対策時期等の確認） 

（エ）第２回連絡協議会（11月18日） 

 ・今年度合同点検の結果及び対策内容について 

 ・次年度の事業について 

（オ）冬季における通学路危険箇所の把握及び対応 

 ・市内の小中学校から冬期間の通学路危険箇所を

報告 

 ・各道路管理者等に情報を提供し対応 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

・再委託市においては、通学路安全対策アドバイザ

ーの派遣により、危険箇所について複数の対策を

もって迅速かつ効果的に対応、またはその計画を

立てることができた。また、通学路安全対策アド

バイザーからＥＴＣ2.0 プローブデータを活用し

た分析についても紹介していただき、実際に関係

機関から分析結果（例）を示していただくなど、

新しい危険箇所の把握の方法を示唆していただ

いた。 
・県立特別支援学校の通学路の交通安全確保に係る

要望について、その対応委員の方々より様々な視

点からご意見をいただき、改善へのスタートライ

ンに立つことができた。 
２ 今後の課題 

・委託自治体の成果を他の市町村へ周知し、県内全

体の取組の充実を図ること。 

・安全体制の構築のみならず、交通安全教育の実践

を推進すること。 

・新しい危険箇所への対応だけではなく、対策済の

箇所について検証することも必要である。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：石巻市（小・7校、中・

2校）、柴田町（小2校、中1校）、大崎市（小1校）） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）概要 

緊急地震速報受信システムを導入し，主体的に

行動する力の育成や地域の災害の歴史や現代的課

題を踏まえた防災教育を実施した。 

     （２）取組 

ア 緊急地震速報設置校（石巻市：北上小，鮎川小

広渕小，牡鹿中，柴田町：東船岡小，西住小） 
緊急地震速報発表後，即座に安全確保の避難行

動が主体的に取れるよう訓練を実施した。また，

石巻市では地震後の津波を想定した二次避難や地

域と連携した避難行動を実施した。 
イ 大崎市（岩出山小）では，地域の災害の歴史や

現在的課題を冊子にまとめ，地域に根差した避難

訓練や防災学習に取り組んだ。 
 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）概要 

震災前後の地域の実態や地域の良さを再認識す

る「復興・防災マップ」作りを通して，今後の地

域に寄与する心の育成を図るとともに，被災地に

おける災害ボランティア活動を通じて，復興に関

わり，地域の中でも社会貢献する生徒の育成に取

り組んだ。 

（２）取組 

ア  石巻市（和渕小，鹿又小，河南東中）では，「総

合的な学習の時間」を活用し，児童生徒がまち歩

き等を通し，地域の人と関わる中で地域の現状を

知り，震災前後の自分の住む地域の現状を「復

興・防災マップ」としてまとめ，地域や保護者に

発表した。 

イ  柴田町（船岡中）では，震災により甚大な被

害を受けた山元町で地域の方々と交流し，また，

いちご農家において，イチゴハウスの清掃や，出

荷用の箱の組立てのボランティア活動を実施し，

その取組を全校生徒と共有した。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）成果 

・緊急地震速報受信機を活用した訓練を実施するこ

とにより，全設置校の児童生徒が報知音を聞き，

迅速に安全確保ができるようになった。 

 ・これまでの防災に関する授業や学校行事等を年間

計画に位置付け，各取組を関連させて実践したこ

とにより「自然災害が発生したときにどのような

危険があるのか」「自分の地域の避難場所はどこ

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

宮 城 県 

 教育委員会等名：宮城県教育委員会 

 住  所：仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

 電  話：０２２－２１１－３６６７ 

○人口：約233万人 

（うち児童・生徒数：296,847人） 
○市町村数：３５    
○学校数：幼稚園254園  小学校404校 

     中学校213校  高等学校98校 

     特別支援学校24校 

○主な災害 
● 平成23年3月11日東日本大震災 

● 平成27年9月11日関東・東北豪雨 等 

宮城県は，東北地方の南部にあり，東に太平洋

を望み，牡鹿半島以北には，リアス式海岸が続き，

南部は砂浜が続く海岸線となっているのが特徴

である。 
 東日本大震災により，本県の沿岸部は壊滅的な

被害を受けた。本事業においては，津波による被

害が大きかった石巻市，さらに内陸直下の地震の

被害を想定されている柴田町，関東・東北豪雨で

大きな被害を受けた大崎市を指定地域として選

定し，事業を実施するものである。 
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なのか」「大きな地震を想定し，自分がどのよう

な場所に避難すればよいのかが分かった」等の実

態調査項目がモデル校で80％以上を示し，児童の

防災・安全に関する意識が高まったと言える。 

（２）課題 

 ・災害に対する事前の備えを定着させるには，単に

知識の習得だけでなく，「自助」の大切さをつか

ませた上で自分たちにできることを考えさせる

等，体験を通じて災害への備えや態度の育成につ

ながるＰＤＣＡサイクルを生かしたカリキュラム

の検討が必要である。 

 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援 

（１）成果 

・防災の視点で地域を見つめ直すためのマップづく

りでの町歩きや地域に貢献する視点で行ったボ

ランティアにより，地域の良さや災害特性を知る

こと，自分たちが地域の力になれることを改めて

確認できた。   

（２）課題 

・地域の防災に貢献する視点で行った，マップを作

りやボランティアは，児童生徒の防災意識を高め

ることにつながっていることから，その実践の成

果であるカリキュラム編成のあり方等を県内に

広めていく必要がある。 

   

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：石巻市（小・2校）、柴

田町（小・1校），大崎市（小・1校）） 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）概要 

          交通安全マップを作り，危険箇所の共有と具体的

な危険回避のしかたを学ぶ取組を実施した。また，

一斉下校・集団下校時における指導や交通安全教室

の実施により交通ルールの遵守に取り組んだ。 

（２）取組 

ア 石巻市（大谷地小，鮎川小）では，交通安全教

室として所管の警察署と協力し，グループ毎に分

かれての通学路の歩行訓練や横断歩道の歩行訓

練など通学路での実技指導を実施したほか，マッ

プ作りを通し，地域内の交通に関する危険の把握

に努めた。  

イ 柴田町（東船岡小）では，マップ作りを通し，

地域内の交通に関する危険箇所を把握するとと

もに，発表会の開催により，情報共有と安全意識

の高揚に努めた。 

ウ 大崎市（岩出山小）では，集団下校を実施し，

見守りをする防犯協会の方々から交通ルールや

安全な登下校を学んだ。 

  

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のポイント 

        通学路の安全確保を図ることをねらいとし，ス

クール・ガードの協力を得ながら現状の把握と点

検を行い，問題点等を洗い出すことで，その効果

的な対策を検討した。また，児童の交通安全を確

保すべき校内体制の再構築と地域との協働体制を

確保に取り組んだ。   
（２）推進委員会 

ア 構成員 
   東北大学教授，東北工業大学教授，東北福祉

大学教授，仙台管区気象台地震情報官，宮城県

警察本部交通部参事官，宮城県警察本部生活安

全部事官，石巻市・柴田町・大崎市教育委員会

担当，宮城県教育庁スポーツ健康課  
イ 取組 
  再委託により実施した３市町の学校安全３領

域の取組について，2 回の会議において助言等を

受けた。  
どの委員からも地域と連携した取組が重要であ

ることや通学路の危険箇所を児童生徒が地域の人

とともに点検することは非常に価値があること等

○通学路の特徴 
 本県では，32市町村において通学路安全対策推

進会議が立ち上がり，合同点検等を進めている。 
 県内の安全対策を講ずるべき箇所はまだ多く，

さらに震災の被災が大きかった地域では復旧・復

興工事車両の往来が多いため，対策を講ずる必要

がある。 
○登下校中における主な交通事故や県内事故件数

等 
 県内の交通事故件数7,986件（平成28年中） 
 登下校中の主な事故では，徒歩通学中では飛び

出しや横断歩道外横断，走行車両直前直後の横断

によるものが多い。また，校種が上がるにしたが

って，自転車による事故が多く発生している。 
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の助言を受けた。 
（３）連絡協議会（実践委員会） 

ア 石巻市 

（ア）構成員 

（大谷地小） 

東北工業大学教授小川和久（アドバイザー），

ＰＴＡ役員4人，駐在所長，交通指導隊代表，

担当教職員4人 

  （山下小） 

東北工業大学教授小川和久（アドバイザー），

ＰＴＡ会長，町内会長，110 番の家 6 人，通学

ボランティア代表，市視聴覚センター職員，担

当教職員3人 

（イ）取組 

 （大谷地小） 

「交通安全マップ」の作成及び工程確認とと

もに，アドバイザーから，通学時の危険箇所の

点検を通じた指導・助言を受けた。 

（山下小） 

「子ども１１０番の家」駆け込み訓練や防犯

マップ作りについての協議とともにアドバイザ

ーからの指導・助言を受けた。       

イ 柴田町 

（ア）構成員 

東北工業大学教授小川和久（アドバイザー），

交番署長，消防署職員，ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ 1 人，

町関係職員 3 人，担当教職員 2 人，教育

委員会 1 人 

（イ）取組 

東船岡小学校の通学路の点検にあたって，ア

ドバイザーを派遣し，危険箇所に対する具体的

な対策メニューを検討した。 

 ウ 大崎市 

 （ア）構成員 

東北大学教授佐藤健（アドバイザー），市関係

職員2人，交番職員，消防署職員，自主防災組

織，ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ 1 人，防犯協会，町関

係職員 3 人，中学校区学校関係者 8 人，

ＰＴＡ2 人，担当教職員 6 人，教育委員会

1 人 

（イ）取組 

中学校区の合同引き渡し訓練や中学校での

学校安全に関する共有について，アドバイザー

の指導助言を受けて行った。持続可能な取組と

なるよう助言を受けた。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 推進委員会 

（１）成果 

   委員より取組への評価をいただくとともに，地

域との一層の連携を進めるための助言等があり，

モデル的に実施した３市町にとっても，今年度の

取組を生かして更なる安全教育を推進するための

参考となった。 

（２）課題 

   地域の拠点校に安全担当主幹教諭を配置し，地

域と連携し，児童生徒の安全教育や安全管理等を

進めているところであるが，安全文化が，学校，

そして，地域を巻き込んで根付いていくよう，安

全教育のカリキュラム・マネジメントを通して，

一層の充実を図ることが求められる。 

２ 連絡協議会（実践委員会） 

（１）成果 

  ア 石巻市では，児童の登下校時における安全の

協力体制を確認する機会となった。 

  イ 柴田町では，地域の安全を確認するシステム

の確立につながった。 

  ウ 大崎市では，中学校の学校担当者が参加して

いるため，広く情報の共有と対策が検討できた。 

（２）課題 

  ア 石巻市では，地域及び行政との持続可能な連

携が求められている。   

  イ 柴田町では，対策等に予算が必要なものが出

てくるため，組織的に対応が求められている。 

  ウ 大崎市では，防災だけでなく交通に関するマ

ップ作りによる体制整備を検討している。 

     

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
（１）事故 
  平成25年 死亡件数2件 

平成26年 死亡件数2件  
（日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ死亡見舞金支給より） 
（２）事件 
 ・平成 20 年大郷町で小学 6 年生児童が校門前

で刺され重傷を負う事件が発生 
（その他）不審者に関する事案 
 ・小・中・高校生が被害に遭うことが多く，平

成 27 年度の声がけ事案では，小学生で 128
件，中学生で66件発生している。 
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（モデル地域名・校種毎の数：石巻市（小・２校）、

柴田町（小・1校）、大崎市（小・１校）） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）概要 

        保護者や地域との連携を図り，登下校時の安全

確保に向けた取組や自動体外式除細動器(AED)の

使用方法を含む応急手当の訓練を取り入れるなど，

安心・安全な生活の確保に向けた取組を実施した。 

     （２）取組 

ア 石巻市（山下小，鮎川小）では，「子ども１１

０番の家」駆け込み訓練や防犯児童集会，防犯マ

ップ作りを通し，不審者への対処方法や危険回避

につながる取組を実施した。 
イ 柴田町（東船岡小）では，6 年生の全児童を対

象として自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方

法を含む応急手当の訓練を実施し，自助とともに

共助の視点も取り入れた。  
ウ 大崎市（岩出山小）では，鳴子警察署生活安全

課，防犯協会の協力を得て，不審者対応訓練を実

施し，対応方法を教職員とともに確認した。    

    

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）概要 

 駆け込み訓練等で体制整備を図るとともに，管轄

警察署による防犯の講話や警察やスクールガー

ド・リーダーとの情報交換を定期的に実施するなど

で日常的な安全確保に向けた体制づくりを実施し

た。 

（２）取組 

ア 石巻市（山下小）では，「子ども１１０番の家」

駆け込み訓練や防犯マップづくりにより，児童の

安全確保を支援する体制整備に取り組んだ。 

イ 大崎市（大崎市）では，夏休みの地区巡視での

保護者や地域の方と協力をしての通学路の点検

や地域の関係者向けの学校安全講演会の実施に

より，地域で子どもたちの安全確保に取り組んだ。 

   

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）成果 

  ・全ての児童が，防犯マップにより子ども１１０

番の家の場所の確認，助けの求め方や危険回避

の仕方を理解できた。また，１１０番の家に登

録している方にも，逃げ込んできた子どもへの

対応手順について，周知・徹底することができ

た。 

・実際にＡＥＤに触れられたことで，応急手当の

重要性を学び，すばやい対応が重症化防ぐこと

を理解できたという感想から，命を守ることの

意識が高まった。 

・校内で不審者が侵入しそうな場所や侵入してき

た際の動きを再確認することができ，教師と児

童とで教室にバリケードを作るなど，緊張感を

もって訓練に取り組めた。 

 （２）課題 

  ・今後も子どもたちの通学路にある「子ども１１

０番の家」の場所の確認と交流等を行い，登下

校時の安全の理解を深めていく必要がある。 

・自動体外式除細動器の訓練については，他の学

校でも安心な社会づくりに貢献できる取組とし

て訓練の実施が望まれる。 

・教職員と児童とで不審者対応訓練の更なる充実

と教室内に侵入されないように備える訓練をし

ていく必要がある。 

 

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）成果 

  ・地域で子ども達を守ることの必要性と不審者に 

犯罪を起こさせないような環境づくりを改めて 

関係者と確認できた。 

・情報交換をしながら取り組んだ地域安全マップ 

作りを通して，危険箇所の共有ができた。 

・講演会を通し，地域の方々や保護者が児童生徒 

の登下校時にどのようなところに目を向けて安 

全を見守ればよいのかのヒントを得た。 

（２）課題 

  ・「防犯マップ」を新入学生の保護者や地域との 

懇談会で活用しながら，防犯に向けた取組を推 

進していきたい。 

・日常生活における事件の内容や原因が複雑化し 

ており，事故を防ぐためには，学校と地域，関 

係機関との密接な連携が必要である。 

・地域安全マップ作りは，児童を含めて危険箇所 

を確認しながら作成し，活用したい。 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

（１） 市町村数 25 

（２） 学校数  公立小学校200校 

         特別支援学校小学校 15校 

（３） 通学路の特徴 

中心部においては、幹線道路、市街地の路地

と多様な道路状況となっており、歩車道分離

がされていない通学路が多い。また、校外に

おいては、通学範囲が広く、遠方から幹線道

路、農道等を徒歩や自転車で通学している。

特に冬期の通学は、降雪量によって通学路が

狭くなったり、交差点の見通しが悪くなった

りするなど細心の注意が必要である。 

（４） 自転車通学状況(H27) 

小学校 6.7％ 

（５） 交通事故状況(H28) ＊登下校中以外も含む 

ア 小学校 50件 

イ 事故の特徴 

(ア) 歩行中26.0％（横断歩行中22.0％） 

(イ) 自転車乗用中 14.0％ 

 

（モデル地域名・校種毎の数：秋田県潟上市、小・６校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１） 交通安全教育 

通学路の安全対策に加え、児童の判断力の向 

        上と規範意識の醸成を目的として、潟上市の全

小学校６校において、歩行環境シミュレータ「わ

たりジョーズ君」を活用した安全教育を実施し

た。 

ア 対象 
  低・中学年（628人受講） 

 イ 実施状況 

(ア)  「わたりジョーズ君」を活用し、代表

の児童が道路の横断を擬似的に様々な

状況の道路横断を体験した。代表者だけ

でなく、後ろで見学している児童も同じ

映像を見ながら、実際に横断しているよ

うな感覚で危険について考えるなど、全

員参加型の活動ができた。 

(イ)  警察官や通学路安全対策アドバイザ

ーから、交通ルールの遵守や横断歩道の

渡り方等についての具体的な説明を受

けた。 

 
【通学路安全対策アドバイザー派遣実績】 
委嘱人数：１人、派遣校数：６校、派遣回

数：６回 

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１） 合同点検等の実施 

ア 本事業を実施した潟上市においては、市内

全６小学校で学校関係者による通学路点検

を実施し、危険箇所を抽出した。 

イ 重点危険箇所については、学校職員、ＰＴ

Ａ関係者、潟上市スクールガード・リーダー、

通学路安全対策アドバイザー、教育委員会、

警察、道路管理者による合同点検を実施した。

全小学校６校・39箇所を点検した。 

ウ 合同点検後に、通学路安全対策アドバイザ

ーによる３小学校の通学時間帯の実地調査

を行い、交通状況を分析した。 

エ 合同点検の結果を踏まえ、押しボタン式信

号機１機しか設置していない交通量が多い

市道の交差点を通学路とする小学校におい

て連絡協議会を開催し、通学路の危険に係る

対策について十分に協議を行った。 

オ 本事業の内容や計画等について、７月 14

日開催の「潟上市通学路安全推進事業実践委

員会」の席上で説明した。 

   

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

秋 田 県 

 教育委員会等名：秋田県教育委員会 

 住  所：秋田県秋田市山王三丁目１－１ 

 電  話：０１８－８６０－５２０４ 
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（２） 推進委員会 

ア 構成員 
    秋田大学理工学部教授、国土交通省東北地

方整備局秋田河川国道事務所道路管理第二

課長、県建設部道路課環境維持班主幹、県警

本部交通部交通規制課課長補佐、潟上市立飯

田川小学校ＰＴＡ会長、潟上市教育委員会学

校教育課課長補佐、県教育庁義務教育課指導

主事、県教育庁中央教育事務所指導主事、県

教育庁保健体育課長  
イ 委員会での審議事項等 
（ア） 事業実施地域の選定及び合同点検等の 

実施計画及び結果について 
（イ） 危険箇所の対策を検討する連絡協議会 

の構築について 
（ウ） 通学路安全対策アドバイザーの委嘱及 

び派遣について 
（エ） 交通安全教育の実施状況について 

      追分小学校で開催した連絡協議会開催 
状況について 

（オ） 事業実施の潟上市からの報告 
来年度の事業概要について 

（３） 潟上市通学路安全推進事業実践委員会 

    ア  構成員 

     国土交通省東北地方整備局秋田国道維持出

張所管理第三係長、秋田地域振興局工務第一

班班長、五城目警察署交通課主任、通学路安

全対策アドバイザー、潟上市スクールガー

ド・リーダー、潟上市全小学校教頭、潟上市

全小学校ＰＴＡ役員、潟上市教育委員会、県

教育庁保健体育課 

    イ  委員会での協議内容 

（ア） 通学路安全推進事業の経緯、内容につ 

いて 

（イ） 通学路安全推進事業の計画等について 

（４） 連絡協議会 

ア 構成員 

    校長、教頭、ＰＴＡ役員、通学路安全対策

アドバイザー、五城目警察署、潟上市道路担

当課、高校教頭、潟上市教育委員会、県教育

委員会 

イ 協議内容 

（ア） 通学路危険箇所における学校側からの 

改善要望 

（イ） 関係機関が検討した対策（潟上市道路 

課、五城目警察署、潟上市教育委員会、

学校） 

   ウ 主な対策・検討事項 

（ア） 追分小学校 

      a  高校入口交差点への全面信号機設置の

提案 

      b 警察による全面信号機設置検討 

         c 今後の各関係機関の対応 

 

【通学路安全対策アドバイザー派遣実績】 
委嘱人数：１人、派遣校数：６校、派遣回数：11回 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１） 推進委員会では、合同点検の重要性や通学路 

安全対策アドバイザーの効果的な派遣方法、学

校における交通安全教育の充実等、今後の通学

路安全推進事業を進める上での貴重な意見等を

いただくことができた。 

（２） 学校・道路管理者・警察の三者のほか、ＰＴ 

Ａやスクールガード・リーダー等が参加し、地

元住民の視点による詳細な情報を得ながら通学

路の交通安全の確保に向けた合同点検を行うこ

とで、地域の連携体制が強化された。 

（３） 学校連絡協議会では、ＰＴＡ役員や隣接する 

高校の教員が参加するなどし、危険箇所への対

応を話し合うことで相互に連携しながら継続し

た対策を確認することができた。 

（４） 通学路安全対策アドバイザーからは、学校に 

対し、合同点検や朝の通学時間帯における実地

調査を踏まえた助言をしていただいた。 

（５） 歩行環境シミュレータ「わたりジョーズ君」 

を活用した交通安全教室を行うことで、教職員

や出席したＰＴＡ関係者、スクールガード・リ

ーダー等に対しても交通安全・交通事故防止の

重要性を再認識してもらうことができた。 

 

２ 課題 

（１） 各市町村（２５市町村）を単独で対策する場 

   合は年数がかかるため、事業を実施する地区を

まとめて行う必要がある。各地区単位で事業を

実施することが望まれる。   

（２）  通学路における安全点検は前年度同様100％ 

であった。三者合同による合同点検の実施率も

72.8％と向上した。来年度は今年度以上の実施

率になるよう、事業を推進する。 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

  １ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のポイント 

① 山形市 
ア 第八小学校 

ガード内の照明のLED化と路面標示の 
対応検討、横断歩道の設置検討、ゾーン３

０設置検討、スクールゾーンの取締りとパ

トロールの強化、通学路の変更検討につい

ての実証実験検討、運転者に対する対策の

検討、民地への行政支援の検討、交通指導

の実施等 
イ 桜田小学校 

国交省による交通状況調査の実施、歩道

拡張の検討、通り抜け車両対策検討、交差

点の待機スペースの確保や除雪の検討、横

断時間の延長検討、交通指導の実施等 
② 庄内町 

ア 余目第一小学校 

速度規制後の効果検証、交通量が多く、 

交通指導員等人的配置も検討、降雪期の通

学路点検等 

     イ 余目第二小学校 

      速度を落とすための道路表示、横断歩道 

の再塗布、路側帯の草刈り、危険場所の確 

認、側道に車を停止させる指導線を引く、 

降雪期の通学路点検等 

     ウ 余目第三小学校 

      横断歩道のカラー化、横断の仕方の確認 

（以前は地区によって違っていた）、通学路 

変更の検討、降雪期の通学路点検等 

エ 余目第四小学校 

横断指導線の注意喚起する道路表示、  

道路脇の水路への滑落防止のため下校時 

左側通行と変更等 

 オ 立川小学校 

        側溝の蓋の取り付け検討、指導線の縁取 

り、降雪期の通学路点検、除雪依頼等 

（２）推進委員会 

① 構成員 
山形市交通安全対策ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 1名 

庄内町交通安全対策ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 1名 

国交省東北地方整備局山形河川国道事務所2名 

国交省東北地方整備局酒田河川国道事務所2名 

県警察本部交通部交通規制課 2名 

   県県土整備部道路整備課   2名 

   県教育庁スポーツ保健課   3名 

   オブザーバー        4名 

計17名 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

山  形  県 

 教育委員会等名：山形県教育委員会 

 住  所：山形県山形市松波２丁目８番７号 

 電  話：023-630-2812 

○実施市町の通学路の特徴 
（１）山形市 

住宅密集地等が多く、道路幅が狭くなってい

るにもかかわらず通行量が多く速度超過の車輛

が見られる。気候状況により、歩道等の除雪が

遅れる場合がある。 
（２）庄内町 
  町内周辺には信号の少ない直線道路が多くあ

り、酒田市と鶴岡市とのバイパス的な役割を果たし

ている。そのため、児童生徒の登校時に交通量が

増える傾向にある。中心部は道幅が狭く、見通しの

悪い交差点が多くあり、登校時、児童生徒が横断

する際に注意が必要である。また、降積雪期には、

通学路で、歩道が狭く、除雪機が入れない箇所に

ついては、学区の小学校長、中学校長名で地域住

民に歩道の除雪をお願いし、安全確保に取り組ん

でいる。 

○登下校中における主な交通事故 
H25.10 月、山形市内の小学生が下校中に自動

車にはねられて死亡（事故現場は通学路外のた

め、H24緊急合同点検の対象外であった） 
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② 第１回推進委員会（書面開催） 
  ア 期日：平成28年6月23日（木） 
  イ 議題 
   ・事業計画の決定 
   ・安全点検1回目の報告 
   ・関係機関からの情報提供等 
③ 第２回山形県推進委員会 

ア 期日：平成28年11月10日（木） 

イ 議題 

・推進委員会について 

・平成２８年度通学路における安全点検中間 

報告 

・平成２８年度通学路安全推進事業中間報告 

・各関係機関からの情報提供 
・通学路安全対策アドバイザーから情報  

提供及び助言 
④  第３回山形県推進委員会 

   ア 期日：平成29年2月8日（水） 

   イ 議題 

・平成28年度通学路安全推進事業中間報告 

（３） 連絡協議会 

① 山形市 

   ア 構成員 

通学路安全対策アドバイザー 

山形警察署職員、国交省山形河川国道事

務所、山形市道路管理者、山形市教育委

員会、学校職員、PTA、地域住民等 

   イ 期日 

平成29年1月26日（木） 

平成29年１月27日（金） 

② 庄内町 

   ア 構成員 

通学路安全対策アドバイザー 

庄内警察署職員、庄内町道路管理者 

庄内町教育委員会、学校職員、 

PTA,地域住民等 

   イ  期日 

平成28年6月9日（木） 

平成28年7月25日（月） 

平成28年8月29日（月） 

平成28年10月6日（木） 

平成28年12月8日（木） 

平成29年2月23日（木） 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 取組の成果 

 

（１） 山形市 

警察及び道路管理者等の関係機関から当該箇所 
に関しては、適切な対応を実施していただいてい

る。国土交通省山形河川事務所からは平成２７年

度より、道路の交通量調査に基づいたより具体的

な対策案について、地域住民を含めて検討するこ

とができた。また、県村山総合支庁建設部道路課

からは、担当以外の道路に関しても専門的な見地

から指導していただいている。 
事業全体を通じたアドバイザーの的確な指導・

助言は、学校関係者からも信頼も厚く、通学路の

改善点を探るには困難な現状に対して、長期的な

観点での都市計画に及ぶ地域社会全体で安全確保

を目指す方向性を考えることにつながっており、

学校による対策実証実験も検討されるようになっ

た。 

（２） 庄内町 

   今年度は各校が主体的に合同点検の場を活用し

ていただいた。そのため、点検場所での対策につ

いて学校主導で話し合うことで具体的な対策を出

し合うことができた。 
また、学校や関係機関との情報共有が現地でで 

きたことで、適切な対応策が短時間で行うことが

できた。 

２ 今後の課題 

（１） 山形市 

   各学校による実態調査やモデル事業等の実施か

ら具体的な対策をどう立てていくのか。 
子どもだけでなく、保護者や地域住民を含めた

取り組みの進め方について。 

 （２） 庄内町 

通学路安全対策協議会の持ち方について、町づ

くりの会議と一緒のため、地域の方が行政側に要

望する場となる傾向が強い。地域も学校も町も一

緒に安全な対策を考える場となるような会にして

いく必要がある。 
子ども達の安全意識を高める手立てを検討して

いきたい。 

  （３） 山形県全体として 

本県の場合、冬季の通学路は積雪や凍結により、

その環境が著しく悪化するため、降積雪期に合同

点検を実施するとともに、横断歩道等の表示は、

除雪作業等で春にはラインが薄くなっている場合

もあり、対策によって実施時期を検討する必要が

ある。さらに、児童生徒に危険を予測し回避する

という交通安全教育の基本を徹底する必要がある。 

- 15 -



 

 

（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

   

（モデル地域名・校種毎の数：城里町 小１校，高萩

市 小１校・中１校，神栖市 中１校，水戸市 特支１

校，結城市 特支１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）緊急地震速報受信システムの設置 

本県では，平成24年度以降，「実践的防災教育

総合支援事業」及び「防災教育を中心とした実践

的安全教育総合支援事業」により，計 42 校（小

学校12校，中学校7校，全ての特別支援学校23
校）に緊急地震速報受信システムを設置し，実践

的な取り組みを重視した避難訓練等を実施して

きた。 

（２）モデル校の主な取組 

ア 城里町立石塚小学校 
事前指導，事後指導を充実させるとともに，

茨城県防災士会所属の学校防災アドバイザーに

よる指導・助言を仰ぎながら，緊急地震速報受

信システムを活用した実践的な避難訓練を実施

した。 
イ 高萩市立高萩小学校 

児童が主体的に身を守る行動をとることがで

きるよう，緊急地震速報受信システムを活用し

た避難訓練を年間に複数回実施した。  
ウ 高萩市立高萩中学校 

茨城大学工学部の信岡尚道教授をアドバイザ

ーとして招き，防災教室を実施するとともに，

緊急地震速報受信システムを活用した避難訓練

の複数回実施，予告なしのシェイクアウト訓練

等を実施した。 
  エ 神栖市立波崎第三中学校 

千葉科学大学の戸田和之教授を講師に招き，

津波のメカニズムと災害への備えについての講

演会を行うとともに，緊急地震速報受信システ

ムを利用しての実践的な避難訓練を実施し，生

徒の避難状況，教職員による避難誘導の検証を

行った。また，生徒が防災について学習した内

容を学校文化祭で紹介した。 
 

      

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

茨 城 県 

 教育委員会等名：茨城県教育委員会 

 住  所：茨城県水戸市笠原町978番６ 

 電  話：０２９－３０１－５３４９ 

○ 人口：291万人（うち児童･生徒数：333,526人） 
○ 市町村数：44 
○ 学校数：幼稚園283園  小学校509校 

中学校234校  義務教育学校2校 
高等学校127校  中等教育学校4校 
特別支援学校24校 

○ 主な災害 
● 平成23年3月 東日本大震災 
● 平成24年5月 つくば市竜巻災害 
● 平成27年9月 関東･東北豪雨災害 

本県は，関東地方北東部に位置し，東は太平洋

に面し，海岸線の延長は約 190 ㎞におよんでい

る。東日本大震災では，津波や液状化などによる

被害や，平成 27年 9 月には，関東東北豪雨によ

る水害が発生している。 
 本事業においては，児童生徒が自らの命を守る

ため「主体的に行動する態度」の育成や災害ボラ

ンティアに関して「自分たちにできること」の意

識醸成を目指し，津波対策等や地域との連携を課

題とした地域（海岸部・内陸部）のモデル校6校

（市町村立小･中学校 4 校・県立特別支援学校 2
校）を設置して事業を実施した。 
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オ 県立水戸飯富特別支援学校 
緊急地震速報受信システムを活用して，様々な

災害・場面を想定したシェイクアウト訓練，避難

訓練を実施し，知的障害を抱える児童生徒のセル

フケア能力の向上に取り組んだ。 
  カ 県立結城特別支援学校 

障害をもつ児童生徒が地震に対する初期対応

能力を向上させるため，緊急地震速報受信システ

ムを活用した避難訓練を，ミニ避難訓練（所要時

間5分）4回を含めて，年に6回実施した。 
 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）モデル校の主な取組 

       ア 高萩市立高萩小学校 

市の総合防災訓練時に児童が参加し，土嚢づく

りや救命体験，避難所や備蓄倉庫，マンホールト

イレなどについての講話を受けた。また，防災ア

ドバイザーの助言を仰ぎながら，備蓄食糧の避難

所への運び込み体験を実施するとともに，体験後

の感想発表会を実施した。 

  イ 高萩市立高萩中学校 

避難訓練時に，市危機対策課職員から避難所設

置時に生徒に協力して欲しいボランティアとし

ての行動についての講話を聴いた。また，防災ア

ドバイザーによるボランティアに関する講話を

実施し，振り返り学習として，災害時にできるこ

となどの感想をワークシートにまとめた。 

  ウ 県立水戸飯富特別支援学校 

水戸市地域安全課と水戸地区救急普及協会職

員による，防災グッズの活用の仕方や救急法，テ

ント設営等の研修やボランティア活動体験に取

り組んだ。また，学校周辺にある井戸の場所の確

認や電気やガスを使用しない調理に取り組む炊

き出し体験など，災害時に生徒自身ができる活動

について体験し話し合った。 

     

エ 県立結城特別支援学校 

段ボールパーティーション設置や簡易テント設

営など，高等部生徒による避難所設営体験や炊き出

し訓練を行い，災害時の避難所において必要な活動，

自分たちにできる活動について理解を深めた。 

【アドバイザー派遣実績】 

委嘱人数:６人，派遣校数:６校，派遣回数:12回 

※「安全教育手法の開発・普及」「災害ボランティア体験活動の推進･支援」の合算 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

・ 緊急地震速報受信システムを活用した避難訓練

等を複数回実施したことで，児童生徒の初期対応

能力が確実に向上し，防災に対する関心・意識が

高まった。 

・ 学校防災アドバイザーから指導・助言をいただ

いたことにより，児童生徒が地域の防災課題につ

いての理解を深め，防災意識を高めることができ

た。また，避難訓練の内容や方法等の工夫・改善

を図ることができた。 

・ 事前指導と事後指導を充実させることで，より

効果的な防災学習，避難訓練が実施できた。 

・ 特別支援学校では，児童生徒のセルフケア能力   

の向上に向け，発達段階･障害の程度に応じた安全

教育の在り方等について整理することができた。 

・ 学校防災連絡会議等を通して，保護者や地域住

民，関係機関等との連携を図ることができ，地域

と連携した避難訓練や引き渡し訓練の在り方，通

学時を含めた児童生徒の安全確保に向けた体制の

改善を図ることができた。 

・ 災害ボランテイア体験や避難所生活体験等をと

おして，自分たちにできることについて理解を深

め，イメージを持つことができた。 
２ 今後の課題 

・ 授業中，休み時間や教職員が不在の場合など，

学校生活での様々な時間帯や場面を想定した避

難訓練の工夫・改善により，様々な状況下での対

応力をより一層の高める必要がある。 

・ 単年度の取組にとどまらず，継続的にアドバイ

ザー等の助言を受けながら，学校と地域が連携し

た防災力強化を進めていく必要がある。 

・ 近隣の幼稚園を含めて，幼・小・中が連携した

避難訓練を実施する必要がある。 

・ 緊急地震速報受信システムを活用する際，学校

周辺の地域の方々への事前アナウンスの仕方を

工夫する必要がある。 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：水戸市 小２校・中１

校，笠間市 中１校，神栖市 小１校・中１校，鹿嶋市 

中２校，鉾田市 小３校，中１校，土浦市 小１校，取

手市 中１校，つくば市 中１校，稲敷市 小１校，中

１校 ） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

児童生徒等の交通安全への意識の高揚や，交通安

全についての実践的態度をより高めるため，9 市の

モデル校において，参加・体験型の交通安全教室を

開催した。 

（１）スケアードストレイト手法による交通安    

全教室の開催 

合同参加校を含む 9 市 19 校の児童生徒が参加

した（計約4,740人）。 

○ 水戸市立笠原小学校：全校児童約700人 
○ 笠間市立岩間中学校：全校生徒約450人 
○ 鉾田市立旭東小学校：全校児童約210人 
○ 鹿嶋市立大野中学校：全校生徒約450人 
○ 神栖市立大野原西小学校：全校児童約470人 
○ 神栖市立第四中学校：全校生徒約450人 
○ 土浦市立都和小学校：4～6学年児童約260人 

近隣校（都和南小６学年児童約 50 人，都和

中全校生徒約400人）も参加した。計約710人 
○ つくば市立大穂中学校：全校生徒約500人 

近隣校（大曽根小，吉沼小，前野小，要小の

6学年児童約200人）も参加した。計約700人 
○ 稲敷市立あずま西小学校 全校児童約150人 
○ 取手市立藤代中学校 全校生徒約320人 

近隣校（久賀小，藤代小，山王小の 6 学年児

童約130人）も参加した。 計約450人 
（２）自転車シミュレーターを活用した交通安全教室 
   4市7校の児童生徒が参加した（計約525人）。 

○ 水戸市立飯富中学校：3学年生徒約25人 
○ 水戸市立堀原小学校：3学年児童約50人 
○ 鉾田市立旭西小学校：3･4学年児童約50人 
○ 鉾田市立旭北小学校：3～6学年児童約70人 
○ 鉾田市立鉾田北中学校：1学年生徒約80人 
○ 鹿嶋市立鹿島中学校：1学年生徒約180人 
○ 稲敷市立新利根中学校：1学年生徒約70人 

（３）通学路安全対策アドバイザーによる交通安全講話 
   合同開催校を含む 7 市 13 校の児童生徒が参加

した（計約3,250人）。 
○ 水戸市立笠原小学校：全校児童約700人 
○ 笠間市立岩間中学校：全校生徒約450人 
○ 鉾田市立旭西小学校：3～6学年児童約90人 
○ 鉾田市立旭北小学校：1･2学年児童約30人 
○ 鉾田市立旭東小学校：全校児童約210人 
○ 鹿嶋市立大野中学校：全校生徒約450人 
○ 神栖市立大野原西小学校：全校児童約470人 
○ つくば市立大穂中学校：全校生徒約500人 

近隣校（大曽根小，吉沼小，前野小，要小の

６学年児童約200人）も参加した。計約700人 
○ 稲敷市立あずま西小学校 全校児童約150人 

【アドバイザー派遣実績】 

委嘱人数:４人，派遣校数:９校，派遣回数:９回 

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のポイント 

派遣希望市町村に通学路安全対策アドバイザー

を派遣し，緊急合同点検で対策が必要とされた箇所

のほか，その後の継続的な合同点検によって新たに

対策が必要とされた箇所への合同点検に立会い，助

言・意見交換等を行った。 

（２）推進委員会 

ア 構成員（14名） 

 

○ 通学路の特徴 
 道路の両側に民家が連なる生活道路を利用す

る場合が多く，抜け道として利用する車両の通

行も多いので，ハード面とともにソフト面の充

実を図る必要がある。 
○ 登下校中における主な交通事故や県内事故件数等 
（登下校中における主な交通事故） 
 ● 平成 26 年 4 月，徒歩で集団下校中の小学 2

年生男子児童が，大型トレーラーに巻き込ま

れ死亡する事故が発生した。 
 ● 平成 27 年 9 月，自転車で登校中の中学 2年

生女子生徒が，交差点を横断中，乗用車には

ねられ死亡する事故が発生した。 
（県内の児童生徒が関係した交通事故件数） 
〔平成28年〕               （件） 

 
 
 

 小学生 中学生 高校生 合計 
発生件数 374 283 548 1,205 
死 者 数 1 0 3 4 
負傷者数 357 270 521 1,148 
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・ 全日本交通安全協会 

・ 通学路安全対策アドバイザー（県警OB 4名） 

・ 県警察本部交通部交通総務課 

・ 県土木部道路維持課 
・ 県生活環境部生活文化課 
・ 県教育庁学校教育部保健体育課（3名） 
・ 派遣市町村教育委員会（3名） 

イ 主な内容 
・第１回推進委員会（平成28年6月） 

アドバイザー派遣計画の検討，決定等 
・第２回推進委員会（平成29年2月） 

アドバイザー派遣結果の報告・検証等 
（３）連絡協議会等 

ア 水戸市 

（ア）構成員（17～22名） 

市教育委員会（2名），市道路管理主管課（2
名），市交通安全対策主管課（1～3名），所轄

警察署員（1名），学校教職員（2～3名），PTA
関係者（7～9名），派遣アドバイザー（2名） 
※学校ごとに構成員の人数が異なる。 

（イ）合同点検の実施（3市15校：計5日間） 

○ 大場小学校 

○ 飯富小学校 

○ 国田義務教育学校 

※ 点検箇所を指定せず，2つのルートに分かれ

て点検を実施した。 

・点検箇所：48箇所 

・対策完了箇所：48箇所 

・対策予定箇所（H29以降）：0箇所 

イ 坂東市 

（ア）構成員（15名） 

市教育委員会（4名），市道路管理主管課（4
名），市交通安全対策主管課（3 名），所轄警

察署員（1 名），派遣アドバイザー（1 名），

県生活環境部（2名） 

（イ）合同点検の実施 

   ○ 七重小学校 他10校 

・点検箇所：13箇所 

・対策完了箇所：6箇所 

・対策予定箇所（H29以降）：7箇所 

ウ 高萩市 

（ア）構成員（11名） 

市教育委員会（2名），市道路管理主管課（2
名），市交通安全対策主管課（2 名），所轄警

察署員（1 名），学校教職員（2 名），ＰＴＡ

関係者（1名），派遣アドバイザー（1名） 

（イ）合同点検の実施 

   ○ 秋山小学校 

・点検箇所：9箇所 

・対策完了箇所：0箇所 

・対策予定箇所（H29以降）：9箇所 

【アドバイザー派遣実績】 

委嘱人数:４人，派遣校数:15校，派遣回数:５回 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

・ スケアードストレイト手法等による交通安全教

室を実施したことで，児童生徒が，具体的な交通

場面での交通事故の発生原因や事故を未然に防

止するためのポイント等をわかりやすく理解す

ることができ，安全に行動しようとする意識の高

揚を図ることができた。 

また，通学路安全対策アドバイザーや県交通安

全対策主管課職員による本県の交通情勢等をも

とにした講話により，自転車の正しい乗り方等に

ついて理解を深めることができた。 

・ 合同点検においては，各市において，それぞれ

の担当部署における対策の方向性が明確になり，

アドバイザーからの助言等をもとに，関係機関と

の連携を図りながら対策を進めることができ，今

後の対策についても共通理解を図ることができ

た。 

２ 今後の課題 

・ 交通安全の意識や技能を高めるための教育手法

として，スケアードストレイト手法や自転車シミ

ュレーターを活用した交通安全教室を実施した

が，実施できる学校数が限られてしまうため，土

浦市，取手市，つくば市のように，会場校に近隣

の小・中学校の児童生徒が参集し開催する形式を

とるなど，今後も，成果等を積極的に広げていく

ために，モデル校だけでなく，市町村教育委員会

と連携を図りながら，近隣の学校や保護者等に教

室開催の周知を図り，より多くの参加者のもと実

施していくことが必要である。 

・ 各市町村で策定済みの「通学路交通安全プログ

ラム」に基づいた推進委員会及び合同点検を関係

機関と連携し，計画的に実施するとともに，学校

の統廃合や通学路の変更等に伴う新たな対策箇

所についても，ハード面とソフト面の両面から，

効果的な対策の推進を図っていく必要がある。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル地域名・校種毎の数 

栃木市 ３校：小２校、中１校、 

那須塩原市 ３校：小２校、中1校 

佐野市 ３校：小２校、中１校 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）栃木市 

       ア 緊急地震速報を活用した避難訓練の実施 

  

 

 

 

 

イ 小・中学校合同での避難訓練の実施 

 

 

 

 

 

  ウ 防災教育指導資料の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

  エ 学校防災アドバイザーの活用（３校３回） 

 

（２）那須塩原市 

ア 地震防災プログラムの実践 

 

 

 

 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

栃木県 

 教育委員会等名：栃木県教育委員会 

 住  所：栃木県宇都宮市塙田1-1-20 

 電  話：028-623-3392 

○人口：198万人（うち児童・生徒数：25万人） 
○市町村数：25 
○学校数：幼稚園131園 

幼保連携型認定こども園194園 
小学校375校  中学校171校   
高等学校76校 特別支援学校17校 

○主な災害 
● 平成11年 那須災害 
● 平成23年 東日本大震災 
● 平成24年 竜巻被害（真岡市、益子町） 
● 平成25年 竜巻被害（鹿沼市、塩谷町） 
● 平成26年 竜巻被害（栃木市） 
● 平成27年 大雨水害＜大雨特別警報＞ 

本県では、平成 27 年９月に大雨特別警報が発

令され、県内全域で大雨が降り、一部の学校では

浸水被害により、しばらくの間、校舎が使えない

状況になった。 
 また、平成24年から26年にかけて３年連続で

竜巻による被害が発生した。 
さらに、県の北部には那須連山が広がり、那須

岳は現在も噴気活動が続いている状況が見られ

るなど、火山への対応も課題となっている。 
 このような状況を踏まえ、本県では、大地震へ

の対応に加え、火山や水害等の危険に際して、児

童生徒自らが自分の命を守り抜くための「主体的

に行動する態度」が育成されるよう、関係機関と

連携を図り、大雨水害の被害に遭った栃木市と那

須連山の麓である那須塩原市、県の山腹崩壊危険

地区がある佐野市を実践地域として指定した。 
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イ 竜巻防災教育プログラムの実践 
 
 
 
 
 

 
 
ウ 火山防災教育プログラムの実践 

 
 
 
 
 
エ 学校防災アドバイザーの活用（３校１３回） 

 
（３）佐野市 

ア 緊急地震速報を活用した避難訓練の実施 
 

 

 

 

 

イ 竜巻防災教育プログラムの実践 

 

 

 

 

 

 

ウ 保育所、小・中学校、関係機関等での合同避

難訓練の実施 

 

 

 

 

 

  エ 学校防災アドバイザーの活用（３校１１回） 

 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）栃木市 

       ・ 市の関係課や保護者等 

と連携した炊き出し訓練 

及び避難所設営体験 

   

 

（２）佐野市 

・ 日本赤十字社栃木県支部や佐野市日赤奉仕団

等と連携した炊き出し訓練及び避難所体験 
  
 
  
  

 

  

   

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

  ・ 学校や地域の実情に応じた取組を行ったこと

により、児童生徒の「主体的に行動する態度」

の育成が図られた。 

  ・ 専門的知見を有する学校防災アドバイザーの

開発した「防災教育プログラム」を基に、児童

生徒の実態に応じて各学校で自校化し、どの教

員でも実践することができるようにした。 

  ・ 実践後に児童生徒に対して行った効果測定か

ら、危機管理意識の高揚など、高い教育効果が

確認された。 

  ・ 県の教育研究発表 

大会において、本事 

業の取組に関する発 

表を行うとともに、 

事業の成果等をまと 

めたリーフレットを 

作成・配布するなど 

防災教育の普及啓発 

を図ることができた。 

 

 

２ 課題 

  ・ 各学校において効果的に防災教育を推進する

ために、各教科等との関連を図り、適切に指導

時間を確保するなど、学校安全計画への位置付

けを明確にする必要がある。 

  ・ 学校と地域、関係機関等との連携など、防災

教育に関する先進的な取組について、研修会等

を通じて周知・啓発するとともに、効果的な取

組については継続して行い、学校を中心とした

地域社会全体での防災意識の高揚を図っていく

必要がある。 

   

 

宇都宮地方気象台 Ver.4

竜巻の正体を知ろう！

年 組 番 名前（ ）

学習のポイント１ 「竜巻」と発生源である「積乱雲（入道雲）」を視覚的にイメージする。（教材の動画や写真の活用 ）

１.竜巻はどんな姿をしていますか？

学習のポイント２

竜巻は、さまざまな被害を引き起こすことをイメージする。（教材の動画や写真の活用 ）

学習ポイントの補足： １）飛んできた物でガラスが割れる、２）屋根や物置が飛ばされる、３）建物や電柱、大きな木や看板、
自動販売機が倒れる、４）車がひっくり返る、５）人間も飛ばされる、６）停電する
※被害の範囲は、数キロから数十キロに及ぶこともある

学習のポイント１

２.竜巻によって、どんな被害が起きますか？

学習のポイント１ 竜巻が発生する予兆（気象）現象を視覚的にイメージする。（教材の動画や写真の活用 ）

学習のポイント２ 日常生活の中で、空を観察して天気の変化（竜巻に気づく）を予測する習慣を身に付けさせる。

竜巻による被害の大きさや、被害が広範囲に及ぶことを理解する。

学習のポイント２ 竜巻が接近した時の特徴を知り、竜巻に気づくことの理解を深める。

学習ポイント１の補足：
１）ろうと状の雲になっている（積乱雲から垂れ下がる）、２）物やごみが巻き上げられ飛んでいる

※つむじ風は、晴天の日にうずまくように起きる強い風で竜巻ではない。テントなどを巻き上げる危険がある。
学習ポイント２の補足：

１）土煙が近づいてくる（動いてくる） 、２）「ゴーッ」という音がする、３）耳鳴りがする（耳が痛い）
学習ポイント３の補足：

１）竜巻の平均速度は時速約36km（自動車くらい）、大きな竜巻は時速100km（特急電車）くらいの速さで移動する
２）大きな竜巻の周囲で小さな竜巻が発生することがある ※竜巻は短時間で通過する、見ていると危険

学習のポイント１

天気予報や気象情報を入手し、一日の気象の変化を理解して行動する習慣を身に付けさせる。学習のポイント２

竜巻の発生が予想される時には、天気予報やニュースの中で「竜巻などの激しい突風に注意」など
のキーワードを使って注意を呼びかけていることを理解する。

学習ポイントの補足： １）竜巻の予兆現象「低く黒い雲（積乱雲）が接近する、雷（雷光が見えたり雷鳴が聞こえる）、急に冷
たい風が吹き出す、急な雨やひょうが降る」などの気象現象が発生する

３.竜巻が発生しやすい天気を事前に知るには、どうしたらよいですか？

４.竜巻が発生しやすい天気には、どのようなことに気をつければよいですか？

学習ポイントの補足： １）竜巻キーワード「大気の状態が不安定（積乱雲の発達）・天気の急変に注意 ・突風や竜巻に注意」
２）気象情報「竜巻注意情報、雷注意報」、３）ニュースやインターネットなどで気象情報を入手できる

竜巻がなぜ怖いのか、竜巻に気づくためにはどうしたらよいのか復習しましょう！

まとめ

学習のポイント３ 竜巻の移動するスピードはとても速いため、走って逃げられない時があることを理解させる。

（回答例） 大きな積乱雲（入道雲）の下で発生する、はげしい空気のうずまき。

（回答例） いろいろな物が飛んできて、窓やかべなどをこわす。

（回答例） （朝の）天気予報を見る。ニュースや気象情報に注意する。

（回答例） 空の様子や、周りの変化に注意する。

２. 竜巻に気づいたとき、してはいけないことは何ですか。

してはいけないことは何か？

（回答例） 何もしないで、竜巻をずっと見ている。観察している。

教室内でも、身の守り方は多様であり、教室にいた場合の具体的な退避
行動を考える。

宇都宮地方気象台 Ver.4

１. 竜巻から自分の身を守ることができるか、考えてみましょう。

竜巻から自分の身を守ろう！

年 組 名前（ ）

教室

体育館

通学路

３．竜巻から身を守るために、大切なことは何なんですか。

廊下

校庭

（回答例） 窓から離れて、頭や体を守る。

学習のポイント２

学習ポイントの補足： １）窓・カーテンを閉める、２）防災ずきん・ヘルメットをかぶる、３）机の下に
もぐり、机の足を持つ、 ４）机を倒して壁を作る、 ５）ガラスのない場所へ移動する など。

学習のポイント１ 窓や壁を破って外から物が飛んできたときに起こる危険をイメージする。

学習のポイント２ 体育館の構造、竜巻襲来までの時間を考えた身の守り方について、具体的
な退避行動を考える。

学習ポイントの補足： １）窓側から離れる、２）ステージや窓のない場所（倉庫、トイレ等）へ移動
する、３）マットなどで頭を守る、４）その場で身を守る など

学習のポイント１ 体育館では窓やカーテンを閉める時間的余裕がないため、外から物が飛ん
できたときに起こる危険が大きいことをイメージする。

学習のポイント２ 通学路上にあるたくさんの危険を考え、それぞれの危険から身を守るため
の具体的な退避行動について考える。

学習のポイント１ 屋外にいると、屋根瓦などの飛散物や倒壊物によって起こる危険が非常に
高くなることをイメージする。

学習ポイントの補足： １）近くの頑丈な建物へ退避する、２）飛散物から身を守る（水路、くぼみ）に
身をふせる、３）その場で身を守る など ※車庫、物置、プレハブは避難場所に適さないため「頑
丈な建物」への避難を理解させる、橋や陸橋の下なども危険

学習のポイント１ 竜巻の怖さを認識させ、適切な対応行動をイメージする。

学習ポイントの補足： １）屋外に出て竜巻を観察しない、２）動画や写真をとらない

学習のポイント２ 竜巻が移動するスピードはとても速く、竜巻の進路が急に変わり向かってくる危険
があることを理解させる。

学習のポイント２ 決められた避難場所へ移動する猶予がない場合の身の守り方について、
具体的な退避行動を考える。※避難猶予時間の行動応を理解させる

学習のポイント１ 校庭にいると、飛散物や遊具やフェンスなどの倒壊物によって起こる危険が
非常に高くなることをイメージする。

学習のポイント２ 教室や決められた避難場所へ移動する猶予がない場合の身の守り方につ
いて、具体的な退避行動を考える。

学習ポイントの補足： １）窓のない（少ない）近くの部屋へ移動する、２）窓ガラスが飛散しても安
全な場所（壁や柱の影、階段下など）へ移動する、３）その場で身を守る など

学習のポイント１ 教室以外の場所で起こる危険をイメージする。

学習ポイントの補足： １）遊具から離れる、２）連絡通路（トタン屋根）、倉庫、フェンス、大木から
離れる、３）近くの頑丈な建物へ避難する、４）その場で身を守る など

（回答例） 窓から離れて、頭や体を守る。

（回答例） 窓から離れて、頭や体を守る。落下物に気をつける。

（回答例） 飛んでくる・倒れてくるものに注意し、頭や体を守る。

（回答例） 飛んでくる・倒れてくるものに注意し、頭や体を守る。

（回答例） 竜巻から身を守るための行動は何かを自分で考え、慌てずに行動すること。
学習のポイント 自分の周りに教職員（大人）がいなくても、自分で考えて行動できる心構えを身に付けさせる
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

（川場地域、幼・１校、小・１校、中・１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１） 川場村は、片品川左岸断層の活動により（Ｍ7.0）    

の地震が想定される地域であり、地震による土砂

災害などの被害も考えられる。災害時に児童生徒

等が、「自らの命を守り抜くために主体的に行動

する態度の育成や、安全で安心な社会づくりの防

災意識」を高めるため、自ら安全な場所を判断し

て迅速かつ適切に避難することができる態度を

身に付けさせることを目的として、地域の小中学

校が連携し、災害時の指導方法の開発・普及の実

践的な取組を行った。また、避難訓練に伴い、保

護者への引き渡し訓練を実施するとともに、地域

住民や関係機関等と連携して実施することで、地

域全体の防災に対する危機意識の向上を図るこ

ととした。 

    

（２）具体的には、以下の内容を実施した。 

ア 川場村で想定される災害についての避難訓練

を実施 
イ 「ぐんまの防災ガイドブック」の活用 
ウ 川場村小中学校合同避難訓練 
エ 防災講演会（保護者向け） 

  

   

   

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及について 

（ア）中学校の脇を流れる薄根川は、２３年７月に台

風６号の影響で川の氾濫があり、水害の影響を受

けた地域であり、土石流等の可能性もある河川で

あるため、大雨や台風等で水害を想定した避難訓

練を実施し、災害の状況によって避難経路や避難

場所が変わることを体験することにより、自ら考

え行動する態度を醸成することができた。しか

し、災害はいつどこで発生するかわからないた

め、教職員や大人がいない場合でも、子ども達が

自ら判断し行動できる態度の育成を継続的に行

っていく必要がある。指示がなくても、災害が発

生した場合の的確な判断と行動がとれるよう繰

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

群馬県 

 教育委員会等名：群馬県教育委員会 

 住  所：群馬県前橋市大手町１－１－１ 

 電  話：０２７－２２３－１１１１ 

人口：199万人（うち児童・生徒数：254,234人） 
市町村数：35    
学校数：幼稚園175園  認定こども園72園 

  小学校316校   中学校169校 
  高等学校81校  特別支援学校28校 

主な災害 
●平成23年東日本大震災 
●平成26年大雪被害 
●平成27年突風被害  等 

 

本県は、日本列島のほぼ中央にあって、県西・県

北の県境には山々が連なり、南東部には関東平野

が開ける内陸県である。県土の約3分の2が丘陵

山岳地帯で、面積は6,362平方キロメートルとな

っている。県内で地震被害が想定される断層は、

関東平野北西縁断層(M8.1)、太田断層(M7.1)、片

品川左岸断層(M7.0)の３つの断層である。 
 本事業は、片品左岸断層(M7.0)を想定した地震

災害の対応と土砂災害を課題とした川場地域モ

デルとして指定し、事業を実施した。 
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り返し訓練する必要がある。 
（イ） ガイドブックは、全国あるいは本県で過去に起

こった自然災害などが写真やイラストを使いわ

かりやすくまとめられており、日頃からの備えや

災害時の心構えなどについても記述されていて、

防災に対する意識を高めることにつなげられる

防災ガイドブックである。 
今回、川場小学校で各クラスにおいて、ガイ

ドブックを活用した発達段階に応じた防災教育

を実施した。それぞれの災害の起こるメカニズム

や災害の恐ろしさ、どのような準備をして災害時

に避難するかなど危機意識を高めることができ

た。 
課題として、このようなガイドブックは、配

布して単一的な活用になりがちだが、今回の取り

組みだけに留まらず、継続した災害の危機意識を

高めるために定期的に項目を設定して多くの教

科で活用していくことが必要である。 
  

 

（ウ） これまで学校単独での訓練が主であったが、今

回、合同の防災訓練を初めて実施したことによっ

て、日頃からの備えや災害時には、行政、地域住

民、消防団をはじめとする様々な防災関係機関

（団体）が関わって、連携・協力して取り組むこ

との重要性を再認識することができた。 

      また、引き渡し訓練では、保護者に引き渡し

方法を繰り返し周知してきたこと、保護者が大変

協力的だったこともあり、大きな混乱はなかった。

今回の訓練を実施したことで具体的な課題が見

つかったことは、今後につながる良い契機となっ

た。 

 
（エ） 「土砂災害から身を守るため」と題して、学校 
    防災アドバイザーから防災講演会を実施していた

だいた。保護者、地域住民、関係機関等の防災意

識を高めることを目的に、地震発生時や大雨によ

る災害の種類、防災気象情報の段階的な発表によ

る避難のタイミングなど、災害時に必要な対応に

ついての知識を理解することができた。また、村

内の土砂危険区域や実際に土砂災害が発生した状

況を知ることができたことで、災災害時には学校、

家庭、地域、行政、関係団体等が一体となって取

り組むことの重要性を再認識してもらう契機とな

り、防災教育に対する意識の高揚を図ることがで

きた。 

 

    実施市町村で開催される実践委員会をとおして、

専門家や地域防災担当者、学校、保護者、地域の方

と協議し、学校・地域の抱える防災態勢の問題点や

改善を図る良い契機となった。この事業は今年で５

年目を迎えるが、この実践委員会の位置づけは、学

校だけでない地域ぐるみの防災態勢強化を図ると

いった点において、大変意義深いと評価できる。 

  学校における防災教育は、地域の行政機関や地域

住民との連携抜きには考えられず、地域防災の大き

な枠組みの中の一つとして学校での防災教育が位

置付けられるべきものである。川場村では、これま

でも様々な災害を想定した防災避難訓練等がおこ

なわれていたが、各校（園）それぞれの取り組みで

終わっていたのが実情である。今回の事業をとおし

て各機関が主体的に関わる中で、互いの取り組みを

参考にしながら良い点を取り入れ、改善点を指摘し

合いながら学校だけではなく地域との連携も図れ

たことは、今後の地域ぐるみの防災体勢に良い契機

となったと思われる。 

  本年度の取り組みは、地震を想定した避難訓練と

引き渡し訓練の防災教育に特化したものであり、児

童生徒、保護者、教職員、地域住民や関係機関等が

連携をして災害時に備えた対策などを再認識する

良い機会であった。今後は、避難所運営や避難所で

の災害ボランティア活動など学校教育全体で総合

的に安全教育の推進を図り、今事業を契機に各地域

の課題についての改善や見直しを行うことで、県全

体が防災に関する意識向上が成されるよう推進を

図っていきたいと考える。 

- 23 -



 

 

（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：春日部市、小・２校、

中・１校、三郷市、小・２校、中・１校、、川口市、

小・２校、中・１校、 埼玉県、高・２校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）ねらい 

   本事業では、防災教育の着実な実践により、災 

  害発生時に児童生徒が主体的に安全に行動できる 

  能力を身に付けさせるとともに、小中学校間や地 
  域との連携、防災教育の指導方法や手法等を研究 
  する。 

（２）春日部市の取組 

【実践校】 春日部市立粕壁小学校 
      春日部市立内牧小学校 
      春日部市立春日部中学校 
 本地域では、 
連携・協力体制 
の構築が課題で 
あることから、 
小中や関係機関 
との連携を重点 
とし、実践を推 
進した。 

 ア 小・中合同避難訓練の実施 
イ 緊急地震速報を用いた避難訓練（集中期間設定 
 によるショート訓練の実施） 

 ウ 市防災担当課と連携した避難訓練、避難所開設 
  運営訓練研修会の実施（春日部市防災対策課） 
 エ 保護者と児童を対象に救急救命講習会、炊き出 
  し訓練の実施 
（３）三郷市の取組 
 【実践校】 三郷市立彦成小学校 

       三郷市立幸房小学校 

       三郷市立北中学校 

 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

埼 玉 県 

 教育委員会等名：埼玉県教育委員会 

 住  所：埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 

 電  話：０４８（８３０）６９６４ 

【市所有起震車による地震体験】 

埼玉県の規模 
〇人口：約７２８万人（H２９.３.１現在） 
   （うち児童・生徒数：７５１３９５人） 
〇市町村数：６３市町村 
〇学校数：幼稚園５７４  小学校８２０校 
          中学校４４６校  高等学校２０５校 
          特別支援学校４６校 
埼玉県の主な災害 
〇平成２３年東日本大震災による建物の破損及 
 び地割れや液状化等の被害 
〇平成２５年県東部・北部地区の竜巻被害 
〇平成２５年２月県北部・秩父地域の降雪被害 
〇平成２７年９月県東部地域の大雨被害 
〇平成２８年８月県西部地域の大雨被害 
 

地域環境 
本県は、関東地方の中央西側内陸部に位置し、

東西に約１０３ｋｍ、南北に約５２ｋｍ、面積は

およそ３，８００平方キロメートルである。山地

面積が約３分の１、残りの３分の２を平地が占め

ている。気候は、冬は北西の季節風が強く、夏は

高温で雷が発生しやすい。河川が多いが、土砂災

害等の自然災害は少ない。 
モデル地区選定の理由 
 本県は、東京湾北部地震、茨城県南部地震、関

東平野北西縁断層帯地震等、今後３０年以内に南

関東地域でＭ７級地震の発生確率が、７０％と予

想想されている。 
 東京湾北部地震、茨城県南部地震とも、川口、

春日部、三郷地区では、６弱から６強程度の揺れ

が想定されている。 
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  本地域では、 

 小中や地域、関係 

 機関との連携や、 

 学校防災アドバイ 

 ザーの積極的な活 

 用重点を置いた実 

 践に取り組んだ。 

    

 ア 学校防災アドバイザーの積極的な活用（小中合 

  同教職員事前研修会、実践校の避難訓練等） 

 イ 各校で様々な場面を想定しての「第一次避難行 

  動の徹底」(ショート訓練) 

 ウ 中学校区小中合同避難訓練の実施 

 エ 三郷市総合防災訓練への参加 

（４）川口市の取組 

 【実践校】 川口市立芝富士小学校 

       川口市立芝樋ノ爪小学校 

       川口市立芝西中学校 

 

  本地域では、 

 アドバイザー等 

 の活用に重点を 

 置き、教職員の 

 指導力の育成を 

 重点として実践 

 に取り組んだ。 

 

 ア 研究推進校におけるアドバイザーを活用した授 

  業研究会、教職員研修会の実施 

 イ 小中学校３校による合同引渡し訓練の実施 

 ウ 中学生が地域の防災訓練への参加 

 

２ 学校防災アドバイザー活用事業 

  防災に関して専門的な知識を有した地域防災 

 関係者等を学校防災アドバイザーとして県が委 

 嘱し、実践市町研究校を中心に派遣した。 

 （１）学校防災アドバイザーの業務  

  ア 防災教育の進め方、学校防災マニュアルの改 

   善や避難訓練等の実施に対する指導及び助言を 

   行う。 

  イ 学校と地域の防災関係機関等との連携体制の 

   構築を図る。 

  ウ 地震が起こるメカニズムや安全な避難行動に 
   ついて、児童生徒、教職員、保護者、市町防災 
   担当者、地域の方々に、研修会や講演会等で指 
    導助言をする。 

  エ 埼玉県成果発表会において、研究指定市町の 

   取組への指導講評を行う。 

 （２）学校防災アドバイザー等派遣校数と派遣回数 

  ア 委嘱人数：５人 
  イ 派遣校数：９校 
  ウ 派遣回数：のべ１９回 
    専門家のアドバイスのもと、緊急地震速報シ 
   ステムを活用した避難訓練を通して、児童生徒

は、効果的な第一次避難行動を学び、自分の身

を守る行動が取れるようになった。 
    また、５学年児童を対象に、地震から身を守 
   る方法等の授業研究会と教職員を対象に、防災 
   教育のあり方についての研修会を実施した。 
 

３ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

  「学校や地域の共助の担い手」として、災害時に 

 必要な基礎知識を身に付け、災害ボランティアとし 

 て、率先して活動できる生徒を育成することを目標 

 として、県立高等学校の生徒及を対象に「高校生災 

 害ボランティア育成講習会」を開催した。 

 

 

 

 

（１）ボランティア活動等に関する講義及び演習  

    慶應義塾大学准教授 大木 聖子氏を講師と 

   して、地震発 

   生のメカニズ 

   ムや災害ボラ 

   ンティアの必 

   要性、災害発 

   生時の行動等 

   についての講 

   義や避難所運 

   営について設 

   定された課題の解決に向けての演習を行った。 

（２）非常食試食準備、応急手当に関する講習 

 日本赤十字 

社の講師の指 

導により、非 

常食準備班は、 

災害時の水と 

食料について 

の講義を受け 

た後アルファ 

米調理を行っ 

た。避難所設営 

班は、三角巾での応急手当の講習を受けた。 

 

【小中合同避難訓練】 

 

【アドバイザーを活用した授業研究会】 

●開催日 平成２８年８月２４日（水）全日 

●場 所 埼玉県防災学習センター 

●参加者 応募により決定した県立学校３３校、生徒 

     ６８人、引率教員３３人 

【避難所運営の演習】 

【三角巾を使用した応急手当】 

【非常食の準備】 
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（３）救急救命に関する講習 

   鴻巣消防署吹 

  上分署消防士を 

  講師とし、人命 

  にかかわる万が 

  一の場面を想定 

  し、ＡＥＤの操 

  作方法も含めた 

  心肺蘇生の講習 

  を実施した。額に大粒の汗をかきながら真剣に取 

  り組むことができた。 

 （４）防災学習センターの施設を利用した講習 

   災害の恐ろし 
  さを再認識する 
  とともに、災害 
  から身を守るた 
  めの方法等を、 
  地震体験、暴風 
  体験、火災発生 
  時の煙体験、消 
  火体験、通報の 
  仕方等、実際の 
  体験を通して講習を受けた。 
 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 成果について 
 （１）防災に関する指導方法等の開発・普及 

     研究指定校では、緊急地震速報端末を効果的 
    に工夫して活用しながら紙児童生徒の自助・共 
    助の力を高める防災教育が展開された。 
 （２）学校防災アドバイザー等活用事業 

     事前の指導、実践、事後の評価、次回への指 
    導のサイクルにより、研究指定校の取組が着実 
    に改善されるとともに、家庭、地域の防災意識 
    の向上も図れた。 
 （３）災害ボランティア活動の推進・支援事業 
    専門的知見を有する指導者による講義、講習 
   が、参加生徒の防災意識を高める結果となった。 
    また、他校の生徒との交流により、共助の意 
   識を高めることができた。 
 ２ 課題について 
 （１）防災意識の格差を解消 
    実践市だけにとどまらず、学級間、学校間、 
   地域間の意識の格差を解消する必要がある。 
 （２）学校間、地域との連携強化 
    中学校区を中心とした小・中学校と地域が一 
   体となった取組を、今後も計画的に継続して推 

  進するために工夫改善を図る。特に、どのような 
  災害を想定して、どのような形式で引き渡し訓練 
  を含めた避難訓練を行うのがより効果的なのか、 
  検討する必要がある。 

 

 （交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：埼玉県、高・２校） 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）取組のポイント 

  ア 「高校生の交通安全教育推進校」の指定 

    県は、実践研究する県立高等学校を「高校生 
   の交通安全教育推進校」として指定する。当該 
   校では、高校生の自転車乗用中における安全運 
   転技能やマナーの向上、交通事故防止の取組を 
   推進する。 
    この取組は、本事業の推進委員会交通安全部 
   会において、研究の方向性の検討や効果の検証 
   が行われる。 
  イ 高校生の自転車安全運転推進地区別講習会 
    県内の高等学校を対象に、実践的な自転車の 
   交通安全に関する講習会を実施し、交通事故防 
   止を推進する。 

 （２）具体的な取組 

  ア 高校生の交通安全教育推進校を２校に委嘱 
   【埼玉県立上尾南高等学校】 
    ○交通安全教育講座 

●通学路の概況 
 本県は、人口が集中している都市部から自然に

恵まれた地域など様々な地域がある。東京方面に

向かう南北の主な幹線道路は大変交通量が多い。 
 そこで県では、ガードレールの設置や減速マー

ク、交差点注意等の路面標示の整備、通学路のた

まり空間整備、グリーンベルト整備などにより安

全・安心な通学路の確保に取り組んでいる。 
●本県の交通安全に関する課題 
 本県では、発生件数は減少傾向ではあるものの、

自転車による事故が多いのが課題である。小学生

では放課後に、高校生では登下校中に、自転車に

よる事故が発生している。 
 死亡事故も発生しており、それぞれの状況に応

じた対応が急務である。 

【救急救命講習】 

【起震装置による地震体験】 
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     講演「交通法規や裁判判例、保険加入、賠 
        償責任について」 
    ○自転車安全利用指導員の活動 
    ○スケアード・ストレイト教育技法による自 
     転車交通安全教育 
  【埼玉県立吉川美南高等学校】 
    ○スケアード・ストレイト教育技法による自 
     転車交通安全教育 
    ○自転車安全利用指導員の活用 
    ○生徒主体による交通安全集会の実施 
    ○交通安全教育講座  
     講演「交通安全の重要性とマナーアップに 
        ついて」 
 イ 高校生の自転車安全運転推進講習会実施 
 （ア）県内４地区で高校生の自転車安全運転推進地 
    区別講習会を実施 
    ○北部 埼玉本庄自動車学校 
    ○東部 埼北自動車学校 
    ○西部 セイコーモータースクール 
    ○南部 大宮自動車教習所 
 （イ）実施内容 
    ○ケアード・ストレイト教育技法による自 
     転車交通安全教育の実施 

         ○映像資料を活用した自転車交通安全講習 
     の実施 
    ○交通安全アドバイザーによる指導・助言 
    ○リーフレットを、県内全県立学校の全生 
     徒に配布し、各校の伝達講習会で活用 
  【各県立学校における伝達講習会の例】 
    ○各県立学校の状況に応じて、事故防止啓発 
     リーフレット（高校生の自転車安全運転講 
     習会）を用い、全校集会や学年集会、校内 
     放送、文化祭での発表等により、伝達講習 
     を実施する。 

  

２ 交通安全を確保するための体制の構築 

 （１）取組のポイント 

    本事業の県推進委員会において、交通安全部 
   会を開催し、交通安全推進校における研究実践 
   の方向性や効果の検証を行う。 
    交通安全推進校では、行内組織や関係機関と 

   の連携体制を構築する。 
 （２）推進委員会及び交通安全教育推進校の実践 

  ア 推進委員会構成員（交通安全部会） 
    ○アドバイザー 埼玉県警警部補    1名 
      

    ○推進委員    
      県高等学校安全教育研究会会長   1名 
      高校生の交通安全教育推進校校長  ２名 
     ○事務局職員    
     県教育局保健体育課指導主事      1名 
    イ 具体的な取組 
    ○第１回推進委員会（交通安全部会）では、 
     事業概要等説明、本県の研究方針、内容、 
     指導方法等の開発についての検討を行った。 
    ○第２回推進委員会（防災部会と合同）では、 
     効果の検証及び成果の取りまとめを行い、 
     次年度の実践への参考事項を整理した。 

  ○警察署と連携した道路安全整備 

  ○交通安全指導重点週間、交通安全キャンペ 

   ーンの実施 

  ○自転車安全点検、校外登下校指導 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 成果について 
 （１）自転車交通安全教育推進校では、本委嘱によ 
   り交通安全教育が計画的に推進され自転車事故 
   防止のみならずマナーアップにも効果をあげた。 
 （２）自転車安全運転推進地区別講習会では、参加 
   生徒の意識の向上とともに、参加生徒が学んだ 
   内容を自校での自転車交通安全講習会等で伝達 
   することで、自転車事故の防止につなげること 
   ができた。 
 （３）高校生の自転車事故件数や苦情の連絡が減少 
   した。 
 （４）各推進校が、推進委員会でその取組を報告す 
   ることができ、効果の検証や評価等を受けるこ 
   とによって、ＰＤＣＡサイクルが確立された。 
   このことにより、次年度に向けた継続的な取組 
   につなげることができた。 
 ２ 課題について 
 （１）自転車交通安全教育推進校の実践では、生徒 
   主体の交通安全教育となるような工夫改善が必 
   要である。 
 （２）自転車安全運転推進地区別講習会に参加した 
   生徒が、自校で伝達する際は、全校生徒に伝達 
   できるよう、校内の講習会等の場日設定を工夫 
   する必要がある。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：鴨川地域、香取地域、

小・3校、中・2校、高・2校、特支・1校） 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）事業概要 

県内8校をモデル校に指定し、モデル校を中心に、

緊急地震速報音を活用した校内システムを整備し、   

ワンポイント避難訓練を実施することにより、児童

生徒が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動して

こない」場所に身を寄せることができるような能力

を高めることを目指した。 

 また、学校と地域住民の参加による合同の防災訓

練を実施し、防災に関する学校と地域の連携体制の

構築・強化を促すだけでなく、これらの事業を近隣

住民等に公開することにより、学校と地域の実態に

応じた避難訓練等の実践の普及を図った。 

（２）具体的な取組 

ア 八千代市立新木戸小学校（帰宅困難・引き渡し） 
○引き渡し訓練・合同防災訓練（6/14） 

  【参加者：児童・職員・保護者・高津中学校生徒・

八千代市教育委員会・八千代市総合防災課・避

難所運営委員・学校評議員・民生委員】 
イ 松戸市立六実小学校（避難所対応） 
○避難所開設訓練（11/24） 

  【参加者：市教委1名、教職員5名、地域住民50

名】 

ウ 旭市立飯岡小学校（津波からの避難） 
○高台避難訓練（10/7）  

【参加者：本校職員18名、児童213名】 

エ 東金市立西中学校（避難所対応） 

  ○地域合同防災訓練（6/11） 

【参加者：教育事務所1名、市教育委員会2名、

全校生徒 303 名、学校職員 29 名、消防署員 4

名、市防災課4名、自主防災会11名、器具取扱

業者 1 名、赤十字ボランティア 4 名、保護者      

268名】 

オ 君津市立周西南中学校（津波からの避難） 
 ○君津市地域別防災訓練・学年別実習（10/30） 

地震・津波を想定しての避難訓練 

【参加者：本校職員（25名）、生徒（302名）、

保護者・地域の方（約80名）】 

カ 県立市川工業高等学校（防災ボランティア） 
   ○地域合同防災訓練の実施（9/15） 

【参加者：本校職員70名、本校生徒722名、地

域住民7名、中学校生徒7名、中学校職員3

名、行政関係者2名、消防署員7名】 

キ 県立佐原高等学校（防災ボランティア） 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

千葉県 

 教育委員会等名：千葉県教育委員会 

 住  所：千葉県千葉市中央区市場町１番１号 

 電  話：０４３－２２３－４０９１ 

○人口：624万人 

（うち園児・児童・生徒数：737,846人） 

○市町村数：54  

○学校数：幼稚園570園（幼保連携型認定こども園含む） 

小学校816校  中学校405校 

義務教育学校1校、 

高等学校189校 中等教育学校１校 

特別支援学校44校 

○主な災害 

● 昭和62年 千葉県東方沖地震 

● 平成23年 東日本大震災 

本県は、四方を海と川に囲まれ、首都圏の東側

に位置し、太平洋に突き出た半島になっている。 

千葉県が平成 19 年度に実施した地震被害想定

調査（平成 26 年度修正）によれば、東京湾北部

地震では、県土の約40％、千葉県東方沖地震では、

県土の約0.3％、三浦半島断層群による地震では、

県土の約５％が震度６弱以上になると想定され

ている。そのほかにも南海トラフ地震における 

津波による被害も危惧されている。 

 本事業においては、津波からの避難を課題とし

たモデル校 2 校（旭市、君津市）、帰宅困難・引

き渡しを課題としたモデル校2校（八千代市、 市

原市）、避難所対応を課題としたモデル校2校（松

戸市、東金市）、防災ボランティアを課題とした

モデル校２校（市川市、香取市）、災害ボランテ

ィア体験活動の推進・支援を課題としたモデル地

域（鴨川市）、学校防災アドバイザーを課題とし

たモデル地域（香取市）を指定し、事業を実施し

た。 
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 ○香取市総合防災訓練（10/1） 

【参加者：地域関係者及び学校職員・生徒】 

ク 県立安房特別支援学校（帰宅困難・引き渡し） 

○引き渡し訓練（4/23） 

  【参加人数：教職員30名、児童生徒70名、保護

者70名】 

２ 学校防災アドバイザーの推進・支援  

（１）事業概要 

市内の小中学校や安全教育担当を対象に、防災訓

練の指導助言や、講演会を実施し、学校と地域が連

携した防災に対する意識を高めた。 

（２）具体的取組 

ア 香取市立小見川中央小学校 
○防災教育講演会 

【参加人数：市教育委員会等関係者 2 人、教職員

28人、保護者118人、地域の方2人】 

イ 香取市立栗源小学校 

  ○防災教育講演会 

【参加人数：市教育委員会等関係者 1 人、教職員

12人、保護者60人、地域の方1人、その他2人】 

ウ 香取市役所（香取市安全教育研修会） 

  ○防災教育講演会 

【参加人数：市教育委員会等関係者 1 人、教職員

32人】 

エ 香取市立栗源中学校 

  ○防災教育講演会 

【参加人数：学校防災アドバイザー1人、市教育委

員会等関係者1人、教職員13人、生徒86人】 

オ 香取市立香取小学校 

  ○防災教育講演会 

【参加人数：学校防災アドバイザー1人、市教育委

員会等関係者1人、教職員16人、児童80人】 

カ 香取市立佐原中学校 

  ○防災教育講演会 

【参加人数：学校防災アドバイザー1人、市教育委

員会等関係者5人、教職員12人、生徒250人、

地域の方9人、その他13人】 

キ 香取市立八都第二小学校 

  ○防災教育講演会 

【参加人数：学校防災アドバイザー1人、市教育委

員会等関係者1人、教職員5人、保護者45人】 

ク 香取市立香取中学校 

○防災教育講演会 

【参加人数：学校防災アドバイザー1人、市教育委

員会等関係者1人、教職員12人、保護者119人、

地域の方3人、その他1人】 

ケ 香取市立神南小学校 

○防災教育講演会 

【参加人数：学校防災アドバイザー1人、市教育

委員会等関係者1人、教職員12人、保護者36

人、地域の方3人、その他1人】 

コ 香取市立小見川東小学校 

○防災教育講演会 

【参加人数：学校防災アドバイザー1人、市教育

委員会等関係者1人､教職員15人、児童103人】 

サ 香取市立八都小学校 

○防災教育講演会 

【参加人数：学校防災アドバイザー1 人、市教育

委員会等関係者1人、教職員14人、保護者39

人、地域の方4人】 

３ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）事業概要 

  小学生が被災地へ訪問し、そこで学習したことや

経験したことを、保護者・地域住民に対して報告し

た。また、津波避難タワーへの地域連動避難訓練を

実施した。 

（２）具体的取組 

ア 実践委員会の開催（年間２回） 

イ 被災地におけるボランティア活動 

（ア）実施日 平成28年9月9日 

（イ）活動被災地 千葉県旭市 

（ウ）活動内容 

    被災地の状況とその後のボランティア活動等に

ついて、NPO 法人光と風の方から話を聴いた。語

り部の方との交流を通して、災害ボランティアに

ついての理解を深めた。 

ウ 活動報告会 

（ア）実施日 平成28年11月17日 

（イ）参加生徒 児童生徒215名 

（ウ）活動内容 被災地を訪問して学んだこと 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果について 

（１）合同防災訓練や多様な学習等を通して、幅広

い防災知識の獲得ができ、防災に対する職員・

生徒の意識を高めることが出来た。 

（２）被災地訪問や防災講演会等を通して、自分た

ちでもできる災害ボランティアについて考え、

共助の意識を高めることができた。 

 ２ 課題について 

（１）防災意識をさらに高めていくために教科と関

連させた防災教育を継続するとともに、関係諸

機関との連携をさらに強化して行う必要があ

る。 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）我孫子市 

      ア 対象 

        我孫子市立湖北小学校２年生 

      イ 主な取組 

   バス会社指導員を講師に、大型車種の死角や、 
左折巻き込みについて、理解を図った。実際にバ 
スの動きを見たり、バスに乗ったりすることで児 
童が体験的に学ぶことができた。 

（２）船橋市 

ア 対象 
  船橋市立夏見台小学校６年生 

 イ 主な取組 

自転車乗車自の危険予測についてのバーチャル

体験を行った。自転車に乗るときの自助意識だけ

でなく、車両側の立場として交通ルールの大切さ

を学ぶことができた。 
２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学路

交通安全プログラムに基づく合同点検等の実施 

（１）取組のポイント 

        通学路における安全を確保するため、対策が必 
要な市町村に対し、通学路安全対策アドバイザー

（以下「アドバイザー」という。）を派遣し、

必要な指導・助言の下、通学路の合同点検や安

全対策の検討を行った。 

（２）推進委員会 

ア 構成員 
  学識経験者、道路管理者、県警交通総務課、県

警交通規制課、事業実施市町村教育委員会担当者、

県教育委員会担当者 
イ 主な取組 

   第１回、第２回推進委員会で、通学路の安全対

策への取組について道路管理者、警察、教育委員

会より報告をし、委員による情報交換を行った。 
その後、千葉科学大学教授の嶋村宗正氏による 

「通学路の安全について」の講演を聞き、通学路の

課題や今後の対応の参考となる指導を受けた。 
（３）アドバイザーの活用 

ア 印西市 

アドバイザー・市建設課・市土木管理課・市民

安全課・市教育委員会の担当者による連絡協議会

を３回実施し、関係各課が連携して通学路の安全

確保や対策をしていくことを確認できた。 
また、１名のアドバイザー（警察官ＯＢ）が参

加し、小学校２校で９箇所の点検を行った。交通

事情や道路の構造上の観点から、歩行者の安全確

保を図るための方策が明らかになった。 
イ 木更津市 

連絡協議会の中で、市内小中学校の教職員、学 
校安全ボランティアを対象に、アドバイザーによ 
る講演を実施し、交通安全対策について共通理解

を図った。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

   アドバイザーを派遣された市町からは、「専門

的な知識や指導方法から、児童生徒の安全を確保

する方策等を学ぶことができた」「安全対策の面

から、学校関係者の要望を関係各課に直接伝える

よい機会となった」などの成果が報告された。 

２ 今後の課題 

   各市町村で策定された通学路交通安全プログラ

ムについて、ＰＤＣＡサイクルにより、一層充実

させていくとともに、児童生徒自身の危険予測能

力、危険回避能力を向上するための安全教育の充

実が重要である。 

〇市町村数 ５４市町村 

     （政令指定都市１市を含む） 

〇学校数  公立小学校    ８０５校 

            （分校３校含む） 
      義務教育学校     １校 

特別支援学校小学部 ３５校 

○通学路の特徴 
 本県では、国道や県道を横断する等、交通量が

非常に多い通学路がある。また、農村部では、見

通しの悪いカーブがある場所、歩道や路側帯が設

置されていても非常に狭い場所等がある。 
○登下校中における主な交通事故 
  ・平成２４年４月館山市の小学１年生が登校の

ためにバス停でバスを待っていたところに車が

突っ込み死亡。 

・平成２４年６月佐倉市で小学２年生が下校の 
ために道路を横断中に乗用車にひかれ死亡。 

・平成２５年９月袖ケ浦市の小学２年生が下校 
のため横断歩道を歩行中、トラックに衝突され 
死亡。 
・平成２８年１１月八街市で歩道を歩いていた 
集団登校中の小学生の列にトラックが突っ込み 
４人が負傷。 
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（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）「子どもの被害防止ツールキット」を活用 
      ア 『聞き書きマップ』づくりの実践 

      イ  科学警察研究所による第４学年の実態調査 

   

（２）「学び合い」を重視した主体的・対話的な 
学習の展開 

ア 少人数による対話学習 
イ ホワイトボードの活用 
（ピラミッドチャートやX・Yチャート）  

ウ 多様な資料を使った学習並びに体験的学習 
（３）公開授業、地域防犯研修会における実践報告の

実施 
 ア 実施日 
    公開授業   平成２８年１１月２５日 
    地域防犯研修会 平成２９年２月２１日 
 イ 対象者等 
    公開授業 
    県教育委員会２人、船橋市教育委員会４人、

教職員７４名、スクールガード・リーダー６

名、地域・保護者等２５人 
 
２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）実効性のある関係機関、地域、保護者との連携 
ア 居住地域に基づいた学級編成 
イ 地域、スクールガード、保護者との連携 

（２）実践委員会の開催 

（３）地域及び保護者、スクールガードと連携した学

区内のフィールドワーク 
ア 実施日  平成２８年１１月４日 
イ 参加者等 児童９４人、地域・保護者・スクー

ルガード３４人、県教育委員会、船橋市教育委

員会、教職員１０人 
 
 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

（１）『聞き書きマップ』を活用したことにより、短

時間で地図や各種の具体的資料を効果的に活用

することができ、教師からの一方的な伝達・説明

ではなく、児童が学習に主体的・協働的に取り組

むことができた。 
（２）少人数による対話学習を行うことにより、一人

一人が自分達の課題に対して主体的に取り組む

ことができた。第一単元の最後には、自分達の課

題についてまとめ、調べたことを発表したが、友

達と協力し合うことで学び合う楽しさや達成感

を味わうことができた。 
（３）『聞き書きマップ』作りに向けて行うフィール

ドワークでは、１８グループに分かれて自分の住

んでいる地域を歩いた。その際に、スクールガー

ドやPTA地域校外部、保護者に協力してもらい、

一緒にフィールドワークを行った。子供たちの安

全を見守ってもらうだけではなく、子供たちだけ

では気づかない危険な箇所や、防犯に対する地域

の工夫等を助言してもらうことができた。そして

このような地域の方々とのコミュニケーション

は、地域への愛着につながった。 
（４）安全マップを完成させることがゴールではなく、

出来上がったものをポスターにして貼ったり、地

域の人々からの反応を得たりすることによって、

地域の一員として身の周りの安全を守る活動に

携わっているという自信を持つことができた。 
２ 今後の課題 

（１）『聞き書きマップ』のソフト（データ）を入れ

られるパソコンは、現状パソコン室のものだけで

あり、フィールドワークなどの屋外活動や教室で

の作業ができないため苦慮した。 
（２）社会科の学習として進める際に、警察や地域の

防犯の学習と関連させても時数が多くなってし

まう。時間数確保が難しい中で、総合的な学習の

時間などの他の教科と併せて実施できるような

年間計画の組み方が必要であった。 
（３）地域別に３クラスを解体して授業を行ったが、 

それぞれ社会の学習の進度が違うので、それに伴 
う他の科目の進度の調整が苦慮した。 

 

 

 

 

 

〇学校管理下における主な事件・事故件数等 
重大事故及び事件 
 平成２６年～２８年度（１月末）該当事故なし 
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Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）実施地域 

       神奈川県（特別支援学校１校） 

   

（２）事業概要 

  災害時の避難に配慮が必要な特別支援学校に

対し、緊急地震速報受信システム（以下、「受信

システム」という）を設置することで、児童・生

徒等に対して速やかに地震の情報を伝達し、素早

い対応を促した。 
また、受信システムを用いた避難訓練等（職員、

児童・生徒等に事前に知らせない抜き打ちの訓練）

を実施することで、実際に地震が発生した場合に

落ち着いた行動を習得する取組を行った。 
     

２ 学校防災アドバイザー活用事業の実施  

（１）実施地域 

       ア 神奈川県（高等学校６校、特別支援学校１校）  

イ 小田原市（幼稚園１校、小学校４校） 

（２）事業概要 

   外部の専門家を学校防災アドバイザーとして招

き、各学校で作成するマニュアル及び避難訓練等

に対するチェック・助言を受けることで、児童・

生徒等の安全確保に向けた体制の改善を図った。 

   

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）取組の成果 

効果音等臨場感のある放送によって、より一層

緊張感のある訓練を実施することができた。 

また、実施校となった特別支援学校では、毎月

「シェイクアウト」（地震防災訓練）を実施して

おり、上記の抜き打ちの避難訓練は大きな混乱も

なく実施され、日頃の訓練の重要性を再認識する

ことができた。 

（２）課題 

今回の避難訓練は授業中ということもあり、落

ち着いて対処できたが、休み時間や放課後等児

童・生徒が一人きりになりやすい場合を想定し、

様々なシチュエーションで実施することが必要と

考えられる。 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業成果報告書 

神 奈 川 県 

 教育委員会等名：神奈川県教育委員会 

 住  所：神奈川県横浜市中区日本大通３３ 

 電  話：０４５－２１０－８０７８ 

人口：914万人（うち児童・生徒数：81万人※） 
※公立学校 

市町村数：33    

学校数：幼稚園 46園  小学校  854校 

    中学校 410校  高等学校 159校 

    中等教育学校  2校 

特別支援学校 47校 

主な災害 

●平成23年3月11日 東北地方太平洋地震 

●平成23年3月15日 上記地震の余震とみられる地震 

●平成25年9月15～16日 風水害（台風18号） 

●平成26年10月5～6日 風水害（台風18号） 

●平成27年6月30日～9月11日 噴火警戒レベル３ 

●平成28年8月22日 風水害（台風9号） 

本県は、太平洋プレート、フィリピン海プレート、

北米プレートが錯綜する地域に位置するため、東海

地震、南関東地域直下の地震、その一つとしての神

奈川県西部地震等の発生の切迫性や、長期的には南

関東地震の発生が指摘されている。 
また、県内には、約30本の活断層が確認されてお

り、そのうち、活動度が高いとされるＡ級活断層が

９本ある。 
 本事業においては、緊急地震速報受信システムを

県立特別支援学校１校に設置し、それを活用した避

難訓練等を実施するとともに、県立高等学校６校、

特別支援学校１校、小田原市立幼稚園１校、市立小

学校４校を対象に学校防災アドバイザー事業を実施

した。 
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また、ヘルメットを被れない児童・生徒がいた

り、車椅子等の器具が凶器になる可能性がある等、

児童・生徒の特性等に応じた対応が必要である。 

 

２ 学校防災アドバイザー活用事業の実施 

（１）取組の成果 

・ 外部の専門家と協働することにより、学校防

災の推進について新たな視点をもたらすととも

に、教職員の防災意識の更なる向上につながった。 

・ 津波浸水の被害が予想される学校等において、

防災や安全の確保のためにできること等を教職

員間で共有することができた。 

・ 防災機関や住民をはじめ地域との連携の必要

性、重要性を再認識することができ、地域との

合同訓練の実施や、気象台等の専門機関の活用

の検討につながった。 

（２）課題 

・ 今回の実施校は避難所指定のあるものから選

定したが、避難所指定の有無にかかわらず防災

訓練等を実施していくことが必要である。 

・ 防災訓練等の課題を検証し、マニュアル等に

反映させることが必要である。 

・ 防災担当者だけでなく、学校全体で防災に対

応するため、職員研修等を実施し、防災意識の

高揚を図る必要がある。 

・ 学校防災アドバイザーの指導内容を、他の学

校や保護者、住民に周知するための工夫が必要

である。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

（モデル地域名・校種毎の数：射水市、中・１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（射水市・新湊中学校） 

（１）緊急地震速報受信システムの導入とその運用に

ついて、平成26年度までは、富山湾沿岸部を中心

に緊急地震速報受信システムの設置を進めてきた。 

また、平成27年度には、沿岸部浸水域500m以

内に残る小中学校及び未設置の内陸部６市町村へ

設置することで、県内全15市町村に緊急地震速報

受信システムを備えるモデル校を設置した。 

本年度は、これまでに緊急地震速報受信システ

ムを設置・活用してきたモデル校が、統廃合によ

り学校の環境に大きな変化が伴ったため、再度、

教職員に対する研修会等を開催し、受信システム

について共通理解を図ることとなった。 

   

（２）緊急地震速報受信システムを活用した避難訓練

の実施要項・訓練手法等の見直し 

ア 学校防災アドバイザーより校舎の構造等を踏

まえ、津波から確実に避難する方法や訓練につい

て、実施要項を基に指導助言を受けた。 
イ 緊急地震速報受信システムを活用した避難訓

練を実施した。避難訓練を振り返り、学校防災ア

ドバイザーより、命を守ることについて、消防署

員からは講評と避難訓練の大切さについて、講話

してもらった。また、地域振興会長の参加など、

地域との連携にも配慮した。 
ウ 学校の担当者（教頭・危機管理計画者）より、

危機管理の意識を継続することの大切さを強調

するとともに、防災意識を高めるクイズ形式のチ

ェックシートを作成した。各学年で二学期中に実

施することにした。 
 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

（１）緊急地震速報受信システムを活用した避難訓練

を通して、実際の災害時に近い環境で訓練を実施で

きた。また、日頃からの防災に対する意識の向上を

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

富山県 

 教育委員会等名：富山県教育委員会 

 住  所：富山県富山市新総曲輪１番７号 

 電  話：０７６－４４４－３４４５ 

○人口：１０７万人 
（うち児童・生徒数：111,970人） 
○市町村数：１５市町村（10市、4町、1村） 
○学校数：幼稚園66園 小学校193校 
     中学校83校 高等学校53校 
     特別支援学校15校 （国公私立含む） 
○主な災害 
●平成26年 集中豪雨による冠水被害  
●平成25年 大雨、豪雨による冠水被害  
●平成24年 寒冷前線通過による突風被害  
●平成 20 年 寄り回り波、集中豪雨による被 

害 等  

本県は、本州の中央北部に位置し、東西約

90km、 南北76km、三方を急峻な山に囲まれ、

深い富山湾 を抱くように平野が広がっている。 
県では、東日本大震災の教訓を踏まえ、県内に 

影響を及ぼす恐れのある津波についてシミュレ 
ーション調査を実施し、平成 24 年 3月に富山湾 
沿岸地域で想定される津波高、到達時間、浸水予 
想図、津波による被害予測等を公表した。（平成

29年3月に改訂） 
本事業においては、津波シミュレーション調査

の結果をもとに、富山湾岸地域のうち射水市内の

中学校１校を選定し、事業を実施した。選定校は

モデル校として平成 24 年度に緊急地震速報受信

システムの導入等を行ったが、中学校の統廃合に

より学校環境の変化も大きいことから、防災体制

について再検証を行うもの。 
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図ることができた。また、地域の代表として、地域

振興会長に参加してもらい学校の訓練の様子を見

ていただくことで、災害時の地域の避難場所として

の意識付けも行われたと考えている。 

   

（２）学校防災アドバイザーの指導・助言により、シ

ークレット避難訓練や防災マップの作成、防災教室

の実施例の活用など、危機管理に関する取組の幅が

広がった。生徒へのクイズ形式のチェックシートの

作成・定期的な実施は、防災意識を向上させること

につながった。 

 

２ 今後の課題 

（１）避難時、机の下に潜ることは全員の生徒が行っ

ていたが、周囲の状況を確認し適切な判断につなげ

ている生徒は多くはなかった。今後は、ケガをして

いる生徒がいる場合の対応を扱った防災教室等を

開催するなど、様々なケースにおける行動選択の仕

方について、指導していくことを検討したい 

   

（２）授業実施者による生徒の安否確認は、短時間で

行えたが、報告系統の部分で時間がかかった。スム

ーズな伝達系統を構築できるよう、役割や報告手順

の確認の徹底を図り、迅速に対応できるように研修

を積みたい。 

   

   

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

（モデル地域名・校種毎の数：高岡市、小・26校、中

12校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（高岡市【高岡市立木津小学校】） 

（１）児童の交通安全に対する意識を向上するため、

交通安全に関わる行事や児童会活動を効果的に

取り入れ、継続的な安全教育の確立を図った。 

（２）保護者や地域と連携し、校区の危険箇所の再確

認や見直しを図り、児童の安全意識の向上を図っ

た。 

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 （高岡市【市内小学校26校、中学校12校】） 

（１）取組のポイント 

        「高岡市通学路交通安全プログラム」を策定に伴

い、学校や地域、関係機関等が連携を図りながら、

危険箇所の合同点検や対策の実施、対策効果の検

証等を行った。 

（２）県推進委員会 

ア 構成員 
  学識経験者、県防災士会、富山市消防局、県防

犯協会、県ＰＴＡ連合会、県防災・危機管理課、

県土木部道路課、県警察本部交通企画課、県警察

本部生活安全企画課、県教育委員会 
（３）連絡協議会 

ア 高岡市 

（ア）構成員 

   下交通安全協会、木津支援ネットワーク、高岡

警察署、清水交番、ＰＴＡ、保護者、小学校教職

員、市土木維持課、市地域安全課、市学校教育課 

    

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及による成果 

（１）木津小学校における継続的な交通安全教育 

 ア ＰＴＡや「木津支援ネットワーク」へ報告し、

安全マップの更新に向けて危険箇所の再確認、見

直し等や日頃の見守りの強化を行った。保護者や

地域と連携し、危険箇所の再確認や見直し、見守

りを行うことにより、校区全体で安全意識を高め

○通学路の特徴 
本県では、小学生の多くが徒歩で通学し、学校

の統廃合等で学校から遠距離にある児童について

は、スクールバスを使用している場合もある。 
また、県内全ての小学校には学校安全パトロー

ル隊（地域ボランティアによる、児童の登下校を

見守る組織）が結成されており、児童の登下校時

の見守り活動を行っている。中学生は、徒歩及び

自転車で通学し、高校生は、さらに公共交通機関

での通学が含まれる。 
○児童生徒の登下校中における重大な交通事は、

ここ数年発生していないが、登下校中の児童 生徒

が交通事故に遭うなどの案件は、年間数件発 生し

ている。 
○全交通事故負傷者数 
（富山県警調べ・登下校中以外含む） 

27年：小86件、中79件、高25件、 
26年：小77件、中75件、高30件 
25年：小90件、中79件、高28件 
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ることができた。 

 

 イ 「通学路安全対策アドバイザー」による下校指

導及び交通安全教室の開催 

アドバイザーから「広い道路より狭い道路」「交

差点の近く」をポイントとして、日頃から交通安

全に心がけることやルールを守ることの大切さ等

について、統計資料や映像、下校指導で撮影した

写真を交えて助言を受けた。児童は、アドバイザ

ーから示された交通事故に関する具体的な数字や

割合等を通して交通安全に対する理解を深めた。

また、普段は体験できないドライバーの視点から

の映像（ドライブレコーダーの記録画像）を通し

て、小さな不注意が大きな危険につながること等

を実感し、自分たちの日頃の行動を振り返ること

ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１：交通安全教室資料） 

   

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施による成果 

（１）高岡市通学路安全対策推進会議の協議内容や対

策箇所図、具体的な対策案等についてプレゼンテ

ーションを行い、各学校における交通安全マップ

の作成を含む交通安全教育のさらなる推進を図っ

た。市内各小学校には、危険箇所図や対策一覧、

安全マップづくり等に活用する機器の紹介チラシ

を配布した。 

   また、「通学路安全対策アドバイザー」より今

後のＰＤＣＡサイクルの進め方等について助言を

受け、保護者や地域の協力を得ながら子供たちの

交通安全に対する意識を高めることができた。 
（２）各小学校では、児童への安全教育を効果的に進

めていくための学校としての指導のポイントを確

認することができた。そして、合同点検結果や対

策、今後の取組等を PTA や校下安全協会にも周

知し、協力体制が強化された。また、合同点検に

中学校からも参加してもらうなど、小中が連携し

た交通安全指導にもつながった。 

（図２：各学校へ配布した危険個所図例） 

 

３ 今後の課題 

（１）安全教育手法の開発・普及について 

  木津小学校区は、住宅地の造成や新駅の設置など、

地域の交通事情や危険箇所の状況が常に変化して

いる。今後も児童の高い安全意識を維持していくた

めに、保護者や地域と一体となった継続的な安全教

育を一層工夫していく必要がある。 

   

（２）交通安全を確保するための体制の構築について 

  「高岡市通学路交通安全プログラム」に基づく各

取組をより実効性のあるものにしていくためには、

合同点検や対策の実施に留まらず、どのような効果

があったのか、どのような改善点が残されているの

かなどを適切に把握・検証していくことが大切であ

る。今後、学校へのアンケート等よりよい検証の在

り方を検討し、進めていく必要がある。また、継続

的な通学路の安全確保のためには、日頃の安全教育

の充実が不可欠である。保護者や地域、関係機関等

と一層連携を図り、児童生徒の交通安全に対する意

識を高める取組を推進していきたい。 

   

     

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 
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（モデル地域名・校種毎の数：富山市、高岡市、黒部

市、砺波市、上市町、朝日町【（小・５校、中・１校）】 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）校舎周辺通学路等への防犯カメラの設置とそれ

を活用した防犯避難訓練及び不審者等から逃れる

ための知識取得と行動の訓練 

    

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）校舎周辺通学路等への防犯カメラの設置及び学

校危機管理マニュアルの見直し等 

  

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

（１）防犯カメラを設置したことにより、不審者の侵

入がいち早く分かり、初期対応がスムーズになっ

た。 

また、通学路上（玄関周辺）に防犯カメラを設

置したことにより、児童が登下校する様子をより

明確に把握できるようになった。登下校時ばかり

でなく、休み時間や授業中に校舎外（校舎敷地内）

で過ごす児童の様子を把握し、危険な行為等につ

いての指導に生かすことができるようになった。 

（図３：不審者対応訓練） 
 

（２）児童が、不審者等から逃れる手法を繰り返し訓

練することで、意識とスキルの定着が図られた。

訓練では、児童の身体的な特徴（低学年と高学年

の体の大きさ）に応じた具体的な対応の違いなど

も理解することができた。  

（図４：事故防止アドバイザーによる講習） 

 

２ 事故防止アドバイザーや警察署員からの訓練

の想定の見直しや「不審者対応マニュアル」、「不

審者への対応の仕方」についてチェック、助言を

受けたことにより、より実践的な危機管理体制の

整備が行えた。また、事故防止アドバイザーの助

言を受け、より広い範囲でより確実に不審者をと

らえる位置にカメラを設置した。モニターにおい

ても、事前に施工業者と決めていた設置予定場所

より常に目に入る位置に変更することで、不審者

を見逃す可能性を低くすることができた。 

 

２ 今後の課題 

（１）不審者対応の在り方については、不審者の侵入

箇所や不審者の状態等、多様なケースが想定され、

それぞれに合わせた避難ルートや対応を考える必

要がある。また、防犯カメラで発見できない場合

でも対応できるよう教職員の危機意識を高め、あ

らゆるケースを想定した対応を日頃から考えてお

く必要がある。 

訓練で得られた知識、経験を児童の避難や安全

確保に活かし、今後も、教職員・児童生徒とも、

よりスキルを高めていく必要がある。 

   

（２）不審者の校舎内への侵入を防ぐために、不必要

に開錠しない、開錠箇所を最小限にする、開閉錠

の場所を再確認する等、他の要素についても関連

を図る必要がある。 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
 防犯関係に関しては、重大な事故・事件はここ

数年発生していない。 
○声かけ・つきまとい件数（富山県警調べ） 
 27年：小以下157件、中94件、高131件 
 26年：小以下112件、中94件、高141件 

25年：小以下116件、中59件、高115件 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 学校防災アドバイザー活用事業 

（１）推進委員会 

 ○構成員 ３３名 

 ○内容  事業概要説明 

  ・学校防災アドバイザーによる講義 

  「学校教育における防災教育の充実に向けて」 

  ・金沢地方気象台による講義 

  「防災授業素材集の利用について」 

（２）実践校 

 ○２０校（各市町から１校及び県立１校） 

（３）実施概要 

 ○学校防災アドバイザーとして金沢大学の青木准教 

授、林准教授を任命し、実践校の防災教育の取組 

や学校防災マニュアルの点検を行う 

 ○実践校は、地域と連携した防災教育を積極的に実 

施し、災害時に児童生徒が自ら状況を判断して、 

適切な行動をとることができる防災教育を行う。 

 ①危機管理マニュアルの点検・改善 

 ・適切な避難経路、避難場所の設定 

 ・災害時の保護者への引き渡し方法など 

 ・学校の実情に応じたマニュアル作り 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

【火災避難訓練】 

②防災教育に対する指導・助言 

  ・自ら行動できる防災教育 

  ・地域、家庭と連携した防災教育 

  ・学校の実情に応じた避難訓練等、防災教育 

 
【避難所設営】 

③防災研修会の開催 

・地震、津波のメカニズム 

・災害に対するこころがけ 

・避難訓練の目的 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

石川県 

 教育委員会等名：石川県教育委員会 

 住  所：石川県金沢市鞍月１－１ 

 電  話：０７６―２２５－１８４７ 

人口：１１５万人（児童・生徒数：１２９千人） 
市町村数：１９市町    
学校数：公立学校 

小学校  ２１０校    中学校８７校  
義務教育学校 ２校 高等学校４７校  

    特別支援学校１２校 
主な災害 
● 平成１９年能登半島地震（M6.9） 
● 平成 ５年能登半島沖地震 (M6.6) 

・本県は、北陸地方の中部に位置し、地形は南北

から北東に向かって細長く、海岸線は約５８１

㎞の延長を有している。 
・森本富樫断層帯、邑知潟断層帯など主要な活断

層がある。 
・津波による浸水が想定される学校は１３校であ

る。 
・本事業においては、県内全市町（１９市町）か

らモデル校を選定し、県内全域を対象に事業を

実施した。 
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【起震車体験】 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 学校防災アドバイザー活用事業 

（１）成果 

・推進委員会において、学校防災アドバイザーから、

「減災」の重要性、保護者や地域との連携の必要

性、防災教育の意味について説明を聞いたことに

より、計画性を持って本事業に取組ことが出来た。 

・金沢地方気象台からは、「防災授業素材集の利用

について」という題で、気象台の提供する防災授

業素材集、気象庁ＷＳ、緊急地震速報を組み込ん

だ避難訓練について説明をしていただき、気象台

と連携して本事業を進めることができた。 

・今回の事業で防災や避難所開設・運営に関して、

地域・学校・市が連携し、具体的な方策について

確認でき、地域と連携した防災や避難のありかた

について考えることができた。 

・学校防災アドバイザーが、事前に実践校の危機管

理マニュアルを点検し、学校近辺の立地状況や地

質的なデータを調査してから、指導助言にあたる

ことで、学校の実情に応じたマニュアルの作成や

訓練の実施、さらには、今後の安全教育に大いに

役立った。 

 ・保護者や地域との連携した避難訓練、引き渡し訓

練や避難所設営を行うことで、児童・生徒、保護

者や地域住民の防災に対する意識が高まった。 

 ・アドバイザーの指導・助言により、児童生徒の防

災に関する認識が深まり、自助・共助の意識が向

上した。 

・小中合同の避難訓練を実施することにより、避難

の要領が職員や児童生徒に共有され、避難意識を

継続的に保つことの重要性を認識することが出

来た。 

・実際の災害をイメージした防災教育の実践は、職

員、児童の防災意識がより高まり、大変効果的で

あった。 

・アドバイザーに、避難経路について、校内だけで

はなく、校外についても確認していただいたこと

で、危険箇所のポイントを具体的に知ることがで

きた。 

・防災教育研修会を行うことで、緊急時の対応つい

て具体的な話し合いが行われ、教職員のマニュア

ルに対する共通理解が十分図られた。 

 

（２）課題 

 ・今後は、様々な状況（通学途中や下校途中、休み

時間等）で災害が起こった場合を想定した訓練を

積極的に実施する必要がある。 

 ・実践校での成果や課題が、他の学校や地域に引き

つながれるように周知していく必要がある。 

 ・教職員が、「避難訓練で試されているのは教員自

身の災害対応能力」であるという意識を強く持ち、 

  日頃から、災害安全に関する知識を習得しておく

必要がある。 

 ・災害時、避難場所となる学校の避難所設営や対応

が円滑に行われるためにも、市町担当部局や地域

住民との綿密な打ち合わせが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地震での避難行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教職員防災研修会】 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

  １ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 交通安全を確保するための体制の構築と合同

点検の実施 

（１）取組のポイント 

      それぞれの市町から、道路行政に詳しい県警OBを 
中心に、通学路安全対策アドバイザーとして委嘱し 
地域の実情に応じた安全対策を検討して、対策を施 
した。 

（２）推進委員会 

ア 構成員 ４７名 
 通学路安全対策アドバイザー  ２１名 
 各市町担当者         １９名 
 県警本部交通規制課       １名 
 県土木部道路整備課       １名 
 県教委事務局スポーツ健康課   ５名 
イ 内容 
 ①第１回推進委員会（７／４） 

  ・アドバイザーへの委嘱状交付 

・事業概要等の説明 

・昨年度の実践例、通学路交通安全プログラムに

ついて 

・通学路安全対策実施状況の説明 

・各市町での協議 

②第２回推進委員会（１／２６） 

・県事務局より事業報告 

・各市町から事業報告 

・通学路安全対策実施状況の説明 

・通学路の安全対策についての意見交換 

（３）連絡協議会 

(1)小松市 

ア 構成員 １３名 

   通学路安全対策アドバイザー １名 

   警察署           １名 

   市土木                    １名 

  県土木           １名 

   市民協働課         １名 

   教育委員会         ４名 

   小松市町内会連合会     １名 

   ＰＴＡ           １名 

   教職員           ２名 

イ 取組内容 

  ①合同点検 10/3 10/12 

   小松市２小学校 １１箇所 

  ②連絡協議会 11/25 

      ・危険箇所対策実施状況 

   ・今後の危険箇所対策方針 

   ・その他（意見交換） 

 危険箇所を各関係機関が対策しているが、対策実施

した結果を学校から評価してもらい、その効果を分析

し、ＰＤＣＡにすることにより、より効果のある安全

対策が検討できる。 

 信号機や横断歩道の設置、道路拡幅などについては、

対策として有効ではあるが、予算的な面、交通量の面

などで実現が中々難しいのが現状である。危険箇所の

早急な改善が難しい場合、注意喚起の立て看板設置や

ＰＴＡや地域と連携した街頭見守りなどの取組を図っ

ていく必要がある。 

 (2)能美市 

ア 構成員 １５名 

   通学路安全対策アドバイザー １名 

   警察署交通課        １名 

   県土木課                 １名 

  市土木課          ２名 

   市環境生活課        １名 

見守り隊          １名 

ＰＴＡ           ２名 

   教職員           ５名 

   教育委員会         １名 

  イ 取組内容 

  ①合同点検 10/6 

○市町数  １９市町 
○学校数  公立小学校       ２１０校 
      義務教育学校前期課程    ２校 
      特別支援学校小学部    １２校 
○通学路の特徴 
・通学路の多くは生活道路として利用されている 
・道幅が狭い道路でも、交通量が多く危険な地域

がある。 
・積雪時は車道を通行しなければならないことも

ある。 
○登下校中における主な交通事故 
・平成２４年６月かほく市内 

 自転車で登校中の高校１年生女子生徒が国道 

交差点で、横断歩道を横断中にトラックには 

ねられ死亡 

・平成２６年１０月小松市内 

 自転車で登校中の高校３年生女子生徒が信号 

機のないＴ字路で軽自動車にはねられ死亡 
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   能美市立８小学校 ４１箇所 

  ②連絡協議会 11/4 

      ・危険箇所について 

   ・危険箇所の危険性について 

   ・学校の対応策について 

   ・今後の改善策や課題 

   ・その他（質疑応答） 

   ・アドバイザーより まとめ 

 通学路安全点検については、実際に現場を合同で点

検することにより、子どもの目線で危険箇所の再確認

をすることができた。また、アドバイザー、警察、行

政、ＰＴＡの方々との質疑応答を通して、様々な視点

から交通安全対策について理解を深めることができ

た。 

 通学路安全対策研修会では、どの校区にも交通安全 

上の危険箇所があり、様々な対策や指導がなされてい

ることがわかり参考になった。また警察、行政とも、

安全対策に積極的に応じてくれることが分かり、時間

はかかるかもしれないが声を上げていくことの大切さ

を感じた。 

(3)津幡町  

ア 構成員 １９名 

   通学路安全対策アドバイザー １名 

   県土木           １名 

   警察署交通課        １名 

   町交流経済課              １名 

  町都市建設課        １名 

   教育委員会         ３名 

   教職員          １１名 

イ 取組内容 

  ①合同点検 11/24 

   津幡町 ４小学校   ５箇所 

  ②第１回連絡協議会 1/11 

      ・通学路合同安全点検の結果と検討について 

   ・１１月に行った点検結果の報告 

・道路管理者等における点検箇所の検討結果 

 の報告 

   ・通学路安全対策アドバイザーの意見 

・質疑応答 

 通学路合同安全点検については各学校が把握してい

た危険箇所を共有することができた。通学路安全推進

アドバイザーや各関係機関代表者とともに実際に現地

を訪れることで、専門的な見地から適切な対応を検討

することができた。 

 津幡町通学路安全点検結果検討会では各小中学校か

らの代表者に出席してもらい、学校での通学路安全へ

の意識向上を図った。出席した各関係機関の代表者か

らは、点検箇所への対応の具体的な内容や町内の今後

の道路整備の予定等の説明もあり、通学路の長期的な

イメージを共有することができた。また、通学路安全

対策アドバイザーからは多面的な意見・提案をいただ

き、通学路に対する認識を深めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【合同安全点検の様子】 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

通学路の第１回推進委員会では、今年度の事業説

明を行い、その後、通学路安全対策アドバイザーと

各市町の担当者に、昨年度の取組の成果や課題、感

想などを話していただき今年度の参考となった。 

 警察、道路管理者からは現時点での通学路の対策

状況についての説明、安全点検やプログラム作成に

ついて話していただいた。 

 第２回推進委員会では今年度の事業報告を行い、

取組の成果や課題について意見交換をした。それぞ

れの市町の取組状況が分かり、各市町の課題につい

ても明らかになり来年度につながる有意義な協議

ができた。 

２ 今後の課題 

危険箇所を各関係機関が対策しているが、対策実施

した結果を学校から評価してもらい、その効果を分析

し、ＰＤＣＡすることにより、より効果のある安全対

策が検討できる。 

交通状況の変化に伴って、通学路の安全確保には毎

年の点検や見直しが必要である。 

その際に警察や道路管理者など専門的な見地からの指

導助言が不可欠であり、本事業の点検や協議会だけで

なく必要な時に指導助言を受け相談できる体制が必要

である。ハード面（施設整備）については、大規模な

工事が必要なケースもあり、早期に解決できない事案

もあることから、ハード面ばかりでなくソフト面（安

全教育）の充実も必要であるため、警察署や地元住民

の協力を得て、学校における安全教育を継続して実施

する必要がある。 
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（防災に関すること）   

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

（実践的な取組を実施する学校） 

小学校４校、中学校２校・高校２校 計８校 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）緊急地震速報受信システムの設置と設置校の取

り組み 

ア 実践的な取り組みを実施する学校 

・土砂災害特別警戒区域に、校舎または施設の

一部が含まれている８校 

・勝山市：村岡小学校  

越前町：萩野、常磐小学校、織田中学校 

おおい町：大島小学校、大飯中学校 

県立学校：足羽高校、鯖江高校 

 

 

イ 実践委員会の実施 

・実践的安全教育総合支援事業についての説明 

         （緊急地震速報について、緊急地震速報受信

システムを活用した訓練等） 

ウ 学校防災アドバイザ－の派遣 

・各学校に対し、学校防災マニュアル及び避難

訓練計画等への指導助言 
・学校内外の危険個所の確認と改善策等につい

ての指導助言 
エ 緊急地震速報装置の設置 
  ・緊急地震速報について児童生徒、教職員対象

に校内研修会の実施 
オ 避難訓練の実施 
 ・緊急地震速報装置を活用した避難訓練の実施 
・避難訓練の検証     

（２）緊急地震速報受信システム設置校の取り組み 

ア 勝山市立村岡小学校 
・実践委員会の開催 
（校長、教頭、市防災担当課、・市教委担当、

学校防災アドバイザーによる打ち合わせ） 
・緊急地震速報について、教職員対象の校内研

修会と児童に対して防災教室を実施  
・緊急地震速報受信システムを活用した避難訓

練の実施【参加：教職員45人、生徒513人】 
・避難訓練等の検証 
（校長、教頭、防災担当教諭、学校防災アド

バイザー、市教委担当、県教委担当による

検証） 
 
 
 
 
 
イ 足羽高等学校 
 ・実践委員会の開催 
（校長、事務長、県教委担当による打ち合わせ） 
・教職員対象に緊急地震速報についての校内研

修会を実施 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

福井県 

 教育委員会等名：福井県教育委員会 

 住  所：福井県福井市大手３丁目１７番１号 

 電  話：０７７６－２０－０５９８ 

人口：７９万人（うち児童・生徒数：100,708人） 
市町数：１７    
学校数：幼稚園 ８８園 幼保連携型認定こども園７２園  

小学校２０２校 中学校８４校 
高等学校３６校 特別支援学校１４校 

主な災害 
● 昭和２３年福井地震 
● 平成１６年福井豪雨 

本県は、本州日本海側のほぼ中央にあり、敦賀

市と南越前町の間にある木ノ芽峠を境にして北

を嶺北地方、南を嶺南地方と呼んでいる。特に嶺

南地方では海岸近くに立地している学校が多く、

津波被害が想定される。（津波被害が想定される

学校には緊急地震速報受信システム、Ｊアラート

等を設置） 
本事業においては、緊急地震速報装置が未設置

である土砂災害特別警戒区域に施設または敷地

の一部が含まれる学校の防災対策を課題とし、本

事業を実施した。 
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・緊急地震速報を活用した避難訓練の実施 
【参加：教職員45人、生徒513人】  

・避難訓練等の検証 
（校長、教頭、防災担当教諭、学校防災アド

バイザーによる検証） 
・緊急地震速報について、教職員対象の校内研

修会を実施  
イ 鯖江高等学校 

・実践委員会の開催 
（校長、教頭、事務長、防災担当教諭、県教委

担当による打ち合わせ） 
・緊急地震速報を活用した避難訓練の実施 
【参加：教職員46人、生徒545人】  

・避難訓練等の検証 
（校長、教頭、防災担当教諭、学校防災アド

バイザーによる検証） 
・教職員対象に緊急地震速報についての校内研

修会を実施  
ウ 越前町立常盤小学校・萩野小学校・織田中学校 

・実践委員会の開催 
各学校毎に立地環境や土砂災害の危険性、避

難場所、避難方法等を検討（参加：各校教頭、

学校防災アドバイザー、町教委担当、県教委

担当） 
・教職員対象に緊急地震速報についての校内研

修会を実施  
 エ おおい町立大島小学校・大飯中学校 

・実践委員会の開催 
学校の立地環境や土砂災害の危険性、避難場

所、避難訓練計画、学校防災マニュアル等を

検討（参加：各校教頭、学校防災アドバイザ

ー、町教委担当、県教委担当） 
・緊急地震速報受信システムを活用した避難訓

練の実施 
【参加：大島小、教職員11人、生徒48人】  

【参加：大飯中、教職員19人、生徒169人】 

２ 学校防災アドバイザー派遣事業 

（１）学校防災アドバイザーの活用 

 ア 取り組み内容 

・大学教授、気象台職員、県防災士会員を学校

防災アドバイザーとして委嘱 

・派遣校毎の学校防災マニュアル、避難訓練計

画等についての指導助言 

・児童生徒への防災教室、教職員への防災講習

会等の実施  

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

・土砂災害特別警戒区域に立地する８校（小学校

４校、中学校２校、高校２校）に緊急地震速報

受信システムを設置し、システムを活用した避

難訓練を実施。 

・学校防災アドバイザーを30校（小学校20校、

中学校５校、高校３校、特別支援２校）に派遣

し、各学校の防災マニュアルや避難訓練に対し

指導助言を行い、マニュアルや訓練等がより実

践的なものになるよう見直した。   

２ 今後の課題 

・地震、火災、津波、土砂災害、原子力災害等、

学校が想定する災害に応じた実践的な防災訓練

の実施 

・緊急地震速報受信システム設置校の取り組み内

容の工夫 

 ・設置校の取り組みについての実践発表や防災教

室等の研究授業等、他校のモデルとなるような

取り組みの実施 

・学校防災アドバイザー未派遣校へのアドバイザ

ー派遣 

・引き渡し訓練や引き渡し模擬訓練の実施 

・防災教育年間指導計画の充実と体系的な防災教

育の推進 

・学校防災に関する教職員の意識向上 

Ⅳ その他の取り組み 

４月に、推進委員会を兼ねた学校防災担当者連絡会

議（17市町学校安全担当者出席）を開催し「学校防災

アドバイザーを活用した防災訓練の実施と防災マニュ

アルの改善」、「消防署・市町教育委員会等、関係機関

と学校との情報伝達訓練の実施」、「防災教育に関する

教職員等の資質向上」を本年度の具体的な取組みとす

ることを説明し、各市町教育委員会及び県防災士会に

協力を依頼した。 

２月に、第２回推進委員会を開催。本年度の事業報

告とともに、各市町教委や各学校での取組、課題等を

検証し、来年度の防災に対する取り組みに対しての方

向性を確認。 

（成果、）県内の全県立学校（中・高・特支）において、

県教育委員会または市町防災担当課との情報伝達訓練

を実施。ＵＰＺ圏内の全公立学校（小・中・高・特支）

において、原子力災害時を想定した避難訓練の実施と

市町教育委員会または市町防災担当課との情報伝達訓

練を実施。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

（中北地域、小・１校、中・１校、特支・１校） 

（峡東地域、高・１校） 

（峡南地域、小・１校、中・１校） 

（富士・東部地域、小・１校、中・１校、高・１校） 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）地域と連携した防災教育 

 甲府市立東中学校では、里垣地区防災訓練（甲府

市総合防災訓練の一環）に、ボランティアとして参

加し会場設営の体験活動を行った。簡易トイレの設

営や間仕切りの組み立て、簡易タンカの使い方など

を体験的に学んだ。 

（２）緊急地震速報受信システムを活用した避難訓練 

ア 予告なしの避難訓練の実施 

 本事業参加校に緊急地震速報受信システムを設

置し、予告有り、予告なしの避難訓練を実施した。

事前指導や事後指導に避難訓練実施後の児童生徒

の意識調査を生かした。 

イ ショート５分間避難訓練の実施 

 富士川町立増穂小学校で

は、普通教室以外の場所（廊

下や特別教室、中庭等）で、

担任が急に地震が来たこと

を児童に伝え、その場に応

じた一次避難行動を取らせる訓練を行った。その場

で簡単に振り返り、話合いをする中で、危険を回避

する能力を高める取組を行った。 

ウ 校外に避難しない避難訓練 

 県立富士北稜高等学校では、「耐震性のある校舎

においては、必ずしも外に避難する必要はない」と

いう想定に基づき、これまでとは違うパターンでの

避難訓練を行った。生徒は、自分がいる場所での危

険箇所をその場で把握し、仲間や職員と共有し、自

身の身を守る行動について考えることができた。 

（２）各教科等における防災教育の取組 

 都留市立谷村第二小学校・都留第一中学校では、

各教科・総合的な学習の時間における防災に関する

学習内容について、研究授業を行った。 

ア 社会科における防災教育 
 中学校１年生の地理的分野「九州地方」について、

自然災害の多い地域でのくらしや産業、防災対策な

どを学習した。うち、１時間は「ハザードマップか

ら防災について考えよう」という題材で交流授業を

行った。授業では、自然災害の映像資料や新聞など

を活用したり、校区のハザードマップを提示したり

して、具体的な防災対策を考えさせるとともに、日

頃から備えるべき心構えや、いざというときに主体

的に行動できる意識を高めることを目指した。 
イ 技術・家庭科（技術分野）における防災教育 
 中学校１年生の技術分野の授業で「本校は市の指

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

山梨県 

 教育委員会等名：山梨県教育委員会 

 住  所：山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 電  話：０５５－２２３－１７６４ 

○人口：83万人（うち児童・生徒数：95,000人） 

○市町村数：27 

○学校数：幼稚園62園  小学校185校 

     中学校92校  高等学校52校 

     特別支援学校13校 

○主な災害 

● 平成26年２月の大雪 

● 昭和41年台風26号による土砂崩落等 

 本県は、周囲を 3,000m 級の峰々に囲まれ急峻

な箇所が多く、地震、暴風、豪雨、地滑りなどの

自然災害が発生しやすい自然条件下にある。ま

た、いつ起きてもおかしくないとされている東海

地震は、震源の一部が本県の南西部にかかること

も予想されており、本県にも大きな被害を及ぼす

可能性があるとされている。 

 本事業においては、地域との連携を課題とした

中北地域、実践的な防災教育手法の開発・普及を

課題とした峡東地域・峡南地域、地域に想定され

る災害対策等を課題とした富士・東部地域をモデ

ル地域として指定して事業を実施した。 
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定避難所です。避難生活をするのに何が必要だろう

か、被災者が困ることは何だろうか」という問いか

けをし、避難所のトイレ問題を考えさせた。そして

内容「材料と加工に関する技術」における設計と製

作の場面で、非常用トイレを製作題材とした。段ボ

ールで非常用トイレを作るにはどのような構造や

寸法にしたらよいか、限られた材料でどう材料をと

ればよいのか、など考えながら各自が設計、製作を

行い、防災への主体的な意識づくりを目指した。生

徒は、避難生活を自分なりにイメージしながら具体

的な設計を進め、工夫して製作した。また、３年生

の製作題材には「非常用手回しラジオ」を取り入れ、

防災意識の涵養を目指した。 

ウ 総合的な学習の時間・校外学習での災害体験 
 小学校５年生の校外学習（都留市役所防災館）で

災害の体験を行った。第１に、道路などが冠水し、

水圧で扉が開かなくなる体験をした。少しの水でも

ドアが開かなくなることを知った。第２に、雨合羽

に着替え、長靴を履き、暴風雨を実際に体験した。

強い風と雨で飛ばされそうになったり、思うように

動けなくなったりしてしまうことを体験し、しっか

りつかまり態勢を低くしなければならないことを

学んだ。 
エ 理科での防災教育 
 小学校６年生の理科「大地のつくりと変化」にお

いて、次のような計画で授業実践を行った。 
＜学習の流れ＞ 
第１時：化石や化石を含む地層、

縞模様の地層について 
第２・３時：地層のでき方（水

の働きで砂や泥が堆積、火山の

働きで噴火による灰が降り積もる）について 
第４時：地震や火山の噴火について（調べ学習） 
第５～８時：わたしたちが住む大地について 
第９・10時：地震(津波)発生のしくみや地震による

大地の変化・被害と身を守るための情報について 
第11・12時：地震（火山噴火）による大地の変化・

建物被害と身を守るための情報、非常食について 
オ 朝読書における防災教育 
 毎朝の１０分間読書の一斉題材に防災関係の書

籍を使用した。今回は「東京防災」（東京都）を学

級生徒数揃えて学級に置き、全学級にまわして防災

知識を学ぶ一助にした。 
２ 学校の安全管理体制の構築・強化  

（１）学校安全アドバイザー活用の取組 

甲府市立里垣小学校・東中学校では、東中学校区

夏季合同研修会を実施し、地域の他の小学校（善誘

館小、甲運小、玉諸小）を含めた教職員１１７名で、

学校安全アドバイザーの山梨大学秦准教授による

防災講話とＤＩＧ（災害図上訓練）を行い、中学校

区における小・中学校の連携した登下校指導等の安

全管理体制について、確認する機会となった。 

（２）ＨＵＧの実践 

甲府市立里垣小学校では、赤十字指導者ボランテ

ィアリーダーを講師として、教職員によるＨＵＧの

実践を行った。実際に起こり得る現場(避難所)の混

乱が想像でき、その時ではなく、普段から有事につ

いて起こり得ることを想定し、地域との連携を図っ

ておくことを学ぶ機会となった。 

３ 災害ボランティア活動の推進・支援  

富士川町立増穂小学校では、４月に発生した熊本

地震の直後、全国知事会の要請により、所属の養護

教諭が被災地の小学校に派遣された。派遣先で見聞

きしたこと、体験したことをもとに、６年生を対象

に担任とＴＴで授業を行った。特に、災害時に自分

たちにできることを考えて実行した山西小６年生

の取組を紹介し、ボランティア活動や共助への意識

の育成を図った。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

地域と連携した防災教育や緊急地震速報受信シ

ステムを活用した実践的避難訓練、教科等における

防災教育など、地域の実態にあった取組を行うこと

ができた。 

課題として、実践校以外の学校に効果的に普及し

ていく方法について、検討していく必要がある。 

２ 学校の安全管理体制の構築・強化 

学校安全アドバイザーにより、専門的な知見から、

登下校時を含めた学校における安全管理体制につ

いて見直しを図る取組を行うことができた。 

課題として、地震以外の水害や富士山火山等の発

生を想定した危機管理マニュアルの作成・見直しや

学校が避難所となった場合の運営方策など、地域と

連携した取組を一層進める必要がある。 

３ 災害ボランティア活動の推進・支援 

実際に熊本地震に派遣された養護教諭が、被災地

の現状や児童生徒の心のケアについて学ぶ防災教

育の授業を実践することができた。 

課題として、被災地支援の経験者を講師に招くな

ど、災害ボランティア活動について体験的に学べる

機会をつくる必要がある。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 防災に関する指導方法等の開発・普及等のための  

 支援事業 

 県下の小中学校 11 校に緊急地震速報受信システム

を整備し、より実践的な避難訓練等を実施し、いざと

いう時に自ら判断して行動できる児童生徒を育成する。  

（１）緊急地震速報受信システムの設置校（11校） 

 佐 久 市  臼 田 小 学 校 

 阿 智 村  清内路小学校  阿智第二小学校 

 阿 智 村    浪 合 小 学 校  阿 智 中 学 校 

 安曇野市  穂高西小学校   明 北 小 学 校 

        明 南 小 学 校  堀 金 中 学 校 

 小 谷 村   小 谷 小 学 校   小 谷 中 学 校 

２ 学校防災アドバイザー活用事業 

 学校防災アドバイザーの派遣を希望する学校に対し

ては、学校内に留まらず、登下校中・休日の災害発生

時における対応や、連絡体制、児童生徒の引き渡し、

地域との連携、防災マップ作成見直し等に関する指

導・助言を行う。また、昨年度までの成果も踏まえ、

それぞれの学校の実情に応じた防災管理・防災教育の

あり方について検討する。         

（１）アドバイザー派遣対象校（32校） 

  小 諸 市  東 小 学 校  小諸東中学校 

川 上 村  川上第一小学校  川上第二小学校 

立 科 町  立 科 中 学 校   

東 御 市  田 中 小 学 校   祢 津 小 学 校 

               和 小 学 校  

  飯 島 町    飯 島 小 学 校   七久保小学校 

 飯 田 市  上 郷 小 学 校   

泰 阜 村    泰 阜 小 学 校   泰 阜 中 学 校  

 松 本 市  岡 田 小 学 校   本 郷 小 学 校  

塩 尻 市    楢 川 中 学 校      

安曇野市  穂高東中学校      

松 川 村    松 川 中 学 校      

塩尻市辰野町中学校組合  両小野中学校   

 長 野 市    古 里 小 学 校   信 里 小 学 校  

               西 部 中 学 校   戸 隠 中 学 校  

  大 町 市    八 坂 小 学 校   美麻小中学校  

               大町東小学校    大町西小学校  

               大町南小学校   大町北小学校  

           八 坂 中 学 校   大町第一中学校  

               仁科台中学校     

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

長 野 県 
 長野県教育委員会 

 長野県長野市南長野幅下692-2 

 ０２６－２３５－７４４４ 

県人口：2, 087,534人（児童生徒数：247,162人） 

市町村数：77   （平成28年4月1日現在） 

学校数：幼稚園100園  小学校374校 

    中学校197校  義務教育学校１校 

高等学校124校 特別支援学校20校 

    中等教育学校１校 

主な災害 ○平成18年７月  豪雨災害 

     ○平成23年３月  長野県北部地震 

  ○平成26年２月  豪雪災害 

  ○平成26年７月  南木曽町土石流 

  ○平成26年９月  御嶽山噴火 

  ○平成26年11月 神城断層地震 

 

長野県は、地質的には非常に複雑化しており、

糸魚川－静岡構造線，中央構造線の２つが，本県

の地質分布を特徴づけている。火山帯に加え，信

濃川，姫川両地震帯が存在するとともに，数多く

の活断層が密集する地域が存在することから，こ

れらを中心に地震の発生が予想されている。 

 また、諏訪地域以南 25 市町村が東海地震に

備え、地震防災対策強化地域指定されている。 

 本事業においては、県内４地区の17市町村（学

校組合）43校を対象校として指定し、事業を実施

した。 
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（２）学校防災アドバイザー 

  信州大学教育学部 教 授   榊 原  保 志  

  信州大学教育学部 教 授   廣 内  大 助   

  奈良女子大学文学部 准教授  西村 雄一郎  

  長野地方気象台 次 長  三 崎   保  

    特定非営利活動法人 

   ドゥチュウブ   副理事長   古 瀬  勇 一  

３ 事業実施概要 

 ８月～９月  緊急地震速報受信システム設置 

 ７月～２月    学校防災アドバイザー派遣・活用 

 （業務内容） 

 ・緊急地震速報受信システムを利用した避難訓練 

  の視察及び指導 

 ・学校の立地条件，建物，避難経路等の確認 

 ・学校内外の視察、安全点検 

 ・緊急時の職員分担の確認及び指導助言 

 ・学校防災計画及び危機管理マニュアルについて 

  （点検及び指導助言） 

 ・学校防災体制の見直しについての指導助言 

４ 取組における成果 

（１）保護者（家庭）との連携【防災教育】 

① 参観日の際に全校で防災に関わる学習を実施

したことで、親子で日常の中の危険に気づいたり、

緊急時の行動について考えたりすることができ

た。さらに、親子で通学路の安全確認をしたり授

業参観の時間に防災学習を行ったりしたことで、

保護者の防災への意識も高めることができた。同

時に引渡訓練も実施した。 
② 電子地図の防災マップや行動マップを家庭や

地域に紹介し、印刷して家庭に配布することで危

険個所の確認や避難行動の話し合いに活用した

り、学校と家庭が防災情報を共有できたことで、

保護者の防災意識を高めるとともに、防災教育へ

の理解にもつながった。 

（２）地域との連携【防災管理】 

① 町の防災部局、防災機関及び町内の小中学校と

話し合いをもつことで、地域や町全体と連携した

防災訓練実施の検討が進んだ。町の防災計画と学

校防災計画（危機管理マニュアル等）の整合を図

ることができた。 

② 区長会長をはじめ地域の方、子どもプラザ施設

長、消防団（駐在所）長に積極的に参加いただき、

地域防災と学校防災の融合を図ることができた。 

（３）実践的防災訓練 

① 防災アドバイザーを活用し、指導、助言を受け

たことで、職員の防災に対する意識が高まり、ど

う考え、どう動くかなどより実践的な防災教育、

防災避難訓練を行うことができた。 

② 教職員不在時、児童・生徒だけの時間帯（休み

時間、清掃時間等）に避難訓練を実施することで、

児童・生徒が自ら判断し、避難行動がとれる力の

育成の一環として有効であった。 

③ 予告なしのシェイクアウト訓練（ショート訓

練）を繰り返し実施し、その都度、状況判断と対

応について振り返らせることで、確実に意識が高

まり、適切な退避行動がとれるようになってきた。 

④ 実践的な避難訓練（防災管理、防災教育）の成

果が、実際に発生した地震（Ｍ4.4）の際に、誰

一人叫び声をあげることなく、速やかに退避行動

をとることができるなどの形であらわれ、確認す

ることができた。 

⑤ 防災アドバイザーの指導を通して、職員全体で

危機管理マニュアルの見直し等を行うことで、危

険個所、安全な場所の提示、安全点検の方法、さ

らには防災教育カリキュラムの見直しの必要性

について職員間で積極的な話し合いが行われ、防

災意識の醸成を図ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の課題 

（１）新たな課題 

① 長野県は海がないため、県をはじめ各学校の危

機管理マニュアルの中で、津波に関する初動対応

等が明記されていない。臨海学校（修学旅行）を

実施している学校が多いこと、あるいは将来、臨

海地域で生活するかもしれない子どもたちのこ

とを考えると、津波への対応も含めた防災教育、  
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指導は欠かせないこととして、危機管理マニュア

ル等の見直しが必要である。 

② 地震、火災に対しての防災訓練以外で、地域の

実情に応じて水害、土石流災害も想定して防災管

理・防災教育を進める必要がある。 

（２）他校間の連携 

① 地域の防災機関を通じて、近隣の小中学校・保

育園等とも連携を図り、合同の引渡訓練の実施や

一次避難場所、二次避難場所の確認等を検討して

いくとともに、ＰＴＡとの連携も図っていく必要

がある。 

（３）その他 

① 学校において防災に関する学習を親子で行う

ことで、防災教育への理解と防災意識の高揚を図

っていく必要がある。 

② 予告なしの「抜き打ち訓練」に留まらず、様々

な状況を想定して、想定を一つずつ増やしながら

避難訓練を計画・実践していくことが考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 避難所の運営やそれに係る資材や食料等の備

蓄や利用等について町とさらに綿密な連携を図

る。 

④ 電子地図の全戸配布に留まらず、来年度は紙面

の発行と紹介、さらに本事業の最終年となるため、

これまでの５年間の活動データを集約しｅコミ

マップ等を今後どう引き継いで活用していくか

を検討していく。 

⑤ 被災地（東北）訪問学習を４年間継続実施して

いるが、その学習を今後、防災教育を進める上で

どう生かしていくか、教育カリキュラムを構築し

ていく。 

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 中学校における自転車通学の概況 

１ 自転車通学の現状と過去の主な交通事故                                     

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 推進委員会 

  期 日：平成28年８月９日 

  構成員：長野市教育委員会学校教育課 

       指導主事  徳武 真弓 

      長野市立三陽中学校 

       教 諭   楠  直樹 

      長野市立若穂中学校 

       教 頭   成田 顕宏 

      長野県交通安全教育支援センター 

       主任指導員 原   愛 

       主任指導員 内堀 由美 

      長野県教育委員会保健厚生課 

       課長補佐  小林 昌史 

       指導主事  堀内 雅司 

 

Ⅲ アドバイザー派遣対象校（２校） 

  長野市立三陽中学校 

  長野市立若穂中学校 

 

Ⅳ 取組の概要（長野市立三陽中学校の取組） 

１ 取組の主体  長野市立三陽中学校３年６組 

２ 交通安全アドバイザー  

長野県交通安全教育支援センター指導員 ２名 

３ 実施時間  総合的な学習時の時間ほか 

４ 目的  

  ３年前、三陽中学校２年生の自転車運転中に被害

に遭った交通死亡事故の教訓を風化させないとい

うねらいと、学校の交通安全意識の高揚を図るため

に実施する。 

 

 

自転車通学の概況【平成28年５月１日現在】 
 市町村（学校組合）立の中学校 186 校（58,290
人）のうち、自転車通学を許可している学校が106
校（9,733人）である。 
登下校中における自転車交通死亡事故 
 ○平成25年８月７日 中学２年女子 
  国道の交差点で大型トラックにはねられ死亡 
  ヘルメット着用、青信号横断中の事故 
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５ 実施内容 

（１）４月～９月（グループ毎調査活動） 

   【調査グループ】 

  ○道路標識について 

  ○学区内の危険個所マップづくり 

  ○交通事故事例について 

  ○全校アンケートによる意識調査 

  ○交通安全教室を開くには 

※ 上記調査をＰＤＣＡサイクルに基づき行った。 

  Ｐ（活動計画を立てる） 

  Ｄ（計画に従って調査活動を行う） 

  Ｃ（調査で分かったことをまとめ、クラス内で発

表。他者から今後の活動に関するアドバイス

をもらう） 

  Ａ（アドバイスをもとに次の計画を立てる） 

（２）クラス発表 

※ 発表後、アドバイザーから助言をもらった。 

さらに調査活動を行い、文化祭での発表に向けて準 

備を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）10月～12月（発信に向けて） 

９月末、文化祭で調査活動の展示発表を行った。 

※ 次の段階として、これまでの活動をどう発信して 

いくかを検討し、以下の４つの方法を決めた。 

  Ａ 小学校で交通安全教室を行う 

  Ｂ 交通安全に関するビラを作り、地域の方に配

付する 

  Ｃ チラシ入りのポケットティッシュを作り、地

域の方に配付する 

  Ｄ 交通安全ポスターを作り、学区内の店舗に掲

示してもらう 

※ 今回もＰＤＣＡサイクルに則り活動を進めた。 

  

（４）中間発表 

※ １回目と同様にアドバイザーから指導・助言を受

けた。 

その後、準備を進め各グループで発信活動を行った。 

（５）学区内の小学校で３年生対象の「交通安全教室」

を実施 

（６）３年前の事故現場でチラシとポケットティッシ

ュの配布活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）学区内７店舗にポスターの掲示依頼 

※ その後も依頼を継続し、学区内３０店舗の協力が 

得られた。 

 

Ⅴ 取組における成果と課題 

学習を進めるに従い生徒の意識も高まり、「自分の

交通安全に対する意識が変わった」「もっと多くの人に

交通安全の大切さを伝えたい」「せっかくここまでやっ

てきたのだから、中学校に交通安全の伝統を残したい」

という声が聞かれるようになってきた。 

二学期末、自分たちの活動を「広げる」「残す」こ

とを考えた生徒たちは、「全校生徒への反射材配布」や

「校内各所へのポスター、チラシの掲示」、２年生への

「西尾張部交差点での交通安全声がけ運動参加の呼び

かけ」を行った。自分たちが取組んで高めてきた「交

通安全の意識」を全校にどう伝え、残していくのかを

３学期に考えていきたい。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数） 

岐阜地区、小・１５校、中・８校、特支・２校 

西濃地区、小・１０校、中・３校、特支・１校 

美濃地区、小・４校、中・１校 

可茂地区、小・４校 

東濃地区、小・６校、中・２校、高・２校、特支２校 

飛騨地区、小・４校、中・３校、特支・１校 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

 地域の実情に応じて想定される災害に対する安全教

育を推進するため、「命を守る訓練」、「ＤＩＧ（災害図

上訓練）」、「ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）」、「校内安全

点検」の４つの項目で講師を派遣し、安全教育手法の

開発を行った。 

 

（１）「命を守る訓練」の指導・助言 

 【本県目標値】 

・平成３０年度までに、全ての学校で「命を守る訓

練」を年間３回以上実施する。 

 ＜命を守る訓練（年間３回以上）実施率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

岐 阜 県 

 教育委員会等名：岐阜県教育委員会 

 住  所：岐阜県岐阜市薮田南２丁目１番１号 

 電  話：０５８－２７２－８８５３ 

○人口：約２０２万人 
（うち児童・生徒数：約２３万３千人） 

○市町村数：４２    
○学校数：幼稚園８１園  小学校３７１校 
     中学校１８１校 高等学校８４校 
     特別支援学校２１校 
○主な災害 
【地震災害】 
● 昭和５９年 長野県西部地震 

【風水害（洪水・冠水・土砂災害）】 
● 平成１２年 ９月 恵南豪雨災害 
● 平成１６年 １０月台風２３号災害 
● 平成２２年 ７．１５豪雨災害 

【雪害】 
● 昭和５６年 豪雪 

【火山災害】 
● 昭和３７年 焼岳噴火 
● 平成２６年 御嶽山噴火 

□東南海地震（海溝型地震） 
 ・南海トラフ（海溝）では、1854 年以来巨大
地震がなく、「いつ起きてもおかしくない」と
言われている。 

□内陸直下型地震 
 ・1891年濃尾地震等の地震災害が起きている。 
□風水害 
 ・過去に台風等による浸水害が起きている。 
□土砂災害 
・過去に集中豪雨等による土砂災害が起きて 
いる。 

□雪害 
・過去に奥美濃や飛騨地域では豪雪災害が起 
きている。 

□火山災害 
 ・県内には5つの火山が存在している。 

本県の面積は全国で７番目に広い。北部の飛騨 
地方の大部分は山地であり、標高3,000m級の山岳
地帯もある。一方、南部の美濃地方は、愛知県の
伊勢湾沿岸から続く濃尾平野が広がり、低地面積
が広い。特に南西部の木曽三川合流域は、 
海抜０ｍ以下の場所もある。そのため、本県で想 
定される災害は地域によって多様である。 
 そこで、岐阜県内６地区全てを対象として事業 
を実施した。 
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 グラフに示すとおり、ここ数年で年間３回以上の実

施率はほぼ１００％となってきた。 

そこで、今年度はより実践的な訓練内容となるよう

に内容面の改善を図った。具体的には、想定する災害

に応じた避難訓練や、

様々な時間帯、状況下

での災害発生を想定し

た避難訓練ができるよ

う、事前に講師と十分

計画を練った上で、訓

練を実施した。 

 

（２）ＤＩＧ（災害図上訓練）の実施・指導 

 自分の命を守るた

めには、過去の災害

を知ることと、身の

回りに潜んでいる危

険を知り、被災した

際の被害を想定する

ことがまず必要であ

る。そして、その上で発災時どのような行動をとると

よいのか学ぶため、通学路を中心とした地図を使って

ＤＩＧを実施した。 

 

（３）ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）の実施・指導 

 過去の事例を見る

と、被災した際、避

難所の開設から運営

まで、教職員が支援

にあたるケースが多

い。 

そこで、避難所を

開設する際、どのような対応が必要か考えることで、

事前に行政の関係部署や地域の自治会等と決めておく

とよいことを明確にできるようにした。  

 

（４）「校内安全点検」の実施・指導 

 発災時に子ども

たちの命を守るた

めには、「落ちてこ

ない、倒れてこな

い、移動してこな

い」環境づくりが

大切である。教室、廊下、体育館、避難経路等が本

当に安全であるか、講師と一緒に教職員が校内を点

検し、危険箇所の洗い出しと具体的な改善案につい

て指導・助言を行った。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 （○成果、●課題） 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）「命を守る訓練」について 

○机の下にもぐったら机の脚の低い部分を対角に

もつことなど、シェイクアウトの適切な方法を学

ぶことができた。 

 ○地域の過去の災害やハザードマップから、学校の

地域性を知り、どのような災害が想定されるか知

ることができた。 

 ○水平避難だけでなく、浸水害や土砂災害を想定し 

た垂直避難の訓練も行うことができた。 

 ○校内放送が使えない、通常の避難経路が使えない、

教職員が近くにいない等、様々な条件設定のもと

訓練を実施するなど、より実践的な訓練が増えた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●土砂災害や浸水害を想定しているにも関わらず、

地震と火災の避難訓練のみを実施している学校

が依然としてある。想定される災害については必

ず避難訓練を行うように引き続き指導していく。 
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（２）「ＤＩＧ」（災害図上訓練）について 

○「ＤＩＧ」を行う前には、被災地の映像から、ど

こにどんな危険が潜んでいるのか知り、自分の利

用している通学路を中心に危険箇所を見つける

「目利き」の方法を学ぶことができた。 

○４、５人グループによる学校周辺の地図を用いた

一般的な「ＤＩＧ」に加え、一人ひとりが自分の

通学路地図を作成して行う「パーソナルＤＩＧ」

という新しい手法を用いて実施することができ

た。生徒たちは様々な状況を想定し、どのような

行動をとればよいのか主体的に判断をして取り

組むことができた。 

＜一般的なＤＩＧ＞ 

＜パーソナルＤＩＧ＞ 

 

＜パーソナルＤＩＧの進め方＞ 

①被災地の映像から危険箇所について知る。 

②白紙（Ａ４）に自宅から学校までの略地図を書く。 

③①を参考にして地図に危険箇所を赤で書き加え

る。 

④通学路付近の頑丈な建物や公園など、避難可能な

場所を青色で書き加える。 

⑤同じ方向から通う生徒とお互いの地図を見合い、

さらに加えるとよいことを考える。 

 

●「パーソナルＤＩＧ」は、短時間で行うことがで

きるメリットがあるが、略地図を作成しながら進

めていくため、発達段階に配慮が必要である。   

（３）「ＨＵＧ」（避難所運営ゲーム）について 

○ゲーム後に、避難所運営の支援を経験した講師か

ら、避難所運営がうまくいったケースとうまくい

かなかったケースを聞き、事前準備では何が大切

か明確にすることができた。 

○中学生を対象に行った研修では、中学生としてで 

きることはないかという視点で話し合うことを通 

し、共助の精神を養うことができた。 

 

（４）「校内安全点検」について 

○普段学校で行っている定期の安全点検では気が 

付かなかった危険箇所を見つけることができた。

さらに、指導のあった視点を毎月の安全点検の項

目に加え、継続的な見届けができるようになった。 

●危険箇所の改善については、学校でできること

と、行政が行うべきことがある。両者が連携し、

安全な環境づくりを進めていく必要がある。 

 

（５）その他（防災教育全般について） 

 ○（１）～（４）の分野で講師派遣を行った際、各

校の防災教育についての助言・指導も行ったこと

により、ＤＩＧの実施やハザードマップの作成を

する学校が昨年度よりも増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●本県は、津波浸水区域に該当する地域はない。ま

た、５つの活火山があるが、火山噴火の影響が考

えられる学校は少ない。そのため、津波や火山噴

火について防災教育を進めている学校は少ない。

しかし、今後、宿泊研修や家族旅行等で訪れたり、

将来そのような地域で暮らすことになったりする

可能性も考え、どの学校でも津波、火山噴火に係

る防災教育を行う必要がある。 

 ●防災訓練や防災教育が効果的に行われるよう、学

校安全計画に位置付け、計画に基づいて実施し、

その後、改善していくといったＰＤＣＡサイクル

を確立していく。 

（件）
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数） 

岐阜地区、小・１校、中・１校 

  

Ⅱ 取組の概要 

１ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）通学路安全対策アドバイザーの派遣（派遣回数 

２回） 

・職員、ＰＴＡ、見守り隊と合同で点検を実施し、 

交通安全、防犯の視点から、危険箇所の洗い出し

を行った。 

・生徒の実践的な態度を育むための安全指導の方法

について指導を受け、交通安全教育に生かした。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 成果  

○交通安全だけでなく、防犯の視点も加えるなど、 

 多面的な視野から点検したことで、新たな危険箇 

所を見つけることができた。 

○通学路安全点検や交通安全教育の推進により、県

への事故報告数は大きく減少した。 

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

報告数(件) ２４５ １８９ １４１ 

 ※報告数のうち、小学生の事故報告数が占める割合   

  は、平成２６、２７年度と約３０～３５％であっ 

たが、平成２８年度は約２１％と減少した。 

２ 課題 

 ●児童生徒といっしょに安全点検を行い、子ども目 

線からの危険箇所の洗い出しができるようにす 

る。 

●防災の視点からも通学路点検を行っていく。 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数） 

岐阜地区、小・６校、中・１校 西濃地区、小・７校、

中・２校 美濃地区、小・４校 可茂地区、小・１校

東濃地区、小・５校、中・３校、特支・１校                                                                  

飛騨地区、小・１校 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）学校防犯アドバイザーの派遣（派遣回数３１回） 

 ・不審者対応訓練、連れ去り防止訓練等を実施する

際は、岐阜県警察本部を通じ、所轄の警察署の生

活安全課から指導を受けた。さらに指導事項を各

校のマニュアルの改善に活かした。 

 ・子ども１１０番の家、地域の見守り隊、警察との

連携の仕方について指導を受けた。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果  

○子ども１１０番の家、 

警察の協力により、実 

際に子ども１１０番の 

家に助けを求め、犯人 

等の情報を伝える訓練 

を実施するなど、より実践的な訓練へと改善し、   

児童の危険回避の力を高めることができた。   

 ○学校と所轄の警察との連携体制が整ったことか 

ら、学校が警察に直接相談し、防犯訓練や防犯教 

室が実施できるようになってきた。                                                                                                                             

２ 課題 

●学校での防犯訓練に地域の安全ボランティアの

方にも参加していただくことで、より連携を密に

していく。 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
（１）事故報告 
・平成２７年度…１３０件 
・平成２８年度…１４５件 
（２）重大事故 
・平成２３年度 死亡事故２件 
 ①体育で長距離走を実施中、突然倒れた。 
 ②部活動の遠征先で練習試合を実施中、突然倒 

れた。 
 

○小学生の交通事故報告件数（登下校時の事故） 
・平成２７年度…６４件（５件） 
・平成２８年度…３０件（９件） 
○登下校中の主な交通事故（平成２８年度） 
・反対車線の自動車が停車してくれたので道路 
 を横断しようとしたところ、手前の車線を走っ

てきたトラックにはねられた。鎖骨骨折 
・堤防道路で集団登校をしていた列に自動車が突

っ込み、児童を次々にはねた。頭部打撲等 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 
○ 面積・人口等 

東西 南北 面積 人口 

160km 120km 7,777k㎡ 370万人 

○ 市町数：35（23市・12町） 

○ 学校数 
幼稚園 小学校 中学校 高校 特別支援 

448 514 295 138 23 

○ 主な災害 

・平成23年 静岡県東部地震 

・平成21年 駿河湾沖地震 

  
２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 
 本県の南側には、駿河湾から遠州灘の海域に海

洋プレートの境界をなす駿河湾トラフや南海ト

ラフが存在する。静岡県第４次地震被害想定では

、県内のほとんどの市町で震度６強以上、11万人

超の人的被害が想定されている。 
 特に、沿岸市町においては津波の早期到達が予

想され、迅速な避難が求められる。 
 以上の理由から、沿岸に位置する焼津市をモデ

ル地域として選定した。 
（焼津市：小学校１校、中学校９校） 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 
（１）緊急地震速報活用事業 

 ア 対 象 

小学校 中学校 

焼津市立 

西小 焼津中 

大村中 

豊田中 

小川中 

東益津中 

大富中 

和田中 

港中 

大井川中 

  

  

イ 目 的 

   緊急地震速報受信システムを活用した避難

訓練等を実施することにより、在校時におけ

る児童生徒の安全を確保するとともに、予期

せぬ災害から主体的に自らの命を守る積極的

な態度を身に付けた児童生徒の育成を図る。  

 
２ 災害ボランティア活動の推進・支援事業 
 （１）高校生被災地訪問研修 

ア 目 的 
   東日本大震災の被災地の視察や体験活動を

行うことにより、高校生に地震や津波等から

自らの命を守るために必要な知識を改めて考

えさせ、生命の尊重や助け合い及びボランテ

ィア精神等「共生」の心を養わせるとともに、

学校や地域の防災リーダーとしての活躍が期

待できる人物の育成を図る。 
  
イ 活動内容 

（参加者） 

 静岡県内高校生 34人 

（活動内容） 

 ・事前研修（講義／過去の参加者による講話

／グループワーク） 

 ・陸前高田市復興状況視察／大槌高校訪問／

大槌保育園訪問／大槌町仮設住宅訪問／大

槌町役場跡地視察／大槌漁業協同組合での

ボランティア 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 緊急地震速報活用事業 

平成27年度で静岡県第４次地震被害想定にお

ける浸水域内に立地する全ての県立学校に対す

る設置を完了した。今年度は沿岸に立地する小中

学校の児童生徒に対しても緊急地震速報の報知

音を活用した訓練を重ねることで、指示を待たず

に主体的に避難行動をとることができる児童生

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

静岡県 
 

教育委員会等名：静岡県教育委員会 

住  所：静岡県静岡市葵区追手町９番６号 

電  話：０５４－２２１－３６７７ 
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徒の育成に繋がった。 

今後も繰り返し訓練を実施することで、緊急地

震速報への理解をより深めていく。 

 

２ 高校生被災地訪問研修 

 以前本研修に参加したことのある大学生による

経験談を事前に聞く機会を設けたり、テーマを設

定して臨んだりすることで、生徒が主体的に学ぶ

意識を醸成した。 

研修を通じて「将来は人の役に立つ仕事に就き

たい」と希望する生徒もいた。活動内容は静岡県

防災教育推進委員会での発表や各学校での報告会

実施等、自らの経験を伝える機会を設け、同世代

の高校生に広く発信した。 

 東日本大震災から年数が経過し、変わっていく

被災地のニーズを捉え、活動内容を見直しながら

継続していく必要がある。 

 

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

 １ 過去の主な交通事故 

○ 通学路の特徴 
《下田市》中心部においては、３本の国道が交差

しており、日常的に交通量も多く、海水浴シーズ

ンをはじめとした行楽シーズンにおいては、市内

各地で交通渋滞が発生している。一方、中心部を

離れると、幅員が狭く、歩道整備も不十分な箇所

や見通しの悪い道路も多い。 
《裾野市》南北の方向に高速道路や国道等の主要

道路が発達している。市内には大きな工場があ

り、通勤の際に利用する細かな道の交通量も多

い。また、細い道路が多く、歩道等の道路整備が

遅れている。 
 

○ 登下校中における主な交通事故 
《下田市》数年来重大な事故は発生していない。 
《裾野市》横断歩道を渡っている際に、自動車や

自転車にはねられたり、歩道を通っている際に、

傘やカバン等が自動車に接触する事故が発生し

ている。 
 （下田市：小学校１校、裾野市：小学校１校） 

Ⅱ 取組の概要 

 １ 交通安全教育手法の開発・普及 

  (1) 下田市 

   アドバイザーと連携して、児童の交通安全

教育の指導現場を通じて、外部からの視点を

元に児童に対する交通安全意識の推進と通学

路の安全対策について協議検討する。また、

アドバイザーの指導により、学校で利用でき

る指導計画を作成し、授業教材としての児童

の交通安全教室の教材を提案する。 

  〈モデル校〉 

   ・下田市立大賀茂小学校 

  (2) 裾野市 

   交通安全リーダーと語る会（県既存事業）

にアドバイザーを派遣し、高学年児童を対象

とした講話等による交通安全教育をおこなっ

た。また、アドバイザーの指導により、児童

自らが自分の命を守るための危険予測訓練等

を実施する。 
  〈モデル校〉 
   ・裾野市立西小学校 
 ２ 交通安全を確保するための体制の構築と通

学路交通安全プログラムに基づく合同点検等

の実施 

（１）取組のポイント 

《下田市》通学路の現状把握と、危険箇所点検

を通じた課題検討、通学路に関する交通安全指

導方法の検討等を行うため、連絡協議会を設置

した。 

《裾野市》連絡協議会を設置し、通学路の現状

把握と危険箇所点検を通じた課題検討、通学路

に関する交通安全指導方法の検討等を行う。ま

た、アドバイザーと連携して、学校関係者や地

域住民、道路管理者、警察等を交えて危険箇所

の点検を実施する。 

 

 

 

 

（左上）陸前高田市の嵩上げ 

     工事中の現場 

（左下）旧大槌町役場 

（右下）大槌高校生徒との交流 
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（２）推進委員会 

ア 構成員 

・東北工業大学教授     小川和久 

・埼玉大学大学院教授    久保田尚 

・常葉大学准教授      木宮敬信 

・國學院大學教授      村上佳司 

・下 田 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 課 長 峯岸 勉 

・裾 野 教 育 委 員 会 学 校 教 育 課 長 朝倉和也 

・県警察本部交通企画課長  出雲信久 

・県警察本部交通規制課長  小川敏行 

・県交通基盤部道路整備課長 原 広司 

・県くらし・環境部くらし交通安全課長 大村和寿 

・県交通安全協会講習部長兼事業部長 内山浩行 

・県 教 育 委 員 会 健 康 体 育 課 長 福永秀樹 

 

イ 取組事例 

・通学路安全対策アドバイザーの配置等の検

討 

・県における実践的安全教育総合支援事業の

とりまとめ 

 

 （３）連絡協議会 

(1) 下田市 

   ア 構成員 

・通学路安全対策アドバイザー 小川和久 

    ・通学路安全対策アドバイザー 久保田尚 

    ・通学路安全対策アドバイザー 木宮敬信 

    ・通学路安全対策アドバイザー 村上佳司 

    ・下田市立大賀茂小学校長  渡邉篤之 

    ・下田市教育委員会学校教育課長 峯岸 勉 

    ・下田警察署交通課交通係長 村田裕次郎 

    ・県 下 田 土 木 事 務 所 工 事 第 １ 課 長 小林 剛 

    ・県下田土木事務所企画検査課技師 山田紘子 

    ・下田市建設課技師     人見雄太郎 

    ・下田市地域防災課技師   土屋敏継 

    ・大賀茂小学校ＰＴＡ会長  若森千枝 

    ・大賀茂区長         外岡勝博 

   イ 取組事例 

    ・通学路の危険箇所の安全確保に向けた

対策の立案 

    ・危険箇所の対応状況の連絡調整 

 (2) 裾野市 

    ア 構成員 

    ・通学路安全対策アドバイザー 小川和久 

    ・通学路安全対策アドバイザー 久保田尚 

    ・通学路安全対策アドバイザー 木宮敬信 

    ・通学路安全対策アドバイザー 村上佳司 

    ・裾野市立西小学校長    冨田穣二 

    ・裾 野 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 課 長 朝倉和也 

    ・裾野警察署交通課長    髙田穣治 

    ・県 沼 津 土 木 事 務 所 工 事 第 １ 課 班 長 佐野暁義 

    ・県 沼 津 土 木 事 務 所 企 画 検 査 課 技 師 佐藤翔太 

    ・裾野市建設管理課技師   北澤肯也 

    ・裾野市危機管理課主幹   佐藤 仁 

    ・西小学校ＰＴＡ安全部長  吉野美知留 

    ・西地区長         西島隆彦 

    イ 取組事例 

    ・通学路の現状把握 

・通学路の交通安全指導方法の検討 
 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 取組の成果 
  《下田市》 

・アドバイザーの指導を通じて継続的に交通

安全教育を実施したことにより、児童に「

とまる、みる、たしかめる」の意識が浸透

し、児童の交通安全意識が飛躍的に高まっ

た。 
  ・児童の登下校時の行動において自発的な安

全行動がみられるようになった。 
  ・地域の関係機関が一堂に会することで、危

険箇所の問題点を共有するとともに、それ

ぞれの機関相互の取組や考え方等を協議・

理解することができ、連携を深めることが

できた。 
  ・関係機関の様々な視点からの助言により、

学校を取り巻く環境について共有を図り、

それぞれの立場から相互に対応できる安全

対策を実施することに結びついた。 
  ・警察による交通安全対策（横断歩道設置・

道路標示変更）が施され、児童の通学路の

安全確保、通過車両の速度抑制等が実施さ

れた。 
  ・アドバイザーの直接指導により、児童や教

職員、さらには保護者の意識が高まるとと

もに、教職員は交通安全教育の手法を学ぶ

ことができた。 
  ・高学年児童における身近な通学路の危険箇

所の把握・危険要因分析・対応策をグルー

プ・全体協議することで、より広く詳しく

通学路の危険を考えることができ、なおか

つ、交通安全リーダーとしての自覚を促し、
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低学年児童に対し的確に危険を伝達するこ

とができた。 
  ・アドバイザーの協力により、学校で使用で

きる指導教材を作成し、各学校（地域）に

対して、交通安全教室等の具体的教材とし

て提供することができた。 
  《裾野市》 
  ・交通安全リーダーと語る会の準備から中学

校への継続を意識して、年間を通した安全

教育に関するカリキュラムを計画すること

ができた。アドバイザーの指導を活かして、

今後の生活に活かしていこうという意識を

高めたり、下級生たちにも指導しようとい

う気持ちを持ったりする機会ができた。 
  ・継続して行われていた通学路の点検に際し

関係機関の様々な助言に、アドバイザーに

よる新たな複眼的な視点により、対応が難

しいと思われた箇所についても、より良い

方向性を見出すことができた。 
  ・アドバイザーの直接指導により、児童や教

職員の意識が高まるとともに、教職員は交

通安全教育の手法を深めることができた。 
 
 ２ 今後の課題 
  《下田市》 
  ・さらなる児童の自己判断能力の醸成 
  ・低学年と高学年をつなぐ中学生に対する交

通安全教育の推進及び学年遷移に伴う交通

安全教育の蓄積 
  ・他校（他地区）における通学路安全対策の

一層の普及 
  ・交通安全教室が慢性化しない工夫 
  ・通学路の状況変化に応じた対応とその指導 
  ・学校のみならず、ＰＴＡや地域住民を巻き

込んだ地域の交通安全マナーや資質の向上 
《裾野市》 
・今年度の取組を参考として、市内各小学校

の実情に合った、安全教育に関するカリキ

ュラムの充実 
・関係機関等との更なる連携体制の充実 
・児童の安全への意識の向上に向けて、下級

生への伝達、保護者や地域との連携の推進 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

（モデル地域名・校種毎の数：愛西市永和地区、小・

１校、中・１校、県立特別支援学校７校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）推進委員会の設置 

県教育委員会は、学校安全アドバイザーによる

指導・助言を得ながら、モデル地区の事業推進を

支援するとともに、関係機関の連携強化を図った。

また、成果発表会を開催することにより、事業成

果の普及と学校安全のさらなる充実に向けた啓発

に努めた。 

（２）推進委員会の構成（交通安全に関することも同

組織で実施） 

  大同大学工学部教授、名古屋大学減災連携研究

センター特任准教授、中京大学心理学部教授、   

国交省中部地方整備局河川環境課長、名古屋地

方気象台防災管理官、JICA 防災教育担当専門

家、校長会代表２名、保護者代表１名、県関係

部局４名、各モデル地区４名 
（３）推進委員会の開催 

 ・第１回（６月１０日） 
   県教委及び各モデル地区の事業計画を確認

するとともに、取組の方向性について意見交換

をし、共通理解を得た。 
・第２回（１２月１５日） 

   取組概要を発表する中で、事業成果を検証す

るとともに、今後の課題を確認した。 
（４）愛知県教育委員会の取組 

県立特別支援学校のモデル校７校に、校内放送

と連動させた緊急地震速報受信システムを設置し、

それを活用した避難訓練を行った。 

その際、県推進委員２名及び名古屋地方気象台

東海地震防災官を防災アドバイザーとして派遣し、

避難訓練の実際を振り返ることを通して、児童生

徒の実態を踏まえた安全確保の在り方等について

協議を深めた。 

＜アドバイザーの主な助言内容＞ 

・ 不測の事態に備えて様々な可能性を想定･検討

し、訓練形態を工夫しながら実施してほしい。課

題が浮き彫りになる訓練がよい訓練である。実践

を通して、改善を重ねていく構えが大切である。 

 ・ 管理職不在等の状況を考慮し、指示系統を明確

にしておいてほしい。職員の役割分担について、

カード化するなど普段から可視化を図っておくと

よい。 

 ・ 地盤の状況等、学校立地を踏まえ、地域特性に

応じた対策を講じてほしい。豪雨や落雷等による

気象災害を防ぐため、気象庁が提供している情報

を活用してもらいたい。 

（５）愛西市の取組 

   モデル地区（永和地区）内の小学校・中学校及

び地域が、相互に連携して防災教育及び避難訓練

等を展開した。 

県推進委員１名と先進実践地域の元校長を指

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

愛知県 

 教育委員会等名：愛知県教育委員会 

 住  所：愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 

 電  話：052-954-6829 

○人口：７５１万人 
（うち児童・生徒数：８３万７千人） 
○市町村数：５４ 
○学校数：小学校９７６校 中学校４４３校 

高等学校２２１校 特別支援学校３８校 
○主な災害 
● 昭和２０年 三河地震 
● 昭和３４年 伊勢湾台風 
● 平成１２年 東海豪雨 等 

本県は、日本のほぼ中央部に位置し、南北

94km、東西106km、北は木曽山脈、南は太平洋

に面している。南海トラフ巨大地震の被害想定で

は、最大震度７、最大津波高20ｍを超える地域を

有する。 
 本事業においては、低地対策を課題とした愛西

市、災害弱者が在籍する県立特別支援学校をモデ

ル地域（校）として指定し、事業を推進した。 
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導・助言者とし、地勢や地理的状況を理解させ、

災害発生時における適切な判断･行動力を身に付

けさせるのに有効な指導方法を探るとともに、日

頃の授業の中で防災意識の向上を図る教育手法の

開発に取り組んだ。 

ア 「防災意識調査」の実施（永和小・永和中） 
  児童生徒の防災意識に関する実態アンケート

を実施し、本事業推進の指標とした。 
イ 「防災講演会」の開催（永和小） 
 ・ ３、４年生を対象として「災害、いざという

ときどうする」をテーマに講演を行い、津波発

生のしくみや地震発生時に身を守る方法等を学

んだ。 
 ・ ５、６年生及び保護者を対象として「命を守

る、命を生かす、今、自分にできること」をテ

ーマに講演を行い、防災用品の備えや避難所生

活の在り方等について学んだ。 
ウ 防災標語の募集（永和小・永和中） 
  風水害や地震に対する防災意識の高揚を図る

こと、自他の命を守るために何が必要かを考えさ

せることを目的に取り組み、実践委員と事務局で

優秀作品を選考・顕彰した。 
エ ブラインド式避難訓練の実施（永和小・永和中） 
  事前の予告なく緊急地震速報を放送して避難

訓練を行い、事後の振り返りとして、適切な避難

行動の在り方について児童生徒同士で協議した。 
オ 防災新聞の作成（永和小） 
  防災関連施設の社会見学における取材内容を

新聞形式でまとめ、学習成果として公表した。 
カ 危険箇所マップの製作（永和小） 

  ５、６年生が、地域の災害特性や歴史を踏まえ、

地震や水害が発生した際にどう行動したらよい

かを考えながら地図作りに取り組んだ。 

  

 ２ 災害ボランティア体験活動の推進･支援 

（１）愛西市の取組 

  地域の次世代を担う防災人材育成を目指し、住民

との交流を図りながら災害時の疑似体験等に取り

組む中で、自分自身にできることや地域貢献の在り

方について児童生徒に考えさせた。 

ア 「防災教室」の実施（永和小） 
  ６年生を対象に、防災アドバイザーや市婦人会

の指導を受けながら防災頭巾等を製作した。 
イ 「避難所運営ゲーム」の実施（永和中） 
 １年生がＨＵＧに取り組む中で、避難所運営や

そこでの生活にどんな困難さがあるか、普段から

どのような備えをしておいたらよいか等、支援者

としての立場から考察することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 「防災学習」の実施（永和小） 

   ５年生が、市婦人会の協力の下、防災トイレの

製作に取り組み、災害時における排泄対応の重要

性について理解を深めた。 
 エ 災害対応カードゲームの実施（永和中） 
   名古屋地方気象台の調査官を講師として、２年

生がクロスロードゲームを行う中で、災害対応を

自らの問題として捉え、他と協調して課題解決に

あたることの大切さを学ぶことができた。 
 オ 「ぼうさい発表展示会」の開催（永和小） 
   巨大防災マップを活用したワークショップ、防

災カルタ、消防団とのホースリレー等の催しを実

施し、児童生徒と地域住民が交流を図りながら、

災害時に役立つ知識や技能を学んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

（１）愛知県教育委員会 

 ・ 各モデル校で実際場面を想定した避難訓練が実

施され、シェイクアウト行動や二次避難等、適切

な初期対応について学び合うことができた。 

 ・ 有事に備え、個々の障害程度に即した必要かつ

十分な支援の在り方を確認するとともに、児童生

徒自身のセルフケア能力向上につなげる機会とな

った。 

（２）愛西市 

 ・ 「危険箇所マップづくり」や「避難所運営ゲー

ム」は、実際に災害が発生した際のシミュレーシ

ョンとして、今後の防災・減災に取り組む上での
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参考とすることができた。 

 ・ 各モデル校において工夫した防災教育・避難訓

練が展開され、児童生徒等の防災意識を高めるこ

とができた。 

 ・ 「防災学習」や「ぼうさい発表展示会」等は、

地域の諸団体や住民も巻き込んでの活動となり、

広域防災の重要性を再認識することができた。ま

た、中学生が活動の中核を担い、「支える」立場

としての自覚を高めることにもつなげられた。 

・ 防災アドバイザーの指導・助言により、見通し

を持って事業推進ができ、事後においても市とし

ての課題を明確化することができた。 

・ 様々な具体的な取組を通して、市教委・防災担

当部局及び地域、関係機関相互の協働体制を構築

することができた。 

２ 今後の課題 

（１）愛知県教育委員会 

   防災マニュアルの見直しやさらなる整備、避難

経路や避難場所の再検討、登下校中や在宅時に発

災した時の安否確認方法、防災の視点における施

設・設備の改善等、取組の全体を通して浮き彫り

となった課題を一つ一つ解決していく必要がある。 

（２）愛西市教育委員会 

  ・ 児童生徒の実態を考慮した指導目標を設定し、

海抜０ｍ地帯という地域性に合った学習教材の開

発に努める。 

  ・ 地震発生時に適切な安全行動をとるための効果

的な教育手法についてさらに検討を進める。 

  ・ 本事業の取組を通して得られた成果や防災アド

バイザーからの指導・助言内容を市内全域に伝達・

周知する。 

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

  １ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：常滑市南陵中学校区、

小・３校、中・１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発･普及 

（１）常滑市教育委員会の取組 

ア  交通安全教室検討会議構成員 

   アドバイザー３名、学校４名、教育委員

会１名、大学生２名 

イ 検討会議の開催（計６回） 

    6／28、8／29、9／23、10／27、10／28、12／1

アドバイザーの助言を得ながら効果的な実施方 

法等を検討するとともに、成果と課題について協 

議した。 

ウ 交通安全教室の実施（西浦北小・２、３年生） 

・  児童が様々な交通場面における危険を理解し、

安全な歩行や自転車の利用ができることをねら

いとし、モデル校においてシミュレーターを活用

した交通安全教室を実施した。 

本年度は、自転車に乗り始めの時期にある２年

生に実施対象を広げ、交通安全クイズや生活道路

の映像資料を提示するなど、児童の関心を高める

工夫を加えながら取り組んだ。 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ 授業は、担任と講師のＴＴで行い、指導のポイ

ントとなる場面については、画像を載せたプリン

トを利用して児童相互に安全な通行の仕方を考

えさせるよう工夫した。事後アンケートにおいて

各児童の安全意識の確実な向上が認められ、具体

的な活動を通して、体験的に危険予測行動を習得

させることができた。 

○通学路の特徴 
 平成24年度の通学路緊急合同点検により、名古

屋市を除く県内の公立小学校、特別支援学校小学

部の通学路には、3,969 件の危険箇所が確認され

た。昨年度末現在、このうち約 96％については対

策が施されたが、学校安全ボランティア等の協力

による人的対応で補完せざるを得ない、根本的な

安全対策が難しい箇所もある。 

○登下校中における主な交通事故（Ｈ28年度） 
・ 徒歩で集団下校中、信号のない交差点の横断歩

道を走って渡ろうとしたところ、走行してきた

トラックにはねられた。 
・ 友人と二人で下校中、車が止まってくれたため

横断歩道を渡り始めたところ、反対車線を走行

してきた車にはねられた。 
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２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学路

交通安全プログラムに基づく合同点検等の実施 

（１）常滑市教育委員会の取組 

ア  通学路安全推進会議構成員 

   アドバイザー１名、学校８名、教育委員

会６名、道路管理者４名、警察署２名、 

区長１０名、保護者８名、地域代表４名 

イ 取組 

    ・推進会議 8／1、8／23、11／15 

・合同点検、現地調査 6月（4校）、7／5 

   南陵中学校区において通学路の合同点検を実施 

し、危険箇所及び対策困難箇所を集約した。その 

結果をもとに通学路安全推進会議で具体的な対策 

を検討・決定した。 

      ＜対策事例＞ 

・ 通学路合同点検で、自転車通学する生徒が、横

断歩道のない道路を渡るため危険であるとの指

摘があった。 

 ・ 第１回推進会議で、道路管理者による歩道橋撤

去の提案に対し、区長から同じ箇所に横断歩道の

設置が可能か質問されたが、警察からは困難であ

るとの回答があった。 

 ・ 関係小中学校間の調整やアドバイザーの助言に

より、歩道橋の撤去と横断歩道及び信号機の設置

で合意に至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 保護者や地域に説明して了承を得るとともに、

道路管理者･警察が各々予算化することで対策実

現の運びとなった。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

（１）愛知県教育委員会（防災の観点を含む） 

・ 各モデル地区で、それぞれの地域的な課題を見

据えた実践が行われた。これまでの事業実績を踏

まえ、危険予測･危機回避能力の育成を図る教育

手法の開発等、新たな視点を盛り込んだ発展的な

取組が推進できた。 

・ 推進委員会では、交通安全と防災の両分野にお

いて専門や立場の異なる各委員から相互横断的

な提案があり、充実した協議となった。 
・ 事業の具体的な取組を通じて、県及び市町村の

各自治体レベルで、教育委員会・学校と行政担当

部局及び専門機関の連携強化を実現することが

できた。 
・ 本事業に係る成果発表会を開催したことにより、

自らの命を守り抜こうと主体的に行動する態度

を育成する教育活動の在り方や関係機関と密接

に連携した安全管理体制の充実について広く周

知・啓発することができた。 
（２）常滑市教育委員会 

 ・ アドバイザーの専門的識見による助言等から、

適切な安全対策を講じることができた。また、第

２回会議で対策案に関する合意形成が図られた

箇所については、道路管理者が施工し、第３回会

議で結果を報告することができた。 

・ 自転車シミュレーターを活用した授業を通して、

道路に潜む危険や安全通行するために留意すべ

き事柄について児童が真剣に考えることができ

た。また、実際の生活道路に視点を当てたことで、

交通安全意識の高揚や実践的な態度も養うこと

にもつなげられた。 

・ 学校公開日に合わせて交通安全教室を実施した

ことにより、家庭との連携の必要性について、保

護者の理解を深めることができた。 

      ２ 今後の課題 

（１）愛知県教育委員会（防災の観点を含む） 
 ・ モデル校の実践を域内の学校に広め、市町村全

体で防災・交通安全教育に係る取組の充実が図ら

れるよう支援を継続する。 
 ・ 事業の成果を客観的に検証する具体的な手立て

を工夫するとともに、次年度以降、事業のモデル

的実施主体を県立学校にも拡大していく。 
（２）常滑市教育委員会 

・ 通学路の環境改善に係る予算措置を再検討する

とともに、他の中学校区の安全対策を計画的に推

進する。 
・ 疑似体験を通して学んだことを日常生活におけ

る実際の交通場面で生かせるよう、児童自身の危

険回避能力の伸長につながる有効な指導方法を

検討する。 
・ 学年の発達段階等を考慮し、系統的な交通安全

教育の計画づくりを進めていく必要がある。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）防災ノート活用映像作成 

ア 三重県 

防災ノートを活用した防災学習を実践的に取り

組んでいる学校をモデル校として、三重大学大学院

工学研究科川口淳准教授（以下、「川口先生」とい

う。）に指導助言を仰ぎながら、その授業風景の撮

影及び編集を行い、学校にとって防災ノートを活用

した防災学習の模範となる映像を開発した。 
（小学生（低学年）用、小学生（高学年）用、中

学生用、高校生用の４種類） 

   

（２）学校防災アドバイザー派遣・活用 

ア 三重県 
  川口先生に学校防災アドバイザーを依頼し、各

県立学校における防災計画、危機管理マニュアル、

避難計画、転倒落下移動防止対策等に関する点検

及び指導・助言、改善案の提言、三重県の防災教

材である防災ノートの活用方法、地域との合同の

防災訓練への指導・助言等を各学校の実情と課題

等を踏まえながら行った。 
（派遣校数３校、派遣回数３回） 
イ 鳥羽市 
  川口先生を学校防災アドバイザーに委嘱し、児

童生徒への防災教育を行った。（派遣校数３校、

派遣回数11回） 
ウ 御浜町 
  川口先生を学校防災アドバイザーに委嘱し、町

内各校の職員への防災講演会（研修会）及び児童

生徒への防災教育を行った。（派遣校数６校、派

遣回数８回） 
  

（３）総合安全教育プログラムの開発 
 ア 桑名市 

    小学校６年間で防災、交通安全、防犯といった

安全教育を小学校６年間計画的に実施できるよ

う、総合安全教育プログラムの開発を行った。 

３つの協力校で、安全教育アドバイザーの助言

を受けながら、宿題シートを活用し、２時間で行

える授業略案を作成し、安全マップづくりをとお

した授業を実施した。 

市内の小学校へ取り組んだ事業報告と平成 29

年度に向けた安全教育の可能性を話し合った。 

 

（４）緊急地震速報を活用した避難訓練 

ア 桑名市 
緊急地震速報受信機の設置とシステムを活用し

た初期対応及び津波からの避難を想定した総合的

な避難訓練を実施した。（小学校４校、中学校１校） 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

三重県 

 教育委員会等名：三重県教育委員会 

 住  所：三重県津市広明町１３番地 

 電  話：０５９－２２４－３３０１ 

○人口：181万人（うち児童・生徒数：21万人） 
○市町村数：２９ 
○学校数：幼稚園224園  小学校394校 
    中学校174校  高等学校78校 
    特別支援学校18校 
○主な災害 
● 平成１９年三重県中部を震源とする地震 
● 平成２３年台風１２号による豪雨  等 

本県は、南北約 170km、東西約 30～80km、

北中部には伊賀盆地、伊勢平野等の平地が広がる

一方、南部は山地が太平洋に迫りリアス式海岸を

なしている。南海トラフ巨大地震の被害想定で

は、県全域が強い揺れに見舞われると同時に、南

部を中心に深刻な津波被害が想定されている。 
 本事業においては、高い津波による被害が想定

されている桑名市・鳥羽市・御浜町、及び私立学

校であるセントヨゼフ女子学園高等学校、県教育

委員会事務局が事業を実施した。 

- 62 -



学校防災アドバイザーの専門的な助言を受けな

がら、長島北部小学校において地域住民と連携し

た避難訓練(初動訓練)を実施した。 
市内の小中学校へ取り組んだ事業報告と２９年

度に向けた避難訓練計画の見直しの提案を行った。 
イ 鳥羽市  
  高度利用・現地演算方式の、パソコン等の端末

を必要としない、独立型の液晶受信端末機である

緊急地震速報受信端末機を市内５校に設置した。

そして、これらを活用した避難訓練を実施した。 

   

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

ア 三重県 

県内中高生が宮城県の被災地を訪問し、被災地の

方々との交流や心のケア等を含めたボランティア

活動等を行った事業の成果を踏まえて、中高生が自

分の命を守り抜くことに加え、支援者となる視点から

安全で安心な社会づくりに貢献する知識や能力を

習得することができるよう、震災時の取るべき行動

や他者を助けることの大切さ、地域を担う防災人材

としての役割などを学校防災アドバイザーの四日

市大学総合政策学部鬼頭浩文教授（以下、「鬼頭先

生」という。）から指導・助言いただいた。（学校防

災アドバイザー派遣校３校、派遣回数３回）   

イ 桑名市 

東日本大震災により大きな被害を受けた陸前高

田市・釜石市に８月２３日から２６日にかけて中学

生１７名を派遣し、ボランティア活動・被災した地

元の方々との交流を行うことで、中学生としてでき

る支援者の視点を学び、安全で安心な社会づくりに

貢献する意識を高めた。   
ウ セントヨゼフ女子学園高等学校 

 「カリタス釜石ボランティア」 
学校の建学の精神“愛と奉仕の精神”にもとづき、

８月１０日から１４日にかけて東日本大震災の被

災地（岩手県釜石市・下閉伊郡山田町）でボランテ

ィア活動を行った。 
現地の様子を実際に見、被災者の方々と交流する

ことで、「真の復興とは何か？」を考えた。 
  

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１） 防災ノート活用映像作成 

ア 三重県 

防災ノート活用映像を参考にして、各学校において

避難訓練前後の時間帯での防災ノートの活用方法や児

童生徒への効果的な指導方法等を学んでいただけるよ

うになったと考えられるが、教職員に対しこの映像の

存在の周知を図ることが必要である。 
 

（２）学校防災アドバイザー派遣・活用 

ア 三重県 
川口先生に派遣依頼があった各学校の課題や特性

に応じて、きめ細かな指導・助言等を得られて、学校

における防災教育・防災対策の充実が図られた。 
今後、アドバイザー派遣のさらなる活用に向けた周

知啓発とアドバイザーを活用した学校のフォローアッ

プが必要である。 
イ 鳥羽市 
避難所運営ゲーム（HUG）を活用した体験活動を

地域・教職員・生徒対象に実施し、学校防災アドバイ

ザーから指導助言をいただき、地域と一体となって防

災・減災意識を高めることができた。 
防災・減災学習を定期的なものとしていくことで、

地道に経験を積み重ねていくための教育が必要である。 

ウ 御浜町 

町内各校の立地条件の違いから「避難所運営の方

法」、「保護者参加による『親子高台避難訓練』の実施」

など、独自性を持って取り組むことができた。今後は

各校の独自性を地域の一つの課題としても考えていく

必要がある。そして、各学校の取組（児童生徒の活動

による発信）をより保護者や地域に発信することで、

保護者や地域と連携した取組に繋げていく必要がある。 
  
（３）総合安全教育プログラムの開発 
ア 桑名市 
保護者とともに宿題シートに取組み、授業で確認し

たことで、子どもが現場を知り意識することができた。 
限られた時間の中で宿題や教科と併せて取り組め

るプログラムを開発したが、実際に各学校で取り組め

るように発信する必要がある。 
 

（４）緊急地震速報を活用した避難訓練 

ア 桑名市 
市内半数以上の学校に緊急地震速報受信機を設置

することで、地震の揺れが到達する前からの行動につ

いて意識できる学校が増えた。 
地域住民等と連携した避難訓練を行い、緊急地震速

報の周知と多数いる体育館での初動訓練ができ、参加

者で共有できた。 
以前に設置された学校へも緊急地震速報受信機の

活用として、設置校を中心に、中学校区の連携や地域
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と連携した避難訓練が行えるように発信していく必要

がある。 
イ 鳥羽市 
緊急地震速報受信端末機を活用した避難訓練では、

臨場感あふれる訓練を実施することができるとともに、

学校関係者の意識を高めることにもつながった。 
避難所運営ゲームにおいて図上訓練を行うことは

できた。しかし実際の避難所運営体験を行うことがで

きるよう、ノウハウや道具の収集が必要である。 

 
２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

ア 三重県 

鬼頭先生の指導・助言を受けた生徒は、被災地支援

に関心を高めるとともに、地元三重での災害時に自分

ができることについて考えられるようになった。 
また、２月１８日には、今年度ボランティア活動を

実施した団体による「東北ボランティア活動合同成果

報告会」を開催できたことは、将来地域防災を担う中

高生の力強いメッセージが伝わった。 
参加者が、この取組の成果を地域で実践していただ

くことが大切であると同時に、若い力である中高生が

地域に参画する機会を支援していく必要がある。   

イ 桑名市  

被災地の現状を実際に見て、震災を体験した方々か

らたくさんのお話を聞かせていただくことで、地震の

恐ろしさをより身近に感じることができた。そして、

今後、地域の防災リーダーとして、自分たちにはどん

なことができるだろうかという意識をもつことができ

る貴重な体験となった。 
参加した中学生のみならず、より多くの子どもたち

が今事業での学びを共有できるような発信の工夫が必

要である。 
ウ セントヨゼフ女子学園高等学校 
現地での防災学習から、“自分の命を自分で守る”

ことの大切さや、いざというときへの災害への備えを

学べた。 
活動後の全校集会でのプレゼンテーションにより、

ふだん見聞きすることのできない現地の情報を共有す

ることで、全校生徒の東北に対する関心を高めるきっ

かけになった。 
震災から５年が経過し、現地で求められるボランテ

ィアのニーズも変化してきている。その変化に対して

どのような活動ができるのか、検討していきたい。 
   

 

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）交通安全教室、安全マップづくり 

通学路安全対策アドバイザー等を学校に派遣し、児

童生徒が様々な交通場面における危険について理解し、

安全な歩行、自転車の利用ができるようにした。（小学

校９校、中学校１校） 

   

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のポイント 

小・中学校の通学路合同点検等に、通学路安全対策

アドバイザー等を派遣し、指導・助言等の支援や事後

の対応についての協議を行った。 
市町の通学路交通安全推進会議に通学路安全対策

アドバイザーを派遣し、児童生徒の安全な通学に対す

る指導助言を行った。 
 

（２）推進会議 

ア 四日市市 
  １月２６日、通学路安全対策アドバイザー、市

教育委員会事務局、市都市整備部、国土交通省中

部地方整備局、四日市建設事務所、四日市南・北・

西各警察署が出席して対策箇所の確認と未対策

箇所化についての検討を実施。 
イ 明和町 
  ２月１５日、通学路安全対策アドバイザー、町

教育委員会事務局、小中学校長、ＰＴA 代表、松

阪地区交通安全協会、松阪警察署、松阪建設事務

所、明和町役場まち整備課等が出席して点検箇所

の確認と対策について協議。 
   

○通学路の特徴 
  幹線道路を避けて設定されているため、歩車

分離された通学路は少ない。 
○登下校における主な交通事故 

平成２７年１２月、自転車で登校中の男子中

学生が、坂道を走行中に、民家の前にいた７０

歳代の男性と衝突する事故等。 
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Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）交通安全教室、安全マップづくり 

交通安全教室を中学校１校、小学校７校で実施し、

小学校における安全マップづくりを２校で実施した。

今後、より多くの学校に対して、交通安全教室等を実

施し、交通事故防止の啓発意識の醸成を図っていく。 
安全マップづくりは、危険箇所の点検とマップ作製

のため、まとまった時間が必要となり、小学校等にお

ける時間確保に係る工夫を検討していく。 
 
２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

通学路安全対策アドバイザーを学校等に派遣し、助

言等を行うことで、事故防止につながる対策の検討が

図られた。 

 登下校中、児童生徒の行動を観察し、交通ルール遵

守のための交通安全教育と交通安全の広報・啓発等が

課題である。 

   

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

事故防止アドバイザー等を学校に派遣し、日常的な

事故の防止対策などに対するチェック・助言を行った。 
県立高校を対象に有識者等を活用し、防犯教育を実

施した。（小学校７校、中学校１校、高校２校） 
           

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

県立学校を対象に学校周辺の通学経路の調査を行

うため、通学路安全対策アドバイザー等を派遣し、通

学経路の点検を行い、学校に対策等の助言を行った。

（高校１８校） 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

具体的な事例を踏まえた防犯教室を通じて、児童生

徒の防犯意識の向上につながった。 
講演によって、生徒が危険に遭遇する場所は、『入

りやすくて、見えにくい』場所であることが伝わり、

生徒たちも今までにない視点を持つことができた。 
事前に担任団が、講座内容についての研修を受けて

いたことにより、生徒に対するワークショップへの導

入がスムーズに行えた。生徒たちも熱心に取り組むこ

とができ、生徒、教職員ともに防犯意識を高めること

ができた。 

防犯教室を中学校１校、小学校７校で実施したが、

今後多くの学校において、危険を予測し、危険を回避

する能力の育成を図っていく必要がある。 
防犯教育（教職員セミナー、生徒対象ワークショッ

プ）においても、「いざ」というときに、学んだことを

躊躇なく行動に移せるか否かが課題であり、取組を定

期的に行う必要がある。 

 

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

学校に対し、通学路安全アドバイザー等から安全指

導に向けた助言等を行った。 
今年度実施した高校の危険箇所の対策は、今後も継

続的な取組みが必要であり、また、通学途中にある空

家や廃屋、その他対策が困難な民有地が関与する危険

箇所対策を進めるためには、関係機関との連携のほか、

地域の理解と協力を得ていくことが課題である。 
通学路安全対策アドバイザー等の助言をもとに学

校が、定期的な連絡体制や協力体制の構築を図ってい

くかが課題である。 
危険箇所の対策については、長期的な展望を含めた

安全対策の提案が求められるため、通学路安全対策ア

ドバイザー等が計画的かつ継続的な取組を行っていく

ことが必要である。 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
（１）重大事件 
    平成27年11月、中学校２年生女子生徒が、

朝、自宅を出た後、30代の男性に連れ去られ、

約1か月後に、県外で保護された誘拐事件等 
（２）不審者情報 

平成27年度中 498件 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（モデル地域：彦根市、近江八幡市、草津市、東近江

市 モデル校：高・１校、特支・２校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）様々な場面を想定した実践的な避難訓練 

      ア 緊急地震速報チャイム音を活用した避難訓練

を実施し、地震が到達するまでのわずかな時間

に命を守る行動をとることができるように、繰

り返しシミュレーションを行った。 

      イ 授業中だけでなく、休み時間や清掃時間、部活

動中など、様々な場面を想定した避難訓練を行

う。また、予告なし訓練を行うことにより、職

員一人一人が自分の命とともに子どもたちの命

を守り、避難できるよう訓練を行った。 

      ウ 保護者への引き渡し訓練  

   学校管理下における発災時に、児童生徒を保護

者へ確実に引き渡せるよう、学習参観日や学校

行事等を活用した保護者への引き渡し訓練を行

った。 

（２）防災教育をとおした「自助・共助」精神の育成 

ア 各教科をとおした防災教育 
  体育科（着衣水泳教室、ＡＥＤ講習等）、社会

科（消防署の見学をとおした防災学習、地域防

災安全マップの作成等）、理科（「雲と天気の変

化」「大地のしくみと変化」）等の学習の中に、

防災の視点を重んじた学びを展開した。 

  
イ 総合的なアプローチをとおした防災教育  
  総合的な学習の時間を中心に、主体的行動力・

社会貢献の精神の涵養を図る防災教育を展開し

た。 
   ○ゲストティーチャーを招聘した学習① 
    「命の大切さ ～阪神淡路大震災から～」 
     講師：滋賀地震防災市民ネット 

円山 忠昭 氏 
     ・学校で地震が起きたらどうしますか  
     ・部屋の配置をスケッチ 
   ○ゲストティーチャーを招聘した学習② 
    「今しなければならないこと 
              今 できること」  
     講師：NPO法人さくらネット  

河田 のどか 氏 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

滋賀県 

 教育委員会等名：滋賀県教育委員会 

 住  所：滋賀県大津市京町4丁目1番1号 

 電  話：０７７－５２８－４６１０ 

○人口：141万人（うち児童・生徒数：16万人） 

○市町村数：19    

○学校数：幼稚園155園  小学校226校 

     中学校107校  高等学校61校 

     特別支援学校16校 

○主な災害 

● 平成24年大津市南部集中豪雨 

● 平成26年運用後初の大雨特別警報 

本県は日本のほぼ中央にあり、まわりを山々に

囲まれ、中央に県の面積の約6分の1を占める日

本で一番大きな湖「びわ湖」がある。南海トラフ

巨大地震の被害想定では、震度６強の恐れがある

とされている。本事業においては、主体的な態度

の育成、特別な支援を要する児童の避難方法、ボ

ランティア意識の向上などを課題として４市と

県立特別支援学校３校をモデル地域、校とし、事

業を実施した。 
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     ・阪神淡路大震災について知ってみよう。 
     ・災害の時の様子を知ってみよう。 
     ・今からできることを考えてみよう。 

 
○防災「クロスロードゲーム」の活用 
・「下校中大きな地震が発生。近くの民家が崩れ、

住民が助けを求めています。」 
  ・「地震がありみんな運動場へ避難しましたが、

友だちが一人いません。」 
ウ 特別活動をとおした防災教育 
  避難訓練や学級指導を中心とした防災指導を

実施し、とっさに自分の命を守る行動をとれる

ように意識の高揚を図った。 
（３）学校防災教育アドバイザーの活用 

 ア 避難訓練実施時に消防署や防災担当部局などに

アドバイザーとして来ていただき、専門的見地

から指導をいただいた。 

 イ 大学教授や学識経験者、被災地教職員等を招き、

教職員研修を実施した。 

   ○滋賀大学教育学部 教授 藤岡達也氏 

   ○びわこ学院大学 教授  烏野 猛氏 

   ○ＮＰＯさくらネット   河田のどか氏 

   ○たかしま災害支援ネットワークなまず 

         松田京子氏  太田直子氏 

○熊本県上益城郡益城町立飯野小学校 

          校長  柴田 敏博氏 等  

         

    

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）モデル校で取り組んでいる環境学習を活かした

復興支援ボランティアの取組を行った。岩手県釜

石市へ出向き、高校生との交流を行った。また、

仮設団地の方との交流を行った。 

        

   

（２）ボランティアで学んだことを、全校生徒や保護

者へ発信し、「自助・共助」の精神を広げられる

ように取り組んだ。また、近隣の特別支援学校

でも発表し、地域防災の推進にも取り組んだ。 

    

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

 ・防災教育の教育手法・指導方法の開発をねらった

授業実践では、地方気象台や市危機管理室・市消

防本部の視察を受け、専門的な視点から指導・助

言を受けた。そのため、防災の視点を明確にした

授業を実施することができた。その結果、実践校

の教育課程の中に防災教育を位置づけることがで

きた。 

・モデル校の取組状況を、市内各校園や地域住民に

公開してきたため、学校を核とした地域連携体制

が構築でき、同時に市内各校園への広がりがみら

れ、市全体の取組が充実した。 

・実践校は地域の避難場所にも指定されているが、

避難場所運営について意識は低い。そこで、実際

の現場で災害活動に従事されている講師を招い

て講義を実施したことで、被災時や被災直後の児

童生徒の守り方や、身の回りの物資を使用した避

難所での過ごし方等について学ぶことができ、教

職員の資質、および危機管理意識の向上を図るこ

とができた。 

・災害時直後の様子や被災地の現状などを視察し、

児童により具体的に映像等で伝えることができ

た。児童は、知ることにより自分のこととして受
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けとめ、避難訓練に臨む姿がより実践的に変わっ

てきた。 

・視察や研修会を通じて、災害に対する備えが大切

であることや、減災という考え方について児童・

教職員ともあらためて理解を深め、今後の対応に

ついて検証することができた。 

・避難訓練や引き渡し訓練は、地域や家庭と連携し

ながら、実践形式で行うことができた。 

・烏野教授の講義からいろいろな観点での備えが必

要であることを全校職員が学ぶことができ、講義

を受ける前と受けた後では、職員の防災意識がか

なり変容した。いろいろなことを想定し、備えて

おかなければならないということ、災害時にはマ

ニュアルに基づいて行動しなければならない部

分と状況に応じて自分で考え、判断して行動しな

ければならない部分があることを学び、今年度２

回目の避難訓練や防災に関する対策（「非常持ち

出し袋」の活用や備蓄倉庫での保管、地域との連

携等）に反映させることにつながった。 

   

２ 課題 

・いつ、どこで遭遇するか分からない自然災害に対

峙するためには、学校や家庭・地域が担うそれぞ

れの役割と分担を明確にし、「学校での学び」と

「家庭・地域での取組」の一体化を図ることが重

要である。今後も、全市的な連携体制を堅持し、

継続的に取り組む必要がある。 

・実践校は異常気象による豪雨災害についての危険

性も拭えないため、市の水害ハザードマップに即

し、二階への垂直避難訓練を継続することと、児

童生徒の実態にあわせた避難行動と、職員のさら

なる危機管理意識の向上を図る必要がある。 

・避難訓練や引き渡し訓練の実施方法はもとより、

学校防災マニュアル自体をしっかりと見直し、課

題があればすぐに改善していく必要があると感

じた。 

・日常的に学校メール配信システム等を利用してい

るが、震災時には使用できなくなる可能性も高い

ので、二重、三重の連絡システムを構築しておく

必要がある。 

・遠方から通勤している教職員が多く、災害が起こ

った場合はすぐには駆けつけることが難しいと

考えられる。避難所の開設や運営、さらには学校

再開に向けた準備等、万一に備えた準備を常日頃

から行っておく必要がある。 

・本校は、現在福祉避難所の指定を受けている。今

年度は、近隣施設のびわこ学園草津とは、大災害

時における双方の連携について協議を開始でき

たが、引き続き連携のあり方を模索していくとと

もに、他の近隣施設も含めた地域連携や草津市、

大津市の地域防災との連携も今後進めていくこ

とが課題である。 

     

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域：彦根市、近江八幡市、草津市、東近江

市 モデル校の数：高・１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）交通安全教室の実施 

       発達段階や地域の実態に合わせて、交通安全教室

を実施した。警察署や交通安全協会、交通安全担当

課、スクールガード等の協力のもと、歩行者として、

自転車運転者としての交通安全について体験学習を

行った。 

スケアードストレイト教育技法を用いた交通安

全教室を実施した学校では、他校の教職員にも呼び

かけ、参観していただいた。 

 

     （２）命の学習会 

       京都交通事故被害者の会代表の中江美則氏を招

き、自分の命は自分で守ること、たとえ自転車で

あっても加害者になりえることなどを講演してい

ただいた。 

○通学路の特徴 
 本県は、多くの主要幹線道路が県内に走ってお

り、日本の道路の要衝地となっている。通学路は、

これら幹線道路を避け、生活道路や住宅地内道路

を中心に設定されている。都市部においては、校

区も狭く比較的通学の道のりが短い状況にあり、

地方では、校区が広く通学の道のりも長い状況で

ある。 
○登下校中における主な交通事故や県内事故件数

等 
 本県の交通事故の傾向としては、登下校時や帰

宅後の外出時に多く発生し、今年度は２月末現在

で約７６０件の事故が報告されている。自転車運

転中の事故が顕著であり、全体の８１％を占めて

いる。 
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（３）教職員研修の実施 

日本交通安全教育普及協会の石井征之氏に危険

予測学習についての研修を実施していただいた。職

員が学んだことを、一斉にＬＨＲの時間に生徒と一

緒に取り組んだ。 
 

（４）交通安全教育リーフレットの作成と活用 

滋賀県子どもの安全確保に

関する連絡協議会において、

「滋賀県の学校・園における交

通安全教育～危険予測を中心

とした、事故に遭わない交通安

全教育の充実～」を作成した。

県内の全学校・園に配付した。 

 

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のポイント 

       通学路の安全を確保するため、各市町で通学路交

通安全プログラムを作成し、PDCAサイクルに位置

づけた通学路合同点検を継続的に実施している。

安全対策の強化を図っている。 

  
（２）連絡協議会 

ア 彦根市 

（ア）構成員 

   〇彦根警察署交通課 

   〇彦根市役所都市建設部交通対策課 

   〇彦根市教育委員会保健体育課 

   〇彦根市立各小学校 

    （必要に応じ、PTA,おうみ通学路交通     

アドバイザーの参加を要請） 

   〇国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所 

   〇滋賀県湖東土木事務所道路計画課 

   〇彦根市役所都市建設部道路河川課 

（イ） 主な取組 

５月･･･通学路危険箇所のリストアップ   

６月･･･定期的な合同点検（危険箇所の把握） 

  ７月･･･改善対策の検討・樹立   《Plan》 

  ８月･･･対策の実施         《Do》  

  ２月･･･対策効果の把握     《Check》 

  ３月･･･対策の改善・充実    《Action》  

    

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

 ・実践校では、交通安全教育を学校全体計画の中に

位置づけ、計画的な指導を行ったため、一人一人

の児童に、身を守る行動様式や危険を回避する判

断力を培うことができた。同時に、指導者である

教職員には、安全配慮義務への意識の向上やリス

クマネジメントの能力を高めることができた。 

・プロのスタントマンによる事故の実演は、生徒に

わかりやすい方法で、危険を五感で感じることが

でき、事故のシーンを見て衝撃を受けた生徒が多

かった。映像等では伝わらないものが生徒に伝わ

り、教員も参加することで、より身近に感じたと

思う。感想文では、一人ひとりが自分のこととし

て捉え、これまでの自転車運転を見直し、改善し

ていこうとする内容が多かった。実施後、登下校

時の自転車乗車マナーも向上したという報告も

あり、非常に効果的な交通安全教育であった。 

・交通安全教室では地域、警察、子ども安全リーダ

ーなど、多くの方々にご協力をいただき、実際の

通学路を使って実践的に行うことができた。ま

た、過去に悲惨な事故が起こった現場では、当時

の様子を知るスクールガードの方が事故の記憶

を風化させないように、子どもたちにお話しいた

だくなど、交通事故の未然防止について意識を高

めることができた。さらに、ＰＴＡが中心となっ

て交通安全についての活動を推進し、各町同士の

交流を図ることができた。 

・教育講演会（命の学習会）では、交通事故被害者

の会代表の中江氏から、貴重なお話をお聞きし、

命の大切さや自分の命を守ることについて考え

ることができた。 

・交通安全啓発看板や登校旗の作成を通して、高学

年の児童が低学年の児童に交通安全についてよ

びかけ、自分の命を守るために自ら行動していく

大切さを学ぶことができた。 

   

２ 課題 

・生徒対象の交通安全教育は、大きな成果があった

と思うが、一過性のものにしないよう継続した指

導が必要である。そのためにも、教員研修会の継

続が必要である。 

・児童が被害者になるだけでなく、加害者となるケ

ースも見受けられる。このような現状から、児童

が自転車に乗るときに知っておくべき自転車の

安全な乗り方と扱い方を学ぶ機会を増やす必要
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がある。自転車に乗って公道に出れば、児童も交

通社会の一員としてルールに則った安全な運転

を求められる。自転車の乗り方についての正しい

知識をもって安全運転に心がけていく学びの機

会を今後も作っていく。 

・子どもたち自身の「自分の身は自分で守る」とい

う意識と態度を高めるとともに、過度な負担とな

らないよう見守りシステムの再構築が必要とな

ってきている。   

     

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域：彦根市、東近江市） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）防犯教育プログラムの開発   

・「不審者から命を守る訓練」 

    講師：スクールガードリーダー 

       大橋健治 氏（元県警警部） 

    

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）緊急事態発生時対応マニュアルの作成 

  学校における重大事件・事故発生時の対応マニュ

アルについて、「市教委対応版」と「各学校対応版」

を作成・整備し、緊急事態発生に備えている。 

（２）緊急事態発生時対応マニュアルに即した職員研

修・訓練の実施 

  各学校では、緊急事態発生時対応マニュアルに即

した研修・訓練を年２回実施している。 

（３）不審者事案発生時緊急連絡体制の整備 

  不審者事案発生時は、彦根市メール配信システム

を活用し、不審者情報を広く市民に配信。彦根市

青少年育成協議会の協力を得て、パトロール態勢

の強化を図っている。同時に、各校が運営する「学

校メール配信システム」も活用し、より詳細な情

報発信に努めている。 

  

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

 ・不審者を想定した避難訓練を、一次・二次と２段

階での避難訓練を実施した。全校児童へスクール

ガードリーダーの方から、不審者と遭遇した時の

具体的な対処方法を学ぶことができた。また、登

下校の様子を話し合う中で、安全な登下校の仕方

を学んだ。 

・不審者対応避難訓練は、児童よりもむしろ教職員

の対応が大切になってくる。例年、地区少年補導

員や駐在所とも連携を図りながら、実施している

ため、様々なケースを想定した訓練とそれに対す

る評価をしていただける良い機会となっている。  

   

２ 課題 

・休み時間や予告なしの避難訓練の実施を検討して

いかなければならない。学区が広く民家のない道

路を通る箇所も多いため、多様な状況を想定して

の不審者対応の仕方を決めておく必要がある。 

 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
（１）重大事故 
 平成２７年 体育学習中の心肺停止事故 
 平成２８年 部活動中のハンマー衝突事故 
（２）事件 
  本件では今年度約２９０件の不審者事案が報

告されている。その中でも、「痴漢わいせつ」、「声

かけ」、「盗撮」事案が多い状況である。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害等について 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 災害ボランティア体験学習活動 

（１）第１回災害ボランティア体験学習活動 

被災地での災害ボランティア活動や被災時の避

難所運営支援等に関する学習を通じて、高校生自

らが「支援者としての視点」を持ち、安心で安全

な社会づくりに貢献するため、ボランティア活動

や共助への意識を高めることをねらいとした体験

学習活動を実施した。第１回目には、こうべまち

づくり会館へ行き、阪神・淡路大震災についてス

ライド学習・クロスロード・まち歩きを通して学

びを深めた。 

  ア スライド学習 

阪神・淡路大震災でどのような被害を受けたの

か、避難所や仮設住宅でどのような助け合いがあ

ったのか、今後いかなる備えをして被害を少なく

するのかなど、スライドを交えた学習をした。 

また、京都府でも過去に台風や大雨による水害

の被害が多数出ていることから、水害を踏まえた

内容も学習した。 

  イ クロスロード 

災害が発生したときはジレンマを伴う決断の連

続であり、実際に自分が災害に直面した場合を想

定して、自分ならどう考えるか、どう判断するか

をカードゲームで考えた。 

  ウ まち歩き 

地震によって破壊された橋脚など地震のエネル

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

京都府 

 教育委員会等名：京都府教育委員会 

 住  所：京都府京都市上京区下立売通新町西  

入藪ノ内町 

 電  話：075－414－5876 

人口：260万人（113万人） 

公立学校幼児児童生徒数：23万人（13万人） 

（ ）は京都市及び京都市立学校を除いた数 

市町村数：26市町村（京都市含む。） 

公立学校数：幼稚園46園  小学校210校 

      中学校97 校  高等学校47校 

      特別支援学校11校 

（京都市立学校、分校除く。） 

主な災害 

● 平成７年 兵庫県南部地震 

● 平成16年 台風23号による河川氾濫 

● 平成24年 豪雨による河川氾濫 

● 平成25年 台風18号の影響による大雨 

● 平成26年 大雨による河川氾濫 

● 平成27年 台風11号による大雨被害 

 

京都府は、南海トラフ巨大地震による被害想定

では、最大900人の死亡、７万棟の建物の倒壊、

焼失となっている。さらに、京都府の被害想定で

最も被害が大きいのが、花折断層による地震の被

害であり、死者約6,900人、負傷者約74,400人、

要救助者約44,400人、建物の倒壊、半壊、焼失が

約281,200棟とされている。 

また、福井県にある関西電力高浜原子力発電

所、大飯原子力発電所から30㎞圏内（ＵＰＺ圏内）

にある学校があり、地震による原子力災害も想定

される中、府北中部では地震や火事、風水害だけ

でなく、津波災害、原子力災害を想定した避難訓

練も行っている。 

また、福知山市においては、由良川（一級河川）

の水害を題材とした防災教育を行っている学校

もあり、平成25年に台風18号の影響による大雨で

河川が氾濫し、同市で大きな被害があった際に

は、児童生徒によるボランティア活動が積極的に

行われた。また、同災害以降、消防署等の関係機

関や、地域の防災に係る団体との連携も深まって

いる。 
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ギーを物語る遺構や、復興を願った人々の思いを

物語るモニュメントを見ながらまち歩きをした。 

また、当時の状況を知る方の説明を聞き、学習

を深めた。 

エ 第１回災害ボランティア体験学習活動の模様 

  【スライド学習】 

  

 

  【クロスロード】 

  

 

  【まち歩き】 

  

 

オ 学習を終えて 

  阪神・淡路大震災を経験していない高校生たち

ではあるが、興味・関心をもって参加し、意欲的

に学習や話し合い、まち歩きに取り組めた。 
  学習を終えて、生徒たちは、感想や自分の考え

を様々な場面で発表し、今後の防災・減災に対す

る意識を高めることができた。（一部、感想を紹

介） 
  ・今まで自分は、いかに防災について自分のこ

とのようには考えていなかったのかが分か

った。 
  ・高校生なので「守られる立場」から「守る立

場」に変えないといけない。 
  ・過去にあった地震の被害を伝えて、次に起こ

る災害に備える必要がある。 
 

（２）第２回災害ボランティア体験学習活動 

 自助・共助等の防災意識をより一層高めることを 

ねらいとして、第２回災害ボランティア体験学習活 

動を実施し、講義とグループ協議を行った。 

ア 講義「高校生がボランティアを行う価値とは」 

関西大学 社会安全学部 准教授 城下 英行 氏 

【内容】 

・ボランティアは、単なる無償の労働力ではない。 

・若者である高校生がボランティアを行う意義につ

いて、防災の学びの観点から考える。 

・災害ボランティアは、「こうあるべきだ」という

常識だけに縛られることによって不幸になる。だ

からこそ、なぜ「こうあるべき」なのか、という

疑問を感じることが重要。 

・高校生に求められているものは、組織に変革をも 

たらす力、常識を疑う力である。 

 イ グループ協議「当たり前のレンズを見る」 

関西大学 社会安全学部 大学生（城下ゼミ）と交

流を交えたグループ協議 

【内容】 
 ・当たり前の前提に気づくことは簡単なようで、と

ても難しく、私たちが気づいていない前提に気づ

くことが、災害に関連する様々な困難を解決する

ための糸口となることが多々あることから、大学

生との交流を交えながら、将来、様々な人々と協

力して災害を乗り切るための方法を考える。 

 ・自分の当たり前が、他人にとっては当たり前では

ないことに気付く体験 

 

ウ 第２回災害ボランティア体験学習活動の模様 
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２ 府立特別支援学校における防災教育研修会 

（１）趣旨 

東日本大震災や熊本地震等における要配慮者へ

の対応がクローズアップされる中、本研修におい

て、災害発生時の教職員の役割分担、災害時要配

慮児童生徒の避難方法、保護者への引き渡しにお

ける注意事項及び災害発生時における危険等発生

時対処要領（危機管理マニュアル）等について研

修を行い、災害時における危機管理や防災教育の

徹底を図った。 

（２）講演「災害発生時における教職員の役割と要配 

慮児童生徒の避難」 

華頂短期大学 介護科 教授 武田 康晴 氏 

・東日本大震災と災害時要配慮者、京都府の災害

時要配慮者支援システムについて 

・宮城県石巻市の事例（福祉避難所）について 

   ・熊本県益城町の事例（京都DWATの活動）につ

いて 

   ・東日本大震災、熊本地震に学ぶ特別支援学校

における取組について 

（３）研究協議「より実効性のある危険等発生時対処 

要領にするために」 

・各校の避難訓練の現状について交流 

   ・災害時における避難に関する留意点として、

災害時個別避難計画を考える。 

   ・考えた災害時個別避難計画をグループで交流

する。 

 

   

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

 ○災害ボランティア体験学習活動 

阪神・淡路大震災を経験したことのない高校生

が、大地震の怖さや被害の大きさ、復興に向けての

人々の思いなど、興味関心をもって学ぶことがで

き、自分にできることを考えるきっかけになった。 

また、自分の当たり前が、他人にとっては当たり

前ではないことに気付く体験を行うことで、周囲の

人たちの気持ちを考える視点を持つとともに、自分

の考えの幅を広げることができ、災害を我が事のよ

うに考え、深めることができた。 

 ○府立特別支援学校における防災教育研修会 

 特別支援学校の教職員が、学校としてのマニュア 

ルを基本とし、個々の児童生徒に対する個別のマニ 

ュアルを作成しておく必要性や災害時に医療等の関 

係機関と連携をとれるよう、普段から連携を図り、 

役割分担を決めておく重要性を改めて感じることが 

できた。 

 

２ 課題 

  今年度からの初めての取組であり、来年度以降、

継続して実施していく必要性がある。災害ボランテ

ィア体験学習活動においては、ある程度の知識や技

術は必要であるが、災害発生時を想定した中でより

リアリティーのある体験活動ができる取組を考え

る必要性がある。 

また、府立特別支援学校における防災教育研修会

においては、他校と情報交換をし各校の取組内容に

ついて交流を行う中で、より効果的な危険等発生時

対処要領になるよう、見直し・検証が必要である。  

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

  １ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会のこと 

 

 

 

 

 

 

 

○通学路の緊急合同点検結果 
 平成24年４月に亀岡市において、登校中の児童

等が死傷する事故が発生したことを受け、京都府

建設交通部や京都府警察本部と連携した通学路の

緊急合同点検を実施し、関係機関が対策を進めて

いるところであり、平成27年度末時点の対策の実

施状況並びに各地域における通学路の交通安全の

確保に向けた着実かつ効果的な取組を推進するた

めの推進体制の構築状況等については、100％対策

済みである。 
○主な交通事故 

平成24年 亀岡市立安詳小学校 

集団登校時に車が児童の列に突っ込み９名の児童

が被害に遭う。 
○交通事故災害発生件数年次推移（27年度） 
 交通事故件数においては、前年度に比べて減少

しているものの、過去５年を見ても増加傾向にあ

る。中学校、高等学校においては、自転車運転中

の事故が、全体の交通事故の８割以上を占めてい
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Ⅱ 取組の概要 

１ 交通安全の意識や技能を高めるための教育手

法等の普及活動 

（１）研修会での普及活動 

       ○「自転車セーフティーガイダンス 

～自転車交通安全教育指導実践資料～」 

平成 28 年２月に作成、３月に各校に配布し、

今年度、研修会（北部、中部、南部）で「自転車

セーフティーガイダンス」の概要と活用方法につ

いて説明を実施した。 

・文部科学省作成の視聴覚教材（ＤＶＤ）や京都

府警察本部と共同で作成した指導資料等を活用

した授業内容。 

・指導時間を１時間単位としているが、各校の実

態に応じて、時間の延長や内容を分割したり、

必要な内容を取り上げて、短時間で指導するこ

とができる内容。 

・関係機関等と連携した交通安全教室等や関連す

る教科等と連動し、その事前及び事後の学習に

活用。 

   
（２）研究協議 

 「授業計画づくりと系統的カリキュラムの具体

化」として、「自転車セーフティーガイダンス」

を活用し、関係機関と連携した授業計画をグルー

プで作成し、年間計画に落とし込む作業を実施し

た。 

 

  ＜小学校グループ＞   ＜中学校グループ＞ 

  
 
＜高等学校グループ＞   ＜年間指導計画＞ 

  
 
 
 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

  「自転車セーフティーガイダンス」の概要と活用

方法について教職員に説明することで、学校での活

用方法について理解が深まった。 

また、実際に視聴覚教材（ＤＶＤ）を活用して、

模擬授業的に実施することで、授業のイメージが持

て、児童生徒に指導しやすくなり、学校に戻り、早

速活用したいという声もあった。 

  

２ 課題 

  学校現場において、「自転車セーフティーガイダ

ンス」を学校安全計画の中に盛り込み、効果的に交

通安全教育に取り組んでいけるよう普及啓発活動

を継続していく必要がある。 

   

３ 今後に向けて 

  「自転車セーフティーガイダンス」を普及してい

くために、引き続き研修会等で活用方法を教職員に

説明するとともに、ガイダンスを活用した自転車交

通安全教育での実践発表などの実施へとつなげて

いきたい。今後も京都府内の児童生徒等の交通事故

が減るよう、継続した交通安全教育の実施を行って

いく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 74 -



 

 

（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 学校防災アドバイザー活用事業 

（１）事業の概要 

 府立学校６校及び４市町村、私立認定こども園３

園をモデル校園・地域として指定。防災士など防災

に関する有識者を学校園・地域に派遣し、「危険等

発生時対処要領」の見直しや地域の実情に応じた避

難訓練に関する指導・助言等を行い、各学校園・地

域における危機管理体制の充実を図った。 

（２）取組内容 

 ア モデル校園・地域の取組 

学校防災アドバイザーの指導・助言を踏まえ、

以下の取組を実施した。 

（ア）防災教育実践委員会の開催 

事業の目的や内容の確認、効果的な避難訓

練方法の開発や危険等発生時対処要領、防災

マニュアル等の検討及び改善等に取組んだ。 

（イ）学校・地域の実情に応じた避難訓練の実施

及び検証 

(a) 地域等と連携した避難訓練 

地域住民との合同避難訓練や消防署、地

域行政防災担当者等と連携した避難訓練や

避難所開設訓練、災害緊急メールを活用し

た合同避難訓練などを実施した。 

(b) 様々な場面を想定した避難訓練 

休憩時間中の災害を想定した避難訓練や

不明者などを設定した避難訓練、身近なも

のを使った応急処置等の訓練等を実施した。 

(c) 保護者等への引き渡し訓練 

（ウ）教職員対象の研修等 

(a) 学校防災アドバイザーによる講義 

(b) 緊急時を想定したより具体的な対応方

法のシミュレーションや机上訓練 

 イ 学校防災アドバイザー連絡協議会 

年度末に、学校防災アドバイザーから、今年度

の取組について報告いただくとともに、来年度に

向けた課題や改善点などを協議した。 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

大 阪 府 

 教育委員会等名：大阪府教育庁 

 住  所：大阪府大阪市中央区大手前２丁目 

 電  話：０６－６９４４－９３６５ 

○人  口：883万人 

 （うち児童・生徒数：92万人） 

○市町村数：43（政令市を含む）    

○学 校 数： 

幼稚園 679園   

幼保連携型認定こども園 331園 

小学校 1015校 中学校 528校 

義務教育諸学校 1校 高等学校 267校 

   中等教育学校 1校 特別支援学校51校 

○主な災害 

● 平成7年1月  阪神淡路大震災 

● 平成24年8月  局地的な大雨   等 

本府は近畿地方の中部に位置し、南西部は大阪

湾、北は北摂山系、東は生駒山系・金剛葛城山系、

南は和泉山脈に囲まれており、南北に貫く活断層

である上町断層が走り、地震の発生確率が相対的

に高いとされている。 
平成 25 年度、本府において南海トラフ巨大地

震による「大阪府津波浸水想定」をはじめとする

被害想定が発表され、Ｍ９クラスの地震が発生し

た場合には津波等により多くの死者が出ること

が予想されている。（津波発生時における早期避

難率が低い場合の最大死者数134千人） 
本事業においては、津波による浸水が予想され

る大阪市内の学校や大阪湾に面した市町村、津波

の被害が予想される学校・地域と、比較的内陸で、

津波の被害は少ないものの地震対策が必要な学

校・地域に、それぞれ複数のモデル校・地域を指

定し、事業を実施した。 
なお、災害ボランティア活動の推進・支援事業

については、各学校の実施に向けての準備状況や

実施後の校内及び地域への普及活動について、計

画状況を考慮し、事業を実施した。 
 

- 75 -



２ 災害ボランティア活動の推進・支援事業 
（１）事業の概要 

府立高校３校をモデル校として指定。「自助・共

助」の精神の普及を推進することを目的に、生徒が

被災地を訪問し、ボランティア活動等に取り組み、

そこでの学びを、各学校において成果報告会などを

実施し、校内や地域住民に広く周知した。 

（２）取組内容 

 ア 被災地でのボランティア活動の実施 

   仮設住宅訪問によるボランティア活動や聞き 

とり調査などを行った。また、被災者である現地

の高校生や子供たち、高齢者と交流を行った。 

 

イ モデル校各校での成果報告 

全校集会での報告や成果報告会の実施、文化祭

でのパネル展示や動画上映等を行った。 

ウ 地域での成果報告 

地域のイベントでの成果発表や、地元ケーブル

テレビなどマスメディアへの取材協力による広報

活動を行った。 

 ３ 成果の周知に関する取組 

（１）取組の概要 

 年度末に、成果発表会を実施するとともに、事業

報告書を作成し、本事業の成果を府内の学校に広く

周知した。 

（２）取組内容 

ア 成果発表会（134名参加） 

   災害ボランティア参加生徒の発表や、学校防災

アドバイザーの事業の取組内容や成果、課題など

の発表を行い、各校の取組を府内学校や教育委員

会に周知した。 

   また、東日本大震災指定避難所の責任者の経験

のある防災アドバイザーによる講演を行い、教員

の防災に関する意識の向上や新たな知識の習得に

よる防災教育の推進を図った。 

 

 

 

イ 事業報告書の作成と配付 

 事業報告書を作成し、政令市を除く府内の公立

学校及び私立学校に配付し、報告書を活用した実

践的な防災教育の充実を図った。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 取組の成果 

（１）学校防災アドバイザー派遣事業 

学校防災アドバイザーの指導・助言により、地域

や保護者等と連携した避難訓練や様々な事象を想

定した避難訓練を実施することができた。危険等発

生時対処要領や防災マニュアルについても、検討・

改善され、より効果的で実践的なものとなった。ま

た、児童生徒・教職員のみならず保護者や地域住民

の防災意識も高まり、防災体制の充実が図られた。 

（２）災害ボランティア活動の推進・支援事業 

  生徒が被災地を訪問し、ボランティア活動や被災

者との交流、被災地視察などに取り組むことによ

り、生徒に災害の規模や悲惨さを実感させ、その場

に居合わせたときに自分たちにも果たせる役割が

あることを気づかせることができた。また、その実

感や気づきは、校内・地域での活動報告を通じて校

内や地域へ広まり、「自助・共助」の精神の普及を

図ることができた。 

 ２ 今後の課題 
昨年度と比較し、地域や保護者などと連携した防

災避難訓練を実施する学校が増加しているが、今後

もより多くの学校において地域一体となった、効果

的で実践的な防災避難訓練が実施されるよう推進

していく。 
  災害ボランティア活動の推進・支援事業の、実践

校の取組については、成果発表会や報告書により、

府立学校や市町村教育委員会に周知することがで

きたが、「自助・共助」の精神の普及については、

児童生徒の個々の意識へ浸透させる工夫が必要で

ある。 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

  １ 過去の主な交通事故 

   

 ｘ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 交通安全の意識や技能を高めるための教育手

法等の開発・普及 

（１）事業の概要 

 府立学校４校・市町村３校・私立学校1校をモデ

ル校に指定し、スケアードストレイト教育技法を活

用した交通安全教室を実施するとともに、市町村 

１校をモデル校に指定し、自転車シミュレータを活

用した交通安全教室を実施し、児童生徒の主体的な

交通安全への姿勢や態度の育成を図った。 

（２）取組内容 

 ア モデル校・地域の取組 

安全教育推進委員会においての助言等を踏まえ、

以下の取組を実施した。 

（ア）スケアードストレイト教育技法を活用した 

   交通安全教室 

各校において、事前に、トラウマのケアや

交通安全に関する学習を実施した。当日は、

各校の実状に応じて、地域や警察署などと連

携して実施する等、より充実した内容となる

よう、工夫した取組を行った。また、事後に

は、アンケート調査や振返り学習を実施した。 

 
 

（イ）自転車シミュレータを活用した交通安全教室 

各校において、事前に、改正道路交通法な

ど自転車に関する規則やマナーに関する学

習を実施。当日には、地域や警察署などと連

携して実施する等、より充実した内容となる

よう、工夫した取組を行った。また、事後に

は、アンケート調査や振り返り学習を実施し

た。 

 
 ３ 成果の周知に関する取組 

 「『交通安全』及び『生活安全』に関する推進・支援

事業」成果発表会を実施し、スケアードストレイトを

活用した交通安全教室を行った学校２校に実践発表い

ただくとともに、警察から事故防止対策について講義

いただき、本事業の成果と交通安全教育の充実を府内

の学校の担当教職員および市町村教育委員会担当指導

主事等に広く周知した。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 取組の成果 

（１）スケアードストレイトを活用した交通安全教室 

スケアードストレイトの特性上、事故の再現シー

ンに生徒がショックを受ける可能性が考えられる

ため、事前学習時に参加に不安を感じる生徒が相談

できるよう配慮する等、各学校の状況に応じて対応

を工夫した。事後アンケート調査の結果において

○府内の子供（中学生以下）の交通事故 
 件数1472件 死者数 ２人 負傷者数2573人 
○府内の高校生の事故 
 件数1677件 死者数 ２人 負傷者数1594人

○府内の登下校時の交通事故数 
 園 児  死亡事故 ０人  負傷者数 ４人 
 小学生  死亡事故 １人  負傷者数８０人 
 中学生  死亡事故 ０人  負傷者数６３人 

※大阪の交通白書（平成28年版）より 
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は、安全意識が高まったと答える生徒がほとんどで

あり、主体的な交通安全への姿勢や態度の育成を図

ることができた。また、警察との連携を条件とした

ため、実施に向けての調整を通じて、関係が充実し、

今後の交通安全教育等における連携につながった。 

（２）自転車シミュレータを活用した交通安全教室 

  小学校で教室を開催したが、児童の実情に応じた

活用が工夫され、事後学習等のアンケート調査結果

においては、交通安全や交通マナーに対する意識を

高めていこうと考える児童が多数みられた。また、

児童がシミュレータを活用することにより、普段把

握することのできない児童の自転車利用の実態を

把握することにもつながり、教職員が自転車交通安

全指導の必要性を再認識する機会となった。 

 ２ 今後の課題 
（１）スケアードストレイトを活用した交通安全教室 

スケアードストレイトを活用した交通安全教室

の参加に不安を感じる生徒に対しては、事前プリン

トを配付し、学級担任へ相談する等の呼びかけを行

った学校が多かった。今後も、事前指導を工夫する

等の配慮が必要である。 

警察との連携につながる取組となったものの、地

域住民との連携の充実に発展した学校は少なく、研

修会などを通じて、地域連携を活性化する事例など

を周知し、地域住民と良好な関係を構築しやすい環

境を整えていく必要がある。 
（２）自転車シミュレータを活用した交通安全教室 

  独自で自転車シミュレータを活用する学校がでて

きており、普及推進についてある一定の成果がみら

れるため、本事業を活用しての自転車シミュレータ

を活用した交通安全教室推進事業は、今年度限りと

する。 

 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

  １ 過去の主な交通事故 

   

 ｘ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）事業の概要 

 児童自ら取り組む『聞き書きマップ』を用いた身

近な地域の安全点検の普及・啓発を図った。 

（２）取組内容 

  「地域安全マップづくり」実践校の開拓及び本事

業成果発表会における他府県の実践発表を実施し

た。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 取組の成果 

 安全教育推進委員会においての助言等を踏まえ、  

「地域安全マップづくり」の取組をはたらきかけたが、

実践校を定めることができず、本事業の成果発表会に

おいて、科学警察研究所の特任研究官による他府県の

実践の紹介にとどまった。 

 ２ 今後の課題 
（１）モデル校設定の課題 

 各学校における防犯に対する指導は年度初めにあ

り、募集時期とした６月では学校の指導計画にのせ

るのは困難であった。募集時期を早める工夫が必要

である。 

（２）児童の危機歩きのための安全確保 

 児童が校区に出て聴取する時の安全確保のシステ

ムの構築が課題となり、計画を断念する学校が見受

けられた。地域連携を促進し、関係部局である府民

安全対策課などと連携し、学校への協力体制を整備

する必要がある。 

○学校管理下における主な事故・事故件数 
  重大事故・事件 
  平成13年 大阪教育大学附属池田小学校での 
      8人の児童の命が奪われ13人の 
      児童、2名の教職員が負傷するという 
      事件 
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Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及事業 

（１）事業の概要 

本県は、阪神・淡路大震災以後、学校の防災体制の

充実に努め、現在ではすべての学校において災害対応

マニュアル（以下「マニュアル」という）が作成され

ている。また、学校と地域が連携した防災訓練も推進

している。 

 今年度は、引き渡しのルールや避難の在り方等につ

いて、各地区での防災教育研修会においてマニュアル

や防災訓練、避難所開設・運営方法等の内容について

講義や助言を受け、学校防災体制の一層の充実を図る

こととした。 

（２）実施概要 

ア 学校防災アドバイザーの委嘱 

大学教授及び阪神・淡路大震災記念「人と防災未

来センター」研究員等の 13 名を学校防災アドバイ

ザーに委嘱。 

イ 学校防災アドバイザーの推進校への派遣 

  学校で作成している災害対応マニュアル及び防災

訓練の改善をはかるため、学校防災アドバイザーか

ら助言を実施。 

ウ マニュアル点検のポイント 

・個人マニュアルを作成する等、災害時に活用でき

る内容や構成になっているか。 

・地域や関係機関と連携した防災訓練が実施できる

ようになっているか。  

・災害に応じた児童生徒の引き渡しのルールや方法

が確立しているか。 

・災害に応じた複数の避難場所、避難経路が確立さ

れているか。 

・避難所になった場合の職員の動きについて教職員

が共通理解できているか。        など 

エ 効果的な防災訓練の実施 

・児童生徒が主体的に行動できているか。教師の指

示は的確・適切か。 

・災害の種類、災害発生時刻等に応じた訓練が想定

されているか。 

・実際の訓練を通じて課題を明らかにし、ＰＤＣＡ

サイクルをもとにマニュアルが改善されたか。 

・地域や関係機関との防災訓練により連携内容が確

認できたか。              など 

 
 
 
 
 
 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

兵庫県 

 教育委員会等名：兵庫県教育委員会 

 住  所：兵庫県神戸市中央区下山手通５－１０－１ 

 電  話：０７８－３６２－３７７９ 

人口：約554万人  市町村数：41 

（うち児童・生徒数：約69万人） 

学校数：幼稚園611園  小学校782校 

    中学校389校  高等学校214校 

    特別支援学校47校 

主な災害 

● 平成7年阪神・淡路大震災 

● 平成16年台風第23号による豪雨災害 

● 平成21年台風第9号による豪雨災害  

● 平成26年８月豪雨災害     等 

本県は、東西の長さが111.13km、南北の長さが

168.50kmで、北は日本海、南は瀬戸内海に接して

いる。また、降雪量及び降雪日数は瀬戸内海の沿

岸部では少ないが、県内の北部を中心に豪雪地帯

が広がる等、地域により自然災害に違いがある。 

南海トラフ巨大地震の被害想定では、南あわじ

市には、約 40 分で１ｍの津波が到達し、最大９

ｍに達する。また、神戸市中央区には、約 90 分

で１ｍの津波が到達し、最大４ｍに達することが

予測されている。 

 本事業では、推進校は、これまでのボランティ

ア活動実績等を踏まえて指定し事業を実施した。 

- 79 -



２ 災害ボランティア活動の推進・支援事業 
（１）事業の概要 

本事業を活用して、478 名の高校生が被災地での活

動に携わった。被災地の状況を感じた生徒は活動前と

生き方や心構えに大きな変容が生まれ、「自分の中です

ごく気持ちが動いた」「社会人になってもボランティア

活動を続けたい」等、生徒自身の防災意識が高まると

ともに、心の成長が見られた。 

また、被災地への直接的、間接的なボランティア活

動などについて、各校での取組みを共有するために学

習会や活動報告会を開催し、学校間での交流を行った。

このように、地域における防災リーダーとしての自覚

を高め、支援者としての視点から安全で安心な地域づ

くりに貢献しようとする態度を育成する教育を継続し

て推進した。 

（２）実施概要 

 ア 高校生等防災リーダー学習会の開催 

県立高等学校等の生徒を対象に地域の防災リー 

ダーとしての活動を学ぶ学習会を実施した。 

【淡路会場】 

・実施時期 7月21日～23日（2泊3日） 

・実施場所 国立淡路青少年交流の家 

・参加者数 県下20校74名 

・実施内容 ボランティア講話、ワークショッ

プ、地域防災活動等 

  【西脇会場】 

・実施時期 7月27日～29日（2泊3日） 

・実施場所 西脇市立青年の家 

・参加者数 県下８校28名 

・実施内容 ボランティア講話、ワークショッ

プ、土嚢づくり体験等 

 

 

 

 

 

 

イ 学習会連絡会議の実施 

   高校生等防災リーダー学習会に関する事前打合 

せ及び参加校における防災活動実施の報告 

ウ 被災地における災害ボランティア活動の実施 

高校生等防災リーダー学習会に参加した生徒

を被災地に派遣し、現地での災害ボランティア活

動を実施 

・実施時期 8月2日～4日（2泊3日）等 

・参加者数 県下17校29名 

・実施内容 仮設住宅訪問、現地高校生との交

流等 

 エ 高校生等防災リーダー活動報告会の実施 

   高校生等防災リーダー学習会や被災地における 

災害ボランティア活動に参加した学校による学習 

会やボランティア活動後の各校での取組の紹介や 

意見交換を行う活動報告会を実施 

   ・実施時期  11月26日 

   ・参加者数 県下21校94名 

・実施内容 各校の防災活動の実践発表及びポ 

スターセッション等 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

兵庫県では本事業を活用し、阪神・淡路大震災やそ

の後の自然災害の教訓を生かすため、学校防災体制の

整備・充実及び「兵庫の防災教育」の深化・充実に向

け取組みを進めた。 

安全教育手法の開発・普及事業では、学校防災アド

バイザーによる推進校の災害対応マニュアルや防災訓

練の診断・助言を実施した。その結果、学校防災体制

を充実させるためのポイント等を確認できた。 

災害ボランティア活動の推進・支援事業では、高校

生等防災リーダー学習会や被災地支援活動、高校生等

防災リーダー活動報告会を実施した。今年度は東日本

大震災被災地支援活動を行っただけではなく、学習会

において、平成28年熊本地震での被災地ボランティア

活動の報告も行い、例年以上に高校生等が支援者とし

ての視点から安全で安心な社会づくりに貢献する態度

を育む教育の推進を図ることができた。また、生徒が

主体的に募金活動や地域のボランティア活動に取り組

むなど、生徒自身の心の成長に繋がることが再認識で

きた。 

２ 課題 

今年度の成果を活かし、南海トラフ巨大地震等の災

害に備え、防災体制推進校を指定し、学校防災アドバ

イザーを派遣し、地域の実状を踏まえた各校のマニュ

アルについての助言と地域や専門機関等と連携したよ

り実践的な防災訓練の実施を徹底する。 

また、継続した被災地支援活動を実施することによ

り、災害時における地域の支援者としての意識を持っ

た高校生等の防災リーダーを育成していきたい。 

さらに、これらの取組を県内各地区で実施する地区

別防災教育研修会等で全県に普及するとともに、これ

まで本県が取り組んできた防災教育の継続及び充実を

図ることが必要である。 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）取組のポイント 

      ①宝塚市 

       ・児童・生徒が、自らの命を守ろうとする意識が

高まるように、各小学校で啓発ＤＶＤによる学習

や、交通安全教育プレート等を使用した交通安全

教室の実施 

      ②上郡町 

       ・各小学校での交通安全教育の実施   

（２）実践委員会 

 ①宝塚市 

ア構成員（18名） 

所轄警察署、市都市安全部、 

市土木事務所、教育委員会、学校長 

 イ具体的な取組 

       ・交通安全教室の開催 

        公立小学校１年生 17校 参加1,624人 

公立小学校育成会 11校 参加514人 

 ②上郡町 

ア構成員（10名） 

所轄警察署、管轄河川国道事務所、県管轄土木事

務所、町建設課、教育委員会、学校長等 

 イ具体的な取組 

       ・交通安全教室の開催 

        公立小学校３校 参加676人 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学路

交通安全プログラムに基づく合同点検等の実施 

（１）取組のポイント 

      ①宝塚市 

       ・登下校時の児童の安全を確保するため、学校、

保護者、道路管理者、警察、教育委員会による合

同点検の実施 

      ②相生市 

       ・学校と教育委員会、都市整備、警察、自治体、

ＰＴＡと連携し、各小・中学校の通学路の点検を

行う、定期的な安全点検の実施 

   ③上郡町 

       ・通学路安全対策アドバイザーを派遣し、小学校

３校の通学路の安全点検、通学における指導助言

を行う 

（２）実践委員会 

 ①宝塚市 

ア構成員（18名） 

所轄警察署、市都市安全部、市土木事務所、教育

委員会、学校長 

 イ具体的な取組 

       ・通学路合同点検の実施 

        対象小学校 10校 

 ②相生市 

ア構成員（13名） 

所轄警察署、管轄河川国道事務所、県管轄土木事

務所、市担当課、自治会、ＰＴＡ、アドバイザー、

教育委員会、学校長 

 イ具体的な取組 

       ・通学路合同点検の実施 

        対象小学校 10校 

 ②上郡町 

ア構成員（10名） 

所轄警察署、管轄河川国道事務所、県管轄土木事

務所、町建設課、教育委員会、学校長等 

 イ具体的な取組 

   ・   ・通学路合同点検の実施 

        対象小学校 ７校、中学校 ３校 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

  ・児童生徒がＤＶＤの視聴や安全教育プレート等

を使用したことにより、より具体的に、実践的に

交通安全について学習できた。 

  ・各学校における交通安全教育への取組に定着が

見られ、児童及び教職員に対する意識づけが図ら

れた。 

○通学路の特徴 
 本県は、北は日本海、南は瀬戸内海・太平洋に

接し、都市部から農村部まで様々な特徴がある。 
 都市部では、狭い道路や交通量が多い道路、そ

の他の地域では、信号機がなく、速度超過の車両

が行きかう道路など、危険性の高い道路を通学路

としている地域もある。 
○登下校中における主な交通事故や県内事故件数 
 平成 28 年４月～12 月末で、小中学生の登下校

中における交通事故は、市町組合教育委員会から

117件の報告があり、そのうち、死亡事故１件、治

療に30日以上を要する重傷事故は29件あった。 
 交通事故の主な原因は自転車乗車中については

「車との接触」「転倒」が多く、歩行時については

「飛び出し」「車両の直前・直後の横断」である。 
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  ・各小学校の通学路危険箇所に対して、アドバイ

ザーや関係機関で検討することにより、横断歩道

の補修、減速マーク、標識設置など安全対策を実

施することにより、通学路の安全確保ができた。 

２ 今後の課題 

・交通安全ＤＶＤの活用や、交通安全教室の実施

など、全学校で交通安全教育に取り組んでいくよ

う啓発していく必要がある。 

・学校、家庭、地域が連携し、地域ぐるみで交通

安全意識を高める場が必要である。 

・通学路の改善対策が必要とされる箇所について、

予算確保や規制の難しい地区、地元との調整など

から実施時期が明確に定まっていない箇所があ

り、段階的に取組を推進していく必要がある。 

・対策が完了した箇所については、長期的にその

効果を検証していく仕組みが必要である。 

 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）取組のポイント 

      ①多可町 

       ・生徒の登下校時の安全を確保するため、専門的

な知識を有するアドバイザーの協力のもと、学校

敷地内に防犯カメラを２箇所設置 

      ②豊岡市 

 ・     ・通学路の安全確保を行うため防犯カメラを設置

し、防犯カメラの抑止効果により不審者からの被

害を防ぐなどの、日常的な学校安全の確保 

   ③丹波市 

       ・防犯カメラを設置することにより、登下校時や

夜間における不審者対応の強化と日常的な学校

安全の確保 

（２）実践委員会 

 ①多可町 

ア構成員（７名） 

町担当課、教育委員会、学校関係者、ＰＴＡ 

 イ具体的な取組 

       ・アドバイザーを派遣し、防犯カメラを設置 

       ・安全点検の実施と、警察による指導助言による

活用の検証 

 ②豊岡市 

ア構成員（４名） 

所轄警察署、市担当課、学校長、ＰＴＡ 

 イ具体的な取組 

       ・防犯カメラを活用した通学路の見守りの実施 

 ②丹波市 

ア構成員（11名） 

所轄警察署、管轄支所、教育委員会、学校関係者、 

ＰＴＡ 

 イ具体的な取組 

   ・   ・防犯カメラを活用した不審者対応に関する研修 

       ・防犯カメラを活用した日常的な学校安全管理の

実施  

  

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

  ・教師及び生徒の防犯意識の向上につながった。

地域、ＰＴＡにも防犯カメラ設置を広報すること

により、犯罪の抑止力が向上し、地域一丸となっ

て生徒を見守る事の重要性を再確認できた。 

  ・防犯カメラの設置が、安全管理が困難な死角に

おいて、外部侵入者や不審者に抑止効果を発揮し

ている。特に、登下校時の不審者対応には効果が

ある。防犯カメラの設置により生徒を含め「見ら

れている」という意識が高まり、設置場所周辺の

整理整頓やマナー向上につながった。   

２ 今後の課題   

  ・防犯カメラ運用に関するマニュアルの作成。（個

人情報の取り扱いなど） 

 ・防犯カメラの設置を、生徒、保護者、地域へ周

知したりステッカーの貼り付けを行ったりする

ことにより、抑止力を高める必要がある。 

・通学路の日常的な安全確認の面においても、不

審者等による被害の抑止の面においても、さらに

効果的なカメラの設置場所を検討する必要がある。 

○学校管理下における主な事故・事故件等 
 平成２３年 篠山市での小学生転落事故 
 平成２７年 姫路市での不審者による中学生切

りつけ傷害事件 
○子供にたいする犯罪状況（平成２８年） 
 防犯ネット配信 
  ・認知件数 2,416件 
  ・事案別 チカン等猥褻    854件 
       声かけ・付きまとい1,562件 
  ・ブザー使用  17件 
  ・午前7時から午前10時までと、午後3時か

ら午後10時の時間帯に多発 
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・有事のことを考えると、解像度の高いカメラが

望まれる。 

  ・防犯カメラの仕様がモニターで即時確認できる

ものではなく、記録媒体によるものであり、カメ

ラから取り外して、コンピュータに接続すること

になる。毎日や適時の確認ができないことから、

生活指導委員会等の防犯安全委員会を定期的に開

催し、映像の確認や、効果の検証を行っていく必

要がある。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：広陵町（小１校、中２

校）・平群町（小２校）・宇陀市（小３校）・大和郡山

市（小１校）・川西町（小１校）・県立学校（高２校）） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

        今後近い将来に必ず発生するといわれている南

海トラフによる海溝型地震に備え、実践的な防災教

育の推進を目指す市町村をモデル地域として指定

し、その中から１２校のモデル校を選定。各モデル

校では、防災学習や避難訓練等の取組の機会を通し

て、地震発生時に落ち着いて行動する態度を養い、

「主体的に行動する態度」を身に付けさせることを

目指した。 

(1)緊急地震速報受信システムの設置と避難訓練 

モデル校には緊急地震速報受信システムを設置

し、システムを活用した訓練実施を通して、避難行

動に係る指導方法の開発・普及のための実践的な取

組となるよう見直し・改善の推進を図った。 

(2)学校安全アドバイザーの訓練実施校への派遣 

 各モデル校が行う訓練等には、防災に関する専

門的知識を有する奈良地方気象台職員及び奈良県

防災士会員を学校安全アドバイザーとして派遣し、

防災避難訓練や児童生徒向け防災授業、教職員研修

会を通して防災教育・管理に対する教職員の指導力

向上及び児童生徒を含めた災害時における適切な

判断力と行動力の育成に役立てた。 

【広陵町】真美ヶ丘第二小学校(1／19)・広陵中 

学校(2／6)・真美ヶ丘中学校(2／9) 

【平群町】平群小学校(1／16)・平群北小学校(1

／18) 

【宇陀市】榛原東小学校(1／24)・榛原西小学校(2

／2)・榛原小学校(2／14) 

【大和郡山市】片桐西小学校(1／17) 

【川西町】川西小学校(2／22) 

【県立学校】橿原高校(1／31)・奈良高校(2／10) 

 

 

 

 

 

 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

奈良県 

 教育委員会等名：奈良県教育委員会 

 住  所：奈良県奈良市登大路町３０ 

 電  話：０７４２－２７－９８６２ 

○人口：１３５万人 
（うち児童・生徒等数：１７０，２５４人） 

○市町村数：３９ 
○学校数：幼稚園１８４園 こども園２９園 

小学校２０９校 中学校１１５校 
高等学校５５校 

     特別支援学校１１校 
     （高校・特別支援は分校を含む） 
○主な災害 
● 平成２３年９月 紀伊半島大水害 

 奈良県は、東西78.6km、南北103.4kmと南北に

長い県で、日本のほぼ中央部、紀伊半島の真ん中

にあり、大阪府・京都府・和歌山県・三重県に囲

まれて 海のない内陸県である。 
平成２３年９月には、紀伊半島大水害が発生

し、奈良県南部の山間地域において、大規模な深

層崩壊による土砂災害等による死者１４名、行方

不明者１０名等の甚大な被害を受けたが、土砂災

害のみならず、南海トラフ巨大地震の想定では、、

県内の最大震度は「震度６強」で、建物の倒壊や

屋内収容物の移動・転倒・落下などにより県内で

最大1,700人の死者が発生するなど、大きな被害

が予想されている。 
本事業では、防災教育の全県推進・普及のため、

５市町及び県立学校よりモデル地域・学校を指定

し、事業を実施した。 
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２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

県高等学校生徒会連絡会の活動として、これまで

も、高校生の被災地域におけるボランティア活動の

推進を図ってきた。今年度は平成23年紀伊半島大

水害の被災地域である野迫川村水ケ峰付近におい

て、高校生による災害復旧に係るボランティア活動

及び地域住民等との交流活動を実施した。また、活

動参加生徒が県内小・中・高等学校等の児童会・生

徒会代表等が集まる「奈良県児童生徒交流会」にお

いて成果報告を行い、多くの児童生徒に防災や社会

貢献活動について考える機会を提供した。 

〔主な取組〕 
○奈良県高等学校生徒会連絡会（4／27） 
○「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動」事前説明会（8／2） 

   ・『ボランティア活動の意義について』 
 葛城市立新庄中学校 教頭 吉藤行二氏 

・『紀伊半島大水害と被災地域の現状』 
     県教育委員会事務局生徒指導支援室 

指導主事 森島伸晃氏 
○「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動」実施（8／20） 
○「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動」事後研修会（11／17） 

   ・講演：『土砂災害と地震について』 
    奈良地方気象台土砂災害気象官 坂地 忠氏 
           地震津波防災官 森岡伸夫氏 

○「奈良県児童生徒交流会」（1／27） 
   ・災害ボランティア活動成果報告等 
 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

 〔成果〕 

・各学校では、事前に緊急地震速報のしくみや報知

音について学習する機会を持ったことで、児童・

生徒は緊急地震速報の校内放送が流れた後の初

期対応がよりスムーズに行えるようになった。 

・訓練手法としては、授業時間中以外での災害発生

を想定した訓練、児童生徒に訓練の実施を知らせ

ない「抜き打ち」訓練、保護者と連携して引き渡

しを同時に行う訓練等、訓練手法に工夫を盛り込

もうとする教職員の意識の高まりが感じられた。 
・学校安全アドバイザーが避難訓練に立合い、訓練

後、直接児童生徒に専門的見地から避難行動等に

ついての講評をしたことは、児童生徒の防災に対

する意識の高揚に大変役立った。 
・児童生徒自身が「自分の身を自分で守る」ために

必要となる知識を得ることで、大地震発生時に学

校内の様々な場所、様々な場面においても自ら判

断し、率先して避難行動をとることの大切さを知

る機会となった。 
 〔課題〕 

 ・児童生徒の「主体的に行動する態度」が着実に身

に付いてきていると感じる一方、訓練は児童生徒

にとっては「平常時」の行動の延長という意識が

強く、教員の指示により行動する場面がまだまだ

見られる（低学年ほどその傾向が強い） 

・訓練時に教員が「指導」に専念する傾向が強く、

教室内では安全確保行動を取っているのは児童

生徒のみという実態がある。児童生徒の命を守る

とともに、教員自身も自らの命を守る視点を持っ

た訓練実施の工夫が必要である。 

・緊急地震速報を活用した訓練手法を広く浸透させ

るに当たり、学校安全アドバイザーの活用方法の

工夫と合わせ、訓練（対応）方法の標準化を図る

ための教職員研修の充実、実践校の取組の普及の

工夫が必要と考える。 
 
２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

〔成果〕 

 以下の点から、参加生徒に災害発生時には自らが

支援者となり得ることを認識させ、被災地域の復

旧・復興及び安心で安全な社会づくりに貢献しよう

とする態度を培うことができた。 

・事前学習を効果的に行えたことで、参加生徒に課

題意識や目的意識をもって活動当日に臨ませる

ことができた。 

・活動当日は、参加生徒が被災地域の現状を目の当

たりにし、被災地域住民の話を直接聞くことで、

復旧・復興には多くの時間が必要なことを実感さ

せることができた。 

・事後学習において、専門家による災害に関する講

演を自らの体験（今回の活動も含め）を踏まえて

聞くことで、参加生徒に「支援者となる視点」を

もたせることができた。 

・事前説明会・活動当日・事後研修会と３回にわた

り、参加生徒が自ら考え、自らの意見を述べ、仲

間と話し合う機会を多くもたせたこと、また、「奈

良県児童生徒交流会」で活動の成果を報告する機

会をもたせたことで、参加生徒に災害や社会貢献

活動について、より主体的に考えさせることがで

きた。 

 〔課題〕 

・参加生徒に活動の成果を自校にもち帰らせ、いか

に広めさせるかが課題の一つであり、各校におけ
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る「報告会」等実施の奨励が必要である。 

・被災地域におけるボランティア経験等がある生徒

同士の交流の機会を増やし、「支援者となる視点」

をいかに高め、広げるか。 

・災害発生時の機動的な体制づくり 

普通科高校：異世代間交流(幼児・高齢者等)等 

職業科高校：職業科高校の専門性をいかした支援   

活動 等 

 

      （防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：大和郡山市（小1校）・

川西町（小１校）） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

児童生徒等の安全を確保するためには、児童生徒

自身が防犯や日常生活における事故を防ぐために

自ら主体的に考え行動できる態度を育成すること

が大切であり、教職員の学校安全の取組に対する一

定水準の基礎知識及びスキルを身に付けることは

重要である。 
本取組では、児童生徒や教職員、保護者、地域住

民対象の護身術学習会開催の機会を通して、犯罪被

害から児童生徒の安全を守るための知識・実践力の

向上に努めた。 
 (1)学校防犯学習会（護身術体験学習会）の実施 
   実施校：大和郡山市立郡山西小学校 
   対 象：６年生児童７９人 
   内 容：講義・護身術体験実習 
 (2)学校安全アドバイザーの派遣 

  防犯に関する専門的知識・技能を有する奈良県

少林寺拳法連盟員７名を学校安全アドバイザーと

して派遣し、児童等を対象とした防犯学習会にお

いて、不審な人に遭遇した場合における適切な判

断力と行動力の育成に役立てることを目指した。 

・不審な人に出会った時、連れて行かれそうになっ

たときの適切な行動の仕方について学び、自分の

安全は自分で守るという意識を高める講義を受

けた 

・少林寺拳法の基本的な技の体験を通して、体や腕

を捕まれたときの身のかわし方、逃げ方の習得に

つなげた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

   緊急時における児童生徒の安全確保と保護者・

地域との連携をスムーズに行うための実践的かつ

総合的な引き渡し訓練の手法について研究・開発

を図るため、訓練実施の機会を通して、学校待機

及び引き渡し訓練や安否確認訓練等の実施に係る

教育手法の共有により、学校の安全管理体制の構

築と強化を図る取組に役立てる。 

そのため、防災に関する知見を有する奈良県防

災士会より学校安全アドバイザーを訓練実施校に

派遣し、訓練実施校への適切な指導・助言等の支

援をお願いした。 

 

 (1)保護者引き渡し訓練の実施 

   実施校：川西町市立川西小学校 
   対 象：教職員２６人・児童１５８人・保護者 
   内 容：町の防災訓練の機会を利用し、学校で

は授業中の地震発生を想定した緊急地震

速報を活用した訓練を実施するととも

に、保護者宛に学校が送信する緊急連絡

メールにより、保護者が学校へ来校。児

童の引き渡しの手順を確認する訓練を実

施。（＊引き渡しは行わない。） 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
（１）重大事故 
    県内公立学校において発生した重大事故

で、平成 18 年度～28 年度において（独）

日本スポーツ振興センターの障害見舞金が

給付された件数は26件あり、これらは体育

授業中・運動部活動中の災害発生であった。 
    平成28年度には、運動部活動中に発生し

た熱中症による死亡事故が１件あった。 
（２）事件 
   平成16年 11 月、奈良市で小学1年生女子

児童が下校途中に誘拐され殺害される事件が

発生した。 
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 (2)学校安全アドバイザーの派遣 

   奈良県防災士会理事長の植村信吉氏を学校安全

アドバイザーとして派遣し、保護者引き渡し訓練の

視察立合の後、訓練実施時の児童・保護者の様子・

教職員の対応等に対して指導助言を受けた。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

 〔成果〕 

・児童に対して、危険回避・危険予測の視点及びス

キルについて実習を通して指導を受けることが

でき、児童自身が身近に潜む危険にしっかり目を

向け、自分の命を守るために主体的に判断・行動

しようとする意識・態度の向上につなげることが

できた。   

 〔課題〕 

・学校において児童生徒への防犯教室を実施する際

には、安全ボランティアの方への参加の呼びかけ

を行うなど、学校と地域が一緒になって防犯につ

いて学ぶ場を増やしていくことも必要である。 

・防犯教室を実施する学校の拡充を図るために、普

及啓発方法については工夫と検討が必要である。

防犯教室は警察等他の機関でも実施しているこ

とから、児童生徒に対する防犯意識の醸成のため

に、効率的な連携を図り、実施していく必要があ

る。 

   

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

 〔成果〕 

・本県の学校における保護者引き渡し訓練の実施 

状況については、訓練手法の一つとして取り上げ

ていない学校が多数存在する現状（Ｈ２７年度実

施率：小学校１１．９％、中学校１％、高等学校・

特別支援学校０％）がある。そのような中で、こ

れまでに引き渡し訓練を試みていなかった学校

が、緊急時における児童生徒の安全確保と保護者、

地域との連携をスムーズに行うための訓練の実

施に着目し、訓練手法の確認と実施に伴う課題を

確認し、共有できた。 

・児童、教職員、保護者がそれぞれ災害に対しての

意識を高めるためにも有用な訓練となった。 

 〔課題〕 

・川西小学校が行った今回の保護者引き渡し訓練 

は、町の防災訓練の開始に時間を合わせたため、

早朝の時間帯での実施であったこと、また、仕事

を持つ家庭など、前もって引き取りに来られない

家庭の児童については学校待機という設定で、あ

くまで引き取りに来た保護者への対応確認がメ

インの訓練実施となった。より、実践的に実効性

のある訓練の在り方を追求するためにも、同様の

訓練の実施実績を持つ学校の取組を共有できる

研修会の実施等にも取り組んでいきたい。 

   

   

 

- 87 -



 

 

（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

（モデル地域名・印南町：小・４校、中・４校） 

（モデル地域名・那智勝浦町：小・６校、中・４校） 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及：印南町及び那智勝

浦町 

（１） 印南町の主な取組 

印南町は、およそ１００年周期で発生する南海

地震の度、津波が繰り返し沿岸部に襲来している

こともあり、今後も地震・津波災害への備えが必

要な地域である。平成２４年度より本事業を実施

しており、これまでも児童生徒・教職員の防災識

の高揚を目指し、緊急地震速報受信システムを活

用した避難訓練を様々な想定の下で繰り返し行っ

ている。 

すべての児童生徒が「生き抜く力」を身に付け

るため、家庭や地域との連携を進めながら地域の

実情に応じたより実践的な避難訓練等の防災教育

を推進した。また、防災授業を公開し、学校の防

災教育を保護者や地域と共有することや、「４小・

４中」体制であることを生かした小中連携による

防災学習の推進にも取り組んでいる。       

 

ア 印南中学校での取組 
平成２８年１月に完成した印南避難センタ

ーを活用して避難所の運営体験を行った。３年

生全員が体験活動に参加し、中学生が地域の防

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

和歌山県 

 教育委員会等名：和歌山県教育委員会 

 住  所：和歌山県 

 電  話：073-441-3701 

人口：95万8,018人 
うち幼稚園児：6,586人 
  小学校児童：47,469人 
  中学校生徒：26,776人 
  高等学校生徒：29,686人 
  特別支援学校幼児・児童・生徒：1,479人 

市町村数：30市町村 
学校数：幼稚園 86園   

小学校 267校 
    中学校 134校 

  高等学校 53校 
    特別支援学校 12校 
主な災害 
● 昭和19年昭和東南海地震 
● 昭和21年昭和南海地震 
● 昭和28年7・18大水害 
● 平成23年紀伊半島大水害  等 

 

本県の面積は、4,726 平方 km、紀伊半島の南

西部に位置し、北は和泉山脈によって大阪府と接

し、東は奈良県、南東には三重県をひかえ、西は

紀伊水道を挟んで兵庫県（淡路島）、徳島県と相

対している。 
南海トラフの巨大地震等大規模な災害に備え、

県内の広範囲で、防災教育の意識向上を図るた

め、日高地方：印南町、東牟婁地方：那智勝浦町

をモデル地域として指定し、事業を実施した。 
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災リーダーとして活躍しようとする態度の育成

を目指した。 
印南避難センターで避難所運営体験を行っ

たのは初めてであったが、名簿の作成や段ボー

ルで間仕切りの作成、避難所設営、炊き出しな

どに取り組み、防災学習講演会での学習を生か

した体験活動となった。 

 
イ 切目小・中学校での取組 

切目小・中学校合同避難訓練を行った。児童生

徒の安全を確保するための判断力や行動力を育成

することを目的として、切目小・中学校区で地域

の各種関係団体等が連携して登校時を想定した地

震・津波避難訓練を行った。また、地域の避難所

において、避難生活の一部を知ることで避難所の

意味を理解し、災害に備えようとする態度の育成

を目指した。 

ウ 町内小中学校一斉避難訓練 

１１月４日（１１月５日「世界津波の日」）・１

月１７日（阪神・淡路大震災）・３月１１日（東日

本大震災）に行った。大きな危機に直面した災害

の記憶を決して忘れず、記憶の風化防止と教職員

と児童生徒の防災意識の高揚を目指して、毎年計

画的に一斉避難訓練を実施している。 

児童生徒には、どのようなことがあってこの日

に訓練を行うのかとその都度大きな災害のあった

ことを想起させ、考える活動を大切にしている。 

（２） 那智勝浦町の主な取組 

  那智勝浦町は台風・豪雨による河川の氾濫や土

砂災害による被害も発生し、河川流域及び山間部

も災害の危険性がある地域である。また、３連動

地震での最大津波高予測は８m、南海トラフ巨大

地震では１４ｍとされており、海に面している地

区にとっては避難場所・時間の確保は喫緊の課題

となっている。 
那智勝浦町は和歌山大学災害科学教育研究セン

ターと連携し、平成２３年９月に発生し大きな犠

牲をもたらした那智川流域の土砂災害に関する啓

発映像資料『私たちは忘れない 紀伊半島大水害

のことを』を作成した。監修いただいた今西 武

客員教授のメッセージと共に、初めて公開・上映

する場を設けた。 
  同時に、バーチャルリアリティー技術を活用し

た地震体験会場も開設し、より具体的な発生場面

を想起させ、実践的な体験になるような提起を行

った。 
   

 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援：那智

勝浦町  

（１） 那智勝浦町の主な取組 

平成２８年紀伊半島大水害から年月が経ち、復

旧・復興が進んでいるとも言えるが、まだまだ被

災者・被災地へのあらゆるケアは必要であり、特

に「心」の部分を踏まえた上での防災対策・防災

学習を企画・推進していく必要がある。学校・児

童生徒を拠点としながら、防災に対する意識の高

まりを大人レベル・地域レベルにも広げていくよ

うな事業展開を考えた。 
ア 「防災リーダー養成講座」の実施 

      〔実施日〕1月14日（土）9：30～15：30 

〔会 場〕那智勝浦町教育センター 

〔参加者〕小学生６名 中学生１名 町民７名 

            教職員・保護者３名 事務局５名 

- 89 -



〔プログラム〕 

① ＤＶＤ「９．４メッセージ」鑑賞 

② ペール缶を活用した炊き出し訓練 

③ 避難所パーテーション設営体験 

④ 防災紙芝居（防災士：久保 榮子 氏） 

⑤ 図上災害訓練（ＤＩＧ） 

 

 

イ 学校防災アドバイザーの活用 

① 下里小学校 

〔実施日〕11月21日（月）13：00 ～ 15：30 

〔会 場〕下里小学校 

〔参加者〕４～６年生児童・教職員  約60名 

〔講 師〕野尻 紀恵 氏（日本福祉大学）及び 

災害ボランティアセンター所属学生7名 

大学生からの防災メッセージ及び避難所ワークシ

ョップを行った。 

 

② 勝浦小学校 

〔実施日〕11月25日（金）13：30 ～ 15：30 

〔会 場〕勝浦小学校体育館 

〔参加者〕勝浦小学校第５学年児童・保護者 約80名 

〔講 師〕今西 武 氏（和歌山大学） 

親子が入り交じって防災ついて考える空間 

『３．１１メッセージ上映』『パーテーション設営

体験』『図上災害訓練（ＤＩＧ）』というプログラムを

児童と保護者が共に学んだ。 

 

③ 那智中学校 

〔実施日〕12月5日（月）13：20～15：10 
〔会 場〕那智中学校体育館 
〔参加者〕那智中学校第１学年生徒・教職員 約60名 
〔講 師〕今西 武 氏（和歌山大学） 
実際に避難所となる体育館を会場としてワークシ

ョップ等を実施した。 

 

④ 宇久井中学校 

〔実施日〕12月20日（火）13：00～15：30 
〔会 場〕宇久井中学校体育館 
〔参加者〕宇久井中学校全生徒・教職員 及び  

宇子支会（共育コミュニティ） 約130名 
〔講 師〕今西  武 氏（和歌山大学） 
     久保 榮子  氏 （町内在住防災士） 
「防災メッセージ」及び、非常食を活用したデザー

トコーナーの設営、休憩・交流しながら非常食や防

災について語る空間作りに努めた。 

 
 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

 ○ ブラインドで緊急地震速報を鳴らした際に、自

発的に机の下に身を隠す行動を取っていた。緊急

地震速報がどのような意味を持つものなのか、ど

んな行動を取るべきか子供たちに身についおり、

事業の継続による防災意識の向上が図れた。 
 ○ 町内において、校区・地域ぐるみで避難訓練を

行ったり、防災学習を公開したりすることが多く

なってきた。昨年度からの課題であった参加対象

の拡大を図ることができた。 

○ 「３．１１メッセージ」に加え、那智勝浦町の

被災経験を基にした啓発映像の作成・上映が実現

し、「被災」「防災」について考える機会を得る

ことができた。 

２ 今後の課題 

 ○ 各学校では様々な想定の下に、特色のある避難

訓練が行われている。繰り返し実施することが重
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要である一方で、それらが単に形式化したものと

なるのは防がなければならない。 

○ 防災教育や訓練に対する「飽き」や「慣れ」を

防ぐために、心に響く実践的な防災教育の手法開

発及び指導の工夫が必要である。そのためにも優

れた実践を互いに視察・交流することにより、新

たな取組の創造や防災教育の充実を目指す。 

 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・橋本市：幼・５校、小・１５校、中・

５校、高・４校、特支・１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）橋本市の主な取組 

 平成２９年１月２５日（水）、橋本中央中学校にお

いて防犯訓練を実施した。１年生を対象とした全体

学習では、青少年センター職員による、防犯標語「は

ちみつじまん」「いかのおすし」の説明や、襲われた

際の逃げ方「ロケットダッシュ」や「グルグルダッ

シュ」等の防犯指導を行ない、その後、実際に襲わ

れた場合の上記対処方法を生徒自ら体験した。 

全体学習後、防犯カメラを設置した橋本駅前の通

学路上へ移動し、当該通学路を通って通学している

生徒のうち女子生徒４名による、現場で実際に不審

者と遭遇した想定での実地訓練を行なった。 

 また、訓練終了後、防犯カメラの撮影した映像デ

ータをパソコンへダウンロードし、映像を確認した。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組みの成果 

○ 通学路に防犯カメラを設置することにより、有事

の際の犯人検挙に寄与できることとなり、また当該

場所での事件発生の抑止にもつながることが期待

される。 

○ 登下校時を想定した防犯訓練を実施することで、

実際に不審者と遭遇した場合の対処方法を学習す

るとともに、学校、生徒の危機意識の向上につなが

った。 

２ 今後の課題 

○ 防犯カメラは犯罪の抑止力や事件発生時の犯人検

挙に対して有効な手段であるが、市内通学路の全域

に設置することは費用面で困難である。また、その

際に、より効果の高い場所への設置を行なえるよう

設置場所の選定基準等を明確にする必要がある。 

○ 防犯カメラは、安全に対する補助的なものである

ので、ハード面に頼りきるのではなく、見守り等の

ソフト面での取組みを継続することが必要である。  

○ 学校管理下における主な事故・事故件数等 
 和歌山県内における学校管理下では、死亡につ

ながるような大きな事故や事件は近年発生してい

ない。 
 ただし、平成２７年２月に放課後遊び終えて、

家に帰ろうとした小学５年生（当時）が、ナイフ

等で刺され殺されるという痛ましい事件があっ

た。 
 また、登下校時の通学路における不審者の出現

はたびたびに発生しており、重大な事件につなが

る前に防止対策が必要と考える。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）学校防災アドバイザー活用による取組 

本年度も、学校防災アドバイザーとして、元鳥取 

県防災教育コーディネーターを委嘱し、全県の学校

を対象に、派遣希望のあった学校に派遣した。 

ア 派遣先 ７市町２２校、２団体  

計３０回の派遣 ※複数回派遣の学校有 

イ 主な実施内容 

○学年の教科・領域 
＜活動内容＞ 
◇２・３・４年―学級活動として 
◇５・６年―理科・総合的な学習・学級活動

として 
 
 
 
 
 
○防災教室 
＜活動内容＞ 
◇低・中・高学年別、下・上学年別、全校で

の学校行事としての講話等 
 
 
 
 
 

○避難訓練 
＜訓練内容の内訳＞ 
◇地震災害 
◇土砂災害 

＜活動内容＞ 
◇事前に学校を訪問し、校舎内外を視察確認

しながら活動内容の検討・指導助言、実施

案修正等を提案した。 
○引き渡し訓練 
＜活動内容＞ 
◇事前に引き渡し訓練計画案をもとに管理

職や安全主任と打合せ・指導助言をし訓練

を実施。訓練後、管理職・安全主任との反

省会で指導助言を行った。 
 

（２）モデル地域：鳥取市立佐治小学校における取組 

ア 土砂災害を想定した避難訓練の実施 
(ｱ) 地域に関わること 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

鳥取県 

 教育委員会等名：鳥取県教育委員会 

 住  所：鳥取県鳥取市東町一丁目２７１ 

 電  話：０８５７‐２６‐７５２７ 

本県は、中国地方の北東部に位置し、東西約１

２０ｋｍ、南北約２０～５０ｋｍと、東西にやや

細長い県である。 北は日本海に面し、南には中国

地方の最高峰・大山があり、台風などの自然災害

が少なく、比較的気候条件に恵まれている。 
本県には、１９４３年の鳥取地震で動いた鹿野

断層、吉岡断層などの活断層がある。 
また、日本海側で大地震が発生した場合、沿岸

を中心に津波被害の可能性もある。 
本事業においては、地域に土砂災害特別警戒区

域に所在する学校が７校、土砂災害警戒区域に所

在する学校が１０校ある鳥取市をモデル地域とし

て指定し、土砂災害に視点をあてた防災教育の実

践を通して、安全な避難行動ができる取組を実践

した。 

人口：５７万人（うち児童・生徒数：６２千人） 
市町村数：１９市町村 
学校数：小学校１３０校 中学校６1校 

高等学校３２校 特別支援学校１０校 
主な災害 
 ●昭和１８年 鳥取地震 
●平成１２年 鳥取県西部地震 
●平成１６年 台風２１号による風水害 
●平成２８年 鳥取県中部地震 等 
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佐治町総合支所と事前協議並びに、避難時に使

用する防災物資の確認も行った。地域の被害状況

の確認や防災無線の活用など緊急時における連携

の仕方についても確認できる良い機会になった。 

 
(ｲ) 避難に関わること  

   避難訓練では、第一次避難場所を体育館とした。

具体的な想定とあわせて避難指示の放送を行った。

また、屋上に職員を１名配置し、事業費で購入し

たトランシーバーを使って本部に川の状況を報告

する訓練も行った。全校児童が速やかに体育館に

集合でき、第一次避難場所とした体育館が危険な

場合は、校舎３階の児童会室に垂直避難すること

も全校で確認した。 
イ 学校の防災教育への専門家派遣事業の活用 

鳥取地方気象

台、鳥取県治山

砂防課の協力で、

避難訓練後に土

砂災害の種類や

前兆、気象の変化についての出前授業をしていただ

いた。映像を活用した学習は児童にとってわかりや

すく、改めて土砂災害の威力と恐ろしさを感じたよ

うであった。 
また、事前打ち合わせにて、避難場所についての

助言をいただくとともに、訓練の様子も見てもらい、

実施後に今後に向けてのアドバイスをいただくこ

ともできた。 
ウ 防災学習ワークショップの実施 

先進地視察で和歌山県那智勝浦町を訪問した

際、過疎化が進む地域で災害を乗り越えていこう

とするとき、行政と学校が連携して地域のリーダ

ーを育てることが重要だと学んだ。そこで、防災

教育を通して、「相

手を思う心をも

つ」、「協働の大切

さがわかる」、「よ

く見て考え行動で

きる」、「みんなが

幸せになる工夫ができる」子どもたちを育てる学

習活動を工夫し積み上げていこうと考え、４・５

年生を対象に、避難所運営について考える授業を

実施した。来年度は、今年学んだ児童をリーダー

にして全校での学習を展開していきたいと考え

ている。 
Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

 ・学校防災アドバイザーの活用ではできる限り事前

打ち合わせを行った上で授業等に臨んだ結果、児

童の実態に即した学習が展開された。 
・学校防災アドバイザーの専門的で分かりやすい講

話や指導助言により、児童生徒のみならず教職

員、保護者等防災に対する意識がより高まった。 

・学校防災アドバイザーが避難訓練に関わることに

より、家庭や地域と連携する上での課題を見つけ

ることができた。 

 ・地域の自然の特色や防災の実情を知る中で、防災

教育の柱や考え方を整理することができたと同時

に、地域と連携してそれぞれの災害に対する備え

を考え始めることができた。 

・避難訓練で総合支所や治山砂防課等の協力を仰い

だことをきっかけに、実際の災害時に連携して、

児童を安全に避難させることができ、事後の検証

においても学校の実情に合った指摘や意見をい

ただくことができた。 

２ 今後の課題 

・現在、本県の学校防災アドバイザーは１名なので、

人材発掘及び確保を行うことが課題である。 
・大規模災害発生時には学校が避難所となるので、 
児童、生徒の避難訓練だけでなく、災害発生時に 
おける学校の災害対策本部の立上げ、及び初期消 
火訓練、学校施設・設備等の被害状況確認等、初 
動体制訓練等を実施することが課題である。 

・専門家による出前授業やワークショップ型の学習、

そして、何より地震や大雨、大雪など実際の場面

に直面したことで、教職員や児童の防災意識が高

まった。次は、意識や思いを行動に移す段階だが、

さらに防災や安全についての知識を身に付け、訓

練することが重要であり課題だと考えている。 

・子どもたちが防災について学び、積極的に取組む

ことが、家庭や地域に防災教育の大切さを発信す

ることにつながる。今後、保護者や地域を巻き込

んだ活動を計画し、実行していくことが地域の防

災力を高めると同時に、地域の一員として協働で

きる子どもたちの育成につながると考える。 

- 93 -



（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域・校：鳥取市立末恒小学校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

 

（１）防犯の土台づくり（地域とのつながりを通して） 
  ア あいさつ運動 

あいさつの大切さを意識させるために、校門

前に本事業予算で作成した２つの横断幕を掲げ

た。保護者・地域の方にもあいさつの輪が広が

っている。また、本校の基本的生活習慣の大き

な柱としてあいさ

つをすることを揚

げ、月末に行う児

童評価結果を校舎

内に掲示して意識

啓発を図った。 
 

  イ 「わくわく交流広場」 
遊びを通して、子ども・保護者・地域・教職

員が顔見知りの関係を築き、地域全体で子ども

たちを見守っていこうというねらいのもと、公

民館主催で１０数年続いている事業である。年

間６回実施し、昨年度より地域の保育園・幼稚

園の年長児を招待し

ている。最終回は参

加者と一緒に給食を

食べ、一年間のお礼

や出し物等の工夫し

た取組も各クラスで

行われた。 
 

  ウ 湖東グリーンゾーンによる防犯パトロール 
本中学校区には、「湖東グリーンゾーン」と 

いう子どもの非行防止と健全育成のための組織

がある。この組織の末恒支部では海岸清掃や鳥

取しゃんしゃん祭りへの参加の他に、夏休みの

期間中に夜間パトロールを実施している。 
 
（２）防犯教室の充実と不審者対応避難訓練の実施 
  ア 防犯教室の充実（３・４年、５・６年対象） 
     鳥取県東部少年サポートセンターの協力に

より、夏休み前、万引きなどの非行防止の話

を学年の発達段階に応じた内容でしていた

だいた。 
 

イ 不審者対応避難訓練の実施 
     鳥取県警察署スクールサポーターや駐在所

員等の協力により実施した。校舎内に入って

きた不審者に職員が対応している間に児童

を体育館に避難させるという形で行った。不

審者への対応の仕方や子どもの安全を守る

ポイント等、教

職員の動きにつ

いて専門家の指

導を受け、今後

の取組の示唆を

いただいた。 
 
（３）防犯上の危険を見抜く力の育成 ― 地域安全マ

ップの作成 
４年生児童５７名を対象に３時間構成で地域

安全マップ作成を行った。第１時は、犯罪が起

きやすい場所として「見えにくい場所」「入りや

すい場所」がポイントであることを写真等を見

ながら学習した。第２時・第３時は学校周辺の

写真を基に個々で安全かどうかを判断し、グル

ープでの話し合い活動を通して、防犯に対する

意識を高めた。環境美化を心がけたり、あいさ

つを交わしたり

することが防犯

上でも効果が大

きいこと等を押

さえながら学習

を展開した。 
        

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

モデル地域において、学校管理下における重大

事故や事件は発生していないが、モデル校の校区

では数年前に不審者の出没や駅での器物損壊行

為、公園での蝟集行為等が報告されており、地域

の安全に対して危機意識を持つ住民も多い。 
そのような状況を踏まえ、緊急事態に備えて、

防犯訓練や防犯教室を充実させるとともに、児童

自身が日常生活の中に潜む様々な危険を予測・回

避し、安全な行動をとることができるよう取組を

進めてきた。 
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（１）学校安全ボランティアの活用 
    当番の保護者や地域の交通指導員も毎朝子ど

もたちが安全に登校出来るよう指導してもらっ

ている。 
 
（２）児童自身の危機予測と危機回避能力の育成 

鳥取警察署員、駐在所員等により、全校児童

対象に交通安全教室を実施した。今年は下学年

と上学年に分か

れてそれぞれに

あった内容で話

をしていただい

た。 
 
（３）通学路や校内の安全環境整備 
  ア ＰＴＡと連携した交通安全上の危険箇所の発

見と子どもへの指導 
通学路で危険な箇所をＰＴＡが確認し、地

図にして子どもたちに示した。こういった取

組は保護者の意識を高めるのにも効果があ

った。 
イ 教職員による交通安全指導の充実 

教員による登校指導は年度当初と毎月２

回、さらに交通安全運動期間に実施している。

並んで登校することを基本的生活習慣の一

つとし、月末に行う児童評価結果を掲示して

子どもたちの意識を高めるよう工夫した。ま

た、本事業で防犯カメラを購入し、学校敷地

内から通学路の一部が見えるようにした。下

校時の安全確保の一助となっている。 
  

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

  ・あいさつ標語を書いた横断幕を校門付近に２つ

設置し、児童や保護者への意識啓発を行った。

月末に行う児童評価結果を校舎内に掲示し意識

啓発を図ったところ、４月には「あいさつがよ

い」と回答した児童は４２％だったのが、１２

月には４８％に高まった。 
・地域安全マップは作成まで至らなかったが、校

区の写真をもとに、その場所が安全かどうかを

子どもたちが自分で判断したり、友だちとの意

見交換により考えを深めたりすることで危険を

見抜く力を育てることができた。中には家の近

くを親と一緒に廻って、安全かどうかを確かめ

た児童もいる等、防犯に対する意識の高まりが

感じられた。 
 ・毎年実施している交通安全教室を、下学年・上 

学年それぞれにあった内容の話を鳥取警察署の 
方にしていただいたことで、子どもたちの理解 
が深まった。 

 
２ 今後の課題 

・帰宅後の事故、特に自転車での事故の発生が多い。

ヘルメットを着用して自転車に乗る等の安全指

導は学校で行っているが、家庭や地域、警察と連

携した取組を実施することも考えていきたい。交

通事故の未然防止、命を守る行動について理解を

深める学習の必要性を感じている。 

・防犯教育を進めていく上で土台となるの    

は「人と人とのつながり」であり、子どもたちを

取り巻くすべての人が意図的につながる仕組み

を作ることはとても大切である。地域には公民館

の他、様々な団体や組織が地域活性化のために活

動している。こういった組織と、子どもたちの安

全や健全育成を目的に効果的に連携を深めてい

くかをしっかり検討していきたい。 

・学校に求められる教育内容は多岐にわたってお

り、何を最優先して教育実践しなくてはいけない

かを教職員が共通理解して取組むことが今後ま

すます重要になってくる。今まで行ってきた取組

を工夫し、命を守るという視点で捉え直すことで

安全教育の推進を図ったが、新たに取り入れた不

審者対応訓練や地域安全マップ作りについても

その必要性を感じている。危険はいつ、どんな形

で子どもたちに襲ってくるかわからない。そのと

き必要なのは、危険を予測する力と回避する力で

ある。こういった力は体験や経験から身につく面

も大きいと思われる。発達段階を追った縦のつな

がりと教科間等の横のつながりを絡めながら学

校全体の教育活動を見直す必要がある。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）緊急地震速報受信音を活用した抜き打ちによる

避難訓練の実施 

      ア 研究実践校（４校） 

美咲町立柵原西小学校、柵原東小学校、柵原中

学校、県立玉島高等学校 

 イ 研究内容 

   児童生徒、教職員が緊急地震速報の仕組等につ

いて学習をした上、システムを活用した避難訓練

を実施した。児童生徒等が自らの判断で身の安全

を確保できるよう、授業中のみならず休憩時間や

予告なしで訓練を実施することで、災害発生時に

主体的に行動ができる「自助」の力を身につけさ

せた。 

（２）近隣学校や地域との連携 

ア 研究実践校（４校） 
美咲町立柵原西小学校、柵原東小学校、柵原中

学校、県立玉島高等学校 

イ 研究内容 
① 実践委員会の開催による連携（美咲町柵原中学 

校区、県立玉島高等学校） 

  近隣学校やＰＴＡ、町内会、自治体、消防署等

を委員とし、実践委員会を開催した。それぞれの

課題や役割について情報交換や今後の連携のあ

り方等について検討することができ、継続した取

組を行うための連携体制づくりが構築できた。 

② 他校種との合同避難訓練の実施（県立玉島高等 

学校） 

   津波を想定し、幼稚園・小学校と合同で避難訓

練を実施した。避難訓練では、耐震工事中の小学

校から児童が避難してきて、垂直避難を実施した。 

③ 防災教育講演会の実施（県立玉島高等学校） 

   「災害発生時（主に地震、津波）のリスクと避

難の際に気をつけるべきこと」について兵庫県立

大学の木村准教授に講師を依頼し、生徒、教職員

を対象に講演会を開催した。事前に災害を想定し、

行動のパッケージ化を行うことの重要性や、今後

の防災のあり方について学ぶことができ、地域防

災の啓発にも繋がった。 

 ④ 防災図上訓練の実施（柵原中学校） 

   将来の生活を見据えた防災知識の活用として、

柵原地区の防災上の特徴である水害･土砂災害に

ついて、図上訓練を行った。内容としては学習ス

ライドで、校区内の各居住地域に分かれて、実際

に水害や土砂崩れが起こりやすい場所と避難すべ

き場所を話し合った。参考として美咲町防災マッ

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

岡山県 

 教育委員会等名：岡山県教育委員会 

 住所：岡山県岡山市北区内山下２丁目４番６号 

 電話：（０８６）２２６－７５９１ 

人口：約１９１万人 
（うち園児・児童・生徒数：２３７，６０５人） 
         平成２８年５月１日現在 

市町村数：２７市町村 
学校数：幼稚園２８４園  こども園３６園 

小学校３９７校  中学校１６５校   
中等教育学校２校 高等学校９０校   
特別支援学校１６校 

主な災害 
● 昭和２１年 昭和南海地震 M8.0 
● 平成１２年 鳥取県西部地震 M7.3 
● 平成１３年 芸予地震 M6.7 
● 平成２３年 台風12号に伴う浸水被害 
● 平成２８年 鳥取県中部地震 M6.6等 

本県は、山陽道の中央に位置し、瀬戸内海を臨

んで南は四国に、北は山陰地方と接し、中四国地

方の交通の要衝として古くから重要な位置にあ

る。温暖で自然環境に恵まれ、災害が比較的少な

い。 
しかし、平成２５年に公表された南海トラフ巨

大地震の被害想定では、最大震度６強、県南部で

は、津波・液状化による甚大な被害も懸念されて

いることから防災対策は喫緊の課題となってい

る。 
 本事業においては、県南の津波対策を課題とし

た県立玉島高等学校、また、山間部に位置し、河

川氾濫、土砂災害等の対策が課題となっている美

咲町柵原中学校区（３校）の計４校をモデル校と

して指定し、事業を実施した。 
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プを利用して、自分たちの想像との比較をし、発

災時には避難すべき場所が変りうることも確認し

た。また、夏季休業中には「大きな地震が起きた

時の我が家の危険箇所」を家族と一緒に探す活動

を行い、家族への防災意識の高揚にも繋がった。 

（３）学校の特色を生かした防災教育・防災管理の 

取組 （一部取組例） 

 ア 防災ポスターの作成・掲示（柵原西小学校） 

 イ 全校児童による「防災集会」の実施（柵原西小

学校） 

 ウ 防災給食の実施（柵原西小学校） 

 エ アクションカードの作成（柵原東小学校） 

 オ 熊本スタディーツアーの実施（県立玉島高等学

校） 

 カ 「世界津波の日」高校生サミットin黒潮への参

加（県立玉島高等学校） 

 

２ 学校安全アドバイザー活用事業 

   学校安全アドバイザーとして、岡山大学 鈴木

茂之教授、岡山理科大学 西村敬一客員研究員、

兵庫県立大学 木村玲欧准教授、岡山地方気象台

関係者を委嘱し、モデル地域や学校に各２～３回

程度派遣した。  

学校は、地域や学校周辺の地質特性や緊急地震

速報の活用方法、防災教育の学習方法等について

アドバイザーから指導助言を受けながら避難場所

の見直し、実践的な訓練や防災学習等、学校の課

題に応じた取組を実践することができた。 

 

３ 災害ボランティア体験活動の推進・支援 
（１）「高校生地域防災ボランティアリーダー養成研 

修」の実施 

ア 研修概要 

災害発生時に高校生らが、救援活動等ができる

実践力を身につけ、地域の支援者としての資質や

能力を持つリーダーを養成することをねらいとし

た研修を実施した。県内３会場（県立岡山御津高

等学校、県立倉敷青陵高等学校、県立津山高等学

校）に県内５１校、２９８名の高校生・中学生が

参加し、防災意識を高めたり、体験的な活動を通

して、実践力を身に付けた。 

イ 研修内容 

  ＜体験発表＞ 

 ① 東日本大震災等でボランティア活動を実践した

高校生（アムダ中学・高校生会）による体験発表 

 ② 「平成２７年度被災地における防災ボランティ

ア研修」に参加した生徒による体験発表  

  ＜実技講習＞ 

   参加生徒は以下の３つのコースから１つ選択し、

体験活動や実践的な訓練等を学習した。 

① Ａコース「地震・火災等から守る」 

各会場校の管内消防署員の指導の下、起震車体

験、消火器訓練、土のう積み訓練等を学習した。 

② Ｂコース「救助活動」 

   日本赤十字社岡山県支部スタッフの指導の下、

担架や毛布を活用した搬送訓練や、ハンカチ、三

角巾等を活用した応急処置法を学習した。 

 ③ Ｃコース「災害時の援助」 

   自衛隊岡山地方協力本部スタッフ等の指導の下、

救助器材訓練体験、ロープワークや応急処置法に

ついて学習した。 

  ＜グループ討議・演習＞ 

   ＮＰＯ法人まちづくり推進機構岡山のスタッフ

の指導の下、「高校生にできる災害時支援とは」を

テーマにグループ討議・演習を行った。大規模災

害時にできることはもちろん、日頃から地域と関

わりを持ち、身近なところで高校生らができるこ

とをすべき等の意見も交わされ、一人ひとりが自

分に何ができるかを考えるきっかけとなった。 

   演習では、「クロスロード」と「避難所運営ゲー

ム」を行い、災害時での協力の重要性などについ

て学習した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （演習の様子） 

 

（２）「被災地における防災ボランティア研修」の実施 

ア 研修概要 

東日本大震災における被災地を訪問し、災害ボラ 

ンティア活動等を体験するとともに、震災遺構や現

在の復旧・復興状況を実際に視たり、聞いたりする

ことを通じて、「自助・共助」について学び、被害

を減らす方法や支援者としての関わり方等につい

て考える。また、経験した内容等を伝えることで、

県内高校生の防災に対する意識の高揚につなげる

ことをねらいとした研修を実施した。県内高校生・

引率教員１５名が参加し、体験的な活動等を通して、

「自助・共助」について学んだ。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 防災教育手法の開発・普及について 

  参加日を利用した保護者引き渡し訓練や、防災に

ついての学習発表会及び防災集会など、児童生徒の

防災に関する意識を高めるとともに、保護者の関心

を高める機会ともなった。１０月に発生した鳥取県
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中部地震でもほとんどの児童生徒が自分の命を守

る行動が取れており、防災意識が高まった。 

  今後は、これらの取組を県内に広く普及した上で、

各学校園が、地域の災害特性に応じてさらに実践的

な避難訓練を展開するとともに、防災教育を学校の

教育活動に系統的に位置づけ、実践できるよう研究

する必要がある。 

 
２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援について 
  研修会では、災害時に直接役立つ「実習」を多く

取り入れ、コース選択にしたことで、より実践的な

技能を身につけることができた。また、グループ討

議やクロスロード、避難所運営ゲームにより、高校

生自身が、災害とどのように向き合い、自分たちに

何ができるか考える良い機会となった。 

今後は、本研修に参加した生徒が、活動の場を広

げ、自校や地域の活動にリーダーとして参加し、実

践することができる支援体制を確立していく必要

がある。 

 

（交通安全・防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故等 

〇通学路の特徴 

 本県では、幹線道路や密集市街地付近の交通量が

多い通学路と中山間地域の交通量が少ない通学

路があり、地域により道路環境が大きく異なる。

また、県内の多くの小学校では集団登校を実施し

ているが、市街中心地域では、個別登下校を実施

したり、中山間地域では、人口減少による小学校

の統廃合によりスクールバス通学等を余儀なく

されているところも多くある。      

〇登下校中における主な交通事故や県内事故件数 

  平成２８年中の児童の交通事故件数は、１４０

件、負傷者２４５名で、平成１９年以降減少傾向

であり、死亡事故は１件１名であった。登下校中

における交通事故は、交差点での飛び出しや横断

中での事故原因が特徴である。 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 
（１）交通安全教育 
   瀬戸内市立今城小学校をモデル校に指定し、岡

山県警作成の交通安全教材「セーフティサイク

ル・ステップアップ・スクール」を活用した、「危

険予測トレーニング」に取組んだ。交通安全につ

いて知っているようで、知らないことが多くあり、

交通安全マナーについても考える機会となった。 

（危険予測トレーニングの様子） 
 

（２）防犯教育 
「地域安全マップづくり」 

   事前学習として、児童は防犯の上で「（だれもが）

入りやすい場所」そして「（だれにも）見えにくい

場所」が危険であると学んだ。具体的には、自由

に出入りできる駐車場や公園は誰がいてもおかし

くないため危険、塀や木が高いところは住民から

見えにくいため危険、家の窓や手入れの行き届い

た花壇があると住民の目があり安全などの知識を

教わった。 

フィールドワークでは、班長、副班長、地図係、 
写真係、メモ係、インタビュー係、時計係等の役

割分担をし、実際に今城小学校周辺の危険箇所を

確認した。危険な場所を見つけたら、班の全員で

危険かどうかの話し合い、地図への記入、写真撮

影、危険な理由などを確認した。また、地域の方

に出会ったら防犯に関する危険な場所がないかを

聞くなどのインタビューも行った。 

    
（フィールドワークの様子） 

 
１１月の学習発表会で保護者に向けて、マッ

プを紹介した。また、防犯の内容を取り入れた劇

も披露し、自分たちで考えて表現したことで、防

犯についてより深い学習に繋がった。 
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 ２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のポイント 
   瀬戸内市の小学校を対象に合同点検を実施し 

た。瀬戸内市は、県南に位置する市であり、交通 
量の多い箇所と中山間地域で通学路での交通量は 
比較的少ない通学路が混在している。 
合同点検の実施については、学校安全アドバイ 

ザーの助言のもと、関係機関との合同点検や安全 
対策について協議することにより、県内の通学路 
安全対策の推進に資することを目的に実施した。 

（２）推進委員会 
ア 構成員（１２名） 

岡山大学准教授 橋本成仁、県県民生活部くら 
し安全安心課（２名）、県警本部交通部交通規制 
課（１名）、岡山国道事務所交通対策課（１名）、 
県土木部道路整備課（１名）、県警本部生活安全 
部生活安全企画課（１名）、瀬戸内市教育委員会 
総務学務課（１名）、岡山県教育庁保健体育課（４ 
名） 

イ 学校安全アドバイザーの派遣 

   岡山大学大学院 橋本成仁准教授にアドバイザ 
ーとして依頼し、瀬戸内市に派遣した。瀬戸内市 
では、関係機関との合同点検を９小学校、計３９ 
箇所行い、その対策案について助言を受けた。通 
学路の点検を行う上で、「①見通しが悪いかどう 

か、②車の交通量を減らす、③車の速度を落とす、 

④児童と車を遠ざける」の４点について考えると 

いう具体的な視点の助言を受けた。さらに危険箇 
所について、「いつまでに・だれが・どうするか・ 
対策実現までの対応」の視点で、より具体的な提 
案がなされた。 

（３）岡山県実践的安全教育総合支援事業成果発表会

の開催 
１月１１日、教育関係者、道路管理担当部署、

警察等を対象とした成果発表会を開催した。交通

安全・防犯を含む生活上の安全に関する今年度の

取組について、瀬戸内市から、三年生で取り組ん

だ安全マップの作成について発表や通学路合同点

検後のソフト面、ハード面の対策についての報告

があった。なお、この発表会では、防災に関する

取組について、美咲町、県立玉島高等学校からも

発表があった。 
（４）瀬戸内市実践委員会 

構成員（１２名） 

岡山大学准教授 橋本成仁、瀬戸内市教育委員 
会（３名）、小学校管理職（２名）、市危機管理 
課（２名）、市道路管理者（２名）、瀬戸内警察 
署交通安全課（１名）、備前県民局維持補修課（１ 
名） 

イ 関係機関との連携 
   各関係機関が一緒に通学路合同点検を行うこと 

で、メンバー全員で効率的に危険箇所の情報共有 
ができた。 

 
（通学路合同点検の様子） 

 
 Ⅲ 今後の課題 

   県内の全市町村において通学路交通安全プログ

ラムを策定しているが、まだ十分機能していない

市町村もある。瀬戸内市での本事業の実践事例を

紹介するなどして、今後さらに関係機関等と連携

した、ハード面・ソフト面の両輪からの安全対策

を継続していくことが大切である。 

また、下校中や下校後の時間帯に事件・事故が

発生しやすくなっている状況を踏まえ、今後さら

に保護者・地域・防犯ボランティア等の関係機関

と連携しながら、学校周辺の危険箇所などについ

て、児童生徒の危険予測・回避能力の向上を図る

取組を考えていく必要がある。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 （平生町佐賀地域：小・1校、中・1校） 

 （美祢市厚保地域：小・3校、中・1校） 

 （下松市久保地域：小・2校、中・1校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）地域ぐるみの防災キャンプ 

 モデル地域で、コミュニティ・スクールや地域

協育ネット等が主体となり、学校・保護者・地域・

関係機関が連携し、それぞれの災害発生に対応し

た防災訓練や避難所生活を想定した宿泊体験、炊

き出し訓練、救急救命訓練等を含む総合的な体験

学習を実施した。   

ア 平生町佐賀地域 

  ・避難所の準備及び避難者の受け入れ体験 

 ・大学教授・市防災部局による講話 

 ・応急手当実習 

 ・避難所での生活スペースづくり及び宿泊体験 

  ・水難事故防止講習 

・保護者への引き渡し訓練 

 イ 美祢市厚保地域 

  ・地域合同避難訓練 

 ・学校防災アドバイザー、自衛隊員による講話 

 ・中学校生徒会による防災クイズ 

 ・避難所におけるルールづくり 

 ・「災害伝言ダイヤル１７１」の演習 

 ・避難所での生活スペースづくり及び宿泊体験 

・防災・減災ワークショップ（応急手当講習、簡

易担架づくり、救援グッズ体験等） 

 ウ 下松市久保地域 

  ・学校防災アドバイザー、自衛隊員による講話 

・給水車による非常時給水訓練 

・避難所におけるルールづくり 

・避難所での生活スペースづくり及び宿泊体験 

  ・体験型訓練（心肺蘇生法、簡易担架づくり、初

期消火体験等） 

・保護者への引き渡し訓練 

 

 

 

 

 

 

 

（２）避難訓練等の充実に向けた学校安全アドバイザ

ー（防災担当）の活用 

   防災に関する専門知識を有する者（防災士等）

を学校安全アドバイザー（防災担当）に委嘱し、

学校における避難訓練がより実践的になるよう、

実地指導及び管理職や防災担当者に指導・助言を

行った。 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

山口県 

 教育委員会等名：山口県教育委員会 

 住  所：山口県山口市滝町1番1号 

 電  話：０８３－９３３－４６７３ 

○人口：140万人（うち児童・生徒数:12.9万人） 

○市町村数：13市6町    

○学校数：幼稚園 39園 小学校 296校 

    中学校 150校 高等学校 58校 

    中等教育学校 1校 

    特別支援学校 13校 

○主な災害 

●平成21年7月21日大雨災害 

●平成22年7月15日大雨災害 

●平成25年7月28日大雨災害 

●平成26年8月6日大雨災害 

 本県では、上記に示したように、毎年のように

大雨による大規模土砂災害が発生している。また、

南海トラフ地震発生による津波等の被害において

も危惧されている。 
本事業においては、南海トラフ地震・津波対策

を課題としている平生町、土砂災害対策を課題と

している美祢市・下松市をモデル地域として指定

し、事業を実施した。 
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（３）教職員研修会 

   学校の防災担当教職員等を対象に、実践的な避

難訓練の在り方や避難所の開設等、今後の各学校

の防災危機管理体制の強化や防災教育の充実を目

的とした研修会を開催した。 

 

 

 

 

 

 

（４）専門家による防災出前授業 

   気象台、大学等の専門家と連携して、災害時に

命を守る避難行動につながる防災知識等を学ぶ防

災授業を実施した。 
 
 
 
 
２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援 

（１）災害ボランティア活動講演会 

   児童生徒が災害ボランティア活動に対する理解

を深めるとともに、社会の安全に貢献できる態度

の育成するため、災害ボランティア活動経験者に

より、東日本大震災や熊本地震等における活動体

験談や活動の意義・目的等について講演会を実施

した。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 安全教育手法の開発・普及 

（１）地域ぐるみの防災キャンプ 

   学校、保護者、地域、関係機関がそれぞれの役

割を再確認するとともに、日頃から緊密に連携す

ることの必要性を再認識することができた。 

   また、児童生徒が災害についての正しい知識及

び対応方法を学ぶことで、自分自身を守る力はも

とより、地域社会に貢献しようとする意識と実践

力の育成を図ることができた。 

   課題としては、モデル地域の指定が終わった後

も、いかに継続・発展させていくかである。県教

委としては、今後もその成果をＨＰに掲載したり

防災教育研修会等をとおして県下全域に周知した

りすることで普及・促進を図りたい。 

（２）避難訓練等の充実に向けた学校安全アドバイザ

ー（防災担当）の活用 

   防災マニュアルが学校の実情に即したものにな

っているか、避難経路が適切であるか等について

アドバイザーに助言していただくことで、マニュ

アルや避難訓練について見直すことができた。 

   県としては、学校がどのように見直し、実践的

な避難訓練等につなげたかを把握するとともに、

県内に周知する必要がある。 

（３）教職員研修会 

   防災に関する最新の情報や避難所の開設等につ

いての講義を受け、受講者は関係機関（消防、市

町防災部局等）との連携体制づくり等について学

ぶことができた。 
   しかしながら、学校の防災危機管理体制を強化

するには、教職員一人ひとりの防災意識の向上が

求められていることから、研修会のテーマや内容

について工夫する必要がある。 
（４）専門家による防災出前授業 

   受講した児童生徒は、専門家から防災に関する

正しい知識を学ぶことで、災害時に的確に状況を

判断する等の防災対応能力を向上させた。 

また、地域で起こった過去の災害や地域の危険

箇所を知ることで、防災・減災に取り組もうとす

る意識を高めた。 

課題としては、出前授業を希望する学校が固定

化されていることから、研修会等で有効性や効果

について周知する必要がある。 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援 
（１）災害ボランティア活動講演会 

   講師の経験を基にした話や実際の災害現場の写

真には説得力があり、ボランティア活動に対する

意識の醸成ができた。また、ボランティアを行う

際の心構えについても学ばせることができた。 

   しかしながら、実際の災害場面での活動を体験

できる機会がないことから、本県が設置している

｢山口県高校生ボランティアバンク｣と連携しなが

ら、実際のボランティア活動につながっていくよ

うな取組が必要である。 

＜実施校数＞ 
・小学校：１２校 ・中学校：９校 
・高等学校：８校 ・特別支援学校：３校 

               計 ３２校 

＜実施地域＞ 
・県内８地域（岩国、柳井、周南、防府、

山口、宇部、下関、萩） 
＜受講教職員＞ 
・２７２人 

＜実施校数＞ 
・小学校：４５校 ・中学校：２１校 
・高等学校：２校     計 ６８校 

＜実施校＞ 
・中学校：１４校 ・高等学校：３校 

              計 １７校 
＜受講生徒＞ 

・２，６５６人 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

  １ 過去の主な交通事故 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域：山口市 小１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）交通安全に関すること 

ア 県下全域を対象 

         県教委の指導主事や専門家を派遣し、児童生徒

が「自他の命を守る」という交通安全意識を育み、

交通ルールを順守できるよう、交通安全教育を実

施した。 

 

 

 

イ 山口市立鋳銭司小学校での取組 

（ア）地域ぐるみで交通安全を進めるとともに、児童 

  生徒が「自他の命を守る」という高い交通安全意

識を育むため、学校・家庭・地域に加え、通学路

安全対策アドバイザーの指導助言を得た取組を実

施した。 

（イ）危険予測学習 

   自分たちが通う通学路の実際の写真を見て、ど

こ・何が危険か、どのようにその危険から回避す

ればよいかを学習した。 

（ウ）通学路安全マップ等作成 

   子ども目線で自分が通う通学路以外において危

険箇所を見つけ、安全対策を考えることを目的と

して、４年生19人と地域見守り隊、家庭、教員と

で実地調査をし、集めた情報をもとに独自の通学

路安全マップを作成した。 

完成した安全マップは全校児童で共有するとと

もに、発表会において全学年へ向けて発表した。 

  

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学路

交通安全プログラムに基づく合同点検等の実施 

（１）事業の概要 

         県内の７市町へ通学路の安全確保に向け、専門

的な見地から指導助言できる通学路安全対策アド

バイザーを派遣した合同点検・安全対策の検討等

を実施した。 

（２）具体的な取組 

ア 合同点検の実施 

  各市町の通学路交通安全プログラムに基づき実

施される学校、警察、道路管理者等の関係機関と

連携した合同点検に通学路安全対策アドバイザー

を派遣し立会するとともに、安全対策等への指導

助言を行った。 

  

 

 

イ 推進委員会の開催 

 ・通学路安全対策アドバイザー、県関係機関等で

構成 

 ・２回（６月１７日、１月１３日）開催 

 ・第２回推進委員会では、事業の成果を検証する

とともに、本取組の成果発表を実施 

 ・道路管理者から通学路交通安全プログラムに取

組状況を説明 

 ・参加者は通学路安全対策アドバイザー、市町教

委、警察、道路管理者等の72人 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）成果 

  ＫＹＴ学習の成果により、児童が自分の住む地域

周辺だけではなく、自身の安全について自らの問題

として捉えるようになり、保護者・地域・関係機関

と連携した取組を強化することができた。 

（２）課題 

  全県的に交通安全意識や技能を高めていく取組を 

 継続的に進めていく必要がある。 

●登下校中の交通事故件数（小中高）の推移 
年度 小 中 高 合計 
24 15 28 75 118 

25 11 14 73 98 

26 15 32 52 99 

27 10 11 31 52 

●過去の登下校中の重大交通事故 
 ・平成25年１月、小学１年の男児が登校時に 

 道路を横断中（横断歩道外）、バスにはねられ 
 意識不明の重体を負う事故が発生 

＜実施校数・受講児童生徒数＞ 

学校数：９校（小５校、中４校） 

児童生徒数：約2,900人 

＜派遣回数・点検箇所数＞ 

派遣回数：のべ41回 

点検箇所数：約178箇所を確認 
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２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学路

交通安全プログラムに基づく合同点検等の実施 

（１）成果 

  全県レベルで通学路の安全確保に関係する機関の 

 連携強化が図られた。 

（２）課題 

  通学路の安全確保に向けた取組は単年度で完結す   

 るものではなく、新たに危険箇所も発生することか

ら継続して実施することが必要である。  

 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

  １ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域：田布施町 小１校） 

 

Ⅱ 取組の概要（田布施町立城南小学校） 

 １ 安全教育手法の開発・普及 

（１）事業の概要 

   児童自身が身の回りに起こりうる危険について

自覚し、保護者や地域の方と一緒に校内外の危険

箇所マップ作成等を行うとともに、不審者を想定

した訓練を行い、いざという時に事故を防ぐ対応

能力を高めた。 

（２）具体的な取組 

 ア 安全マップや壁新聞の作成 

健康委員会が校内の安全マップを作り、校内掲

示し児童に周知した。 

   防犯パトロール隊、駐在所長及び他学年児童等

にアンケートを実施し、壁新聞を作成し校内及び

公民館に掲示し、啓発に努めた。 

 イ 危険予測学習 

   通学路や校区内の公園等の点検に参加し、ＫＹ

Ｔシートを作成するとともに、作成したＫＹＴシ

ートを基に、他学年への危険予測トレーニングを

実施した。 

 ウ 不審者対応訓練 

   通学時の不審者を想定し、警察の指導の下、避

難や通報の方法についての訓練を実施した。 

 

 

  

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保す

るシステムの構築 

（１）事業の概要 

   学校安全アドバイザー等の助言を得ながら、校

外における危険箇所の把握や状況把握による危険

回避等の対策を実施した。 

   不審者を想定した訓練を行い、児童にあっては、

不審者対応訓練、保護者等にあっては引き渡し訓

練を実施した。 

（２）具体的な取組 

 ア 通学路等の点検 

   通学路や校区内の公園について、学校や学校安

全アドバイザーに加え、防犯パトロール隊、保護

者等と安全点検を行った。 

 イ 引き渡し訓練 

   拳銃を所持した強盗犯の潜伏という想定で、安

全かつ確実に保護者等に児童の引き渡しを行える

よう訓練を実施した。 

  

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 成果 

   関係機関のみならず、保護者や防犯パトロール

隊等の地域住民と学校や児童とのつながりが深ま

ることにより、安全確保に向けた取組の充実が図

られた。 

   

 ２ 課題 

   モデル地域での取り組みを県内に広く周知し、

全県的に体制を構築する取組を進めていく必要が

あるとともに、モデル地域にあっても単年度の取

組に終わらせず継続して行っていく必要がある。 

●学校管理下における主な事故・事故 

・平成 23 年 11 月 小学校で、児童が体育館ス

テージの天井裏に上がり、天井板を踏み抜き

落下する事故 

 ・平成28年５月 中学校で、生徒が整地作業中

に転倒し、ローラーにひかれる事故 

- 103 -



 

 

（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）学校防災に関する研修会 

 平成２８年熊本地震において，県教育委員会は，

熊本県益城町における「学校再開」前後の教育支援

を実施した。全体研修会では派遣教員による活動報

告から「学校再開」時に直面する課題の整理と，避

難所となった際の学校の運営協力の体制整備が必

要であることが明らかになった。 

各学校における課題解決を進めるべく，学校防災

アドバイザーの指導の下，南海トラフ巨大地震によ

る津波被害が想定される地域を有する市町を中心

とした１３市町村について，防災担当管理職（若し

くは主担当教員）を対象に６会場で「学校防災に関

する研修会」を開催した。 

研修会では， 

・ 熊本地震における学校避難所の状況から運営支

援計画の作成と事前協議の必要性について 

・ 大規模災害時の学校再開について 

の２点の問題提起を行った。 

中学校区単位（６名程度）で学校防災アドバイザ

ーが担当し，指導助言の下に提起された２点につい

てグループ討議を行った。 

このなかで，冊子「災害時における学校避難所運

営支援計画作成の手引き」をテキストとして，生徒

の安全確保後の学校避難所の運営と学校再開にむ

けた対応について指導助言が行われた。 

「学校防災に関する研修会」（鳴門市会場） 

 

（２）「大規模災害時における教育活動の再開に向け

た学校の対応」 
各学校が，災害後にいち早く「学校再開」を果た

すため，東日本大震災及び熊本地震での教育支援や，

前述「学校防災に関する研修会」での協議から，災

害発生から時系列で取組事例を示した解説書「大規

模災害時における教育活動の再開に向けた学校の

対応」を作成した。被災地派遣教員の意見や学校防

災アドバイザーから指導助言を仰ぎながら作成し，

平成２９年２月,県内の各学校に配付した 。  

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

徳島県 

 教育委員会等名：徳島県教育委員会 

 住  所：徳島県徳島市万代町1丁目1番地 

 電  話：０８８－６２１－３１６６ 

人口：75.5万人（うち児童生徒数：75,674人） 
市町村数：24  
学校数（公立）： 幼稚園・認定こども園128園 小

学校 178 校 中学校 83 校 高等学校 36 校 特

別支援学校11校 
主な災害 
台風の常襲ルートにある本県は，多雨に加え局

地豪雨による洪水被害が続いている。平成 26，
27 年の県南を中心とした豪雨・浸水災害は１年

に 2 度同じ地域が浸水するなど住民に深刻な被

害をもたらした。 
また，本県は有数の地すべり多発地帯としても

知られており，急峻な山地と複雑な地質構造を背

景として，絶えず地すべり災害への警戒を払って

いる。 
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 ２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

本県では，南海トラフ巨大地震被害を最小限にす

るため「とくしまゼロ作戦」総合防災計画を県民運

動として取り組んでいる。特に，高校生の防災活動

は，地域防災の活力として，高齢化の進む地域で期

待されており，実践力を身につけることも重要とな

っている。本県では，これまで高等学校「防災クラ

ブ」を設置して，高校生の災害ボランティアの活動

拠点作りを進めてきた。 

本事業では，「防災クラブ」に集う高校生が，災

害ボランティア団体やＮＰＯ等から講演や交流を

通して，災害支援方法を学ぶなか，地域に貢献する

意識と防災リーダーとして災害から地域を守る自

覚と実践力の向上を図った。 

ア 県立防災センターにおいて「高校生を対象とし

た防災研修会」を開催し，各校「防災クラブ」参加

者が施設を活用した防災実習，災害ボランティアＮ

ＰＯからの講演，各校活動の情報交換等を行った。 

イ 災害ボランティア活動の実践力を育成するた

め，県内４校の防災クラブが中心となり避難所運営

活動を自主防災会，地域住民との協働で実施した。 

ウ 高校生の災害ボランティア活動の取組を広報

する活動として，郷土文化会館エントランスホール

にて，パネル展示による活動報告を行った。 

       「高校生を対象とした防災研修会」 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）全体研修会は４００名，郡市会場は６回で計２０

６名が参加した。特に，郡市会場で実施した学校防災

アドバイザーは，延べ３３名が中学校区単位でグルー

プ協議を担当した。少人数による協議は，学校防災担

当者がこれまで聞けなかった疑問や思いを直接専門家

に話すことができたことから好評を得た。アドバイザ

ーには，各研修会前に担当する各校の学校防災計画や

事前アンケートの内容を把握した上で協議を行ってい

ただいたことも功を奏した。 

これまで，津波浸水想定地域の各学校では，児童

生徒の安全確保が最優先であるとの認識の下，災害

時の避難体制を整備してきたが，災害後の学校運営

に考えが及んでいなかった。本研修会は参加した管

理職を含む教職員に大いに刺激を与えた。 

一方，津波浸水想定地域内の学校では，校舎が浸

水することから避難所運営や学校再開へのマイナス

イメージがある。早期の学校再開には行政支援だけ

では困難であり，教職員の果たす役割の重要性を伝

える必要がある。 

（２）これまでの「学校防災に関する研修会」の実施状

況から，本県の教職員の学校再開や避難所運営支援

に関する意識の向上と職場研修の充実が求められる。

そのため，冊子では研修会での質疑をＦＡＱにまと

め，教職員が学校再開に関する業務を身近に感じら

れる内容作りを行った。 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

ア「高校生を対象とした防災研修会」では高校生６

０名 教職員２３名が，熊本地震・阪神淡路大震災

での避難所や被災地での災害ボランティア活動を

行った高校生の活躍の実際を知ることができ，災害

ボランティアとして意識向上につながった。 

一方で，高校生は各学校で，南海トラフ巨大地震

への備えが必要であることは理解しているものの，

具体的活動につなげるためには高校生・教職員共に

更なる工夫が必要である。 

イ 阿南工業高校では，学校を会場にＴ地区の津波

災害時の避難訓練を実施し，防災クラブによる率先

避難活動，炊き出し訓練を行った。訓練では保育園

児を含む地域住民100人参加し，高校生による園児

との率先避難，簡易炊飯袋による炊き出し訓練と試

食を実施した。那賀高校防災クラブは防災キャンプ

報告と簡易炊飯袋による炊き出し実演をＷ地区文

化祭（住民347人参加）で行い，地元住民に高校生

の防災活動を周知するものとなった。 

「保育園児との率先避難訓練」 

課題として，実施４校の内２校で地域参加が十分

行えず，高校生単独での炊き出し訓練となった。防

災活動に住民参加を図るための手法を研究する必

要がある。 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・公立学校の数） 

徳島市 幼27園,小31校,中16校,高9校,特支3校  

鳴門市 幼14園,小14校,中6校,高2校   

Ⅱ 取組の概要 

交通安全を確保するための体制の構築と通学路

交通安全プログラムに基づく合同点検等の実施 

ア 本事業は，２市をモデル地域として，それぞれ

の通学路安全対策プログラムを機能させる上で学

校の意見を専門的な視点で警察・道路管理者に伝え

るため，通学路安全対策アドバイザーを各通学路点

検箇所及び対策協議会に派遣し，より良い安全対策

となるよう取り組んだ。モデル地域内の中学生の通

学使用道路における対策箇所で，自転車通学の状況

から歩行者（児童）の安全対策や安全利用に関する

指導助言を実施した。 

事前に中学校に対して，生徒の通学利用道路の安

全確保を図るため，通学使用道路の点検必要箇所を

聴取し，合同点検を実施した。合同点検には中学校

及び近隣の高等学校に参加を呼びかけ，校種間の連

携による新たな安全対策を生む協議の場を作った。 

イ 県教育委員会は，交通安全の確保に専門的知識

を有し，モデル地域の交通事情や通学状況について

知見を持つ３名を通学路安全対策アドバイザーに

委嘱した。 

ウ 徳島市・鳴門市の各教育委員会は，学校・ＰＴ

Ａ・国土交通省四国地方整備局・徳島県県土整備部

東部県土整備局・市土木課・徳島県警察各署交通課

等からなる「通学路安全対策連絡協議会」を組織し，

通学路の合同点検が安全推進体制として機能する

よう計画・実施を行った。 

エ 点検回数,点検校数と箇所数は，徳島市が１４回，

小学校８校・中学校６校で６０箇所，鳴門市が２回,

小学校４校・中学校２校で２６箇所であった。 

オ 県教育委員会は徳島市・鳴門市教育委員会の要

請により，通学路安全対策アドバイザーを各合同点

検・連絡協議会に派遣し，それぞれ考え得る対策案

について助言を行った。 

カ 徳島市・鳴門市教育委員会は，県推進委員会に

各連絡協議会での検討内容を報告した。推進委員会

では，各報告から県段階での安全対策の検討を行い，

各組織での今後の対策に反映させることとした。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

通学路の点検では，児童の登下校時における通学路

の安全確保と同時に，中高生の自転車利用と通学路安

全確保の関係について取組内容とした。 

中学校（一部で高校）交通安全教育担当者が合同点

検に参加することにより，登校時の混雑時における通

学路使用について協議されるなど，複数校が利用する

通学使用道路での合同点検は，同一箇所での危険意識

の相違が明らかとなり大変有意義なものとなった。 

一方，県推進委員会においてアドバイザー確保が本

事業の要であるとの意見をいただいた。日ごろから各

市町村に適任者の人材確保を働きかける必要がある。 

中学校通学使用道路での合同点検（徳島市） 
 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数） 

阿波市，幼9園，小10校，中4校，高2校 

〇通学路の特徴 
・交通量が多い市街地では通学路は複雑多岐にわ

たり，歩道未整備の通学路も少なくない。住宅密

集地から離れた小学校では長距離通学する児童も

おり，多くの学校で集団登下校が行われている。

昨今，各自治体で学校再編が行われ，通学路変更

やスクールバス利用が顕著となっている。 
〇登下校中における主な交通事故 
・平成25年7月 県央部において自転車で登校中

の中学生が三差路で自動車と衝突し死亡 
・平成26年8月 県央部において自転車で家族と

買い物途中の小学生が交差点でトラックと衝突し

死亡 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
（１）平成２５年 県北の高校で体育授業中に生

徒が一時心肺停止。ＡＥＤ使用により蘇生。 
（２）数年にわたって児童誘拐事件等は発生して

いないが，不審者情報は増加傾向にある。 
 ・H25年度 208件 ・H26年度 310件 
 ・H27年度 235件 （県次世代育成・青少年課調べ） 
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Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

本事業は，阿波市教育委員会に実施委員会を設置し，

企画運営を行った。市内の立地条件が異なる２校（土

成小学校：山間部の農業地帯に立地する学校 児童数

221 名 一条小学校：市街地街道沿いに立地する学校 

児童数194名）をモデル地域として，防犯カメラを活

用した不審者対策に関する取組を通して，児童が危機

回避に対する知識と実践力，自ら危険を察知し主体的

に行動できる能力の育成を行った。 
また，こうした取組を公開授業等により保護者・地

域住民へ紹介し，児童の防犯学習の成果を通して学校

と地域をつなぐ実践研究を行った。    

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

一条小学校・土成小学校は，防犯教育に関する活動

（防犯カメラを活用した不審者対応訓練や親子防犯教

室，成果発表会等）を通して，児童の防犯意識の向上

と危機回避対処法を学ぶとともに，地域での「見守り

活動」の意義を親子・地域で再確認した。 

また，安全マップやポスター作りなど児童の学習成

果を地域の防犯・安全活動に生かした。 

さらに市内学校の全ての防犯カメラの運用規程な

ど不審者対応マニュアルとなるよう再検討を行った。 

ＩＣＴを活用した安全マップの作成（一条小学校） 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 両校とも防犯カメラ設置を学校安全体制強化だけ

に止めることなく，児童の防犯意識や主体的に危険を

回避する力の育成につなげることができた。 

一条小学校では児童がポスター・プレート作成や防

犯マップ作成を通して学校内外に潜む危険を認識し，

保護者・地域住民への啓発活動によって，自分たちを

守ってくれる人々の活動や願いを知り，更に児童の防

犯意識を高める相乗効果を生んだ。 

土成小学校における保護者・地域住民に向けた児童

制作の安全マップ配付等の啓発活動は，「見守り活動」

の再認識を促し，活動への意欲向上につながった。 

課題として，事業では２校の立地条件の違いから，

防犯教育方法や啓発活動を比較し，効果の考察を想定

していたところ，両校とも児童の取組を通した保護

者・地域住民の啓発を意識した教育活動となった。作

成段階で「ＩＣＴの活用」や「手作り・手配り」など

で２校の独自性は見られたものの，総じて似かよった

事業内容となった。 

親子防犯教室（土成小学校） 

２ 児童作成の防犯安全マップは，ふたのない用水，

人気が無く暗い道路，信号の無い交差点など，児童の

視点での危険箇所を明らかにし，危険場所を地域住民

に周知に留まらず，住民の「見守り活動」への再認識

と啓発につながった。その結果，地域では防犯灯の設

置や自前の街灯設置などの町ぐるみの防犯対策につな

がっている。 

学校においても，防犯訓練の公開や親子防犯教室，

成果報告会など，保護者・地域の参加から地域ぐるみ

で児童を見守る重要性を再認識するものとなった。 

実施委員会では，防犯カメラ映像の取扱いや，事件

等の証拠提出を求められた際などの運用規程について

検討を進めていくことが提案され，両校の取組をもと

にして阿波市共通の規程策定を進めている。 

通学路の安全確保には多方面の協力体制が重要で

ある。２つのモデル地域の取組から地域住民の見守り

活動への再認識が図られた一方，見守る側の高齢化が

より深刻になっている。登下校の時間や，低学年の下

校時間を地域に周知するなど，特定の住民への負担感

を軽減し，より多くの目で子供を見守る体制を推進す

る必要がある。 

 

オープンスクールで安全マップの発表（土成小学校） 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及  （三豊市） 

（１）事業の概要 

       様々な体験と学校・保護者・地元消防署・危機管 

理部局・自主防災組織等が連携した実効性のある避 

難訓練 

（２）具体的な取組 

  ①実践委員会の開催 

実施日・実施内容等を検討した。 

②学校防災アドバイザー派遣（１回目） 
 危機管理マニュアルの見直しと、実施内容の確

認、地域・関係機関と連携した訓練の進め方につ

いての意見交換を行った後、指導・助言を行った。 
 ③学校防災アドバイザー派遣（２回目） 
  当日の実施内容を確認し、地域・関係機関と連

携して６つの体験内容それぞれの分担を決め、訓

練の事前準備等を確認した後、指導・助言を行っ

た。 
  
 
 
 
 
④学校防災アドバイザー派遣（３回目） 

  防災体験訓練では、地域・関係機関の特色が生

かせるよう分担した

６つの体験活動（煙

道体験、起震車体験、

ローテク防災グッズ

づくり体験、毛布担

架の組み立てと搬送

体験、ロープワーク体験、防災マップ・防災グッ

ズ見学と非常食（アル

ファ化米）試食体験）

それぞれに、アドバイ

ザーがサポート役とし

てついた。防災体験訓

練後の協議会では、次

年度につながるよう多方面からの指導・助言を行

った。 
   

 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

香川県 

 教育委員会等名：香川県教育委員会 

 住  所：香川県高松市天神前６－１ 

 電  話：０８７－８３２－３７６４ 

○人口：97万人(うち児童・生徒数：106,478人) 
○市町村数：17市町（8市9町）    
○学校数：幼稚園118園  認定こども園13園 

小学校165校  中学校70校 
  高等学校32校  特別支援学校8校 

○主な災害 
● 昭和21年南海地震 
● 平成16年台風16号による高潮浸水被害、

台風 23 号では県東部を中心に家屋の倒壊

や床上浸水等、県下全域で甚大な被害 

本県は、南北 61.29km、東西 92.15km、南は

讃岐山脈、北は瀬戸内海に面している。平成 25
年3月に公表された「香川県地震・津波被害想定

（第一次公表）」では、市町別の震度は6弱～7、
最高津波水位は 2.8～3.8m、浸水域は 12 市町の

69.8 ㎢、液状化は危険度 A のエリアが 285.7 ㎢

となっている。 
 本事業においては、所在地が津波浸水予想区域

に含まれる学校（園）、所管の教育委員会からモ

デル的な学校として推薦された学校（園）等、23
校（園）を推進委員会において選定し、事業を実

施した。 
※23校（園）の内訳 
 幼稚園：4園、小学校10校、中学校2校、 
 高等学校6校、特別支援学校1校 
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２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

                （県下全域） 

（１）事業の概要 

県内高校生が、

「支援者としての視

点」から被災地での

ボランティア活動や

被災時の避難所運営

支援等、自分たちに

できることについて学習することを通して、学校や

地域社会等の安全活動に進んで参加・協力するとと

もに、災害時の支援活動に貢献する意識を高めるた

めの教育手法の開発・普及等を行う。   

（２）具体的な取組 

「高校生を対象とした災害時ボランティアリーダ 
ー養成講習会」を開催したところ、今年度は17校 

から49名の参加が 

あった。 
 
 
 
 
 ○講義「災害時の

ボランティア活

動について」 
 
 
 
 ○実習Ⅰ「訓練シ

ステムの体験（地

震発生時の避難

行動）」 
  
 
○実習Ⅱ「ロープ

ワーク等の体験」 
 

  
 
 
○情報交換「災害

時に自分たちにで

きるボランティア

活動について」 
  
 

○修了書授与 
 

 

 

 

 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

（１）本事業活用後のアンケート結果から 

 ※４段階評価、事業初活用の学校（園）と継続活

用の学校（園）で分けて集計した 

アンケート集計結果（学校（園）が該当するところのみ回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                【初】  【継】 

①助言内容のわかりやすさ      3.9  3.9 

 ②要望に沿った助言内容か      3.7    3.9 

 ③学校（園）等の災害環境の把握     3.8    3.9 

 ④危機管理マニュアル等の見直し   3.7    3.6 

  ⑤実効性のある避難訓練の見直し   3.6    3.5 

 ⑥地域関係機関との連絡・協力体制の構築 

                   3.3    3.5 

  ⑦発達段階に応じた防災教育の充実  3.5    3.6 
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 ⑧教職員の防災意識の向上      3.6    3.5 

 ⑨児童生徒の防災意識の向上     3.3    3.4 

 ⑩保護者等の防災意識の向上     3.5    2.8 

  

今回初めて活用した学校（園）からは、④危機管

理マニュアルの見直しにつながった、⑤実効性のあ

る避難訓練の見直しにつながった、⑧教職員の防災

意識の向上につながった、⑩保護者の防災意識の向

上につながったとの回答が多くあった。一方、継続

して事業を活用している学校（園）からは、②学校

の要望に沿った助言内容が得られた、③学校（園）

等の災害環境把握につながった、⑥地域関係機関と

の連絡・協力体制の構築につながった、⑦発達段階

に応じた防災教育の充実につながった、⑨児童生徒

の防災意識の向上につながったとの回答が多くあ

った。 

 初めて活用した学校（園）は、今まで気づかなか

ったことや知らなかったこと等、多くのこと（量）

で効果があり、継続して事業を活用している学校

（園）は、事業活用毎にマニュアル等の見直しを行

うことで、より実態に即したマニュアルや避難訓練

になってきている等、事業活用内容（質）が高まっ

ている。 

（２）安全教育手法の開発・普及 

 地域と連携した避難訓練及び防災体験訓練に向

けて、本事業を活用した２回の全体事前研修会、そ

れ以外に当該校担当の学校防災アドバイザーが個

別に学校との打ち合わせ等を５回実施して本番を

迎えた。防災体験訓練では、自治会別に全児童を６

つに分け、６つ（煙道体験、起震車体験、ローテク

防災グッズづくり体験、毛布担架の組み立てと搬送

体験、ロープワーク体験、防災マップ・防災グッズ

見学と非常食（アルファ化米）試食体験）の体験を

ローテーションで行った。６つの体験それぞれに地

域の方々や学校

防災アドバイザ

ーが関わったこ

ともあり、短時

間の体験ではあ

ったが児童にと

って非常に有意

義な体験となり、防災意識も高まった。また、学年

を超えた集団での活動となったので、上級生が下級

生をサポートしたり教えたりするといった、本来あ

るべき姿が随所に見られ、地域の団結力も高まっ

た。 

（３）災害ボランティア体験活動 

 香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進

機構等の協力を得て、香川大学工学部にある訓練シ

ステムを利用した「地震発生時の避難行動」の体験、

県内ボランティア団体の講演、ロープワーク等の体

験、各参加校間の情報交換等を行い、発災時に必要

で頼みの綱となるのは中高生の力であることを認

識した。 

 

２ 今後の課題 

（１）学校（園）の要望がより具体的になり、本事業

を実施する度に新しい学びがあるようにするこ

と、地域と連携した実効性のある防災避難訓練を

通して、児童生徒・教職員・保護者・地域等の「自

助」「共助」を含めた防災意識がさらに高まるこ

と、を支援できるよう本事業を運用していくこと

が課題である。 

（２）事業を活用した学校は、事業の効果的な活用方

法が分かり、次年度以降の活用を希望することが

多い。しかし、その前段階として、事業の活用を

希望する学校（園）数を増加させることが課題で

ある。そのために、特色ある事業活用例を掲載し

て各学校（園）が参考にしやすくなるよう構成し

た「事業報告書」を各学校（園）及び関係機関へ

配付するとともに、保健体育課ホームページへの

掲載や研修会等においての取組紹介を通して、本

事業の啓発及び成果の普及に努めたい。 

（３）参加した生徒のアンケート結果等を踏まえ、本

講習会を更に充実・発展させていくことを通して、

「知識から意識」へ「意識から行動」へとつなげ

るとともに、生徒が自分たちで気付き、考え、行

動する力を身に付けることが課題である。 
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（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）事業の概要 

児童生徒が不審者による事件や交通事故に巻き

込まれることなく、安心して登下校できる体制の整

備が重要な課題である。 

そこで、地域で見守り活動を行っている保護者・

学校ボランティア・教職員を対象に、防犯・交通安

全の観点から見守り活動のポイント等の内容につ

いての研修を行った。 

また、様々なボランティア組織同士で情報交換す

ることで、地域における子どもの見守り体制の一層

の充実を目指した。 

（２）具体的な取組 

①香川県警察子ども安全・安心ネットワーク連絡会 

  県内の防犯担当者が集まる会議を活用して、連

携の在り方、情報共有の方法について協議を行い、

共通理解を図った。 

②香川県防災教室講習会 

教員を対象に、イノシシの被害防止について、

香川県環境森林部みどり保全課の担当者から県内

の現状と対応について説明を行った。 

また、小学校教員を対象に、登下校時の安全管

理を含めた、各学校における危機管理体制の整備

を一層推進するよう説明を行った。 

【参加人数：教職員２２８人】 

③地域の見守り活動充実に向けた研修会 

地域で見守り活動を行っている保護者・学校ボ

ランティア・教職員等を対象に、防犯・交通安全

の観点から見守り活動のポイント等の内容につい

ての研修を行うとともに、様々なボランティア組

織同士で情報交換し、各地域における子供の見守

り体制に生かせる内容について協議を行った。 

 

 ・講義Ⅰ「地域が支える学校づくりの推進」 

  観音寺小学校サポート隊 高岡 令子 氏 

   小学校の統合に伴い、自治会・行政・学校・

警察と連携し、新たな見守り活動の組織を立ち

上げた。また、見守り活動にとどまらず、授業

補助にも積極的

に関わる等、学

校づくりの推進

に対する取組を

説明していただ

いた。 

 ・講義Ⅱ「見守り活動のポイントについて」 

香川県警察本部生活安全部生活安全企画課 

犯罪抑止対策官 垣見 真博 氏 

   香川県の犯罪の情勢とともに、自主防犯活動

に取り組む必要性について説明していただいた。

見守り活動を効

果的に進めるた

めのポイントに

ついて説明いた

だき、活動の見

直しを行った。 

【参加人数：学校ボランティア２９人、 

ＰＴＡ２１人、教職員３人】 

  

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

 ・見守り活動充実に向けた研修会では、地域の環境

がよく似ている学校同士をグループにして協議を

行った。そうすることで他地域の取組が参考にな

り、自地域にも取り入れて活動しようとする地域

もみられた。 

・これまで開催されていた会合を活用して呼びかけ

等を行うことで、共通理解を図ることができ、平

成２７年は県警が取りまとめた不審者の件数が

３０３件であったが、平成２８年は２８４件に減

った。 

２ 課題 

・どの地域も見守り活動を行うメンバーの高齢化、

人手不足等が課題である。 

・学校の統廃合に伴い、新しい組織づくりを行うこ

とが大変であることが分かった。今後いくつかの

統廃合がある中で、どのように組織を構築してい

くか多くの地域が課題と感じているようであっ

た。 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
（１）重大事故 
 平成２５年 転落死亡事故（高校２年生） 
平成２６年 転落事故（中学２年生） 

 平成２６年 交通死亡事故（高校１年生） 
 平成２７年 列車との衝突死亡事故（中学２年生） 
（２）事件 
 特になし 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

モデル地域（防災教育実践モデル地域研究）： 

【東予】今治市（拠点校：菊間小学校、菊間中学校）

【中予】砥部町（拠点校：砥部小学校） 

【南予】大洲市（拠点校：長浜小学校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）学校防災教育実践モデル地域研究事業 

児童生徒が自然災害等の危険に際して、自らの命

を守り抜くために主体的に行動する態度を育成し、

危険予測・回避能力を身に付けさせる安全教育を推

進した。 

【主な取組】 

  ・防災標語看板の作成・設置 
 ・防災マップ作り 
 ・家庭科授業による防災ずきん製作 
 ・救命救急法講習会 
 ・防災学習講演会  
 ・防災キャンプ 
 ・防災校外学習（防災施設での体験学習） 
 ・先進地研修（大分県、広島県、宮城県） 
 ・運動会における防災関連種目実施 
 ・砂防学習会 
 ・防災劇の発表（学習発表会） 
 ・地域合同防災訓練 
 ・防災教育コーナーの設置  など 
 

 

 

 

 

 
 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

愛媛県 

 教育委員会等名：愛媛県教育委員会 

 住  所：愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

 電  話：089-912-2980 

○人口：137万人（うち児童・生徒数：146千人） 
○市町村数：20    
○学校数：幼稚園152園  小学校292校 
  中学校136校  高等学校66校 
  中等教育学校5校 特別支援学校10校 
○主な災害 
● Ｈ13 芸予地震（県内最大震度５強） 
● Ｈ16 台風21号災害（県内死者14人） 
● Ｈ26 伊予灘地震（県内最大震度５強） 
● Ｈ27 大分県南部地震（県内最大震度５弱） 
● Ｈ28 熊本地震（県内最大震度５弱） 

本県は、北部は瀬戸内海に面しており、佐田岬以

南は豊予海峡を経て太平洋に通じている。南海トラ

フ巨大地震の最悪の被害想定は、死者１万６千人、

建物全壊24万３千棟とされている。 
本事業において、地域ごとの実情に応じた防災教

育の取組を推進するため、県東部（東予）、県中部

（中予）、県南部（南予）から１市町ずつ実践モデ

ル地域として委託し、事業を実施した。 
 

運動会における防災種目（簡易担架を作製し、搬

送する競技）（砥部町） 

学習発表会での防災劇の発表（大洲市） 
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（２）学校防災アドバイザー派遣事業 

愛媛大学防災情報研究センターの専門家４名を

「学校防災アドバイザー」に委嘱。 
県内全 20 市町へ派遣し、地域の学校、市町防災

担当部局、地域の自主防災組織等が参加する連絡協

議会において、地域ごとの災害リスクを踏まえた防

災教育や、学校における避難所運営支援のための学

校と地域、関係機関の連携の在り方などについて指

導助言を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）事業の概要 

児童生徒が支援者としての視点から、災害ボラ

ンティア活動について学習することにより、自助

から共助への防災教育を推進し、安全で安心な社

会づくりに貢献する意識の高揚を図った。   

（２）主な取組 

 ・防災キャンプ  
 ・災害ボランティア体験者講話 
 ・介助教室 

   

 
 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果  

（１）地域や関係機関とともに研究を進めることによ

り、地域防災への理解を深めながら防災教育を実

践することができた。 

（２）安全教育の目標の設定、防災教育の年間指導計

画の作成により、各学年の発達段階に応じた防災

教育を進めることができた。 

（３）学校の取組を学校便りやホームページ等による

発信を行い、家庭や地域の防災意識の啓発につな

がった。 

（４）自然災害について年間を通して継続的に学び、

訓練を繰り返し実施することで、児童生徒が災害

から自分の身を守る意識と、そのための知識・技

能を高めることができた。 

（５）災害ボランティア講話や防災キャンプでの避難

所体験活動等により、児童生徒が、自分ができる

ことについて考えるきっかけとなり、共助への意

識を高めることができた。  

 

２ 今後の課題 

（１）子どもの発達段階に応じて継続的な防災教育に

取り組むために、小学校だけでなく中学校以降も

見通した計画を策定する必要がある。 

（２）防災教育のための授業時数の確保など、工夫・

改善をしていく必要がある。  

（３）どんな状況下においても自分の命や身近な命を

守ることができる児童生徒を育てるために、継続

的に、様々な状況を想定した訓練を実施している

が、訓練がマンネリ化しないような工夫が必要で

ある。 

（４）学校と地域の連携を、今後も更に強化し、取組

の活性化を図る必要があるが、地域によっては少

子化、高齢化による衰退も見られるなど困難な状

況もある。 

（５）災害ボランティア活動に関する知識を深めると

ともに、体験的に学ぶ機会を増やし、実践に結び

付けていく取組が必要である。 

（６）児童生徒が自発的に社会に貢献しようとする意

識を育成するためには、児童生徒が「自分にでき

ること」を考える機会を更に増やし、継続的に取

り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校防災アドバザーによる指導助言 

災害ボランティア体験者による講話 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

通学路安全推進地域： 

【東予】今治市 【中予】松前町 【南予】宇和島市 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）自転車安全教室 

小中学校で交通安全教室を実施した。自転車の正

しい乗り方やマナーなど、自転車乗用時に関係する

講習等も実施した。 

     （２）通学路安全マップ作り 

各小学校の通学路を示し、児童や保護者、教職員

が確認できる通学路マップを作成した。通学路安全

対策アドバイザーや道路管理者等関係機関による

合同点検で危険箇所の把握と通学路の見直し行っ

た。 

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のポイント 

本県の多様な地域性を備えている実情から、

画一的な対策ではなく、地域の実態に応じた通

学路安全対策を推進することが有効であるため、

地域をよく理解しており、かつ指導的な立場を

務めることのできる人物として、地域に住む元

警察官を通学路安全対策アドバイザーに委嘱し、

各地域の通学路の安全対策に取り組んだ。  

（２）通学路安全推進委員会 

ア 構成員 
  県全体の通学路安全対策の方向性を明確にす

るため、学識経験者、警察関係者、道路管理者、

ＰＴＡ代表者、教育委員会関係者等の 15 名によ

る委員構成とした。 
イ 通学路安全対策講習会 
  推進委員会後、東北工業大学教授 小川和久氏

による通学路安全対策講習会を県内 20 市町の交

通安全担当者を対象に実施した。関係者で連携し

て通学路安全対策を推進していくことの重要性

を再確認した。 
（３）通学路安全推進連絡協議会（各推進地域で設置） 

ア 構成員 

通学路安全対策ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ＰＴＡ、学校関係者、 
警察関係者、道路管理関係者、地域関係者、教育

委員会関係者で構成 
イ 主な取組 

  ・通学路安全対策アドバイザー派遣 

  ・通学路安全対策連絡協議会(年２回) 

   ・関係機関による通学路合同点検  など 

 

     
      通学路合同点検の様子 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

（１）通学路合同点検では、ＰＴＡと通学路安全対

策アドバイザーが情報を共有することができ

た。また、教職員や児童への指導を通して、よ

り安全に通学する方法を学ぶことができた。 

（２）通学路合同点検により抽出された危険箇所に

対して、関係機関と連携して、実効性のある対

策を実施することができた。（横断歩道の設置、

歩行者用信号機の設置、ドットラインの設置等） 

（３）児童が保護者や教職員と一緒に、通学路の危

険箇所を確認しながらマップを作成したり、交

通安全教室で交通ルールやマナーを身に付けた

ことで、交通安全に対する意識が更に高まった。 

（４）県内全ての市町で通学路の安全確保に向けた

取組が推進され、全20市町において策定されて

いる通学路通学路安全プログラムが、各市町の

ＨＰ等により公表された。 

 

 

○通学路の特徴 

本県は東予・中予・南予の３地域に区分され、

それぞれ工業の盛んな地域、商業の盛んな地域、

山間部の多い農林水産業の盛んな地域、という地

域性を備えており、地域の実情を反映した通学路

の実態がある。 

○登下校中における主な交通事故（平成28年度） 

小学生の交通事故は、90 件(うち通学中 18 件)

発生しているが、重大事故はなかった。 
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２ 今後の課題 

（１）「自分の命は自分で守る」という、児童の安

全に対する意識を更に高揚させることができる

よう、安全教育に取り組むことが必要である。 

（２）児童への直接指導や教職員の研修等への通学

路安全対策アドバイザーの活用など、更に効果

的な取組を検討したい。 

（３）危険箇所の対策では、時間と経費がかかる場

合があり、行政と道路管理者等関係機関との連

携を更に深めていく必要がある。 

 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

通学路安全推進地域： 

【東予】今治市 【中予】松前町 【南予】宇和島市 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）見守り活動 
  校区ごとに組織された見守り隊や補導委員、地

域住民による登下校時の見守り活動を実施した。 
  校内にある防犯カメラを活用した安全管理体

制の強化を図った。 

      
      見守り活動の様子 
（２）防犯マップ作り 

   児童とＰＴＡが一緒に通学路を歩き、子どもの

目線で危険箇所の確認を行い、地域防犯マップを

作成した。子どもたちの気づきが通学路の改善に

つながった。 

 
     防犯マップづくりのための通学路調査 

 

 ２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）推進３市町連絡協議会 

登下校時の防犯を含む日常的な学校生活上の 

安全を確保するための協議・検討を行った。 

（２）通学路合同点検 

通学路安全対策アドバイザーや警察関係者（所 

轄警察署）の協力を得て、専門的観点からの指導・ 

助言の下、学校、教育委員会、関係機関等が連携

し、学校内外の安全対策に取り組んだ。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

（１）児童自らが危険箇所を確認しマップを作成す

ることで、防犯について考えるとともに、危険

箇所を把握し、対応方法を学ぶことができた。 

（２）通学路安全対策アドバイザーや警察官の専門

的な見知からの指導で、教職員を始めとする関

係者の防犯面に対する安全対策の意識が高まっ

た。 

（３）防犯カメラを活用した見守り活動により、犯

罪を抑止するとともに、児童の安全を確保しよ

うと推進する動きが高まった。 

 

２ 今後の課題 

（１）通学路の安全点検においても、防犯の観点を

取り入れる必要があり、見守り活動などのソフ

ト面の対策だけでなく、防犯灯の設置など、ハ

ード面の対策も必要である。 

（２）犯罪を抑止するための取組は充実してきた

が、不審者対応のための実践的な訓練や防犯カ

メラの増設などに継続的に取り組む必要があ

る。 

（３）児童が一人で登下校する時間帯を減らすため

により一層の地域連携体制の構築が重要であ

る。過疎地域では高齢化の影響で、見守り活動

を実施する上で、人手不足が大きな課題である。 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
近年、児童生徒が大きな犯罪に巻き込まれるよ

うな事件は発生していないが、犯罪被害を未然に

防止するための取組は必要である。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

 

   

  

  

  

  

  

  

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

（モデル地域名・校種毎の数：香南市吉川地域 小・

１校、南国市白木谷・奈路地域 小・２校、土佐清水

市下ノ加江・清水地域 小・１校、中・１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 防災に関する指導方法等の開発・普及等のため

の支援事業 

（ａ）実践的防災教育 

（１）取組のねらい 

南海トラフ地震に備え学校での防災教育の充実

を図るため、先進的･実践的な防災教育を行う市町

村教育委員会及び学校への支援を行う。また、事

業実施を通じて、地域や防災関係機関との連携体

制の強化･充実を図る。 

（２）取組の方法 

ア 効果的な避難訓練の実施 

・年間３回以上（様々な場面・状況設定） 

・保護者・地域・関係機関・近隣校との連携 
イ 防災に関する指導方法等の開発・普及 
・「高知県安全教育プログラム」に基づく防災教

育の実践 
・「学校安全計画」の見直し 
・「防災教育全体計画・年間指導計画」の作成 
・防災教育担当教員の位置付けと役割の明確化 
・指導方法や教材を研究するための校内体制整備 
・避難訓練と防災学習を効果的に関連付けた取組 
・授業研究会の充実（指導案検討・授業公開等） 
・被災地や防災教育先進校等への視察 
・研究発表会の開催（公開授業、研究協議等） 
・県主催研修会等での実践発表 
・WEBや広報誌等を活用した実践事例の発信 

ウ 地域や関係機関との連携 
・実践委員会の立ち上げ 
・大学教授等、専門家との連携 

 エ 防災意識アンケート調査を活用した取組の検証 
・事前・事後の児童生徒、保護者の意識調査 

（ｂ）学校防災アドバイザーの派遣・活用 

（１）取組のねらい 

   南海トラフ地震に備えた防災体制の充実のため

に、大学教授等の有識者をアドバイザーとして学

校に派遣し、学校の安全対策について指導・助言

を行い、児童生徒等の安全確保に向けた体制の改

善及び安全管理の強化を図る。 

（２）取組の内容・方法等 

 ア 学校防災アドバイザーの派遣 

・高知大学等の12名の有識者を学校防災アドバ 

 イザーとして委嘱 

・各学校の避難訓練や避難経路・避難場所等に関

する指導・助言、防災意識の向上をねらいとし

た講話の実施 

 イ 各学校の安全確保体制 

・「学校安全対策チェックリスト」等による安全 
 確保体制の確認・改善指導の実施 

 ２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）取組のねらい 

高校生を対象に学習会を実施し地域社会のため

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

高知県 

 教育委員会等名：高知県教育委員会 

 住  所：高知県高知市丸ノ内一丁目７－５２ 

 電  話：０８８－８２１－４５３３ 

○人口：71万８千人（児童生徒数：約７万４千人） 

○市町村数：34 

○学校数：幼稚園47園、認定こども園９園、 

小学校235校、中学校128校、 

義務教育学校２校、高等学校46校、 

特別支援学校16校 

○主な災害：平成10年高知豪雨 

平成13年高知県西南豪雨災害 等 

本県34市町村のうち、沿岸部19市町村は、平

成 26 年に南海トラフ地震津波対策特別強化地域

に指定され、特に地震・津波対策に取り組む必要

がある。また、県内のほとんどの地域で、最大で

震度６～７の揺れが予想されており、沿岸部のみ

ならず、山間部における土砂災害についても対策

が必要である。 

本事業では、地震・津波対策を課題とした沿岸

部２市と、土砂災害対策の必要な１市をモデル地

域に選定し、モデル校を中心に取組を進めた。 
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に主体的に行動できる防災リーダーの育成を図る。 
また、「『世界津波の日』高校生サミット」に参

加し、国内外の高校生と広く交流し、実践や研究

内容を学ぶことで、今後の活動に生かす。 
（２）取組の内容・方法等 

ア 学習会の実施（２回） 

・各学校の防災活動についての情報交換 
・プレゼンテーションの意義と効果的な手法 
・被災経験のある大学生による防災学習の必要性

や高校生としてできる防災活動についての講話 
イ 「『世界津波の日』高校生サミット」への参加 
・日本を含む30ヵ国361名の高校生が参加 
・自助・共助・公助の視点でこれから取り組む防

災活動についての発表と意見交換 
 ウ 成果の発信 

・高知県防災教育推進フォーラムにおけるサミッ

ト参加生徒によるパネルディスカッション 
  ・サミットでの「黒潮宣言」に基づく防災活動の

提案等を掲載したリーフレット作成 
 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（ａ）実践的防災教育 

（１）取組の成果 

○登下校中や夜間等、効果的な避難訓練が年間３回

以上実施できた。児童生徒の意識も高まり、素早

く安全に避難行動をとれるようになってきた。 

 ○「高知県安全教育プログラム」を基に教材研究を

進める中で、防災学習のポイントをおさえること

ができた。また各教科や学校行事との関連も図れ、

系統的・効果的な学習の実践につなげられた。 

 ○実践委員会を通して地域の防災力を高めることが

できている。今後も実践委員会を核とし、防災教

育の推進を図っていきたい。また、授業公開や他

校との交流、地域合同の防災活動を通して、啓発

活動も行うことができた。 

 ○児童生徒及び保護者を対象としたアンケートを事

前・事後の２回を基本として実施し、事前の課題

把握や事後の検証等に活用することができた。 
（２）今後の課題 

●校外での避難訓練の充実を図ると共に、全ての児

童生徒が自信を持って避難できるように取組を

続けていかなければならない。 
●防災学習を主に取り扱う、学級活動や総合的な学

習の時間の基本的な進め方への理解が不十分な

学校もあるため、事業の実施にあたっては事前の

確認・周知が必要である。 
（ｂ）学校防災アドバイザーの派遣・活用 
（１）取組の成果 

○20市町村で46回、県立学校で19回、合計65回

のアドバイザーの派遣を行うことができた。土砂

災害による被害の恐れのある学校へは 19 回アド

バイザーを派遣することができ、大雨や台風等の

日常的な気象災害による土砂災害の危険性を認

識する機会を多くもつことができた。 

○防災意識の向上をねらいとした講話を希望する

学校が多いものの、避難場所等の安全性の確認、

学校防災マニュアルの改善に向けた指導・助言等

を希望する学校も増えており、学校の安全管理体

制の構築に向けた意識の高まりが窺える。 

○アドバイザーの派遣日程に合わせ、保護者・地域

と一緒に避難訓練や引き渡し訓練を実施するな

ど、アドバイザーの派遣を契機として、学校と地

域の連携が深まった例もあった。 

（２）今後の課題 

 ●津波浸水予測地域に位置しながら、これまでアド

バイザーを派遣することができていない学校が数

校残っているため、市町村教育委員会等とさらに

連携協力し、未実施校には積極的な事業実施を促

す必要がある。 

●アドバイザーの講話や指導・助言に頼り過ぎてい

る学校も見受けられることから、アドバイザーの

派遣が結果的に学校の主体性を阻害してしまわ

ぬよう、派遣方法の事前の検討が必要である。 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）取組の成果 

○これまで取組の弱かった生徒も学習会やサミッ

トに参加し、防災活動に対する意識が向上した。 
○大学生からの被災体験談と助言により、災害の現

実とともに、「伝えることの重要性」を学べた。 
○学習会での意見交換は、自分たちの取組の見直し

と、県内高校生同士の交流の機会となった。 
○サミットにおいて英語での発表や意見交換を行

ったことは生徒達の自信となり、国際的な視野を

持って防災を考えるきっかけとなった。 
（２）今後の課題 

●参加した高校生の意識の高まりを実行に移して

いくこと、参加校以外にも防災活動への参加意欲

を高めていくことが必要である。 
●「黒潮宣言」に基づく高校生の主体的な防災活動

を支援するため、今後は高知県版の高校生サミッ

トを開催することとしており、学校の理解と協力
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を得ながら進めることが必要である。 

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：安芸市土居地域 小・

１校、高知市横浜地域 中・１校、土佐市波介地域 

小・１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）取組のねらい 

児童生徒が自ら安全な交通行動を選択し、生涯を

通じて「被害者にならない・加害者にもならない」

ようにするために、学校・家庭・地域が連携し、児

童生徒の発達段階に応じた系統的・継続的な交通安

全教育の充実を図る。 
（２）取組の内容・方法等 

ア 交通行動の基本（交通安全教室、交通安全学習） 
・交通ルールや安全な歩行の仕方、自転車の乗り

方など、安全な交通行動の理解を深める学習 
イ 交通状況への適応力（交通安全マップ、自転車

シミュレーター等） 
・様々な交通状況に対して危険を予測し、回避す 
る力の育成 

ウ 社会生活の力（交通安全マップ・交通安全ルー

ルブックの配付、園児との交流学習等） 
・交通社会の一員として地域の交通安全に貢献す

る力の育成 
２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のねらい 

通学路の安全確保に向けた取組を行うため、高知県に

推進委員会、各市町村に連絡協議会を設置し、計画的か

つ継続的に通学路の交通安全対策を実施し、児童生徒が

安全に通学できるように通学路の安全確保を図る。 
（２）高知県通学路安全推進委員会 

ア 構成員15名 

  ○有識者 １名  ○道路管理者（国・県・市）３名 

  ○警察 ２名   ○交通安全関係機関 ２名 

  ○小中学校長会 １名  ○ＰＴＡ代表 １名  

  ○教育委員会（県・市）５名  

イ 日程 

◆第１回高知県通学路安全推進委員会 
日時：平成28年６月21日（火） 

◆第２回高知県通学路安全推進委員会 

日時：平成29年２月７日（火） 

（３）連絡協議会 

 ア 安芸市通学路安全対策連絡協議会（14名） 

 イ 高知市通学路安全対策連絡協議会（11名） 

 ウ 土佐市通学路安全対策連絡協議会（11名） 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

○地域の交通安全協会や警察と連携し、体験活動を

取り入れた「交通安全教室」を行うことで、児童

の交通安全に対する意識を高め、自らの命を大切

にする態度の育成につながった。 

○保護者と合同でワークショップ形式の学習を行

うことで、児童は、他者の視点や意見を参考にし

ながら、自分の行動を振り返り、危険を回避する

具体的な方法や安全な行動を主体的に考えるこ

とができるようになった。 

○児童と地域が合同で通学路点検を行うことで、地

域の大人が子どもの視点で交通安全を考える契

機となり、地域による身守り活動が強化された。 

２ 今後の課題 

●教師による定期的な交通安全指導に加え、高学年

の児童に低学年の児童の見守りや指導等の役割

を持たせるなど、子ども同士を関わらせながら安

全意識を高め育てられるような取組を工夫する。 

●地域全体で子どもたちを守り育てるためのネッ

トワークづくりと、そのための人材確保に向け、

学校が中心となって働きかけを行う必要がある。 

●道路環境の整備だけに頼ることなく、児童への交

○高知県の交通事故の現状 
 平成28年の交通事故発生件数・負傷者数は減少

したが、死者数は４年振りに増加し、全死者の

61.9％を高齢者が占めている。 

○高知県の子どもの交通事故 

平成28年の子どもの交通事故発生件数・負傷者

数は減少し、死亡事故は発生しなかった。子ども

の交通事故は通学時間帯の発生が多く、他の年齢

層に比べ自転車事故の割合が高かった。（全自転車

事故の約30％） 

・自転車乗車中の小学６年生が、軽乗用車にはね

られ意識不明の重体となった。（H29.１.６） 

・無灯火の自転車を運転していた高校３年生が、

停止を求めた警察官に衝突し、意識不明の重傷

を負わせた（後に死亡）。（H27.８.14） 
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通安全教育と地域での身守り活動を絶えず行っ

ていくことが大切である。  

 

    （防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：高知市旭地域、小・１

校、土佐市高石地域 小・１校、宿毛市山奈地域 小・

１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

 高知県防犯・生活安全教育推進委員会 

 第１回：平成28年７月14日（木）14:00～16:30 

第２回：平成29年２月17日（金）14:00～16:00 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）取組のねらい 

事故災害や犯罪のリスクを理解し、「被害者にな

らない」ように事故災害や犯罪が発生する可能性の

ある「環境に近づかない」、また、そういった「環

境を放置しない」という危険予測と危険回避の能力

の育成を目指すとともに、将来にわたる安全文化の

担い手を育成する。 
（２）取組の内容 
・危険予測トレーニング（KYT）を活用した学習 

・防犯マップの作成（地域と連携） 
・ポスターやカレンダー、標語を利用した学習 
・教職員の安全教育に関する研修 
２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）取組のねらい 

危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の

作成・検証や地域住民・保護者・関係機関との連携

体制の構築など安全管理の充実・徹底を図る。 

（２）取組の内容 
・モデル校ごとの実践委員会の立ち上げ 

・スクールガードの取組の充実 

・地域住民と教職員を対象にした安全教育講演 
・地域・関係諸機関との連携強化 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 
１ 取組の成果 
○全ての学校で安全教育を推進する実践委員会が

立ち上げられ、学校･保護者・地域・関係機関が

連携を深め、学校安全ボランティア組織等を中心

として、児童の登下校の安全確保への取組を実施

することができた。 
○児童が中心となって安全マップを作成し、地域の

危険箇所や「こども110ばんのいえ」等、多面的

に環境を見直し、関係機関に働きかけることで、

環境（ハード面）改善につなげることができた。 
○安全教育という視点で、教育計画全体を見直した

り、KYTやe-ラーニングの教材を活用したり、不

審者対応訓練を実施するなど、より実践的な取組

を行うことにより、児童と教職員の安全教育への

意識の向上を図ることができた。 

○教職員の安全教育に関する研修や危機管理を意

識した環境整備の充実など、複合的に取り組んだ

成果として、児童の校内外での怪我や事故が減少

し、保健室の来室者が少なくなった。 

○地域への安全を呼びかける広報活動を、児童主体

で行うことができた。この体験により、地域の安

全は多くの人の共感と協働により確立されるも

のだという実感を児童が持つことができた。 

○地域安全マップを作成し、全家庭、地域へ配布し

たことにより防犯の啓発活動となった。また、地

域の方の広報活動により、その地域安全マップを

防犯の視点を持って活用する例が見られた。 

      ２ 今後の課題 

●通学路の安全確保に向けた対策が必要と思われ

る箇所について、改善に向けた行政機関へのはた

らきかけを、保護者や地域と連携しながら継続し

て進める必要がある。 
●児童自らの安全についての意識をより向上させ

るために、研究会等の実践例を通して、児童会活

動の充実や安全に関する授業の工夫に努めてい

く必要がある。 
●児童自らが安全を確保する自覚を深め、行動に移

せるよう、体験活動や訓練等の指導内容や指導方

法を更に見直していく必要がある。 

○本県における主な事件・事故発生件数等 

平成27年中の本県における刑法犯認知件数は

5,664件で、子どもたちにとって安全で安心な社会

とは決していえない状況にある。また、平成28年

の子ども（小・中・高校生等）に対する声かけ事

案の発生状況は253件と前年より34件増加してい

る。この数字が認知件数であることから、実際は

さらに多くの事案があると思われる。 

こうした状況から、児童生徒等に日常生活の安

全を確保するために必要な知識や能力を身に付け

させるとともに、学校、保護者、地域住民、関係

機関等の協力を得ながら、登下校における児童生

徒等の安全確保を講じていかなければならない。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

（モデル校種毎の数：小・３校、中・４校、高・３校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）概要 

地震、津波、風水害、原子力災害等のあらゆる

災害に対して、児童生徒が自らの命を守り抜くた

めの知識や技能を身に付けるとともに、主体的に

行動する態度を身に付けさせるために、実践校に

対して、防災教育の専門家を学校防災アドバイザ

ーとして派遣し、学校における先進的な防災に関

する学習やより実践的な避難訓練等の取組を実施

した。 

（２）取組内容 

ア 防災教育等推進体制の整備 
・組織的な推進を図る防災委員会の設置 

・家庭、地域、関係機関と連携した防災教育に関

する推進体制の構築 
イ 学校安全計画及び危険等発生時対処要領（危機

管理マニュアル）の見直しと改善 
  ・学校全体で取り組む内容等を明確にした全体計

画の作成 

・児童生徒の実態及び学校や地域の実態等を踏ま

えた危険等発生時対処要領の作成 
ウ 自らの危険を予測し、回避する能力を高める指

導の在り方 
・各教科や特別活動、道徳の時間、総合的な学習

の時間における指導を含む、学校教育活動全体

における児童生徒の発達段階に応じた系統的な

指導の工夫 
・課題意識を高め、主体的に行動ができるように

なるための体験的な活動の工夫 

・家庭や地域、専門的な知見を有する関係機関と

の連携による指導の工夫 

 

２ 災害ボランティア体験活動の推進  

（１）概要 

被災地（熊本地震で大きな被害を受けた地域）

での災害ボランティア活動について学習すること

を通して、災害ボランティア活動の実態について

学び、実際に被災地で災害ボランティア活動を行

う取組同様の教育効果が見込める取組を推進した。 

（２）取組内容 

  実践校１校（中学校）に対し、熊本地震の際に、

大きな被害を受けながらも地域の復興のため、避

難所運営の援助、炊き出しの提供、支援物資等の

仕分け及び配付等の災害ボランティア活動をさ

れた方を学校防災アドバイザーとして派遣し、地

域の安全な生活のために貢献する大切さについ

て学び、地域を守るボランティア意識の高揚を図

ることができた。 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

福 岡 県 

 教育委員会等名：福岡県教育委員会 

 住  所：福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

 電  話：０９２－６４３－３９２３ 

○人口：５１０万人（うち児童・生徒数：６３万人） 
○市町村数：６０ 
○学校数：幼稚園４６０園  小学校７５３校 
    中学校３７０校  高等学校２００校 
    特別支援学校３８校 
    中等教育学校 
○主な災害 
● 平成17年福岡県西方沖地震 

● 平成21年中国・九州北部豪雨 

● 平成24年九州北部豪雨 

本県は過去に西方沖地震や集中豪雨による浸水、

土砂災害が発生しているが、決して防災意識が高い

とは言えない状況がある。 

 本事業においては、県内６市町村の小中学校６校

及び県立高等学校２校、私立学校２校（中学校１、

高等学校１）を実践校として指定し、集中豪雨被害

による土砂災害や地震による津波災害を想定した

防災教育に取り組むこととした。 
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Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１）防災に関する指導方法等の開発・普及について 

  ○防災教育推進委員会を設置し、それぞれの立場

から防災教育についての課題を整理した上で、

それぞれの学校の実態に応じた防災教育の在り

方や学校と地域が連携した防災教育の在り方に

ついて検討することができた。 

  〇熊本地震を踏まえた「教師用指導資料 防災教

育『地震』」を作成し、本県のホームページに

掲載し、普及・啓発することができた。 

  ○ＵＰＺ圏内（原子力施設から３０ｋｍ内）に通

学路を要する学校に対し、原子力に関する学習

や原子力災害に対応した避難訓練を実施するこ

とができた。 

  〇原子力災害に対する有識者を学校防災アドバイ

ザーとして派遣し、児童生徒と保護者合同で出

前授業を実施することができた。また、学校と

地域が合同で原子力災害に対する避難訓練を実

施することができた。 

  ○職員、保護者、地域住民による学校地域合同防

災研修会を実施することで、学校の防砂倉庫の

確認や整備等を行うことができた。 

  〇防災教育カリキュラムを作成し、教科、特別活

動、道徳の時間、総合的な学習の時間における

教科横断的な学習を進めるとともに、公開授業

研究会を通して、具体的な防災の学習の進め方

について検討することができた。 

  ○学校の設置場所の調査を行い、既存の危機管理

マニュアルをもとに防災訓練を実施し、改善箇

所を明確にするとともに、より実効性のある危

機管理マニュアルに更新することができた。 

  ○学校防災アドバイザーによる職員研修会をとお

して、日頃から災害のリスクを考えたり知識を

もったりすることの重要性を感じ、職員の防災

意識を向上することができた。 

（２）災害ボランティア体験活動の推進について 

  ○熊本地震における災害の実態について、写真等

を交えて生徒に示すことで、被災地の深刻な被

害の状況を実感させることができた。 

  〇生徒に対し、日本赤十字社の災害時における人

命救助についての講演会を設定したことで、中

学生でも災害時に役に立つことがあることに気

付かせることができた。 

  〇実践校による本年度の取組を実践事例集として

まとめ、県下全ての学校に配付することができ

た。 

２ 課題 

（１）防災に関する指導方法等の開発・普及について 

  ●災害時の心構え等の意識付けはできたが、今後

は、その防災意識をさらに高め、地域の安全は

自分たちが守るという視点で、適切な行動がで

きるような実践力を定着させていく必要があ

る。 

  ●学校の設置場所に限らず、将来直面するだろう

様々な災害に対応できる実践力を身に付けさせ

る必要がある。 

  ●次期学習指導要領において、安全教育をさらに

重視する観点から、防災教育と学校カリキュラ

ムの意図的な関連付けを行うことで、教科横断

的な防災教育をあり方を検討する必要がある。 

（２）災害ボランティア活動の推進・支援事業につい

て 

  ●災害ボランティア活動の体験等自体が目標や目

的とならないように、児童生徒が共助や公助の

立場から安全で安心な社会づくりに貢献する意

識を高めさせる必要がある。 

  ●災害ボランティアの経験がある方を、学校から

の講話及び出前授業等の依頼に対し、即時に派

遣することができるように、県教育委員会とし

て派遣者一覧等のリストを作成しておく必要が

ある。 

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のポイント 

 ア 通学路安全推進委員会の開催 
  ・事業の円滑な実施を図る。 
  ・各市町村における通学路安全対策状況把握と指

○通学路の特徴 
 交通量が多く道幅の狭い通学路が多い。 
○登下校中における主な交通事故 
 平成２５年６月に、小２女児が下校時に横断歩

道を渡ろうとしてトラックにはねられる。（命に別

状はなし） 
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導助言。 
・全国の推進事業の情報共有。 

 イ 市町村連絡協議会の開催 

  ・通学路安全対策アドバイザーによる専門的見地

からの指導・助言の下、関係機関等と連携を図

り、危険箇所に対する具体的な対策の検討・立

案を行った。 

 ウ 通学路安全対策アドバイザーの派遣 

  ・学校や地域の実情を踏まえて、交通安全の確保

等に関する専門的な知見がある有識者等を通学

路安全対策アドバイザーとして市町村に派遣し

た。 

（２）推進委員会 

ア 構成員 
  体育スポーツ健康課長・学識経験者２名 

教育事務所代表・地教委代表・県ＰＴＡ連合会

副会長・県交通安全協会安全部長・県生活安全

課長・県道路維持課長・県私学振興課長 
県警警察本部交通企画課課長補佐 
県警警察本部交通規制課調査官兼課長補佐 
福岡市教育委員会生徒指導課長 
北九州市教育委員会生徒指導担当課長 
担当事務局３名 

 イ 取組内容 
 ・特に対策が必要な市町村に対し、学校や地域

の実情を踏まえて、道路整備や警察行政等、

交通安全の確保に関する専門的な知見がある

有識者等を通学路安全対策アドバイザーとし

て委嘱・派遣し、通学路の安全対策の推進を

図った。 
  ・通学路の交通安全に係る状況を把握し、広域

的な交通安全対策等を検討した。 
（３）市町村連絡協議会 

○アドバイザーを派遣した市町（桂川町、行橋

市、久山町、岡垣町、築上町） 
ア 構成員 

県土整備事務所道路維持課・所管警察署交通

課・市町内各小中学校長・市町内小中学校ＰＴ

Ａ代表者・市町内高校代表者・市町教育委員会・

市役所、町役場道路管理者等 
イ 取組内容 

 ・通学路交通安全プログラムの作成及び推進 

 ・通学路の合同点検の実施と対策内容の検討 

 ・関係機関及び団体との連絡調整、情報交換 

 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果  

（１）福岡県通学路安全推進委員会 

  ○県内の通学路安全対策を効果的に進めるための

方策を検討することができた。 
  ○県や全国の通学路における危険箇所の安全対策

状況について情報を共有することができた。 
  ○道路管理者との連携による各市町村における推

進体制の構築や安全プログラム策定の促進を行

うことができた。 
（２）市町村連絡協議会 
  ○通学路安全対策アドバイザーの立会のもとに通

学路の安全点検を行ったことで、新たな危険箇

所を把握することができた。 
  ○通学路安全対策アドバイザーから危険箇所につ

いての取組への適切な指導助言を受けることが

できた。 
  ○アドバイザーによる新入生を対象とした効果的

な交通安全指導ができた。 
  ○簡易標識の効果的な設置について確認できた。 
 
２ 課題 

（１）福岡県通学路安全推進委員会 

  ●道路管理者や警察行政等、交通安全の確保に関

する専門的な知見がある有識者を確保していく

必要がある。 
  ●安全対策や交通安全教室が早期に実施できるよ

うにアドバイザーを派遣できるような計画づく

りを行う必要がある。 
  ●アドバイザーの掘り起こしと確保をしていく必

要がある。 
  ●点検結果に基づいた安全指導（子どもへのフィ

ードバック）を行っていくことが大切である。 
（２）市町村連絡協議会 

  ●地域の通学路に精通したアドバイザーを探す必

要がある。 

  ●連絡協議会や合同点検の時期について再度検討

していく必要がある。 

  ●ハード面の対策が難しい危険箇所に対するソフ

ト面（通学路の変更や見守り活動の強化）を続

けていく必要がある。 
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（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 通学路等における安全を確保するシステムの

構築 

（１）取組のポイント 

ア 通学路防犯アドバイザーの派遣 

  学校や地域の実情に踏まえて、通学路等の防犯

に関する専門的な知見のある有識者等を通学路

防犯アドバイザーとして市町村に派遣した。 

（２）アドバイザーを派遣した市町（大宰府市、大野

城市、久留米市、飯塚市、筑前町） 

ア 取組内容 

○児童・保護者対象の防犯教室等における指導・

助言（大宰府市、大野城市、久留米市、飯塚市、

筑前町） 
  ○学校の安全対策組織における指導・助言 

（筑前町） 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１）通学路防犯アドバイザーの派遣 

 ア  児童・保護者対象の防犯教室等における指導・

助言 

   ○市が運営する放課後クラブでの防犯教室  

・登下校中の具体的な自分の身を守る方法につい

てわかりやすく助言を受けることができた。 

・不審者への対応等を児童に紙芝居等を用いて、

地域の特徴をとらえた防犯対策の助言を受ける

ことができた。 

○児童を対象とした防犯教室 

・不審者侵入を想定した避難訓練を実施後、防犯

教室を行ったことで、より現実味を帯びた学

習ができた。 

・知らない人に声をかけられたときは手を伸ばし

ても届かない距離をとることなど、児童に具体

的な身の守り方を実践的に学ぶことができた。 

○児童・保護者を対象とした防犯教室 

 ・保護者とともに防犯教室を受けることにより、

家庭と連携した更なる防犯意識が高まった。 

・自分の身を守るために、「自分たちにできるこ 

と」の具体的な指導を受けることができた。 

・子どもの登下校等の安全・安心を保障する見守 

り活動の基本と実践に関する指導助言を受ける 

ことができた。 

・小学校の通学路の危険箇所等の安全対策に対し 

て指導助言を受けることができた。 

イ 学校の安全対策組織における指導・助言 
・学校運営協議会のテーマ（安全・安心）に関し

ての具体的な事業内容のヒントとすることが

できた。 

・地域の見守りに関して、その具体的在り方や子

どもとの関わり方の基本を学び、これからの実

践に生かすことができた。 

・「地域としてできること」を考え、地域の一員と

しての防犯に取り組む意識の醸成につながった。 

  ・地域の実情に合わせた通学路等の防犯対策がで

き、新たな視点での見直しができた。 
 

２ 課題 

（１）通学路防犯アドバイザーの派遣 

ア  児童・保護者対象の防犯教室等における指導・

助言 
●専門的な知見のあるアドバイザーの確保と掘り

起しが必要である。 

●地域の実情に応じたアドバイザーを派遣する

ため、早期に実施できるような計画づくりを行

う必要がある。 

●小学校と中学校を連携した派遣の在り方も検

討し、安全対策の構築を図る必要がある。 

イ 学校の安全対策組織における指導・助言 
●地域との連携は、単発的な行事への協力だけで

なく、日常的、継続的な活動につなげるため、

より組織化した取組が行えるようなシステムの

構築をしていく必要がある。 

   

 

 

 

 

   

○学校管理下における重大な事件 
 ・不審者情報等は年間いくつか報告されている

が、重大な事件はここ数年発生していない。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：伊万里市、中・１校、

高・１校  みやき町、小・2校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）伊万里市（伊万里市立東陵中学校） 

      ア テーマ 

      「防災意識を高めるために」 

      イ 内容 

       ・地域ハザードマップの作成 

       ・文化祭での発表 

  ・防災講話 

 

（２）みやき町（みやき町立三根東小学校・みやき町 

立三根西小学校） 

ア テーマ 
 「防災意識を高め、主体的に行動する児童の育成」 
イ 内容 
 ・防災講話 
 ・着衣水泳教室 
 ・緊急地震速報による避難訓練 
・下級生や保護者、地域の方への発表会 
 

（３）佐賀県立伊万里商業高等学校 
ア テーマ 
 「被災地交流を通しての防災教育の取組」 

イ 内容 

 ・防災講演会 

 ・現地視察報告会 

 ・防災教育報告会 

 ・防災避難訓練 

 ・原子力防災避難訓練 

 ・防災マップの確認 

 

２ 学校防災アドバイザー活用事業 

  小学校６校、義務教育学校１校、高等学校１校に  

 計１３回学校防災アドバイザーを派遣した。 

事業を進めるに当たり、アドバイザーにすべてを 

任せるのではなく、学校側が主体となって企画・運 

営をする防災授業や防災講話を行うよう共通理解 

を図った。また、危機管理マニュアルや避難訓練実

施要項に対する指導・助言をいただいた。 

       

 

 

 

 

 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

佐賀県 

 教育委員会等名：佐賀県教育委員会 

 住  所：佐賀県佐賀市城内一丁目１番５９号 
 電  話：０９５２－２５－７２３４ 

○人口：８３万人（うち児童・生徒数：101千人） 
○市町村数：20（10市10町） 
○学校数：幼稚園68園  小学校１６９校 
    中学校（県立中学校含）98校 

  義務教育学校1校 
高等学校52校（定通含） 

特別支援学校10校  
○主な災害 
●平成12年 豪雨による水害 
●平成17年 福岡西方沖地震  
●平成28年 熊本地震 等 

本県は、九州の北部に位置し、北西部はリアス

式海岸と砂浜の玄界灘、南東部は干潟と干拓地の

有明海という、海岸の様子が全く異なる2つの海

に接している。災害に関しては、ゲリラ豪雨によ

る洪水、土砂災害等の被害が多く、国道や県道が

土砂や川の氾濫で通行不能になるなど水害が最

も多い。 
今年度の実践校４校は、上記の災害が多く発生

している地域であることからモデル校として指

定し、事業を実施した。 
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３ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）伊万里市（伊万里市立東陵中学校） 

       実際に被災地を訪問し、被災地の現状を学び、被 

災経験のある方々との交流及びボランティア体験を

通して、他者を思いやり、主体的に援助を行う生徒

の育成の一助になった。 

 

（２）みやき町（みやき町立三根東小学校・みやき町

立三根西小学校 

 地震被災者の体験談や災害ボランティアに参加 
した人の話を聞いたり、熊本地震で被災した学校と 
の交流を行ったりしたことで、災害時での人々のつ 
ながり、自ら関わって行動することの大切さを学ぶ 
ことができ、地域や社会の安心・安全に貢献する意 
識や実践的意欲の向上につながった。  
 

（３）佐賀県立伊万里商業高等学校  
 被災地交流は、石巻商業高校からの訪問という形 
で継続してきたが、今年初めて被災地を訪問しての 
現地視察を行うことができた。このことで、メディ 
アで見ていても、実際に現地を訪問し、現地の方  々
の話を聞き、現地での被災の爪痕を見ることがいか 
に衝撃的であったのかを、この派遣事業で、生徒と 
職員が学ぶことができた。 
また、報告会で全校生徒に被災地の現状や思いに

ついて学ぶことができた。震災チャリティバザー 
では、被災地支援の一助となればという思いで宮城 
県と熊本県の商品を扱った。 
  

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１）安全教育手法の開発・普及 

 防災に対する取組を年間通じて計画し実施できたこ

とで、単発的に考えがちであった学校安全教育を見直

す契機となった。また、今回の取組が学校安全教育の

推進に繋がり、地域ハザードマップの作成や防災講話

など、次年度以降も継続が可能な取り組みを実践する

ことができた。  

各学校での報告会や文化発表会では、発表掲示物や

取組についての通信、パンフレットの配布で、家庭や

地域に対しての啓発活動を行うことができた。 

伊万里市立東陵中学校では、９割以上の生徒が「防

災意識が高まった」とアンケートで回答し、一定の成

果があったことがうかがえた。 

佐賀県立伊万里商業高等学校では、防災講演会にお

いて、防災アドバイザーはもとより、市の防災危機管

理課の方とも連携し、実施することができ、地域連携

と情報共有という観点からも成果を得た。また、ICT

機器の効果的な活用により、防災マップを確認する授

業を、全クラス一斉に行ったり、生徒一人ひとりに必

要な情報を提供したりすることができた。 

   

（２）学校防災アドバイザー活用事業の実施 

 様々な防災教育や防災講話を通して、自分の地域の

過去の災害や今後起こりうる自然災害について理解す

るとともに、災害発生時の避難行動や自分の身は自分

で守る方法などについて学びを深めることができた。

このことから、自助・共助意識の高揚を図ることがで

きた。 

また、防災マップ作りでは、自分の地域の過去の災

害の講話や気をつける箇所等のアドバイスを受けたこ

とで、一人ひとりが危険箇所を意識でき、個別の防災

マップを作成することができた。 

 

（３）災害ボランティア体験活動の推進・支援 

 実際に被災地を訪問し、被災地の現状を学び、被災

経験のある方々との交流及びボランティア体験を通し

て、他者を思いやり、主体的に援助を行う生徒の育成

の一助になった。 

地震被災者の体験談や災害ボランティアに参加し

た人の話を聞いたり、被災した学校との交流を行った

りしたことで、災害時での人々のつながり、自ら関わ

って行動することの大切さを学ぶことができ、地域や

社会の安心・安全に貢献する意識や実践的意欲の向上

につながった。 

そして、伊万里商業高等学校の震災チャリティバザ

ーでは、被災地支援の一助となればという思いで宮城

県と熊本県の商品を扱うことで、生徒達にとって、震

災が他人事ではなく自分の事として捉えられ、被災地

を更に近くに感じることができた。 

 

２ 課題 

（１）安全教育手法の開発・普及 

 児童生徒の発達段階に応じて、学校行事、各教科、 

特別活動等との関連を図った防災教育を実践的・総合 

的に進め、更に、自ら考え判断し災害から身を守る主 

体的な行動・態度を形成していくことが課題である。 

また、防災教育をさらに推進・定着させ、実践校が 

指定年度以降も取組を継続していけるような体制作り 

や人材育成を行う必要がある。そのためには、国土交 

通省から出されている防災教育の副読本や指導案等を 

活用し、多くの教員が防災教育の授業を行ったり、防 
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災に対して指導したりすることを更に充実させていく 

必要がある。 

また、水害、地震を想定した防災対策において、学 

校、保護者、地域の関係機関がより連携した実践的な 

避難訓練を実施し協力体制を確立する必要がある。 

 

（２）学校防災アドバイザー活用事業の実施 

 学校全体で組織的に取り組む防災教育を行うため、 

学校安全計画に防災教育を盛り組むことや、防災教育 

の中核となる教職員の防災教育推進リーダーを育成し、 

学校独自で取組める防災教育を行うことが必要である。 

また、今年度の取組が単年度の取組とならないよう 

実践内容をさらに充実させ、継続して取り組んでいく 

必要がある。そのため、国土交通省から出されている 

防災教育に関する副読本や指導資料集等の普及を図り、 

多くの教職員が防災教育に触れることができる環境を

整える必要がある。 

 

（３）災害ボランティア体験活動の推進・支援 

 被災地の方との交流を続けていくために、防災教育 

について継続して取り組む必要があると感じる。しか 

し、財源をどう確保していくかが一番の課題である。 

また、被災地等遠方だけでなく、近隣でも可能なボ 

ランティア活動に積極的に参加するよう、計画する必 

要がある。 

水害、地震の災害に遭遇した場合を想定した避難訓 

練では、家族や友達、周囲の人の安全にも配慮し、他 

の人の役に立つ行動をとることができるよう、実践力 

を高める取組が必要である。 

   

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

 有田町立曲川小学校及び基山町立基山中学校の２校

を実践校に指定し取組を行い、成果報告会において実

践報告を行った。 

（１）有田町立曲川小学校 

       ア テーマ 

「児童の交通安全の意識と実践力の向上をめざ

して」 

イ 内容 

 ・交通安全集会の実施 

 ・交通安全検定の実施 

 ・交通安全標語作り 

 ・鉄道安全講習会等 

（２）基山町立基山中学校 

ア テーマ 

「生徒自身が交通安全意識を高めるための取組」 

イ 内容 

   ・交通安全教室の実施 

   ・地区生徒会の実施 

   ・警察官による危険箇所実地指導 

   ・交通安全ポスターの作成、掲示等 

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

         佐賀県警友会のメンバーである佐賀県警察

OB の方々を通学路安全対策アドバイザーとし

て下記の小学校１０校に派遣した。アドバイザ

ーは、通学路の危険箇所に対する指導及び助言

を行った。 
 交通安全講話では児童を対象に校区内の危険

箇所での通行の方法や、実際に発生した交通事

故の紹介、交通安全クイズ等を行う事により交

通事故防止と交通マナーの向上を図った。 

 また、見守り隊や保護者には、見守り活動を

行う際の注意点や、活動を継続していくための

ポイントについて講話を行い地域の安全意識の

向上を図った。 

・基山町立基山小学校 

・基山町立若基小学校 

・みやき町立三根東小学校 

・みやき町立三根西小学校 

・みやき町立北茂安小学校 

・みやき町立中原小学校 

・鹿島市立鹿島小学校 

・鹿島市立北鹿島小学校 

・鹿島市立七浦小学校 

・鹿島市立明倫小学校 

○通学路の特徴 

 県民の自動車保有率が高く、幹線道路での自動車

の運転速度が速い。また、農村部では中央線のない

道幅の狭い道路を通学路としている学校もある。 

○登下校中における主な交通事故 

平成 19 年 7 月：下校中の高校生が信号機のない交

差点で自動車と接触（死亡事故） 

平成27年11月：登校中の児童の列に乗用車が突っ

込む事故が発生 
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Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１）安全教育手法の開発・普及 

 実践校に指定した２校が年間を通じて取り組んだ内

容について報告を行い、県内学校の交通安全教育普及

に繋がった。 

ア 有田町立曲川小学校 

 今年度の交通安全教育では「顔を上げた挨拶」に焦

点を当てて取り組んできた。その結果、登下校中の見

守り隊や地域の方々に顔を上げて挨拶をする習慣が身

につき、児童の視野が広がり危機回避につながった。

また、相手の顔を見ての挨拶で地域の方々とのコミュ

ニケーションも増え地域での交通安全意識の向上につ

ながった。 

 さらに、年間を通して交

通安全に関する集会や標語

づくり、検定クイズ等の取

組で児童の交通安全に関す

る意識の向上がみられた。 

 

イ 基山町立基山中学校 

 今年度１１月からの自転車通学許可範囲の拡大にと

もない事前指導や登校指導、交通安全教室等で交通ル

ール遵守の徹底及び交通マナーの向上について指導を

重ねた結果、交通安全に対する意識を向上させること

ができた。 

 また、地区生徒会活動に

おいて、生徒自ら通学路の

危険箇所を確認すること

で、校区内に存在する危険

箇所を共通理解する事がで

きた。さらに、危険箇所の数カ所においては、警察官

による実地指導を行うことで交通安全に対する理解が

深まった。 

 

（２）交通安全を確保するための体制の構築と通学路

交通安全プログラムに基づく合同点検等の実施 

 各学校の通学路危険箇所について把握し、具体的な

安全対策について助言をする事ができ、安全対策に時

間がかかる場合には臨時的応急処置な安全対策案を学

校に提示する事ができた。 

 また、児童を対象に各校の実状に沿った交通安全講

話をすることで、校区内通学路の危険箇所や、危険な

場面の理解ができ、交通安全に関する意識の向上につ

ながった。 

 さらに、一部の学校ではあるが見守り隊や保護者を

対象に講話を実施し、地域と一体となった交通事故防

止に取り組むことができた。 

 

２ 課題 

（１）安全教育手法の開発・普及 

 児童生徒等の発達段階に応じ、関連各教科、特別活

動、学校行事等の学校教育全体で交通安全教育を行い、

児童生徒が主体的に行動する力を育成する指導の継続

が課題である。 

ア 有田町立曲川小学校 

 本年度取り組んできた活動を、子どもたちが学校外

でも実践できる力を身につけていくことが重要であ

り、「顔を上げた挨拶」「横断歩道ではしっかり手を

上げる」など当たり前のことを徹底させることが大切

である。そのためにも今回取り組んだ内容を日々継続

していくことが課題である。 

 

イ 基山町立基山中学校 

 今年度、登下校中の交通事故は発生していないが、

日々の交通安全教育を粘り強く継続していく必要があ

る。また、一部特定の生徒が交通違反を繰り返す傾向

があり、地域の方から交通マナー等について御意見を

いただく事がある。こういった特定の生徒に対する手

立てや指導方法の改善を行う必要がある。 

 これらの問題を解決するために関係機関や地域との

連携をこれまで以上に図っていくことが課題である。 

 

（２）交通安全を確保するための体制の構築と通学路

交通安全プログラムに基づく合同点検等の実施 

 各市町が策定した通学路交通安全プログラムの実施

と危険箇所の再検証を継続して行っていくことが必要

である。  

 また、各学校の通学路危険箇所に応じた交通安全講

話の対象を児童、教職員だけにとどめるのではなく、

見守り隊や保護者等も対象に加えること、および、各

学校が作成した通学路安全マップを有効に活用し、保

護者や地域並びに関係機関に情報を提供することによ

り、地域と一体となった交通安全に取り組む体制の構

築が推進されると考える。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）先進的実践校等視察 

         奥浦小学校では、夏季休業中に教職員や6年

児童7人が、宮城県気仙沼市や気仙沼市からフ

ェリーで25分程の沖に浮かぶ大島を訪れた。現

地では、被災の様子を見学したり、震災の体験

者から震災当時の様子を聞いたりして、被害の

甚大さを知った。また、大島小学校の6年児童

と交流を行ったり、災害用備蓄倉庫を見せても

らったりして、災害への備えの実際を学んだ。

さらに、津波体験館を訪れたり、陸前高田市の

「奇跡の一本松」を見学したりして、津波の恐

ろしさを目の当たりにした。 

         今回の気仙沼市を訪れ、講話をしてくださっ

た方をはじめ、現地の多くの方々との出会いを

通じて、児童は、被災の様子を知るとともに、

防災について真剣に考える貴重な経験となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（２）避難訓練（年間3回） 

ア 第1回避難訓練（5月） 

   奥浦小学校で、火災を想定して避難訓練を行

った。その際、今年度の防災教育のテーマ「自

分の命は自分で守る」の意識をもって行動でき

るように十分な事前指導を行った。また、児童

を避難場所に誘導し指導を行った後、地域消防

団のポンプ操法の実演を見せていただいたり、

消防団の方に話をしていただいたりした。児童

は、地域の方の災害に対する取組を知るととも

に、団員のきびきびとした行動や地域を災害か

ら守ろうとする使命感に感銘を受けていた。 

イ 第2回避難訓練（地域合同防災訓練）（11月） 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

長 崎 県 

 教育委員会等名：長崎県教育委員会 

 住  所：長崎県長崎市江戸町２番１３号 

 電  話：０９５－８９４－３３３９ 

○人口：1,367千人（うち児童・生徒数：143千人） 

○学校数：幼稚園126園  小学校343校 

 中学校192校  高等学校85校 

     特別支援学校18校 

主な災害 

● 昭和57年 長崎大水害 

● 平成3年  雲仙普賢岳噴火災害 等 

本県は、東に佐賀県と隣接する他は、周囲を海に

囲まれている。対馬、壱岐、五島などの島が 971 あ

り、その数は日本一である。 

平成28年4月に発生した熊本地震では、1市で震

度5強、3市で震度5弱、8市町で震度4が観測され

た。雲仙断層群で地震が発生すると最大震度震度 7

の揺れと津波7ｍが予想されている。また、台風の大

型化や地球温暖化による異常気象で、風水害による

被害も甚大で、その対策も必要である。 
本事業では、地震・津波、風水害を課題とした五

島市奥浦地区をモデル地域に指定し事業を実施し

た。 
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   実施までに3度目の検討委員会や、それ以外

にも学校と地域の担当者同士の打合せの開催を

経て、実施にこぎ着けた。 
   参加者は、奥浦地区住民、小中学生、保護者、

老人ホームの方など全部で175人。地域のまち

づくり協議会の防災防犯部会や五島市役所、五

島警察署、五島市消防署、奥浦地区消防団など

多くの団体が連携協力を行い実施した。 
   想定は、風水害による避難勧告発令に伴う避

難である。避難所（想定）を奧浦中学校体育館

に設置して、小中学生を含む175人全員が、避

難所に避難した。その際、小学生については、 
  教職員から保護者への「引き渡し訓練」も行っ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ウ 第3回避難訓練（1月） 
   地震に伴い津波が発生したことを想定して

実施した。その際、緊急地震速報の音声や南海

トラフ地震が起こった際のシミュレーション放

送を校内放送で流し、児童に緊迫感を持たせな

がら行動させた。 
 
（３）様々な体験学習 
  ア 着衣水泳 
    奥浦小学校では、9 月に、水の事故から身を

守ることをねらいとして、着衣水泳を行った。 

   対象は、3 年生以上の児童である。五島市消防

署員の指導により、自分の身を楽に水面に浮か

せる方法や救助の方法を学んだ。 

 
 
 
 
 
 
 
  イ 救急救命講習 

    同じく9月に、五島市消防署員の指導のもと 

   5・6年生が心肺蘇生の手順やＡＥＤの使い方に

ついて学んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ウ 炊き出し体験 
    10月に、五島市社会福祉協議会の職員の方に

指導を仰ぎ、包装食袋（ハイゼックス）を使っ

た炊飯を行った。指導を受けたのは、5・6年生

11人である。 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）防災学習発表会及び防災講話 
    児童が被災地等で視察してきたことや一連の

防災体験学習で体験したことをまとめ、五島市

内教職員や地域の方に向けて発表を行った。ま

た、国土交通省長崎河川国道事務所職員の方を

講師に招き、「災害時の身の守り方について」と

題して防災講話を実施した。 
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２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）被災地でのボランティア活動（慈善公演）の 

   見学と交流 

    奥浦小学校6年生が、気仙沼市へ視察に行っ

た際、災害公営住宅を訪れ、慈善公演中のハン

ドベル部の中高生の活動を見学し、交流を行っ

た。高齢となった遺族を前にひざまづいて優し

く語りかける中高生の姿を見て、児童自らも穏

やかな気持ちになっていた。 

   

（２）炊き出し体験 

    5・6年生が五島市社会福祉協議会職員の方の

「災害ボランティアについて」の講話を聞いた

り、包装食袋（ハイゼックス）を使った炊飯を

行った。 

 

（３）防災学習発表会 

     5・6 年が体験した「炊き出し体験」につい

て実演を交え、五島市内教職員や地域に向けて

発表を行った。    

    

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果について 

 （１）児童が、災害の内容を理解し、自分で自分の

身を守ろうとする意識を高めることができ

た。また、様々な発表や体験の機会から、児

童の主体性・表現力・自尊心が向上した。な

お、児童向けのアンケート結果は次のとおり

である。 

〇あなたは、地震や災害が起きた時に、揺れ

から自分の命を守る方法を知っています

か。 

・知っている 

 （4月：45％ → 1月：98％） 

〇あなたは、地震や災害が起きた後に、避難

する安全な場所を知っていますか。 

・知っている 

（4月：40％ → 1月：98％） 

〇あなたが、一人で登下校しているとき地震

や災害が起きたら、安全な場所に避難する

ことができますか。 

・できる 

（4月：15％ → 1月：77％） 

  （２）保護者、地域全体の防災意識を高めること

ができた。なお、保護者向けのアンケート

結果は次のとおりである。 

〇お子さんは、地震や災害が起きた時に、自

分で判断して自分の命を守ることができ

ると思いますか。 

・できる 

（4月：30％ → 1月：67％） 

〇地震や災害などで避難した後に、家族で集

合する場所を決めていますか。 

・決めている 

（4月：22％ → 1月：83％） 

〇地震や災害などで避難した後に、家族で連

絡のとり方を決めていますか。 

・決めている 

 （4月： 4％ → 1月：58％） 

〇ご家庭では、地震や災害に備えて何か準備

をしていますか。 

・している 

  （4月：26％ → 1月：30％） 

  （３）教職員の危機意識を高めることができた。 

   

２ 課題について 

（１）学校で学んだことを学校外（登下校中、家庭内）

で実践させ応用させるための手立てや働きかけ

が必要である。 

（２）今年度、初めて引き渡し訓練に取り組んだ。「引

き渡し連絡カード」を作成して、綿密な計画の

もと訓練に臨んだつもりであったが、実際行っ

てみると、職員の動きや連携にあいまいな箇所 

   が出てきた。今回の反省を踏まえ、さらに綿密

な計画が必要である。 

（３）児童が防災学習で学んだことを実際の避難場所

で生かし主体的な行動力を育むため継続的な取

組が必要である。 

（４）「災いは忘れた頃にやってくる」の言葉どおり、

災害はいつ起こるか予測が立たない。平常時で

も常に危機意識を持続させるような日常的な指

導が必要である。 

   

- 130 -



 

（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：阿蘇地域、小・１校、

中・１校） 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１） 防災教育に関する指導計画 

        ア  学習活動の工夫 

          各モデル校において、地域や児童生徒の 

実態に応じて、防災マップや防災頭巾の作成 

など教科の学習と関連付けた防災学習や各

家庭で通学路の危険箇所や緊急時の避難場

所を話し合う防災家族会議の実施、防災ポス

ター作成など防災意識を高め、主体的に行動

する態度の育成する防災教育の推進に取り

組んだ。 

  

 

 

 

 

 

（防災マップ）   （防災ポスター） 

（２） 緊急地震速報受信システムを利用した避難

訓練の実施 

   ア ショート訓練 
     報知音を聞いたら教師の指示がなくても

「落ちてこない、倒れてこない、移動して

こない」場所に身を寄せる一時避難行動の

習慣化を目指し、ショート訓練を複数回実

施した。  
  最初の訓練では、児童生徒の心のケアの

観点も含め、避難行動や安全場所について

丁寧に説明を行って実施した。 
     その後、訓練日のみを事前に告知して訓

練を実施するなど段階的に児童生徒の判断

力を高められるよう工夫を行った。 
イ アクシデント訓練 
  災害時に想定される様々なトラブルを想

定したアクシデント訓練を実施した。 
  訓練前に、学校安全アドバイザーから避

難経路が使えない場合や避難途中で児童生

徒がけがをした場合の対応などについて研

修を深めた後、訓練を実施した。 
  児童生徒や教職員にとっては初めて体験 
する訓練であり、緊張感が高まるとともに多 
くの課題が見つかるなど有効な訓練となっ

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

熊本県 

 教育委員会等名：熊本県教育委員会 

 住  所：熊本県熊本市中央区水前寺 

６丁目１８番１号 

 電  話：０９６－３３３－２７１２ 

○人口：180万人（うち児童・生徒数：21万人） 
○市町村数：４５市町村    
○学校数：幼稚園３１園 小学校３６９校 
    中学校１６３校  高等学校５９校 
    特別支援学校１８校 
○主な災害 
 ●1792年  雲仙眉山崩壊による津波被害 
 ●昭和28年 熊本県大水害 
 ●平成11年 台風18号による高潮被害 
 ●平成15年 集中豪雨による土砂災害 
 ●平成24年 熊本広域大水害 
 ●平成28年 平成２８年熊本地震 

本県は、九州中部の西部に位置し、県土の約６

割が森林で、西部が有明海に面している。 
世界に誇るカルデラを持つ阿蘇では活発な火

山活動が続き、本年１０月にも爆発的噴火を起こ

している。本年４月には想定を超える平成２８年

熊本地震が発生し、甚大な被害がもたらされた。 
このような地理的条件から、大雨、台風、高潮

の気象災害や火山や地震による災害に対する注

意が必要である。 
本事業においては、地震、火山、土砂災害等の 

地域特性に応じた災害への対応を課題とし、阿蘇

地区の一の宮小学校、一の宮中学校の２校をモデ

ル校に指定し、事業を実施した。 
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た。 
（３） 地域と連携した避難訓練の実施 
    一の宮中学校が事務局となり、自主防災モ

デル４地区と連携した地震対応避難訓練を

実施した。本訓練の実施については、自治会

や消防団と複数回の打ち合わせを行い、一次

避難所の設定や要援護者の把握及び避難方

法等について協議が重ねられた。 
    当日は、各区長のリーダーシップによりス

ムーズに避難行動をとることができたが、

「人員確認のための名簿や車の誘導係が必

要」、「非常持ち出し袋を各個人で持参したほ

うがよい」といった反省も挙げられた。 
    また、今後、訓練の企画段階で、中学生を

参画させることで、防災意識や主体性を高め

ることにつながるといった建設的な意見も

出された。 
 
 
 
 
 
 

（訓練後の講話の様子） 
（４） 炊き出し訓練・救急救命講習会の実施  
    熊本地震の際に避難所となった経緯から、 

その教訓をこれからの防災教育に生かすた

めに実施した。 
炊き出し訓練では、阿蘇市婦人会の指導の

下、汚れた水でも対応可能なハイゼックス米

を使っての炊き出し訓練を行った。さらに、

日本赤十字社熊本県支部による応急手当の

講習会を実施した。 
ＡＥＤの活用や三角巾の使い方など、災害

発生時に必要とされる応急手当の手順や技

法について学ぶよい機会となった。 
 ２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１） 宮城県への先進地視察研修 

    平成２８年熊本地震により被災地となった地

域で、今後どのような防災教育や災害ボランティ

ア活動が必要となるのかを学ぶためにモデル校

代表児童生徒１０人が宮城県で研修を行った。 

亘理町立高屋小学校、雄勝ローズファクトリ

ガーデン、大川小学校跡地を訪問した。 

 高屋小学校では、荒明 聖校長より、東日本

大震災当時の学校の様子やその後の復旧・復興

に向けた取組、心のケアの必要性について学ん

だ。雄勝ローズファクトリーガーデンでは、 

徳水代表より、雄勝小学校児童が実際に取り組

んだ災害ボランティア活動や、当時の避難経路

のフィールドワーク、大川小学校での現地説明

など多くの研修を受けた。 

 実際に、被災地を訪れ、当時の被災状況や児

童生徒が行ってきた活動などに直接触れること

で、災害ボランティアの必要性を理解するとと

もに活動に対しての意欲を高めることができた。 

 今回の研修の成果については、地元紙への投

稿や学習発表会での発表をとおして広く周知す

るとともに地元商店街を活気づけようと作成し

た「復興リーフレット」の取組等にもつながっ

た。 

（２） 学校防災アドバイザー被災地活動講話 

    学校防災アドバイザーが防災士として被災地 

で実際に行った活動について講話を行った。 

 児童生徒は、実際に被災地でどのような災害 

ボランティアが行われているのか、また被災者 

のニーズを十分理解したうえで活動することの 

重要性等を学び、その後の活動に生かすことが 

できた。 

３ 学校安全（防災）アドバイザー活用事業 

日本防災士会熊本県支部に依頼し、それぞれの 
モデル校に１人ずつ学校防災アドバイザーを委嘱。

計６回派遣し、職員研修や避難訓練計画、避難訓練

について指導・助言を行った。 
 職員研修では、マニュアルに沿った避難訓練の行

い方に加え、避難経路が使えない場合や避難中に生

徒や教職員がけがをした場合、逃げ遅れている児童

生徒がいた場合など様々な場面を想定して訓練を

行うことの必要性やその対応等についても指導助

言を受けた。 
 避難訓練では、児童生徒の避難行動だけでなく、

教職員の動きや日頃から靴を履いておくことの必

要性などついても専門的な視点から指導助言を受

けた。 
Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１） 成果 

   ア  各教科の指導内容と関連付けて防災学習 

を行うことで、児童生徒の防災意識を効果的 

に高めることにつながるとともに保護者や 

地域への啓発にもつながった。また、防災頭 

巾作成では、頭巾を手縫いしておくことで、
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頭巾がほどきやすくなり、使用後は包帯や

雑巾等に活用できるようになるといった

災害時の知恵についても学ぶことができ

た。 

   イ 緊急時地震速報を活用した避難訓練で

は、ショート訓練を繰り返すことで、物が

「落ちてこない、倒れてこない、移動して

こない」場所に素早く身を隠す一時避難行

動が迅速にとれるようになった。 

     アクシデント訓練や地域と連携した避

難訓練を実施したことで、児童生徒はもち

ろんのこと教職員や地域住民の防災意識

の高揚や災害対応力の向上につながった。  

また、地域住民、関係機関担当者と学校

職員が顔の見える関係となるなど連携体制

の構築にもつながった。 

 （２） 課題 

    ア 防災教育は、継続して行うことで、防災

意識の高揚や防災行動につながる。今回の

有意義な学習を継続的・計画的に実施でき   

るよう学校安全計画に明確に位置付けるな

ど、今後も継続して実施する必要がある。 

    イ 緊急地震速報を活用した避難訓練につい

ては、様々な時間や場所を想定して実施し、

学校内だけでなく登下校中や在宅時などで

も対応できる力をつけていく必要がある。 

      また、初めて予告なしの訓練を行った際

に、数名の児童生徒が誤報と思い避難行動

をとらなかったという課題もあったことか

ら、継続した訓練が必要である。 

      地域と連携した避難訓練では、地域に根

づくまで繰り返して行う必要がある。 

そのために、企画段階から中学生を参画

させてはどうかといった建設的な意見もあ

り、来年度以降の取組に生かしていく必要

がある。 

 

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援 

（１） 成果 

     ア モデル校の児童生徒が先進地である宮 

城県での研修を行ったことは、今後自分 

たちの地域で必要となる災害ボランティ 

アのイメージを持つとともに、その中心

的な役割を自分たちが行っていかなけれ

ばならないという自覚にもつながった。 

 今回の研修の学びや感想を地元新聞社

に投稿したり、学習発表会で発表するこ

とでその必要性についても広く周知を図

ることができた。 

  （２） 課題 

      今後、熊本地震からの復旧・復興も進ん

でいく中で必要とされる災害ボランティア

の内容も変化してくると思われる。 

      このような活動は、継続していくことが 

重要である。今後は被災地のニーズに応じ

た活動を検討していくとともに、地域でで

きるボランティア活動や県外の学校との交

流など、継続して行える活動を行っていく

必要がある。 

   ３ 学校安全（防災）アドバイザー活用事業  

（１） 成果 

      学校安全アドバイザー等の専門的な視点 

     からの指導助言は、「これまで生徒の避難 

     状況だけを評価していた教職員にとって、 

     避難時の危機管理の責任を痛感させられ

た」「日頃の訓練不足を痛感させられた」 

     などの感想に見られるように、児童生徒は 

もちろんのこと教職員の危機意識の高揚 

     にもつながった。 

（２） 課題 

      今後、モデル校で継続して実施していく  

     ためには、今回の学校安全アドバイザーに 

  加え、実践委員を委嘱した地元消防署や熊 

     本地方気象台等との連携体制を構築してい 

     く必要がある。今後はそのようなネットワ 

ークづくりにも取り組んでいきたい。  

 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：阿蘇地域、小・１校、

中・１校 

〇学校管理下における主な事件・事故件数等 
 （１）重大事故  
    平成 15 年から平成 28 年の 13 年間で 11

件の重大事故が発生しており、うち死亡件

数は７件である。 
（２）声かけ事案等の発生件数 
    平成２８年の声かけ事案等の発生件数は 

中学生以下の児童生徒で473件であり、う 
ち、320件が登下校中に発生している。 
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Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１） 防犯教室及び不審者対応避難訓練の実施 

    各モデル校に委嘱した学校安全アドバイザー

を計３回派遣し、防犯教室等を実施した。教室

では、児童生徒の発達段階に応じたロールプレ

ーや講話等が行われ

た。  

学校防災アドバイザ

ーからは、不審者との

距離の取り方や対応の

仕方などについて専門

的な視点からの指導・

助言が行われた。 

    また、不審者対応避難訓練も実施した。訓練

後の講評では、避難するときの注意点について、

教職員に対しては、避難誘導のポイントや常備

しておくトランシーバーの台数等について指導

助言を受けた。 

（２） 防犯家族会議・カードの作成 

         児童生徒の危険予測・回避能力を高めるとと

もに保護者の意識を高めることを目的に、「防犯

家族会議・カード作成」の取組を実施した。こ

れは、通学路内の危険箇所や、万が一不審者に

遭遇した場合に逃げ込める「子ども１１０番の

家」の場所を事前に話し合い、マップに記して

おくという取組である。 

         作成したマップに関

しては、学校とも共有

し通学路の状況把握や

安全指導に活用した。  

      

     ２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保す 

るシステムの構築 

（１） コミュニティースクール等を活用した見守り

体制の構築 

    コミュニティースクールの組織やＰＴＡの組

織を活用した登下校時の見守り体制の強化を行

った。見守り活動に加え、通学路の安全点検や

校区内の危険箇所、不審者情報の提供も実施し、

児童生徒の安全確保のための連携体制の構築を

図った。 

（２） 安全パトロールステッカーの活用 

   本事業を機に、地域の防犯意識の醸成及び 

  抑止効果を高めるために、安全パトロールステ

ッカーを学校独自で作成した。ステッカーは教

職員や保護者に配付し、自家用車に貼って地域

を巡回する活動を継続して行った。  

（３） 子ども１１０番の家の設置 

    犯罪被害に遭った場合に児童生徒が一時避難

する場所としての「子ども１１０番の家」の把

握や増設をＰＴＡと連携して実施した。その配

置場所についてはマップに掲載し、児童生徒と

の共有を図った。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１） 成果 

    防犯の取組を進めていくことで、通学路内

の危険な場所や具体的な避難者への対処法

を理解し、防犯ブザーを携行する児童生徒の

数が増加するなど防犯意識の高揚につなが

った。また、家族会議の取組は、危険回避能

力の育成に加え保護者への啓発にもつなが

り、大変効果があった。 

 （２） 課題 

     登下校だけでなく、様々な場所で不審者と

遭遇することがあることを踏まえて、今回学

んだことを、通学路以外の場所にも活用して

くための安全教育に継続して取り組んでい

く必要がある。    

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１） 成果 

     従来のコミュニティースクール等の仕組み

やステッカーを活用した見守り活動の取組

は、持続可能な安全を確保するためのシステ

ムづくりに大きな成果となった。 

     また、保護者との連携体制も強化されたため

不審者情報や地域での児童生徒の様子が学校

に入りやすくなりなり、指導に役立てること

ができるようになった。 

（２） 課題 

      児童生徒の安全を確保するためには、地域

住民との連携も不可欠である。今回も地域住

民との連携を図りながら取組を進めてきた

が、今後は防災に関する取組で構築した地域

との連携システムを防犯にも活用していく

ことで、地域全体で児童生徒の安全を見守る

体制づくりにつながる。防犯、防災の両面で

機能する地域連携の在り方について検討し

ていきたい。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：別府地域、小１校、高

１校、特支１校、日田地域、小１校、中１校、佐伯地

域、中１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 防災に関する指導方法等の開発・普及等のための

支援事業 

（１）別府青山・翔青高等学校 

       学校における火山災害対策の充実と生徒の火山

防災に対する意識と知識を高め、適切に行動する態

度を育成するため、火山災害時の避難場所の選定や

噴火警戒レベルに応じた避難行動の検討を行うとも

に火山災害に対応した避難訓練を２回実施した。 
（２）南石垣支援学校 

 学校に隣接した鶴見岳・伽藍岳が火山であること

を児童生徒に認識させるため訓練と関係づけて体

験的な事前学習や生活単元学習を実施した。併せて

スクールバスの災害時の対応や校内の防災態勢の

整備を学校安全アドバイザーの指導のもと整備し

た。 
（３）別府市 
  活火山により形成された 
扇状地に位置する別府市に 
おける火山災害対応や防災 
教育を研究し、市内各学校 
に広げるため、避難場所の 
選定や避難訓練や防災遠足、 
保護者引渡訓練などを実施した。 

（４）日田市             
  河川に隣接した谷間にある隣接した小・中学校を

モデル校として、主に水害や土砂災害に関する防災

学習を実施した。学習と関連付けて、避難訓練にお

ける避難所生活支援体験も実施した。 
（５）佐伯市 
  佐伯市は南海トラフ地震の想定では最大津波高１

５ｍで到達時間は最短１８分と厳しい想定となっ

ている。リアス式海岸に位置し江戸時代にも津波が

襲来した地域の学校をモデル校に指定して、授業中、

夜間など様々な場面を想定した避難訓練を実施し

た。また、生徒による「防災リュック」の整備検討

や防災キャンプ等も実施した。 
 

２ 災害ボランティア活動の推進・支援事業 
（１）別府青山・翔青高等学校 

 高校生が災害に遭遇した際に支援者としての役

割を果たせるよう、生徒が「高校生にできるボラン

ティア活動」について事前学習を行った上で、長崎

県島原市を訪問した。 
（２）南石垣支援学校 

児童生徒が避難所で主体的な行動を目指した支援

者としての役割を果たすために、発達段階に応じて

防災学習や避難所生活体験・非常食体験などを実施

した。 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

大 分 県 

 教育委員会等名：大分県教育委員会 

 住  所：大分県大分市府内町３－１０－１ 

 電  話：（０９７）５０６－５５４４ 

大分県の規模 （平成２８年度） 
人口：約116万人（うち児童生徒数：約13万人） 
市町村数：１８ 
学校数：幼稚園186園, 小学校271校 

    中学校132校,高等学校60校 

    高等学校60校,特別支援学校17校 

主な災害 
○平成 3年 9月台風19号(被害総額1,574億円） 

○平成24年7月九州北部豪雨(住宅被害3,132棟) 

〇平成28年熊本地震（Ｍ７．３） 

本県は、海岸線の多くがリアス式の海岸で、内陸

部には活火山があり、別府湾を中心として活断層も

多く存在している。 

南海トラフ巨大地震の被害想定では、県全体の死

者数は約 22,000 人、別府湾・周防灘地震では約

36,000人の死者が想定されている。 

本事業においては、津波対策を課題とした佐伯地

区、九州北部豪雨水害を経験した日田地区から引き

続きモデル実践校を指定した他、新たに、活火山の

ある別府地区からもモデル実践校を指定し事業を

実施した。 

ジオラマの製作 

（南石垣支援学校） 
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（３）別府市 
  児童の共助の意識を高めるために、長崎県島原市

（雲仙普賢岳の噴火災害の被災地）を訪問し、現地

の方と交流した。 
（４）日田市 
  水害に関連した施設を訪問したり、災害時の外国

人の困りに関する学習や救急法講習を実施するな

ど、児童生徒が将来、災害時に共助の活動できるよ

う意識やスキルの向上を図った。 
（５）佐伯市 
  東日本大震災の被災地を訪問し、当時の状況を教

職員や生徒から学ぶとともに、ボランティア体験を

した。また、被災時をイメージした防災キャンプを

実施した。 
 
Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 取組の成果 

（１）別府青山・翔青高等学校 

①火山災害時の避難場所や経路の設定 
学校周辺の地形やハザードマップでの想定、道

路状況などを勘案して、新たに「的が浜公園」を

避難場所として設定した。 
②火山災害に対応した避難訓練 

火山灰に備えてマスク 
を着用し、身の回りの物 
を活用して頭部を保護す 
るなど、火山災害に対応 
した避難訓練を実施した。 

 
 

 
③被災地訪問 
  生徒１１人がテーマ別に事前学習をした上で、 
火山の噴火特性や地形が別府市とよく似ている長 
崎県島原市を訪問し、防災教育施設「がまだすド 
ーム」と被災地跡で体験的学習を実施した。 

（２）南石垣支援学校 
①発達段階に応じた防災学習 
  避難訓練と関連付け、スモールステップで実際 
 の活動を通した防災学習を各学部ごとに実施し

た。火山噴火の映像を見せたり、防災マップの活

用や段ボールを利用した生活空間作りなどの体

験をすることができた。 
②スクールバス避難訓練 

アドバイザーの指導により、スクールバス運行

会社の協力を得て噴火時の避難行動に関するシミ

ュレーションを実施し、保護者対応やスクールバ

スの装備品、避難経路の見直しを行った。 
（３）別府市 
 ①先進地視察 

 児童、教職員、市教委職員計８名が火山の噴火 
特性や地形が別府市とよく似ている長崎県島原市 

を訪問し、旧大野木場小学校などの被災地跡を見 
学したり、地域の方から話を聞くなどの体験的学 
習を実施した。 

 ②防災遠足 
   隣接する幼稚園と合同で防災遠足を実施し、火 

山災害時の避難場所を実際に集団で歩き、教職員 
が避難誘導を行った。狭隘な道路と交通量の多さ 
から、実際に避難する際の課題が明らかになった。 

（４）日田市 
 ①校区のハザードマップづくり 
   小学校３・４年生を対象に総合的な学習の時間 

を活用して校区のハザードマップを作成した。市

のハザードマップを見た後で学校近隣の危険箇所

や児童の自宅周辺をフィールドワークし、その結

果を基に校区のハザードマップを作成した。 
 ②防災に関する調べ学習 
   中学校において１年「防災マップの作成」、２年 
  「災害時の外国人の困りへの支援」、３年「自分た

ちでできる避難所での支援活動」と学年毎にテー

マを決めて調べ学習を行った。 
（５）佐伯市 
 ①被災地訪問 
   小・中学生及び職員計１７名が宮城県を訪問し、

学校訪問やボランティア体験を行った。津波への

科学的な理解や具体的なイメージを持った対策の

必要性を理解することができた。 
 ②防災キャンプ 
   一泊二日の防災キャンプを実施し、非常食作り

や簡易トイレ作りを体験した。参加者は津波避難

や避難所運営などの具体的な場面を考えることが

できた。 
２ 今後の課題 

（１）別府青山・翔青学校 

       別府市危機管理課が現在、市の火山災害に対する

防災計画を策定中であり今後も連携を密にして学校

の防災対策を考える必要がある。 
（２）南石垣支援学校 

  「火山の恵み、湯の町別府の理解」を入口に、地

域を知る視点で防災教育を整理したい。 
（３）別府市 
 訓練中心の取組だったため、今後は児童の発達段

階に応じた防災教育の授業の実践が必要である。 

（４）日田市 

  今後も継続して、児童生徒・教職員が水害の怖さ 

を認識し十分な備えをしていく必要がある。 

（５）佐伯市 

  教科等での防災教育カリキュラムを作成し、各学 

校での防災教育を推進したい。 

 

避難訓練 

（別府青山・翔青高校） 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

（校種毎の数：高・4校） 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発･普及 

（１）防災教育推進に係る校内体制の構築 

 ア 学校安全連絡協議会の設置 

     「学校を中心とした地域ぐるみの防災」を推

進することを目的として、各推進校が主催して

開催する。メンバーは、防災士、区長、ＰＴＡ、

市町危機管理課職員等で構成した。 

 イ 校内学校安全教育推進委員会の設置 

    各推進校が防災教育推進に係る企画等を行う

推進委員会を設置し、全校的な取組を推進した。 

 

（２）防災に関する指導方法等の開発・実践 

  ア 防災カードゲームを用いた防災教育の実施 

 自然災害発生地域訪問で宮城県立石巻西高等

学校の生徒と行った防災に関する演習を自校用

にアレンジして実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 緊急地震速報を活用した防災訓練の実施 

 南海トラフ地震を想定した県民一斉防災行動

訓練｢みやざきシェイクアウト｣に参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

宮崎県 

 教育委員会等名：宮崎県教育委員会 

 住  所：宮崎県宮崎市橘通東1-9-10 

 電  話：０９８５－２６－７２３８ 

（１） 人口 
約１０９万人 

（うち児童・生徒数：約１２万人） 
（２）市町村数 

２６    
（３）学校数 

幼稚園 １５園   小学校２４１校 
    中学校１３３校   高等学校３８校 
    中等教育学校 １校 
    特別支援学校１３校 
（４）主な災害 
ア 平成１８年  台風１３号接近に伴う竜巻 
イ 平成２３年  新燃岳噴火 
ウ 平成２８年  熊本地震 等 

将来的に発生の可能性がある南海トラフ巨大

地震において、本県の被害想定では、６市７町が

最大震度７と想定され、最大津波高が１７ｍ、最

速津波到達時間が１４分となっている。 
本県では、昨年度までに津波浸水想定地域内に

ある全ての県立学校を推進校に指定して防災に

関する実践を行ってきた。本年度は、学校は津波

浸水地ではないが、周囲が津波浸水想定地域であ

る県立高校２校及び学校周辺に河川や山地が広

がり、災害の発生が予想される地域にある県立高

校２校を推進校に指定した。 
 
県立延岡商業高等学校、県立門川高等学校 
県立日向高等学校、県立本庄高等学校 
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 ウ 地域ぐるみの合同防災訓練の実施 

 地域ぐるみの合同防災訓練等を実施した結果、

学校の周辺にある幼稚園や保育園などの施設が

避難場所である推進校を活用した防災訓練を行

うようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害ボランティア体験活動の推進･支援 

（１）高校生防災リーダー養成の開催 

生徒会役員を対象に防災に関する講座を開

催し、防災に関する知識の習得、発災時におけ

る適切な判断力と行動力の育成など、実践的な

態度の育成と意識の高揚を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自然災害発生地域訪問 

 ア 東日本大震災被災地訪問 

   「自然災害を知る・被災地から学ぶ」をテー

マに、推進校の担当教諭や代表生徒、教育委員

会職員で下記の日程で被災地訪問を実施した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 熊本地震被災地訪問 

   教育委員会職員が下記の日程で防災ボラン

ティア体験活動の現状と展望について、熊本市

担当課との協議を行うとともに、発災時の学校

の役割や避難所運営について避難所となった学

校での調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１）推進委員会で各分野の専門家から、より専門

的な知見から指導していただき、円滑に取組を 

   遂行できた。特に今まで連携が不十分だった自

治体や区長との関係の構築が推進された。 

（２）定期的に推進委員会が開催され、他校の実践 

報告を参考できたことから推進地域及び各推進

校の取組をさらに充実したものに改善できた。 

（３）緊急地震速報の警告音を活用した訓練や抜き

打ち訓練など、多様な想定のもとの防災訓練を

専門家の検証の機会を設けるなどしてより実践

的に取り組めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）区長、自治体担当課等との連携が推進され夜

間発災時の避難経路や避難場所のシミュレー

ション、地域と連携した合同防災訓練の実施及

びトランシーバーを活用した訓練など、より実

践的な防災訓練が実施できた。 

（５）自治体との連携が深まり、学校と自治体が連

携に関する協定書の調印を行った。 

 

 

 

 

 

○訪問期日  
平成２８年１１月９日～１１月１１日 

○訪問地   
宮城県（石巻市、女川町、仙台市） 

ア 開催期日 
   平成２８年７月２７日（延岡市会場） 
   平成２８年７月２９日（都城市会場） 
   平成２８年８月 ３日（宮崎市会場） 
イ 対象生徒 
   県立高等学校の生徒会役員（各校３名） 
ウ 内容 
   講義１「学校での防災教育の重要性」 
   講義２「災害図上訓練」 
   講義３「避難所運営のシミュレーション」 

○訪問期日  
平成２９年２月９日～２月１０日 

○訪問地   
熊本県（益城町、熊本市、西原村、南阿蘇村） 
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（６）高校生防災リーダー養成での災害図上訓練

や避難所運営シミュレーションを実施し、地

域の現状を理解するとともに、高校生の視点

に立った災害ボランティア等について協議を

深めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）自然災害発生地域訪問では、被災地の高校

生との交流及び関係者から当時の状況を直接

伺い、災害時における行動や災害ボランティ

アの意義等を学んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）訪問した生徒たちが被災地での研修成果の

発表を行うことで、各学校で生徒が主体とな

った防災活動の推進につながった。 

 

２ 課題 

（１）「危機等発生時対処要領（危機管理マニュア

ル）」を学校や地域の実情に応じた実効性のあ

るものに、校内の多くの教職員が関わりなが

ら改善していく必要がある。 

（２）防災教育が学校の教育活動全体を通じて指

導が実施されるように、各学校における学校

安全計画の充実をより一層図るための取組が

必要である。 

（３）今後も地域ぐるみの取組を一層推進するた

め、市町村の関係部局との連携を強化してい

く必要がある。 

（４）避難所運営など発災時の即戦力として、重

要な役割を果たす高校生を養成する取組を継

続的に行い、将来の地域防災の核となる人材

育成を、さらに充実させていく必要がある。 

（５）自然災害発生地域訪問では、参加生徒に事

前に調査テーマを設定させるなどして、より

問題意識を持って、主体的に取り組めるよう

に事前指導等を踏まえた内容の充実が必要で

ある。 

（６）防災教育をさらに充実させていくために、

地元の防災教育に関する学識経験者などの新

たな人材発掘が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

  １ 過去の主な交通事故 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

（モデル地域名：日向市、小１校、中１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発･普及 

（１）交通安全教室の実施 

  ア 小学校において、学校安全アドバイザーによ

る交通安全マップ作りをとおした交通安全教室

を地域ボランティア９人を交えながら実施した。 

  イ 中学校において、生徒会が通学路の危険箇所

を撮影して作成した動画を活用して、生徒に通

学路の危険を予測させる交通安全教室を行った。 

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通路

交通安全プログラムに基づく合同点検等の実施 

（１）取組のポイント 

希望する市町村から選定したモデル地域（１

市）に事業を再委託し、合同点検や対策の検討、

交通安全意識の向上及び啓発を図った。 

（１）通学路の特徴 

  公共交通機関の整備状況の関係で、自家用乗

用車の保有率が高い。中学校入学以降、自転車

通学者が増加し、交通事故の危険性も高い。 

（２）主な交通事故や県内の事故件数等 

ア 平成２８年、宮崎市で小学生３人が軽自動

車にはねられ、うち一人が意識不明の重体と

なる事故が発生した。 

イ 平成２８年中の登下校中における交通事故

は、小学校２９件、中学校４９件発生した。 
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（２）推進委員会 

 ア 構成員 

○ 県警察本部生活安全部少年課 

○ 宮崎地方気象台  ○ 大学教授 

○ ＮＰＯ法人代表者 ○ 日向市教育委員会 

○ 推進校担当者   ○ 県教育委員会 

 イ 概要 

○ 学校安全に関する協議 

○ 各地域・学校における取組状況や諸課題に

対する共通理解を図る 

○ 専門家による講義・指導助言 

（３）連絡協議会 

ア 日向市 

（ア）構成員 

   ○ 安全教育対策アドバイザー 

○ 地域づくり協議会   ○ 道路管理者 

○ 市教育委員会     ○ 警察 

○ 小・中学校担当者 

（イ）概要 

〇 危険箇所等の対策の推進状況の確認 

〇 今年度の総括及び次年度以降における通学

路安全対策の推進に関する内容の検討 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１）連絡協議会を定期的に開催したことで、学校、

地域、関係機関で通学路の安全対策について共

通理解を図ることができ、通学路の安全整備、

児童生徒への指導等が活発になった。 
（２）年間を通して、学校安全の３領域について計

画的に取り組むことができ、児童生徒の「自分

の命は自分で守る。」という意識が高まった。 
（３）先進的実践校を視察し、新たな取組や教育手

法の開発につながり、ハード面に偏りがちであ

った教職員の意識を改善できた。 
 

２ 課題 

（１）関係機関と通学路合同点検を実施する際、日

程調整や時間の確保が難しかった。 
（２）児童生徒の発達の段階や特性に応じた安全教

育計画の見直し・改善が必要である。 
（３）実践成果を活用し、各学校の学校安全に対す

る取組をより一層充実させる必要がある。 
 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

  １ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

（モデル地域：日向市、小１校、中１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発･普及 

（１）生徒・保護者に対して、下校時及び下校後の過

ごし方に関するアンケートを実施し、放課後の過

ごし方について現状を把握することができた。 

（２）学校、地域代表者、関係機関が一堂に会し、通

学路等の危険箇所の検証を行いながら、合同点検

計画を作成した。 

 

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）日本防犯安全振興財団から講師を迎え、小中学

生に不審者対策避難訓練及び防犯の講話を実施 

（２）宮崎県警察本部より講師を迎え、中学生に薬物

乱用防止を中心とした防犯教室を実施 

（３）中学生にネットトラブル防止を中心とした防犯 

教室を実施 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１）通学路の安全確保に向けた協議会や合同点検を

実施することで、関係機関の対応状況や課題につ

いて共通理解を図ることができた。 

（２）地域や関係機関との連携により、登下校の不審

者対応など安全確保に向けた見守り体制の再構築

や地域に潜む危険等についての理解が深まった。 

 

２ 課題 

（１）小中学校９年間を見通した生活安全に関する継

続的な年次計画を作成するとともに、次年度以降

も継続的に取り組むためのシステム作りが必要で

ある。 

（２）地域の不審者情報や国や県の通知等をもとに、

「危機等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」

の定期的な見直し・改善及び全職員への周知を図

っていく必要である。 

（１）学校管理下における主な事故・事故件数等 
ア 重大事故 

  平成２８年 高等学校での実習中のＣＯ中毒事故 
イ 事件 
平成２８年 小学生に対する未成年者誘拐、逮捕

監禁が各１件発生 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

○ モデル地域  指宿市（小３校） 

大崎町（小６校，中１校） 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

⑴ 実効性のある避難訓練の実施 

指宿市の小学校では，国道を隔てた高台にあ

る高等学校を避難場所にして，隣接する私立幼

稚園，避難場所である高等学校と連携して避難

訓練を実施した。訓練前には，防災教育アドバ

イザーをはじめとする推進委員や学校関係者，

行政関係者による事前の打合せ等を行った。 

訓練の実施に当たっては，交通量が非常に多い

国道を横断して避難することから，職員，保護

者，地域住民，警察署等の行政関係者の協力を

得て，安全に避難

できるよう万全の

体制で実施した。

また，訓練後には，

改めて防災教育ア

ドバイザー等の関

係者による協議を行うとともに，学校関係者も

交えた研修会を実施し，地震発生時に身の安全

を守る方法や，避難場所への避難に際して交通

安全を十分に確保した避難のあり方等，課題解

決に向けた対応策について全体協議を深め，次

回の避難訓練につなげた。 

大崎町では，拠点校の大丸小学校で緊急地震

速報受信端末を活用し，推進委員や鹿児島地方

気象台職員の指 

導のもと，避難

訓練を実施した。

津波の発生状況

によっては，屋

上への避難や設

定した集合場所 

以外への避難について検討の必要性が明確にな

るとともに，安全の確保や二次災害からの避難

についても学ぶことができた。 

⑵ 防災に関する指導方法の開発 

    指宿市立指 

宿小学校の２ 

年生では，学 

級活動におい 

て，東日本大 

震災の新聞記 

事やアンケー 

ト結果を振り返らせ，より安全にすばやく避難

する方法などについて，個人で考えさせたり，

グループで話し合わせたりして，主体的に行動

できる力を身に付けさせるような授業を展開し

た。児童は，本時の学習を通して，意識，自覚

を高めることができた。 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

鹿 児 島 県 

 教育委員会等名：鹿児島県教育委員会 

 住  所：鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1 

 電  話：099-286-5323 

人口：164万８千人(うち児童・生徒数：204,936人) 

市町村数：43 

学校数：幼稚園154園  認定こども園100園 

小学校522校  中学校235校 

高等学校90校 特別支援学校17校 

主な災害 

● 平成５ 年鹿児島市水害 

● 平成９ 年鹿児島県北西部地震 

● 平成22年奄美豪雨災害 

● 平成23年新燃岳噴火  

● 平成27年口永良部島新岳噴火  等 

本県は，日本本土の西南部に位置し，県土は南西

諸島など28の有人離島を含め南北約600 ㎞にわた

り，2,643㎞という長い海岸線を有している。東側

は太平洋，西側は東シナ海に面しており，南海トラ

フ巨大地震では，東側で約７ｍ，西側で 4.5m の津

波が想定されている。 
これらのことから，津波災害を想定してモデル地

域を指定し，主体的に対応できる児童生徒の育成を

図ることを目的に本事業を実施した。 

指宿小学校：授業の様子 

指宿小学校：避難訓練の様子 

大丸小学校：避難訓練の様子 
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大崎町立

大丸小学校

では，２月

の避難訓練

後，鹿児島

大学地域防

災教育研究 

センターか 

ら講師を招聘し，「大地震・大津波から生命を守

るために取り組むべきこと」をテーマに，全校

児童を対象にした授業を実施した。地震が発生

した場合は，「物」が「倒れてこない，落ちてこ

ない，動いてこない」場所を探して身を隠すこ

とや，津波発生時には津波に巻き込まれないこ

と，火災発生時には煙に捲かれないことが大切

だと学ぶことができた。  

２ 安全教育における職員の資質向上 

        指宿市では， 

学校防災アドバ 

イザー３人を講 

師して招聘し， 

指宿小学校での 

研究授業後，教 

職員研修会を実 

施した。研究協 

議の中では，授業の改善点や具体的な解決策につ 

いて話し合うとともに，防災アドバイザーから指 

導内容等について指導助言があり，防災教育に対 

する教職員の意識をより高めることができた。 

 大崎町では， 

鹿児島地方気象 

台の職員を講師 

に迎え，町内の 

小中学校・保育 

園職員，近隣市 

町の小中学校職 

員や市町の防災担当者を対象にしたワークショッ 

プを実施した。４人ずつ５つの班に分かれた参加 

者が，居場所や持ち物等の場面設定を行い，巨大 

地震が発生した後の避難の仕方についてグループ 

で話し合った。 

本来は，中学生を対象としたワークショップで， 

講師を務める職員がワークショップを進められる 

ようにレクチャーすることが目的であったが，保 

育園や小学校などで，巨大地震が発生した場合に， 

自分の生命や園児児童生徒の生命を守るためにと 

るべき重要な行動について学ぶことができた。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 成果 

(1)   防災教育の教育課程（学級活動や総合的な

学習の時間等）への位置付けが，より明確に

なった。 

(2)  緊急地震速報システムを活用した避難訓練 

を実施することにより，臨場感のある訓練を

実施することができ，児童・学校職員の防災

に対する意識が高まった。 

(3)  研究授業や教職員を対象とした研修を実施

することで，教職員の意識と指導力の向上が

図られるとともに，指導の方向性 を明確に

した防災教育が推進されるようになった。 

  (4)  外部講師による体験的な学習により，児童 

の知的理解が深まり，意識も高まった。また，

本事業の実施を通して，学校職員の防災教育

に対する意識が高まるととともに，家庭・地

域等との連携の重要性を再認識した。 

(5)  ＰＴＡ会長及び校区公民分館長等地域住民

を推進委員に委嘱し，諸会合への参加を依頼

することで，学校と家庭・地域の連携強化の

あり方について方向性を見いだすことができ

た。 

２ 課題 

(1)   危機管理マニュアルの検証を図るとともに，

地域住民・保護者・関係機関との連携の構築

など，学校の安全管理の充実・徹底を図る教

育課程を編成する必要がある。 

(2)   モデル地区及びモデル校で取り組んだこと

を，他地区・他校へ広げていく必要がある。 

      また，モデル地域と近隣の市町村の連携に

より，取組の一層の充実と拡大を図っていく

必要がある。 

(3)  緊急地震速報システムを活用した避難訓練

の実施により明確になった新たな課題につい

て，関係機関とより綿密な連携を図り解決策

を講じる必要がある。 

(4)  災害ボランティア体験活動を教育課程に位

置付け，意図的・計画的に防災教育を推進し

ていく必要がある。 

(5)  児童生徒が，自らの命を守り抜くために，「主

体的に行動する態度」を育成する防災教育を，

各学校においてより一層推進することが必要

である。 

 

大丸小学校：授業の様子 

指宿市：教職員研修の様子 

大崎町：教職員研修の様子 
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（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の状況 

 １ 過去の主な交通事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  モデル地域  姶良市（小４校 中１校） 

Ⅱ 取組の概要 

 １ 安全教育手法の開発・普及 

  (1) スタントマンを活用したスケアードストレイ

ト手法による交通安全実演教室の実施 

    姶良市帖佐グランドにおいて，モデル校５校

の小学校５・６年の児童及び中学校全生徒，約

1400 人を対象とした交通安全実演教室を実施

した。  

    自転車に乗ったスタントマンが，模擬の交差

点を飛び出して，車に実際にはねられ，フロン

トガラスに乗り上げてガラスが割れるシーンを

見て，児童生徒は驚くと同時に交通事故の怖さ 

 

 

を実感していた。スタントマンの実演の後，正

しい通行の仕方を児童生徒の代表が実技をする

ことで，安全な通行の仕方を理解することがで

きた。 

(2)  通学路安全アドバイザー派遣による交通安全

教育の実施（小学校モデル校４校に４回派遣） 

ア 姶良市立建昌小学校の実践（１年生）  

     生活科「がっこうのあんぜん・つうがくろ

のあんぜん」 

     通学路の写真を見て，危険を予測し，実際

に校外に出て現場で危険が予想される場面

について確認した。通学路安全アドバイザー

が適宜アドバイスすることで，実際の現場に

潜む危険について理解することができた。 

 

 

 

 

 

 

イ 姶良市立松原なぎさ小学校の実践（２年生） 

     学級活動「松原なぎさ小ゾーン30調査隊」 

     ゾーン３０の意味について，通学路安全ア

ドバイザーから説明を聞き，実際にゾーン３

０を歩いて，疑問に思ったことをアドバイザ

ーに訊ね，解説してもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

  ゾーン30を歩き，発見したことや分かった

ことを体育館で発表した。アドバイザーに発

見したこと，分かったことについて賞賛して

もらうことで，ゾーン 30 について理解が更

に深まった。 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

○ 通学路の特徴 
本県は，交通量の多い幹線道路を通学路とする 

学校，交通量は少ないが道幅が狭かったり車がス

ピードを出しやすかったりする道路を通学路と

する学校等，学校の立地条件や地域性によってそ

の通学路は様々である。 
都市部においては，人口の増加に伴う商業施設

等の増加により，交通量が増えたり，道路工事が

多かったりする状況にあり，地方では，通学路の

距離が長かったり，安全な歩行スペースが整備さ

れていなかったりするところもある。 
 また，自転車を利用して通学する中学生も多

い。 
 モデル地区の姶良市においては，人口の増加に

伴い，住宅地の開発が進み，道路整備が進む一方，

旧来の住宅地においては，道幅が狭く歩道が整備

されていない道路も数多くある。都市部において

は，大型商業施設が完成し，交通量，交通の流れ

が激しく変化し，通学路の危険度が増している状

況にある。。 
○ 過去３年間の事故発生件数（小中学校） 

Ｈ25年度 小211件 中122件 

Ｈ26年度 小173件 中108件 

Ｈ27年度 小190件 中 92件 

○ 登下校中の主な交通事故 
 ・ 飛び出しや不十分な安全確認による道路横断 

中の事故 
・ 不十分な安全確認での交差点進入や未熟な 
自転車操作による事故 

スタントマンによる実演 生徒による実技 

授業の様子 

授業の様子 

- 143 -



路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

(1) 取組のポイント 

姶良市内の小学校 17 校を３年 1 サイクルで

通学路を合同点検する体制を構築した。 

 警察，道路管理者，学校関係者等で構成する 

通学路安全推進会議を５月，12月に実施し，通 

学路の安全確保について定期的に協議する場を 

持った。また，通学路合同点検を円滑に実施す 

るために，通学路合同点検の事前と事後に通学 

路合同点検実務担当者会を実施し，関係機関と 

連携を密にとって合同点検が実施できるように 

した。   

(2)  通学路安全推進会議 

ア 構成員 

  国土交通省鹿児島国道事務所，国土交通省

鹿児島国道事務所加治木維持出張所，姶良・

伊佐地域振興局土木建築課道路維持係，姶良

市土木課管理係，姶良市男女共同参画課生活

安全係，姶良警察署交通課，鹿児島県教育庁

保健体育課学校体育安全係，姶良市立小・中

学校長代表，姶良市ＰＴＡ連絡協議会代表，

通学路安全アドバイザー，姶良市スクールガ

ード・リーダー，姶良市教育委員会保健体育

課学校体育保健係  

イ 協議内容 

(ｱ)  第1回通学路安全推進会議 

   ・ 年間事業計画について 

   ・ 事業の取組内容の確認 

(ｲ)  第２回通学路安全推進会議 

   ・ 通学路合同点検箇所の対策の確認 

   ・ 事業の成果と課題の確認 

(3)  通学路合同点検実務担当者会 

ア 構成員 

姶良・伊佐地域振興局土木建築課道路維持

係，姶良市土木課管理係，姶良市男女共同参

画課生活安全係，姶良警察署交通課，   

通学路安全アドバイザー，姶良市教育委員会

保健体育課学校体育保健係， 

イ 協議内容 

(ｱ)  第１回通学路合同点検実務担当者会 

   ・   合同点検箇所と点検方法の確認 

・   合同点検計画の確認 

(ｲ)  第２回通学路合同点検実務担当者会 

  ・  点検箇所の対策の確認 

   ・  対策の方向性と今後の見通し    

 

 

 

 

 

 

 

ウ 通学路合同点検の実施 

(ｱ)  構成員 

      姶良・伊佐地域振興局土木建築課道路維

持係，姶良市土木課管理係，姶良市男女

共同参画課生活安全係，姶良警察署交通

課，通学路安全アドバイザー，学校関係

者，姶良市教育委員会保健体育課学校体

育保健係   

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)  通学路合同点検の様子 

    ４日間かけて20箇所の合同点検を実施

した。現場の様子を確認し，実施可能な

対策について関係機関がそれぞれの立場

で検討した。 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

スタントマンを活用したスケアードストレイト 

手法による交通安全実演教室で，臨場感のある交

通安全指導を行った結果，昨年度５件あった中学

生の自転車による接触事故は，２件に減少した。 

通学路安全アドバイザーを活用した授業を実

施し，各小学校の通学路での危険箇所について危

険を予測するなどの授業が展開され，生活体験に

即したＫＹＴ指導を行うことができた。   

２ 課題 

通学路合同点検等によるハード面，交通安全教 

室等によるソフト面で児童生徒の通学路の安全

確保を図ったが，今後更に児童生徒の交通安全上

の危機意識を高めていく必要がある。 

児童生徒へのＫＹＴ指導の一層の充実により，

児童生徒が自分の命は自分で守るような交通に

関する危機意識を醸成する必要がある。 

通学路合同点検実務担当者会 

通学路合同点検の様子 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

地震防災アドバイザーである川端信正氏（日本災害

情報学会元理事兼事務局長）を講師に招き、防災訓練

や防災講演会をモデル校にて実施した。防災訓練にお

いては、児童生徒が自らの命を守り、自主的に行動す

る意識を高めるための手法等について助言を行った。

防災講演会では、保護者、地域住民に対し、避難所運

営の際の留意点等について講演し、地域と連携した防

災体制の構築を図った。 

 

（１） 都賀中学校避難訓練 

 ア 日時 ９月１日（木） １４：３０～ 

 イ 概要 地震を想定し、近隣小学校と同時刻に避

難訓練を行った。校庭への二次避難後、各

教室にて、引き渡し名簿をもとに保護者へ

の引き渡し訓練が実施された。中学校のみ

に子どもがいる保護者は直接中学校へ、小

学校と中学校に子どもがいる保護者は小学

校を経由して中学校へ来校し、引き渡しが

行われた。その際は、事前に小学校や保護

者との連携を十分に図り実施された。毎年、

引き渡し場所を変えて実施するなど、臨機

応変に対応できるよう工夫し実践している。 

 ウ 防災アドバイザーからの助言 

  ・小学校との連携もスムーズであり、引き渡し場 

所を毎年変化させていることは、臨機応変な対 

応へとつながるため、有意義である。 

  ・学校の校庭に高圧電線が通っているため、二次

避難を校庭のどの場所で設定するか、検討する

必要がある。 

   

   【避難訓練の様子】   【保護者への引き渡し】 

 

（２）磯辺第三小学校避難訓練 

ア 日時 １０月１４日（金） １０：００～ 
イ 概要 磯辺第三小学校は、海抜の低い沿岸地域 

に位置するため、津波警報発表時には屋上 
等の高台に避難する必要がある。近隣の保 
育園の園舎は低く、園児の安全を確認する 
ため、小学校の屋上へ避難する合同避難訓 
練が実施された。また、当日は屋上への避 
難の際、６年生の児童が園児の手を引きな 
がら誘導するとともに、地元自治体の方が 
子どもたちを支援した。 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

千葉市 

 教育委員会等名：千葉市教育委員会 

 住  所：千葉県千葉市中央区問屋町１－３５ 

 電  話：０４３－２４５－５９４３ 

○人口：97万人（うち児童・生徒数：75,914人） 
○区数：６区    
○学校数：幼稚園 0園  小学校112校 
    中学校55校  高等学校2校 
    特別支援学校3校 
○主な災害 
● 昭和62年千葉県東方沖地震 
● 平成24年千葉県東方沖地震     等 

本市は千葉県の中央に位置し、東京湾に面して

いる。今後、東海地震等が発生した場合、水深が

浅い東京湾でも、千葉市において３ｍ弱の津波が

発生すると想定されている。そこで、屋上がある

小学校へ、近隣の保育園・幼稚園の園児たちが避

難するなど、地域と連携して、どのように子ども

たちの安全を確保するのかをテーマに、美浜区の

小学校をモデル校とした。 
 また、災害発生時に保護者への引き渡しが必要

となった場合を想定し、近隣の小学校と連携した

引き渡し訓練を実施している内陸部の中学校を

もう一つのモデル校とした。 
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ウ 児童や保護者の感想 
・屋上へ避難するのは自分たちだけでなく、手助

けを必要としている人がいること、自分たちに

もできることがあることが分かった。 
・近隣には、他にも高い施設があるので、地域と

連携し、避難方法を考え、訓練する必要もある

のではないか。 

    

【屋上への避難の様子】   【屋上での様子】 

 

（３） 防災講演会 

 【都賀中学校】 

ア 日時 １１月１０日（木） １４：３０～ 

 イ 会場 都賀中学校第二理科室 

 【磯辺第三小学校】 

ア 日時 １２月１２日（月） １５：１０～ 

 イ 会場 磯辺第三小学校図書室 

【共通】 

ウ 講師 川端信正 氏（地震防災アドバイザー） 

 エ テーマ 「安心で安全な暮らしは、 

学校と地域の連携で」 

 オ 講演内容 

  ・過去の震災から学ぶこと 

・建物の倒壊や家具の転倒、火災、液状化等の危

険性 

・減災対策の重要性 

・円滑な避難所運営のために、学校と地域が平常

時に取り決めておくべき事柄 

・学校が避難所になった場合の備えや留意点 

・避難所の自主運営の重要性 

・日常からできる災害への備え（備蓄品等） 

・地域の連携（共助）の必要性について 

  

【防災講演会の様子】 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

（１） 児童生徒 

 ・学校の屋上へ避難するのは自分たちだけではなく、 

小さな子どもや高齢者が避難する場合もあること 

から、自分たちに何ができるのか、その役割につい 

ても理解することができた。 

 ・保護者への引き渡し訓練を、毎年、引き渡し場所

を変更しながら実施することにより、生徒の真剣

さが増している。 

（２） 教職員 

 ・継続的な防災教育が、いざという時に命を守る。

長期的なスパンで様々な訓練や学習を行う必要性

を再確認できた。 

 ・非常変災時の保護者への引き渡しについて、毎年、

その方法を変化、改善することで円滑かつ変化に

対応できるようになった。 

（３） 協力体制の構築や地域連携 

 ・自治会の避難所運営に対する意識は高く、合同避

難訓練に自治会の方が保育園児の支援という形で

参加することで、地域住民が互いに助け合う形が

出来上がってきた。また、地域の防災対策会議等

での情報交換が密になった。 

 ・地域の防災組織と学校が連携することの重要性と

学校と地域の役割分担の確認ができた。 

 

２ 今後の課題 

（１） 児童生徒 

 ・教師がつかない時間（休み時間や登下校時）の対

応について、自分自身で判断し行動する力を身に

付けさせる必要がある。 

 ・非常変災時に、中学生として、地域や家族のため

に活動することの意識を高めるとともに、自分た

ちに何ができるのかを学ぶ機会を設ける必要があ

る。 

（２） 教職員 

 ・非常変災時に求められる支援の準備や、学校が避

難所になる場合を想定した職員の体制について、

具体的に計画を立てておく必要がある。 

 ・学校が避難所になった場合を想定し、早期の授業

再開に向けての方策を検討する必要がある。 

（３）協力体制の構築や地域連携 

 ・地域自治会の会長や防災担当の方にも、合同避難

訓練や講演会に参加していただいた。今後は、幼・

保・小のみならず、地域自治会や保護者等も含め

て、地域防災の避難訓練を実施したい。 

 ・防災教育をより実践的に行うために、学校・家庭・

地域・行政が連携をより深めていくことが大切で

ある。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 市の規模及び地域環境 

１ 市の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

（モデル地域名・校種毎の数：京都市，小・５校，  

中・２校，高・１校） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）緊急地震速報受信システムの設置（８月） 

祥豊小学校，養正小学校，陵ヶ岡小学校， 

嵯峨小学校，藤ノ森小学校，旭丘中学校， 

九条中学校，西京高等学校 

   

（２）緊急地震速報受信システムを活用した避難訓練

の実施（１月） 

 児童・生徒が，状況に応じた適切な避難行動を 
訓練することによって自らの命を守る主体的な行

動ができるよう，阪神・淡路大震災が発生した１

月中旬を中心に実施した。 
各校において，前日までに地震発生時の心構え

や避難方法についての事前指導を行い，緊急地震

速報受信システムの速報音を数回聞いて音に慣れ

るようにした。 
中間休みなど授業時間以外に地震が発生するこ

とを想定した避難訓練や，児童・生徒への事前予

告をせずに実施する避難訓練，窓ガラスが割れ避

難経路にガラスが散乱したり，物が倒れて通路を

塞いで通れないなど，様々な状況を想定した避難

訓練を実施した。 
  
（３）学校防災マニュアルの修正（２月） 
  避難訓練時や第２回推進委員会での学校防災

アドバイザー等の指導助言をもとに，事業実施校

が学校防災マニュアルを修正し，事務局において

内容を確認した。 
    

２ 災害ボランティア体験活動の推進・支援  

（１）避難所の運営等 

         京都市立九条弘道小学校の児童が，災害が起

こった際に避難所となる自校の体育館で，避難

所開設時に気をつけること，必要な役割や物資

などについて区役所職員や地域の方から具体的

に教えてもらい，その後，実際に避難所を開設

した時の役割を疑似的に体験したり，負傷者を

運ぶ時の担架の作り方や三角巾の結び方などを

学んで避難所での生活を体験した。 

   

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 緊急地震速報受信システムを活用した避難訓

練の実施 

 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

京都市 

 教育委員会等名：京都市教育委員会 

 住  所：都市中京区寺町通御池上る 

上本能寺前町４８８ 

 電  話：０７５－７０８－５３２１ 

人口：約１４７万人 

（うち児童・生徒数：９９，０３３人） 

学校数：幼稚園１６園  小学校１６６校 

    中学校７３校  高等学校１０校 

    総合支援学校８校 

主な災害 

○平成７年の兵庫県南部地震により，京都市で 

震度５を記録 

○平成２５年９月の台風１８号により，初めての 

 特別警報が京都府，滋賀県，福井県に発表され， 

 京都市内では，浸水，土砂崩れ，全面通行止め 

 等の甚大な被害があった。 

本市の位置する京都盆地は，断層運動による基

盤岩の断裂，破壊，上昇，沈降によって形成され

た東西約１０km，南北約２０km の構造盆地で

あり，東側には同じ断層起源の山科盆地を伴って

いる。 
南海トラフ巨大地震の想定では，最大震度６強

～６弱の震度が想定されている。 
本事業においては，小・中学校計８校において，

緊急地震速報受信システムを設置し，これを活用

した避難訓練等を実施することとした。 
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 （１）取組の成果 

   ア 事前に緊急地震速報の仕組みを学習してい

ることもあり，児童・生徒がシステムの速報

音を聞いたあとの初期対応で，机の下へ身を

隠すとともに机の脚をしっかり持てるよう

になっている。 
   イ 二次避難時に，ＡＥＤや救急箱，保護者へ

子どもを引き渡す際の書類といった必要物

も担当の教職員がきちんと持って避難出来

ていた。 
   ウ 揺れがおさまった想定の後，まず教職員に

よって避難経路が安全かどうかの確認を行

い，その後教職員の指示を受けて廊下に整列

し，避難経路にしたがって静かに落ち着いた

避難行動ができるようになっている。 
 
 （２）取組の課題 

   ア 避難経路に児童生徒が集中してスムーズに

移動出来ないといったことがないように，避

難経路の分散化と二次災害（火事等）を想定

して避難経路を複数確認しておくこと。 

   イ 校外活動中など，学校以外の場所で地震が

起こった想定訓練の実施。 

   ウ 緊急地震速報受信システムが設置されてい

ない学校園においても，教職員の防災・危機

意識をさらに高められるような避難訓練方

法の工夫。 

   エ 有事の際，地域の自主防災組織等と連携す

るなどの協力体制をしっかり築くことが大

切である。 

 

２ 避難所の運営等 

（１）取組の成果 

    普段の生活では避難所がどういったものかあ

まり経験する機会がないが，今回の体験を通し

て「自分の命は自分で守る」，「地域で助け合う

ことの大切さ」といったことを学び，防災意識

の向上や地域の一員としての意識の向上につな

がった。 

  

（２）取組の課題 

    今年度は避難所がどういったものか「知る」

ことを目的に取り組んだ。来年度は避難所運営

に直接関わる体験を通して，避難所生活の実際

の厳しさを感じ，自分自身が出来ることを考え，

行動できるようにしていきたい。 
 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）市長部局との連携のもと，下記の取組を実施。 
① スタントマンが事故を再現し，交通事故の衝

撃や恐怖を実感することにより危険を認識さ

せるスケアード・ストレイト方式による自転車

交通安全教室の実施。 
【平成２８年度実施校数：京都市立中学校１０

校・高等学校３校】 
 
 ② 自転車事故の多い世代である中高生を対象

に，自転車に関する政策提言などを行うＮＰＯ

法人から，画像を使用し分かりやすい，座学形

式の自転車交通安全教室を開催。 
【平成２８年度実施校数：京都市立中学校２校】      

 

（２）ＰＴＡや地域各種団体，所轄警察等の関係機関

の協力の下，講義と実技指導による講習を通して，

自転車の安全な乗り方や交通ルール・マナー，自

転車の整備点検などを学習する自転車交通安全

教室を京都市立小学校全校（１６６校）において

実施。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 取組の成果 

  スタントマンによる臨場感のある事故の様子

を直接見たり，画像で確認することにより，交通

事故の恐ろしさや衝撃について体感・認識し，危

機意識の向上につながった。 
また，発達段階に応じた自転車交通安全教室を

実施することにより，「自転車の正しい乗り方」や

「自転車に乗る時のルールやマナー」など，系統

的な学びに繋がった。 

   

２ 取組の課題 

   自転車に乗った子どもが車と接触したり，歩行

者と接触して事故を起こすことがまだまだある。

事故の全てが子ども側の不注意ばかりが原因で起

こるわけではないが，自転車は使い方次第で車に

〇登下校中における主な交通事故 

 京都市内ではないが，平成２４年４月２３日に

京都府亀岡市において集団登校児童等が死傷する

事故が発生。 
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も歩行者にも迷惑がかかるので，今後も自転車交

通安全教育を継続し，「何が危険か」をきちんと理

解し，自分と相手の命を守れるようにする。 

   

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）京都市立南大内小学校の６年生が，総合的な

学習の時間を活用して，地域の方や警察・消防

の方とともに地域を回り，防犯と防災の視点か

らグループに分かれてフィールドワークを行い，

安心安全マップに地域の危険個所や安全のため

の工夫を落とし込んだ。 
６年生の児童は，出来上がった安心安全マッ

プをもとに，５年生児童や地域，警察・消防の

方の前で成果発表会を開催し，それを受けた５

年生が６年生と話し合って，今後自分や自分た

ちの地域を安心安全な街にするためにはどのよ

うなことに気を付けたらよいのかを話し合った。 
       

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

 （１）セーフティプロモーションスクール認証校

である京都市立養徳小学校において，子ども

たちの安全・安心を確保する学校体制を基盤

に，子どもたちが「自ら危険を察知し，その

場その時で取るべきより良い行動について

考え，判断し，行動に移せる力」を身に付け

る取組を実施した。 
     併せて，教職員を対象とした緊急時の対応

研修や安全教育・安全指導の研修を通して，

危機管理意識の向上に努めた。 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

 （１）取組の成果 

    フィールドワークの際の大人の引率など，通

常の取組では教職員を中心とした少人数で動く

ことが多いが，警察や消防との連携はもとより，

学校運営協議会（地域）の全面的なバックアッ

プで，今回はより安全にフィールドワークがで

きるように人員を確保していただけた。 

 防犯の視点だけでなく，防災の視点も消防署

の方に教えていただいた。学校周辺は木造民家

がひしめき合う地域になるので，火災延焼した

時の消火設備など，専門的な立場から地域の実

情に合ったアドバイスをいただけた。 

   

（２）取組の課題 

   マップの作成を含め，全体的に時間がかか

る。計画的に行わないと指導時間の確保が難し

い。今後も引き続き地域の協力を繋いでいく必

要があるので，学年内，学校内にとどまること

なく今回のように地域や下級生に発信し，地域

の取組としても続けていくことが大切である。 

 

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

 （１）取組の成果 

     養徳小学校独自の「安全教育カリキュラ

ム」（６年間で学ばせたい内容等を児童の発

達段階に合わせて系統立てて作成）・「危機管

理マニュアル」（緊急時対応の共通理解や教

職員の安全管理意識の向上等を掲載）である

「養徳スタンダード」を基に計画的・系統的

な安全学習を展開できた。 
ゲストティーチャーや地域の方，関係機関

の方を招いて子どもたちが普段できない貴

重な体験をしたり話を聞くことができた。 
避難訓練に関連する学習に繰り返し取り 

組む（年間１１回）事で，児童及び教職員も

災害への心の備えや災害時の適切な行動を

全校的にしっかりと理解できた。 

 

 （２）取組の課題 

    安全教育に充てられる時数が限られてい

く中，「安全教育カリキュラム」の内容の精

選を図り，子どもに学ばせたい内容はしっか

り押さえつつ，内容のスリム化を図るととも

に，教職員の人事異動に左右されることなく

取り組めること，教職員の危機管理意識を向

上させていく必要がある。 
     また，子ども達も教職員も安全に対する知

識は増加し，頭の中では様々な状況下の危険

性など理解しているが，校外活動時における

危機管理など，日々の活動における安全意識

に十分繋がりきれていないところもある。 

〇学校管理下における重大事故 

平成２４年度  夏季休業期間中の水泳指導中にお

ける死亡事故。 

平成２６年度  理科の授業中における火傷事故。 
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）地域に応じた防災教育の研究推進 

ア、津波等の危険性が高い地域での推進校園の取組 

＜灘すずかけ幼稚園の取組＞ 

  園の研修におい

て、園児の避難誘

導等での教師の

不安を出し合い、

園の課題を明確

にした。 

避難訓練後は、 

ビデオを見なが

ら、教師が自分の

動きを反省した。

また、児童にも訓

練のビデオを見

せて、振り返りを

行い、訓練の改善

に役立てた。 

 

 イ、土砂災害等の危険性が高い地域での推進校園の

取組  
＜六甲山小学校の取組＞ 

六甲山小学校（六甲山上

に立地）は、砂防について

の防災学習を国土交通省近

畿地方整備局六甲砂防事務

所と連携しながら取り組ん

だ。六甲山は風化しやすい

花崗岩から構成され、過去

には阪神大水害をはじめと

した水害を経験している。そのため、六甲山の植林

活動や砂防ダムの建設が長年かけて取り組まれて

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

神戸市 

 教育委員会等名：神戸市教育委員会 

 住  所：神戸市中央区加納町６－５－１ 

 電  話：０７８－３２２－５７８３ 

○人口：153万人（うち児童・生徒数：12万人） 
○市町村数：１    
○学校数：幼稚園40園  小学校163校 

    中学校83校  高等学校９校 

    特別支援学校６校 義務教育学校１校 

○主な災害 
 ● 昭和14年阪神大水害 

● 平成７年阪神・淡路大震災 

● 平成20年都賀川水難事故 

本市における想定される主な災害は、地震、津

波、洪水、土砂災害、河川の氾濫等である。 

市域には、津波被害の想定される海に面した地

域、土砂災害被害の想定される六甲山系の急な斜

面に面した地域、河川の氾濫被害が想定される明

石川水系流域周辺地域等があり、想定される自然

災害は地域によって異なっている。平成 26 年２

月に兵庫県が公表した南海トラフ巨大地震の被

害想定では、最大震度６強、最大津波想定高は４

ｍ、最短津波到達予想時間は80分となっている。 

 今年度は、下記の 17 の推進校園を指定し、地

域の特性に応じた研究推進を実施した。 

・津波等の危険性が高い地域より４校園 
灘すずかけ幼稚園、東灘小学校 

渚中学校、盲学校 

・土砂災害等の危険性が高い地域より７校園 
淡河好徳幼稚園、六甲山小学校、淡河小学校、 

千鳥が丘小学校、桜の宮中学校、 

筒井台中学校、科学技術高等学校 

・津波・洪水等の危険性が高い地域より３校園 
会下山小学校、兵庫中学校、須佐野中学校 

・河川の氾濫等の危険性が高い地域より２校 
高津橋小学校、伊川谷中学校 

・今まで災害の被害が少なく、危機意識を高める 
ことを課題に挙げている地域より１校 
星和台小学校 
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きたが、山中にある砂防ダムを児童が目にすること

はほとんどない。西宮市船坂地区で建設中の砂防ダ

ム見学会を実施し、児童が砂防ダムなどの防災施設

を見学しながら、土砂災害の脅威と砂防ダムの働き

と役割について学ぶことができた。 

 

 ウ、河川の氾濫等の危険性が高い地域での推進校園

の取組  
＜高津橋小学校の取組＞ 

高津橋小学校は、一人一人の教師が災害対応個人

マニュアルの実践に取り組んだ。避難訓練前に、各

教師がどのように動くか目標を持って取り組み、訓

練後は、反省点・改善点を記載した。個人マニュア

ルの記載内容は、訓練を繰り返す度に詳細なものと

なり、PDCAサイクルを意識しながら、質の高い避

難訓練に高めることができた。避難訓練には、学校

防災アドバイザーの兵庫県立大学 森永 速男教

授が専門的見地から指導助言を行い、教師の意識を

高めることができた。 

 

エ、今まで災害の被害が少なく、危機意識を高める 
ことを課題に挙げている地域の推進校園の取組 

＜星和台小学校の取組＞ 

星和台小学校では、

防災教育に生かす理科

授業をテーマに取り組

んだ。星和台小学校周

辺は、過去の災害が少

ない地域で、災害への危

機意識を持つことが課

題であった。理科の学習

の中で、「流れる水のは

たらき」、「大地のつくり

と変化」において、兵庫

県立大学 森永 速男

教授の指導助言を受け、

実験を工夫しながら、災害発生のメカニズムについ

て学習することができた。また、学習内容を理科通

信として発行し、保護者や職員へ発信し、家庭で防

災について話し合うことができたり、職員の防災研

修に役立てることができた。 

 

（２）学校防災アドバイザー等の派遣 

 ア、舩木 伸江（神戸学院大学准教授） 

  派遣校数（３校園）、派遣回数（６回） 

 イ、金居 光由（神戸新聞社NIE室長） 

  派遣校数（２校）、派遣回数（２回） 

 ウ、森永 速男（兵庫県立大学教授） 

  派遣校数（３校）、派遣回数（15回） 

エ、石田 裕之（被災地支援を行う神戸市出身のシ 

ンガーソングライター） 

派遣校数（１校）、派遣回数（１回） 

 オ、觜本 格（神戸親和女子教授） 

  派遣校数（１校）、派遣回数（１回） 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 成果 

推進校園を市内全域から指定したことで、地震や津

波についてだけでなく、土砂災害や河川の氾濫につい

て等、さまざまな防災課題について研究推進を進める

ことができた。 

また、全市を４ブロックに分け、年２回行っている

防災教育担当者研修会（各幼稚園・小学校・中学校・

高校・特別支援学校）の内、第２回目を推進校園の研

究発表会参加に位置付けることで、推進校園の取組を

全市に広げることができた。 

 

２ 課題 

推進校園の好事例を、実践事例集やパネル展示、担

当者研修会等の機会に発信しているが、各校園の訓練

に取り入れているところはまだ少ない。例えば、各校

園で訓練の振り返り研修の時間を設定する等、推進校

園の取組の成果を、各校園の取組に生かすことが課題

である。 

 また、学校防災アドバイザーのさらなる活用が課題

である。今年度は、前年度までに比べ、アドバイザー

の派遣回数を増加させることができた。さらに、継続

的に指導・支援を行い、取組の質の向上を図ることが

できた。しかし、推進校園の中でも、派遣回数に差が

生じ、また、学校防災アドバイザーについても、派遣

回数に差が生じた。さまざまな専門的視点から指導助

言を受けていくためにも、さらなるアドバイザーの活

用が必要である。  
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（防災に関すること） 

Ⅰ 都道府県の規模及び地域環境 

１ 都道府県の規模と過去の主な災害 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 想定される主な災害とモデル地域選定の理由 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山市津波ハザードマップ（岡山市危機管理室より） 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）緊急地震速報の音源を使用した避難訓練の実施

緊急地震速報の音源の入ったＣＤ（要著作権 

料）を活用した避難訓練の実施を推進した。 

    避難訓練では，津波の被害を想定した２次避

難訓練，避難後に子どもを保護者へ引き渡すこ

とを想定した訓練，また，中学校区で合同の避

難訓練や地域と合同で避難訓練等の実施を推進

した。 
 

（２）危機管理担当者研修会 

高知県のＮＰＯ団体から講師を招き，避難所

運営上の留意点に関する講演会を行った。また，

各校で作成する「学校施設利用計画」の参考と

なるように，学校が避難所になる際の問題点に

ついて中学校区で協議し，学校施設利用の留意

点を共有した。 

    また，鳥取中部地震時の対応について，岡山

市の状況とさらに大きな災害時の対応について

情報提供を行った。 

 

（３）学校安全アドバイザー派遣事業（防災） 

    岡山市立モデル校（２２校）に防災に関する

学校安全アドバイザーを派遣し，学区内で想定

される被害等について，児童生徒，保護者（地

域），教職員を対象に講演や研修を行った。 

    

    （岡山市立七区小学校での講演の様子） 

（モデル地域名・校種毎の数： 岡山市東区 小・８校、

中・３校    岡山市南区 小・８校，中・３校） 

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

岡山市 

 教育委員会等名：岡山市教育委員会 

 住  所：岡山県岡山市北区大供一丁目１番１号 

 電  話：０８６－８０３－１５９２ 

○人口：72万人（うち児童・生徒数：56,000人） 
○学校数：幼稚園61園  小学校89校 
     中学校38校  高等学校1校 
     特別支援学校0校 
○主な災害 
・平成１０年 台風１０号による豪雨 
・平成２３年 台風１２号による豪雨 

本市は，岡山県南部に位置している。南区や東

区には干拓地が広がり，地盤が緩く，地震や津波

だけではなく，液状化の被害も心配されている。

北区は山が多い地形で，崖崩れ等の危険性の他，

川の氾濫も指摘されている。南海トラフ巨大地震

の被害想定では，震度６強～５弱，津波は最大３

ｍ～４ｍ，洪水発生時は最大５ｍ以上となってい

る。市内を流れる小河川は河床勾配が大きく，土

砂流出も大きいことから災害発生等の危険性を

持っている。 
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Ⅲ 取組の成果と課題 

（１）緊急地震速報の音源を使用した避難訓練の実施 

    緊急地震速報の音源を使用した避難訓練の実

施率は７９．２％と定着してきているので，平

成２９年度は実施率９０％を目指したい。 

また，予告なしの避難訓練の実施率２６．

２％，地域と合同の避難訓練実施率２６．２％，

近隣の学校園との合同避難訓練実施率２７．

７％についても合わせて実施率の向上を目指し

たい。 
 

（２）危機管理担当者研修会 

    各学校が避難所になる場合に備えた，「学校

施設利用計画」を各学校で作成することができ

た。 

 

（３）学校安全アドバイザー派遣事業（防災） 

岡山市は沿岸部から山間部まで幅広く，地域

によって大規模災害時に想定される被害も違う

ので，学校安全アドバイザーから学区ごとの想

定被害等の情報を得ることは大変有益であっ

た。今後は学校のみの取組で終わるのではなく，

いかに地域に広げられるかが課題である。 

 

 

（交通安全に関すること） 

Ⅰ 通学路の概況 

１ 過去の主な交通事故 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）「セーフティサイクル・ステップアップ・スクー

ル」の実施（対象：岡山市立全学校） 

交通ルールや危険予測をさせる教材を岡山

市立全学校に配付し，１～２ヶ月に１度，実施

している。小学校低学年，高学年，中学生や高

校生と，発達段階に応じた問題に合わせて実施

可能である。また，児童生徒への啓発と共に，

毎回保護者あてにもチラシを配布し，家庭での

交通安全について考える機会を提供している。          

 

 

（２）自転車指導警告数の情報提供 

    県警察本部と連携し，月ごとの自転車指導警

告数（並進や二人乗り，傘差し運転等）を各学

校に情報提供している。 

 

（３）学校安全アドバイザー派遣事業 

学校の要望に応じて，学校安全アドバイザー

を派遣し，通学路上の危険箇所を確認し，通学

路の検討を行った。 

（モデル地域名・校種毎の数：岡山市南区 小・１校） 

 

（４）自転車安全運転免許証交付事業 

    市生活安全課と連携し，小学４～６年生を対

象に自転車安全運転教室を実施し、免許証（セ

ーフティ サイクル ライセンス）を交付する

ことで，児童の交通安全意識の向上を図る。 

    

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

（１）取組のポイント 

通学路の安全確保に向けた取組を継続的に

○通学路の特徴 
本市では，小学校では自由通学と集団通学の両

方の通学方法が，中学校では自転車と徒歩での通

学方法が行われている。市内中心部では交通量の

多い所，道路の幅の狭い所が見られる。周辺部に

おいては，崖崩れの危険箇所や用水路の側，見通

しの悪い所等，危険な場所も見受けられる。 
 
○今年度，登下校中に大きな事故は起きてはいな

いが，生活の中での交通事故は度々起きている。 
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行うため，平成２５年度，岡山市通学路安全推

進会議を設置し，関係機関との連絡体制を構築

した。 

岡山市通学路交通安全プログラムに基づき，

通学路の危険箇所を合同点検し，子どもたちが

より安全に通学できるように，通学路の安全対

策を実施した。平成２４年度の緊急合同点検の

後も，毎年各機関との合同点検を実施している。 

   
（２）推進委員会【構成員】 
  道路管理者，県警察本部，学校，市教育委員会， 
  必要に応じて町内会長等 

 

（３）連絡協議会【構成員】 

   道路管理者，県警察本部，学校関係者，市教育

委員会 

  

  （岡山市立芳田小学校での通学路の合同点検の様子） 

 

Ⅲ 取組の成果と課題 

 １ 安全教育手法の開発・普及 

（１）「セーフティサイクル・ステップアップ・スク 

   ール」の実施 

    年５回実施できた。アンケートの結果から，

「道を歩くときの注意点が分かった」「交通ル

ール違反をしないよう気をつけている」等の肯

定的に捉えている児童生徒が多かった反面，教

員にとっては（短時間学習であるとはいえ）負

担に感じている様子もうかがえた。 

 

    
   （岡山市内小・中学生の交通事故件数の推移） 

 

 

（２）自転車指導警告数の情報提供 

各学級や学期末での全体指導の際に，学校が

児童生徒に交通マナー等指導する上で，具体的

な資料として活用していると報告を受けてい

る。 

 

（３）学校安全アドバイザー派遣事業（交通安全） 

防災中心で始めた事業であるので，交通安全

に関するアドバイザーの認知度が低く，派遣要

望が少なかった。どのような形で派遣が可能で

あるのか，例を示すことが効果的だと思われる。 

 

（４）自転車安全運転免許証交付事業 

   岡山市立小学校６８校で実施し，自転車の安

全な乗り方について講習することができた。 

 

２ 交通安全を確保するための体制の構築と通学

路交通安全プログラムに基づく合同点検等の実

施 

    関係機関がそろって点検から検討まで行うの

で，スムーズに補修することができた箇所があ

る反面，利用者（歩行者や自転車）のマナーの

問題で対応できない箇所もある。 
    また，昨年度，合同点検を実施した学校に対

して行った点検後の状況調査（Ｈ２８実施）で

は，平成２７年度に補修した箇所での事故やけ

がの報告は０件であり，９２％の学校が「一定

の効果があった」と回答している。 
 

（防犯を含む生活上の安全に関すること） 

Ⅰ 生活上の安全に関する概況 

１ 過去の主な事件・事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学校管理下における主な事故・事故件数等 
（１）平成２７年度日本スポーツ振興センター災

害発生件数 
   小学校２，９１０件 
   中学校２，３２４件 
   高等学校  ２４件（前年度比２６件減） 
（２）平成２８年度熱中症による日本スポーツ振

興センター災害給付件数 
   ２０件（前年度２０件） 
○平成２８年度市内小中学校不審者情報報告数 
   ９２件 
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（月ごとの不審者報告件数） 

 
（不審者の内容別割合） 

 

Ⅱ 取組の概要 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）学校安全アドバイザー派遣事業 

学校の要望に応じて，学校安全アドバイザー

を派遣し，不審者対策，学校生活における安全

指導や管理体制について指導助言を行った。 

（モデル地域名・校種毎の数：岡山市東区、小・２校） 

 

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）登下校時の見守り 

学校支援ボランティアとして承認した個人，

団体に対して「登録証」を交付し，学校園の安

全対策への支援として，登下校時の見守り，交

通指導，校門でのあいさつ・声かけ等を行って

いる。 

   また，県警内に設置された「学校警察連絡室」

の警察官が生徒会や児童会とともに校門でのあ

いさつ・声かけ等行っている。 

   不審者に加え，サルやイノシシ等が学区に出

没した際には，教育委員会からＦＡＸで該当学

区に連絡し，ボランティア等の協力を得て，児

童生徒の登下校の見守りをしている。 

  

Ⅲ 取組の成果と課題 

１ 安全教育手法の開発・普及 

（１）学校安全アドバイザー派遣事業（防犯） 

 交通安全同様，生活安全に関するアドバイザ

ーの認知度が低く，派遣要望が少なかった。ど

のような形で派遣が可能であるのか，例を示し

ていきたい。 

 

２ 登下校時を含めた日常的な学校の安全を確保

するシステムの構築 

（１）登下校時の見守り 

様々な立場の方の協力を得ることで，たくさ

んの目で児童生徒を見守ることができた。ただ

し，地域で見守ってくれる方の固定化，高齢化

の状況が見られる。 
また，学校支援ボランティアについては地域

差があり，特に支援数の少ない地域をどのよう

に活性化できるか，どのように参加を促すかが

課題である。 
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